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政令指定都市についてのコメント

 

研究分担者 清水康夫（横浜市総合リハビリテーションセンター） 
 
政令指定都市（以下，政令市）分担班では，全 20 市のなかから福岡市，広島市，岡山市，

横浜市の４市が選ばれ，それぞれの市で発達障害の地域支援システムに中心的に携わって

いる研究協力者の参加を得て調査が進められた。基礎自治体は全国で 1,741（平成 28 年 10
月 10 日現在）あるが，政令市はそのうち 20 市のみであって数としては全自治体のわずか

1.1％を構成するに過ぎない。その反面，政令市 20 市を合わせた人口は全国総人口約 1 億

2,700 万人の 21％強に達する。実に我が国の 5 人に一人が政令市民なのである。 
しかし同じ政令市とはいえ，分担班４市の間でも政令市指定時期や人口規模などに大き

な違いがある。たとえば横浜市は昭和 31 年に政令市制度ができる前から，いわゆる「五大

都市」のひとつであった。逆に岡山市は平成 20 年に政令市になったばかりであり，福岡市

と広島市の指定時期はその中間といえよう。一方，人口の点でも 370 万人を超える横浜市

と 72 万人の岡山市は対照的であり，福岡市と広島市はやはりその中間にあたる。これらの

違いは建設されている発達障害の地域支援システムの内容にも影響を与えていると思われ

る。 
厚生省（当時）から都道府県知事と政令市長に「心身障害児総合通園センター」構想の

通知が出されたのは昭 54 年であった。それに前後して，広島市は昭和 49 年に，福岡市は

昭和 54 年に，心身障害福祉センターを開所している。この 2 市は市内に地域拠点を築いて

，そこを中心に障害児に対する医療と福祉の総合アプローチを開始した我が国で最も早い

都市群である。横浜市が最初に地域療育センターを開いたのはそれに数年遅れた昭和 60 年

であった。 
上の 3 市では，まず地域の支援拠点を建設することから始まり，そこにおいて種々の支

援活動がなされる形がとられた。厚生省通知に忠実な支援システムづくりであったといえ

る。これに対して岡山市ではそれとは違ったベクトルで支援サービスのネットワークづく

りがなされているようである。 
そうすると，古くからの政令市の方策は「拠点主義」といえるかもしれない。のちにな

って横浜市でアウトリーチ形式の学校支援事業が設けられたのは，拠点主義からの脱出や

修正を含んでいたであろうか。今後，むしろ古い政令市の方が新しい政令市から学ぶこと

が多くなりそうな雲行きである。 
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研究要旨 

発達障害の地域支援について，その今後のあり方を横浜市の地域特性を描出することに

よって考察した。横浜市（人口 373 万人余）は政令指定都市として 18 の行政区に分割さ

れており，発達障害の支援はどの行政区においても基本的に同質である。そのため行政サ

ービスの内容の詳細については，ひとつの行政区である港北区（人口 34 万人余）を代表

に選んで精査することにして，調査結果の正確さを期した。 
発達障害とは複数の障害の集合概念である。横浜市が地域支援システムの建設に入った

当時は，支援対象が知的障害（精神遅滞）に一本化される傾向があったが，その後は自閉

症や注意欠如多動性障害が加わり，さらに知的な遅れのない種類の発達障害（高機能自閉

症，アスペルガー症候群，学習障害など）へと，次々に拡大されてきた。療育手帳の対象

も，明らかな知的障害（IQ75 以下）だけでなく，自閉症などの診断に伴うとの条件付き

ながらも，境界知能（IQ76～91）にまで広げられた。 
地域支援システムは当初，地域療育センターを地域拠点とする早期発見・早期療育に中

心化されたが，やがて学齢障害児に対しても早期支援と同じ拠点に支援の役割が振られた。

外来診療と福祉相談という形式で学齢前期障害児支援事業がすべての拠点に，また学齢後

期障害児支援事業がリハビリテーションセンターを含む市内 3 ヶ所の事業所にそれぞれ設

定された。さらに地域の公立校に対しては，アウトリーチ形式による学校支援事業がすべ

ての拠点に置かれている。 
しかし今後の長期展望に立ったとき，現在の地域支援システムは根本的な改革が必要な

段階に至っているとも思われる。 

A. 研究目的 
本研究班における政令市分担班では，横

浜市，広島市，福岡市，岡山市の４市それ

ぞれについて自治体調査を行い，各政令市

の対発達障害施策の内容，支援体制の実態

を明らかにする。さらにそれぞれの特性か

ら基本自治体のなかで政令市の特性や今後

の課題について考察する。

本稿では，横浜市について報告する。

 
B. 研究方法 

発達障害をもつ子どもと家族に対する支

援の各自治体における到達状況を調査する

ために本研究班で定められた調査票（「市区

町村における発達障害児に関する支援状況

調査票」）の項目にそって調査を行った。調

査票は，地域特性，発達障害の支援システ

ム，障害児支援の体制，発達障害者支援法

の改正等に関連する質問の 4つの大項目に

分類されている。調査対象である横浜市（面

積：約 435km2, 人口：約 373 万人）は，

国内に 20 ある政令指定都市の中でも大規

模であり，広範囲で複数の組織にまたがる

調査項目を一元的に得ることは困難である。

そのため，以下の工夫を行った。一つ目は，

研究分担者のもとに，横浜市内の発達障害

にかかわる福祉，医療，教育の各分野に従

事している者を研究協力者として招集し，

それぞれの持つ資料を持ち寄り，数回にわ

たり話し合いを行ってこれらの情報を統合

した。また，研究協力者から発達障害をも

つ子どもと家族に対する横浜市の行政に携

わる関係者に依頼し，行政側からの意見を

集約した。二つ目は，横浜市の 18 ある行

政区の中から，横浜市北部地域に位置する

港北区（面積：約 31 km2, 人口：約 34.6
万人）を主な調査対象地域と定め，横浜市

全体にかかわる情報のみならず港北区の情

報を追記することで，他自治体との比較等

をしやすくなるよう努めた。なお，地域特

性のうち，人口動態，就業人口，調査対象

となる港北区の地理的特徴・人口・人口動

態，就業人口，職業大分類別就業者数に関

するデータは，主に横浜市政策局総務部統

計情報課の，横浜市統計ポータルサイト

（http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/
stat/census/）から引用した。 
 
（倫理面への配慮） 

調査にあたっては，氏名，生年月日，住

所を含む対象児童の個人を特定できるよう

な一切の情報は扱わなかった。 
 

C. 研究結果 
１．地域特性 

主な調査対象地域である横浜市港北区

は，横浜市を構成する 18 区のうちの 1 つ

であり，面積は 31.4km2，人口は 34.6 万

人で，前回調査時 33.9 万人（H26 年）よ

り増加していた。平成 27 年の年間出生数

は 3698 人で，前回調査時 3455 人（H25
年）より増加していた。 

横浜市政の中心地は関内地区（中区），

経済活動の中心地は横浜駅（西区）周辺で

あるが，港北区は横浜市北東部に位置し，

その横浜市の中心地域と東京都心との間に

位置し，都心から約 20km 圏内である。こ

のような地理的環境のため，港北地域は，

明治 41 年に現在の JR 横浜線が，大正 15
年に現在の東急東横線が開通したことによ

り，横浜市の内陸部としてはいち早く市街

化が始まった。 また昭和 39 年，東海道新

幹線の開通に伴って新横浜駅が開業すると，

横浜駅周辺・関内・関外地区に次ぐ横浜市

第二の拠点として整備された。さらに，新

横浜駅を中心とした地域は，新横浜都心と

して位置づけられ，広域的な施設や基盤の

整備が図られつつあり，その 1 つとして平

成 10 年に横浜国際総合競技場（現：日産

スタジアム）が開場している。住宅分布は，
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6 
 

東急東横線沿線を中心とする東側には，一

戸建て住宅中心の閑静な住宅地が，横浜市

営地下鉄沿線を中心とする西側には集合住

宅を中心とした新興住宅地が広がっている。 
港北区の 15 歳以上の通勤通学者のうち，

市内で従業・通学する割合は 49.1％，東京

都に従業・通学する割合は，39.2％であり，

都心のベッドタウンとしての機能を持つ。

一方，港北区に従業・通学している 15 歳

以上のうち東京から通勤・通学者の割合は

10.6％と 18 区の中で最も高く横浜市の中

心と都心との中間として，独自の都市機能

も有している。港北区の昼夜間人口比率は

94.0，18 区の中で流出人口は 2 番目，流

入人口 3番目に高く出入りの多い地域と言

える。 
港北区の年齢別の人口では 0～4 歳が

4.5％（全国平均 4.1％），15 歳未満が

12.4％（13.1％），15 歳～65 歳未満が

69.4％（63.8％）65 歳以上が 17.5％

（23.3％）と幼児人口は全国平均をやや上

回り，生産年齢人口の割合が高い傾向にあ

る。 
港北区の外国人人口は 5064 人（港北区

人口の 1.49％）であり，外国人密集地域は

ない。 
横浜市では増え続ける保育所申込者に

対応するため，平成 22 年度から待機児童

対策を重点施策とし，保育所定員を拡大し

て平成 25 年 4 月には待機児童ゼロを達成

しているが課題は完全には解決していない。

H28 年 4 月時点で保育所等を利用できず

保留扱いとなった児童は 3117 人，そのう

ち横浜保育室・一時保育・幼稚園預かり保

育など代替施策が利用できたのは 987 人

いた。 
 
２．発達障害の支援システム 
１）自治体における療育手帳の種類と基準 

横浜市は，標準化された田中ビネー知能

検査に基づいて，最重度（A1），重度（A2），
中度（B1），軽度（B2）に分類している。

加えて，境界水準（IQ76 から 91）であれ

ば自閉スペクトラム症者を軽度（B2）と認

定している。これは福祉制度の利用を希望

する境界知能の子どもの受け皿にもなって

いる。 
２）支援システムの概要 

横浜市の支援システムは，ライフステー

ジに沿って就学前，学齢前期，学齢後期，

成人期と分かれて構成されており，その概

要は横浜市のホームページに掲載されてい

る。 
早期発見は各区にある福祉保健センター

が中心的役割を担っており，とくに 1 歳６

ヵ月児健康診査は発達障害の早期発見にと

って最も重要である。発見後の継続的な支

援を担う地域療育センター（港北区はリハ

ビリテーションセンター）と福祉保健セン

ターの間には機能的なインターフェイスが

設けられており，福祉保健センターには地

域療育センターの医師，心理士，ソーシャ

ルワーカーがチームで出向き，発達評価や

養育者への専門相談を行う（療育相談）。 
幼稚園や保育所に入園した後に集団行動

などの点で発達障害が疑われた子どもは地

域療育センターに紹介される。幼稚園や保

育所に対しては，地域療育センターのソー

シャルワーカーが巡回相談に出向き，子ど

もの生活の様子を直接みた上で園へのスー

パーヴィジョンを行っている。近年は，養

育者が本やインターネットから情報を得る

ことによって，福祉保健センターや幼稚

園・保育所を経由することなく，養育者の

発意で直接受診を申し込む割合が増えて

10％を超える。 
３）医療の関わり方 

早期発見から続く発達障害をもつ子ど

もと養育者に対する継続的な支援の場は，

地域拠点である地域療育センターが担って
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おり，港北区においてはリハビリテーショ

ンセンターがその機能を有している。 
地域拠点の診療所は障害の早期発見と

障害児や保護者への早期支援方針の作成に

ついて牽引役を果たしている。また地域拠

点内に置かれた児童発達支援センター，児

童発達支援事業所における早期支援に並行

する形で，必要に応じて薬物療法などの医

療を提供している。 
４） 幼児期の継続的な支援 

幼児期の継続的な支援の場として，専門

機関，幼稚園・保育所に大きく分類して記

述する。まず，発達障害の専門機関として

は，地域拠点である地域療育センター（港

北区はリハビリテーションセンター）が担

っている。その他，民間の児童発達支援事

業所の開設が進んでいる。 
横浜市には公立幼稚園は存在せず，全園

が民間である。このため，障害のある児童

の受け入れは各園の判断に任されている。

横浜市は，私立幼稚園に対して「私立幼稚

園等特別支援教育費補助事業（私立幼稚園

の特別支援教育に必要な教員の確保・施設

設備の整備改善を行うことを目的とする）」

を設け，障害のある児童の受け入れに関す

る助成を行っている。平成 27 年度に子ど

も・子育て支援新制度が実施されるに伴い，

平成 24 年度調査時に 286 園であった私立

幼稚園のうち，57 園（12,550 名）が新制

度型園に移行した。横浜市は，新制度移行

園に関しては，「障害児等受入加算」により

助成を行っている。前回調査（平成 24 年

度）と今回調査（平成 27 年度）の比較で

は，障害のある児童の受け入れ総数はほぼ

変わらず，新制度導入により補助の仕組み

が変更されても受け入れは継続されている。 
横浜市では保育所待機児童ゼロの目標

を達成するために，認可保育所や市認定保

育室（横浜保育室）の増設に取り組み，施

設数は激増している。しかし公立保育所は，

横浜市が民営化を進めているため，前回調

査時と比較して施設数は減少している。た

とえば，横浜市港北区の認可保育所は平成

24 年度に 49 か所であったが，平成 27 年

度には 71 か所に増えており，逆に公立保

育所は平成 24 年度に 1 ヵ所減，平成 27
年度には市内で 6ヵ所までになった。また，

平成 27 年度に子ども・子育て支援新制度

が実施されるに伴い，様々な形態の保育事

業が展開されるようになった。 
障害のある児童の受け入れについては，

公立保育所では平成 10 年度より全保育所

で受け入れているが，民間保育所では各施

設の判断に任されている。障害のある児童

の受け入れへの助成は，認可保育所（公立，

私立），市認定保育室（横浜保育室）につい

ては「障害児保育費（障害のある児童受け

入れ）」 ，「特別支援児童加算費（発達障害

のある児童受け入れ）」により，必要な職員

体制の加配を保障している。また，認可保

育所を中心にした育児相談・育児講座の開

催，園庭解放など，地域の子育て支援活動

を行っている。 
幼稚園・保育所・認定こども園には，い

くつかの次元で専門機関による支援システ

ムが構築されている。まず，地域拠点であ

る地域療育センター（リハビリテーション

センター）のソーシャルワーカーが，幼稚

園・保育所からの要望に応じて，リハセン

ター利用児，未利用児を問わず巡回相談を

行う。平成 27 年度巡回相談は，幼稚園関

係 139 ケース，保育所関係 375 ケース，

計 514 ケースであった。ちなみに平成 24
年度の計 481 ケースよりもやや増えてい

た。保育所等施設の増設に伴い，巡回相談

の申込件数は年々増加し，対象施設も小規

模事業施設や認可外保育所や子育てサーク

ル等，広がりを見せている。 
幼稚園・保育所の保育士等に対する研修

事業として，認可保育所の保育士を対象に
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東急東横線沿線を中心とする東側には，一

戸建て住宅中心の閑静な住宅地が，横浜市

営地下鉄沿線を中心とする西側には集合住

宅を中心とした新興住宅地が広がっている。 
港北区の 15 歳以上の通勤通学者のうち，

市内で従業・通学する割合は 49.1％，東京

都に従業・通学する割合は，39.2％であり，

都心のベッドタウンとしての機能を持つ。

一方，港北区に従業・通学している 15 歳

以上のうち東京から通勤・通学者の割合は

10.6％と 18 区の中で最も高く横浜市の中

心と都心との中間として，独自の都市機能

も有している。港北区の昼夜間人口比率は

94.0，18 区の中で流出人口は 2 番目，流

入人口 3番目に高く出入りの多い地域と言

える。 
港北区の年齢別の人口では 0～4 歳が

4.5％（全国平均 4.1％），15 歳未満が

12.4％（13.1％），15 歳～65 歳未満が

69.4％（63.8％）65 歳以上が 17.5％

（23.3％）と幼児人口は全国平均をやや上

回り，生産年齢人口の割合が高い傾向にあ

る。 
港北区の外国人人口は 5064 人（港北区

人口の 1.49％）であり，外国人密集地域は

ない。 
横浜市では増え続ける保育所申込者に

対応するため，平成 22 年度から待機児童

対策を重点施策とし，保育所定員を拡大し

て平成 25 年 4 月には待機児童ゼロを達成

しているが課題は完全には解決していない。

H28 年 4 月時点で保育所等を利用できず

保留扱いとなった児童は 3117 人，そのう

ち横浜保育室・一時保育・幼稚園預かり保

育など代替施策が利用できたのは 987 人

いた。 
 
２．発達障害の支援システム 
１）自治体における療育手帳の種類と基準 

横浜市は，標準化された田中ビネー知能

検査に基づいて，最重度（A1），重度（A2），
中度（B1），軽度（B2）に分類している。

加えて，境界水準（IQ76 から 91）であれ

ば自閉スペクトラム症者を軽度（B2）と認

定している。これは福祉制度の利用を希望

する境界知能の子どもの受け皿にもなって

いる。 
２）支援システムの概要 

横浜市の支援システムは，ライフステー

ジに沿って就学前，学齢前期，学齢後期，

成人期と分かれて構成されており，その概

要は横浜市のホームページに掲載されてい

る。 
早期発見は各区にある福祉保健センター

が中心的役割を担っており，とくに 1 歳６

ヵ月児健康診査は発達障害の早期発見にと

って最も重要である。発見後の継続的な支

援を担う地域療育センター（港北区はリハ

ビリテーションセンター）と福祉保健セン

ターの間には機能的なインターフェイスが

設けられており，福祉保健センターには地

域療育センターの医師，心理士，ソーシャ

ルワーカーがチームで出向き，発達評価や

養育者への専門相談を行う（療育相談）。 
幼稚園や保育所に入園した後に集団行動

などの点で発達障害が疑われた子どもは地

域療育センターに紹介される。幼稚園や保

育所に対しては，地域療育センターのソー

シャルワーカーが巡回相談に出向き，子ど

もの生活の様子を直接みた上で園へのスー

パーヴィジョンを行っている。近年は，養

育者が本やインターネットから情報を得る

ことによって，福祉保健センターや幼稚

園・保育所を経由することなく，養育者の

発意で直接受診を申し込む割合が増えて

10％を超える。 
３）医療の関わり方 

早期発見から続く発達障害をもつ子ど

もと養育者に対する継続的な支援の場は，

地域拠点である地域療育センターが担って
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おり，港北区においてはリハビリテーショ

ンセンターがその機能を有している。 
地域拠点の診療所は障害の早期発見と

障害児や保護者への早期支援方針の作成に

ついて牽引役を果たしている。また地域拠

点内に置かれた児童発達支援センター，児

童発達支援事業所における早期支援に並行

する形で，必要に応じて薬物療法などの医

療を提供している。 
４） 幼児期の継続的な支援 

幼児期の継続的な支援の場として，専門

機関，幼稚園・保育所に大きく分類して記

述する。まず，発達障害の専門機関として

は，地域拠点である地域療育センター（港

北区はリハビリテーションセンター）が担

っている。その他，民間の児童発達支援事

業所の開設が進んでいる。 
横浜市には公立幼稚園は存在せず，全園

が民間である。このため，障害のある児童

の受け入れは各園の判断に任されている。

横浜市は，私立幼稚園に対して「私立幼稚

園等特別支援教育費補助事業（私立幼稚園

の特別支援教育に必要な教員の確保・施設

設備の整備改善を行うことを目的とする）」

を設け，障害のある児童の受け入れに関す

る助成を行っている。平成 27 年度に子ど

も・子育て支援新制度が実施されるに伴い，

平成 24 年度調査時に 286 園であった私立

幼稚園のうち，57 園（12,550 名）が新制

度型園に移行した。横浜市は，新制度移行

園に関しては，「障害児等受入加算」により

助成を行っている。前回調査（平成 24 年

度）と今回調査（平成 27 年度）の比較で

は，障害のある児童の受け入れ総数はほぼ

変わらず，新制度導入により補助の仕組み

が変更されても受け入れは継続されている。 
横浜市では保育所待機児童ゼロの目標

を達成するために，認可保育所や市認定保

育室（横浜保育室）の増設に取り組み，施

設数は激増している。しかし公立保育所は，

横浜市が民営化を進めているため，前回調

査時と比較して施設数は減少している。た

とえば，横浜市港北区の認可保育所は平成

24 年度に 49 か所であったが，平成 27 年

度には 71 か所に増えており，逆に公立保

育所は平成 24 年度に 1 ヵ所減，平成 27
年度には市内で 6ヵ所までになった。また，

平成 27 年度に子ども・子育て支援新制度

が実施されるに伴い，様々な形態の保育事

業が展開されるようになった。 
障害のある児童の受け入れについては，

公立保育所では平成 10 年度より全保育所

で受け入れているが，民間保育所では各施

設の判断に任されている。障害のある児童

の受け入れへの助成は，認可保育所（公立，

私立），市認定保育室（横浜保育室）につい

ては「障害児保育費（障害のある児童受け

入れ）」 ，「特別支援児童加算費（発達障害

のある児童受け入れ）」により，必要な職員

体制の加配を保障している。また，認可保

育所を中心にした育児相談・育児講座の開

催，園庭解放など，地域の子育て支援活動

を行っている。 
幼稚園・保育所・認定こども園には，い

くつかの次元で専門機関による支援システ

ムが構築されている。まず，地域拠点であ

る地域療育センター（リハビリテーション

センター）のソーシャルワーカーが，幼稚

園・保育所からの要望に応じて，リハセン

ター利用児，未利用児を問わず巡回相談を

行う。平成 27 年度巡回相談は，幼稚園関

係 139 ケース，保育所関係 375 ケース，

計 514 ケースであった。ちなみに平成 24
年度の計 481 ケースよりもやや増えてい

た。保育所等施設の増設に伴い，巡回相談

の申込件数は年々増加し，対象施設も小規

模事業施設や認可外保育所や子育てサーク

ル等，広がりを見せている。 
幼稚園・保育所の保育士等に対する研修

事業として，認可保育所の保育士を対象に
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担当エリアの療育センターで実地研修を行

う「障害児保育実地研修」，幼稚園協会主催

の研修会への講師派遣，保育士等対象の専

門研修がある。また 1 年間の期間を区切っ

て公立保育所の保育士をリハビリテーショ

ンセンター等に受け入れて早期療育を担当

させ，同時に療育センターの保育士を公立

保育所に派遣するという相互に乗り入れる

形の「横浜市保育士人事交流研修」事業を

展開している。 
幼児期の継続的な支援から学校への引

き継ぎは，指導要録，保育要録等が幼稚園

や保育所から学校に送付されている。また，

地域療育センターで専門的な支援を受け

た子どもについては，養育者の承諾・希望

のもと，児童支援専任や通級指導教室担当

などとのカンファレンスを通じて情報共

有をしている。 
５）学齢期の支援 
学齢期の継続的な支援システムについて

教育側と医療・福祉側とに整理して記述す

る。 
教育における支援システムは，特別支援

教育に関する校内委員会，特別支援教育コ

ーディネーター，特別支援教室が横浜市内

の全校に設定されているが，横浜市の特色

としてさらに 2 点を追記する。一つは，発

達障害のある，またはそれが疑われる全児

童に対する支援，外部機関との連携などを

積極的に行う特別支援教育コーディネー

ター機能をもつ児童支援専任の各校配置

である。この児童支援専任はクラス担任を

せず，発達障害のある児童等の支援に専念

する。 
もう一つは，「横浜型センター的機能」

と呼ばれる，障害のある児童への支援のた

めに特別支援学校・通級指導教室・地域療

育センター等がそれぞれの専門性を生か

し，地域を意識した展開によって学校支援

を行う仕組みである。この他にも，連続性

のある多様な学びの場の整備，医療・福祉

等との連携，その他専門家の育成や普及活

動がなされている。 
学齢期の継続的な支援の主役は教育であ

るが，医療・福祉はそれを脇で支え，学齢

期の支援システムの維持や機能向上を担う

重要な役割をもつ。就学に際しては，養育

者に必要な情報を提供し，子どもの特性に

合った教育を選択できるよう支援をすると

ともに，学校に対して入学する子どもの幼

児期の経過や今後予想されることなどを，

カンファレンスを通して情報共有する機会

を持つ。 
診療は，医師や心理士を含む多職種でチ

ームが構成され，幼児期から診療を継続す

ることに加えて，学童期になって初めて発

達障害が疑われた子どもも診療対象として

いる（学齢前期障害児支援事業）。こうした

学童ケースの診断と評価および治療方針を

めぐるコンサルテーションの場を学校関係

者に向けて用意している。コンサルテーシ

ョンにはケース担当の医師，心理士，ソー

シャルワーカーなどが応じる。 
さらに中学校期から 18 歳までの横浜市

在住者を対象として，発達障害にかんする

ソーシャルワーカーによる相談および医師

による診療，心理士による評価と指導など

を市内 3 機関で行っており，リハビリテー

ションセンターはそのひとつである（学齢

後期障害児支援事業）。ただし，その 3 機

関のうち診療機能をもつのは 2 か所のみで

あり，成人期への支援も含めて今後の大き

な課題となっている。 
 
３．障害児支援の体制 

１）母子保健 
横浜市港北区における母子保健の担当部

署は港北区こども家庭支援課こども家庭支

援担当であり，常勤の保健師 12 人（虐待

対応調整チーム専任 1 名を含む）で臨んで
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いる。 
２）乳幼児健診 
主要な乳幼児健診は，4 ヵ月，1 歳 6 ヵ

月，3 歳に設定されており，いずれも主に

保健福祉センターにおける集団検診の形式

で実施されている。特に 1 歳 6 ヵ月児健診

は発達障害の早期発見の拠点として重視さ

れている。ここでのフォロー率は 39.3%と

高い。 
３） 幼稚園・保育所・認定こども園 
＜幼稚園関係＞ 

平成 27 年度に子ども・子育て支援新制

度が本格実施されるに伴い，横浜市全体で

は平成 24 年度調査時に 286 園であった幼

稚園のうち，57 園（12,550 名）が新制度

型園に移行した。港北区では，23 園中 11
園（2,145 名）が移行した。 

平成 27 年度では，港北区の従来型幼稚

園で全 12 園中 8 園（66.7％）の 28 名

（1.2％）が補助事業の対象であった。港

北区の新制度移行園では，全 11 園中 5 園

（45.5％）の 21 名（0.97％）が「障害児

等受入加算」の対象であった。前回調査（平

成 24 年度）と今回を比較しても，障害の

ある児童の受け入れ総数はほぼ変わってお

らず，新制度導入により補助の仕組みが変

更されても受け入れは継続されていた。 
 

 
表 従来型幼稚園における「私立幼稚園等特別支援教育費補助事業」 
 

 H27 年度 H24 年度 
港北区 横浜市 港北区 横浜市 

全園児数 2,338 名 44,144 名 4,736 名 59,671 名 
補助事業対象児数 28 名(1.2％) 820 名(1.9％) 50 名(1.1％) 901 名(1.5％) 

全園数 12 園 225 園 23 園 286 園 
補助事業対象園数 8 園(66.7％) 149園(66.2％) 12 園(52.2％) 176園(61.5％) 

 
 
＜保育所関係＞ 

横浜市では，保育所待機児童ゼロの目標

を達成するために，認可保育所や市認定保

育室（横浜保育室）の増設に取り組み，施

設数が激増している。また，平成 27 年度

からは，子ども・子育て支援新制度の導入

に伴い，様々な形態の保育事業が展開され

るようになり，行政が障害児の受け入れを

行っている施設の全容を十分に把握できて

いない現状が生じている。 
認可保育所（公立６，私立 65）・小規模

保育事業（15）・家庭的保育事業（2）・事

業所内保育事業（1）に該当する施設は，

全 89 ヵ所中 36 ヵ所（40.4％）に，全 6365

名中 82 名（1.3％）を受け入れている。横

浜保育室は，全 20 ヵ所中 3 ヵ所に全 836
名中 3 名（0.4％）を受け入れている。認

可外保育施設は，全 18 ヵ所であるが，利

用児総数，障害児の受け入れ数ともに不明

である。 
＜専門機関との連携＞ 

障害児保育講座（障害児に対する理解お

よび障害児保育に必要な知識を得ることを

目的とした研修），障害児保育実地研修（認

可保育所の保育士が療育センターで 2日間，

障害児療育の実施研修），横浜市保育士人

事交流研修（保育所と療育センターの保育
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担当エリアの療育センターで実地研修を行

う「障害児保育実地研修」，幼稚園協会主催

の研修会への講師派遣，保育士等対象の専

門研修がある。また 1 年間の期間を区切っ

て公立保育所の保育士をリハビリテーショ

ンセンター等に受け入れて早期療育を担当

させ，同時に療育センターの保育士を公立

保育所に派遣するという相互に乗り入れる

形の「横浜市保育士人事交流研修」事業を

展開している。 
幼児期の継続的な支援から学校への引

き継ぎは，指導要録，保育要録等が幼稚園

や保育所から学校に送付されている。また，

地域療育センターで専門的な支援を受け

た子どもについては，養育者の承諾・希望

のもと，児童支援専任や通級指導教室担当

などとのカンファレンスを通じて情報共

有をしている。 
５）学齢期の支援 
学齢期の継続的な支援システムについて

教育側と医療・福祉側とに整理して記述す

る。 
教育における支援システムは，特別支援

教育に関する校内委員会，特別支援教育コ

ーディネーター，特別支援教室が横浜市内

の全校に設定されているが，横浜市の特色

としてさらに 2 点を追記する。一つは，発

達障害のある，またはそれが疑われる全児

童に対する支援，外部機関との連携などを

積極的に行う特別支援教育コーディネー

ター機能をもつ児童支援専任の各校配置

である。この児童支援専任はクラス担任を

せず，発達障害のある児童等の支援に専念

する。 
もう一つは，「横浜型センター的機能」

と呼ばれる，障害のある児童への支援のた

めに特別支援学校・通級指導教室・地域療

育センター等がそれぞれの専門性を生か

し，地域を意識した展開によって学校支援

を行う仕組みである。この他にも，連続性

のある多様な学びの場の整備，医療・福祉

等との連携，その他専門家の育成や普及活

動がなされている。 
学齢期の継続的な支援の主役は教育であ

るが，医療・福祉はそれを脇で支え，学齢

期の支援システムの維持や機能向上を担う

重要な役割をもつ。就学に際しては，養育

者に必要な情報を提供し，子どもの特性に

合った教育を選択できるよう支援をすると

ともに，学校に対して入学する子どもの幼

児期の経過や今後予想されることなどを，

カンファレンスを通して情報共有する機会

を持つ。 
診療は，医師や心理士を含む多職種でチ

ームが構成され，幼児期から診療を継続す

ることに加えて，学童期になって初めて発

達障害が疑われた子どもも診療対象として

いる（学齢前期障害児支援事業）。こうした

学童ケースの診断と評価および治療方針を

めぐるコンサルテーションの場を学校関係

者に向けて用意している。コンサルテーシ

ョンにはケース担当の医師，心理士，ソー

シャルワーカーなどが応じる。 
さらに中学校期から 18 歳までの横浜市

在住者を対象として，発達障害にかんする

ソーシャルワーカーによる相談および医師

による診療，心理士による評価と指導など

を市内 3 機関で行っており，リハビリテー

ションセンターはそのひとつである（学齢

後期障害児支援事業）。ただし，その 3 機

関のうち診療機能をもつのは 2 か所のみで

あり，成人期への支援も含めて今後の大き

な課題となっている。 
 
３．障害児支援の体制 

１）母子保健 
横浜市港北区における母子保健の担当部

署は港北区こども家庭支援課こども家庭支

援担当であり，常勤の保健師 12 人（虐待

対応調整チーム専任 1 名を含む）で臨んで
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いる。 
２）乳幼児健診 
主要な乳幼児健診は，4 ヵ月，1 歳 6 ヵ

月，3 歳に設定されており，いずれも主に

保健福祉センターにおける集団検診の形式

で実施されている。特に 1 歳 6 ヵ月児健診

は発達障害の早期発見の拠点として重視さ

れている。ここでのフォロー率は 39.3%と

高い。 
３） 幼稚園・保育所・認定こども園 
＜幼稚園関係＞ 

平成 27 年度に子ども・子育て支援新制

度が本格実施されるに伴い，横浜市全体で

は平成 24 年度調査時に 286 園であった幼

稚園のうち，57 園（12,550 名）が新制度

型園に移行した。港北区では，23 園中 11
園（2,145 名）が移行した。 

平成 27 年度では，港北区の従来型幼稚

園で全 12 園中 8 園（66.7％）の 28 名

（1.2％）が補助事業の対象であった。港

北区の新制度移行園では，全 11 園中 5 園

（45.5％）の 21 名（0.97％）が「障害児

等受入加算」の対象であった。前回調査（平

成 24 年度）と今回を比較しても，障害の

ある児童の受け入れ総数はほぼ変わってお

らず，新制度導入により補助の仕組みが変

更されても受け入れは継続されていた。 
 

 
表 従来型幼稚園における「私立幼稚園等特別支援教育費補助事業」 
 

 H27 年度 H24 年度 
港北区 横浜市 港北区 横浜市 

全園児数 2,338 名 44,144 名 4,736 名 59,671 名 
補助事業対象児数 28 名(1.2％) 820 名(1.9％) 50 名(1.1％) 901 名(1.5％) 

全園数 12 園 225 園 23 園 286 園 
補助事業対象園数 8 園(66.7％) 149園(66.2％) 12 園(52.2％) 176園(61.5％) 

 
 
＜保育所関係＞ 

横浜市では，保育所待機児童ゼロの目標

を達成するために，認可保育所や市認定保

育室（横浜保育室）の増設に取り組み，施

設数が激増している。また，平成 27 年度

からは，子ども・子育て支援新制度の導入

に伴い，様々な形態の保育事業が展開され

るようになり，行政が障害児の受け入れを

行っている施設の全容を十分に把握できて

いない現状が生じている。 
認可保育所（公立６，私立 65）・小規模

保育事業（15）・家庭的保育事業（2）・事

業所内保育事業（1）に該当する施設は，

全 89 ヵ所中 36 ヵ所（40.4％）に，全 6365

名中 82 名（1.3％）を受け入れている。横

浜保育室は，全 20 ヵ所中 3 ヵ所に全 836
名中 3 名（0.4％）を受け入れている。認

可外保育施設は，全 18 ヵ所であるが，利

用児総数，障害児の受け入れ数ともに不明

である。 
＜専門機関との連携＞ 

障害児保育講座（障害児に対する理解お

よび障害児保育に必要な知識を得ることを

目的とした研修），障害児保育実地研修（認

可保育所の保育士が療育センターで 2日間，

障害児療育の実施研修），横浜市保育士人

事交流研修（保育所と療育センターの保育
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士が 1 年間交流研修を行う）が継続的に行

われている。 
４）専門機関 

障害児支援にかかわる専門機関を，福祉

施設等，医療機関，特別支援教育に分類す

る。横浜市は全市に渡り人口が密集してい

て，いずれの地域でも通常の生活圏内に専

門機関が確保されてはいるものの，利用者

の爆発的な増加やニーズの多様化に対応す

るための受け皿がまだ充分に備わっている

とはいえない。 
福祉施設等は，地域拠点として地域療育

センター（含リハビリテーションセンター）

内に児童発達支援センター，医療型児童発

達支援センターを構えており，週 5 回の濃

厚な療育の他，子どもや家庭の状況に合わ

せて週 2日をセンターで療育をうけ残りの

3 日を幼稚園・保育所に通園するといった

併行通園を実施している。近年増加傾向に

ある児童発達支援事業所については地域療

育センター内にこれを導入し，知的な遅れ

のない発達障害児に特化した早期療育の場

として活用している。これらによって自治

体が責任をもつ形で，地域の発達障害支援

システムを構築していく中核部分を地域拠

点が担えるようになっている。民間の放課

後等デイサービスも近年増加傾向にあるが，

サービス内容にばらつきが大きく，今後は

養育者・相談支援事業者・サービス提供事

業者が三位一体で，児童のニーズに真正面

から向き合い，一人ひとりの特性や状況に

応じた発達支援を実現することが求められ

ている。 
発達障害専門の医療機関は，地域療育セ

ンター（含リハビリテーションセンター）

がその中心的な役割を担っている。そこに

は発達障害を専門とする常勤医師の配置に

よって療育や地域支援の質を担保している

が，診察を希望するケースが激増する中，

常勤医師だけでは量的な限界があり，何人

かの非常勤医師の協力を得て対応している。 
特別支援教育体制は，特別支援学校，知

的障害特別支援学級，情緒障害・自閉症特

別支援学級，通級指導教室などに大きく分

類される。このうち通級指導教室は，横浜

市全体で 15 の小学校と 4 の中学校に設置

されており，通級指導をうけている小学生

だけで 1786 名に上る。 
 
４．発達障害者支援法の改正等に関連する

項目 
横浜市には発達障害支援の相談窓口とな

る公的センターとして 9 ヶ所の地域療育セ

ンターが設置されている。昭和 54 年に厚

生省（当時）児童家庭局が都道府県と政令

指定都市に向けて通知した「心身障害児総

合通園センター」構想をふまえ，昭和 59
年に横浜市はそれまでにあった通園施設に

医療と相談の要素を組み入れて，発達障害

をもつ子どもと養育者に対する総合的な支

援活動の地域拠点建設計画を打ち立てた

（障害児地域総合通園施設構想）。現在もこ

の基本構想をもとに，地域療育センターは

相談・医療・専門評価・療育・地域支援な

ど多機能を有する発達障害支援の地域拠点

と位置づけられている。 
横浜市では，発達障害者支援法が施行さ

れた平成 17 年より横浜市発達障害検討委

員会を設置している。本委員会は，市主導

のもとに学識経験者，医師，福祉関係者，

教育関係者，就労支援関係者，当事者団体

関係者（親の会等）などの発達障害に関係

する代表者を一堂に集め，ライフステージ

を通じた主要テーマを定めて発達障害施策

を検討する会合である。 
横浜市は政令指定都市のため障害児者に

対する施策において県との連動が優先され

ることは多くはない。しかし一部，入院治

療が必要とされる発達障害児者について，

県立こども医療センターの児童思春期精神
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科と連携している。 
養育者・家族への情報提供については，

ソーシャルワーカーが適宜面接を行い，そ

こで必要に応じた情報提供や助言等を行っ

ている。また，地域療育センター診療所待

合室などにはその地域の社会資源や福祉制

度，サービス等についての情報が掲示され

ている。各地域療育センターのホームペー

ジには利用の流れや発達障害についての説

明が掲載され，養育者向けにプログラムさ

れた講座の案内がダウンロードできるよう

になっている。 
発達障害をもつ女子，日本語に通じない

子どもはそれぞれ特有の支援ニーズを有し

ているという認識のもと，女子のみを対象

とした活動（障害者スポーツ文化センター

横浜ラポールとの共同でエアロビクス教室

の開催など）や外国語に堪能な療育スタッ

フが担当するなど，個々に合わせた支援を

配慮している。 
療育手帳や診断をうけていない境界知能

の子どもであるが，このような場合，一般

には臨床ニーズが生じることがないため，

地域拠点である地域療育センターとして疫

学的な情報を得ることは困難である。ただ

し，幼稚園・保育所への巡回相談や学校支

援事業による学校訪問の際に訪問先からあ

げられる事例の中にそのような場合が含ま

れることがあるかもしれない。しかし，巡

回相談や学校支援事業では個々の事例の心

理検査や行動評価をするわけではないので，

その事例が境界知能であるか否かの正確な

判断は困難である。 
虐待防止のために，拠点である地域療育

センター内に児童虐待予防システムを設置

し，児童相談所や福祉保健センターとの連

携体制を敷いている。 
 
５．発達障害の支援体制全般に関する自治

体の課題 

横浜市では，主に乳幼児に対する障害児

の地域での早期の支援体制は，地域療育セ

ンターを中心として確立しており，ニーズ

の変化に対応すべく，養育者を対象とした

勉強会の充実や申込直後からの相談を中心

としたサービスの展開など，マイナーチェ

ンジを図っている。利用希望者が増加し，

両親ともに就労している利用児の増加など

ニーズが多様化している昨今では，地域療

育センターだけでは対応が難しい状況にな

っていることから，療育センターの機能や

組織を現実のニーズに対応できるようモデ

ルチェンジが必要と考えている。 
学齢期以降の支援体制は，学齢障害児支

援事業や学校支援事業等を通して体制を作

ってはいるものの，乳幼児期と比較すると

まだ強固ではないという課題がある。外来

診療の枠にこだわらず，相談（福祉サービ

ス）を軸にして医療が専門性をバックアッ

プするなど，支援の拡充と質の保証を同時

に考えていく必要がある。 
平成 24 年度の児童福祉法の改正以来増

加し続けている民間事業所との関係や障害

児相談支援事業者としての役割についても

課題があると考えている。 
 
D. 考察 

横浜市は 20 市ある政令指定都市のなか

で，人口 373 万人を擁する最大の都市であ

る。横浜市における発達障害対策の根幹を

成すものは，市内 9 ヶ所に設置されている

地域療育センターである。ここを地域拠点

として関連機関との連携のもと，障害の早

期発見から早期支援，さらに学齢障害児へ

の支援が市内の各地域で展開されている。 
横浜市の地域療育センターは，昭和 54

年の厚生省通知に呼応する形で昭和 59 年

に作成された「障害児地域総合通園施設構

想」に基づいて建設されてきた。厚生省通

知は人口およそ 30 万人に 1 ヶ所の総合通

- 58 -
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士が 1 年間交流研修を行う）が継続的に行

われている。 
４）専門機関 

障害児支援にかかわる専門機関を，福祉

施設等，医療機関，特別支援教育に分類す

る。横浜市は全市に渡り人口が密集してい

て，いずれの地域でも通常の生活圏内に専

門機関が確保されてはいるものの，利用者

の爆発的な増加やニーズの多様化に対応す

るための受け皿がまだ充分に備わっている

とはいえない。 
福祉施設等は，地域拠点として地域療育

センター（含リハビリテーションセンター）

内に児童発達支援センター，医療型児童発

達支援センターを構えており，週 5 回の濃

厚な療育の他，子どもや家庭の状況に合わ

せて週 2日をセンターで療育をうけ残りの

3 日を幼稚園・保育所に通園するといった

併行通園を実施している。近年増加傾向に

ある児童発達支援事業所については地域療

育センター内にこれを導入し，知的な遅れ

のない発達障害児に特化した早期療育の場

として活用している。これらによって自治

体が責任をもつ形で，地域の発達障害支援

システムを構築していく中核部分を地域拠

点が担えるようになっている。民間の放課

後等デイサービスも近年増加傾向にあるが，

サービス内容にばらつきが大きく，今後は

養育者・相談支援事業者・サービス提供事

業者が三位一体で，児童のニーズに真正面

から向き合い，一人ひとりの特性や状況に

応じた発達支援を実現することが求められ

ている。 
発達障害専門の医療機関は，地域療育セ

ンター（含リハビリテーションセンター）

がその中心的な役割を担っている。そこに

は発達障害を専門とする常勤医師の配置に

よって療育や地域支援の質を担保している

が，診察を希望するケースが激増する中，

常勤医師だけでは量的な限界があり，何人

かの非常勤医師の協力を得て対応している。 
特別支援教育体制は，特別支援学校，知

的障害特別支援学級，情緒障害・自閉症特

別支援学級，通級指導教室などに大きく分

類される。このうち通級指導教室は，横浜

市全体で 15 の小学校と 4 の中学校に設置

されており，通級指導をうけている小学生

だけで 1786 名に上る。 
 
４．発達障害者支援法の改正等に関連する

項目 
横浜市には発達障害支援の相談窓口とな

る公的センターとして 9 ヶ所の地域療育セ

ンターが設置されている。昭和 54 年に厚

生省（当時）児童家庭局が都道府県と政令

指定都市に向けて通知した「心身障害児総

合通園センター」構想をふまえ，昭和 59
年に横浜市はそれまでにあった通園施設に

医療と相談の要素を組み入れて，発達障害

をもつ子どもと養育者に対する総合的な支

援活動の地域拠点建設計画を打ち立てた

（障害児地域総合通園施設構想）。現在もこ

の基本構想をもとに，地域療育センターは

相談・医療・専門評価・療育・地域支援な

ど多機能を有する発達障害支援の地域拠点

と位置づけられている。 
横浜市では，発達障害者支援法が施行さ

れた平成 17 年より横浜市発達障害検討委

員会を設置している。本委員会は，市主導

のもとに学識経験者，医師，福祉関係者，

教育関係者，就労支援関係者，当事者団体

関係者（親の会等）などの発達障害に関係

する代表者を一堂に集め，ライフステージ

を通じた主要テーマを定めて発達障害施策

を検討する会合である。 
横浜市は政令指定都市のため障害児者に

対する施策において県との連動が優先され

ることは多くはない。しかし一部，入院治

療が必要とされる発達障害児者について，

県立こども医療センターの児童思春期精神
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科と連携している。 
養育者・家族への情報提供については，

ソーシャルワーカーが適宜面接を行い，そ

こで必要に応じた情報提供や助言等を行っ

ている。また，地域療育センター診療所待

合室などにはその地域の社会資源や福祉制

度，サービス等についての情報が掲示され

ている。各地域療育センターのホームペー

ジには利用の流れや発達障害についての説

明が掲載され，養育者向けにプログラムさ

れた講座の案内がダウンロードできるよう

になっている。 
発達障害をもつ女子，日本語に通じない

子どもはそれぞれ特有の支援ニーズを有し

ているという認識のもと，女子のみを対象

とした活動（障害者スポーツ文化センター

横浜ラポールとの共同でエアロビクス教室

の開催など）や外国語に堪能な療育スタッ

フが担当するなど，個々に合わせた支援を

配慮している。 
療育手帳や診断をうけていない境界知能

の子どもであるが，このような場合，一般

には臨床ニーズが生じることがないため，

地域拠点である地域療育センターとして疫

学的な情報を得ることは困難である。ただ

し，幼稚園・保育所への巡回相談や学校支

援事業による学校訪問の際に訪問先からあ

げられる事例の中にそのような場合が含ま

れることがあるかもしれない。しかし，巡

回相談や学校支援事業では個々の事例の心

理検査や行動評価をするわけではないので，

その事例が境界知能であるか否かの正確な

判断は困難である。 
虐待防止のために，拠点である地域療育

センター内に児童虐待予防システムを設置

し，児童相談所や福祉保健センターとの連

携体制を敷いている。 
 
５．発達障害の支援体制全般に関する自治

体の課題 

横浜市では，主に乳幼児に対する障害児

の地域での早期の支援体制は，地域療育セ

ンターを中心として確立しており，ニーズ

の変化に対応すべく，養育者を対象とした

勉強会の充実や申込直後からの相談を中心

としたサービスの展開など，マイナーチェ

ンジを図っている。利用希望者が増加し，

両親ともに就労している利用児の増加など

ニーズが多様化している昨今では，地域療

育センターだけでは対応が難しい状況にな

っていることから，療育センターの機能や

組織を現実のニーズに対応できるようモデ

ルチェンジが必要と考えている。 
学齢期以降の支援体制は，学齢障害児支

援事業や学校支援事業等を通して体制を作

ってはいるものの，乳幼児期と比較すると

まだ強固ではないという課題がある。外来

診療の枠にこだわらず，相談（福祉サービ

ス）を軸にして医療が専門性をバックアッ

プするなど，支援の拡充と質の保証を同時

に考えていく必要がある。 
平成 24 年度の児童福祉法の改正以来増

加し続けている民間事業所との関係や障害

児相談支援事業者としての役割についても

課題があると考えている。 
 
D. 考察 

横浜市は 20 市ある政令指定都市のなか

で，人口 373 万人を擁する最大の都市であ

る。横浜市における発達障害対策の根幹を

成すものは，市内 9 ヶ所に設置されている

地域療育センターである。ここを地域拠点

として関連機関との連携のもと，障害の早

期発見から早期支援，さらに学齢障害児へ

の支援が市内の各地域で展開されている。 
横浜市の地域療育センターは，昭和 54

年の厚生省通知に呼応する形で昭和 59 年

に作成された「障害児地域総合通園施設構

想」に基づいて建設されてきた。厚生省通

知は人口およそ 30 万人に 1 ヶ所の総合通
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園センターを設ける想定であったため，横

浜市の当時の人口規模から市内 10 ヶ所に

これを設置する計画とされた。 
この流れからいえば，現在は当時よりも

人口が 300 万人台の前半から後半に増加

したことはあるものの，地域拠点（地域療

育センター）の設置という観点から見れば，

9 ヶ所まで到達できた点で当初の目的はほ

ぼ完遂できたといえよう。実際，横浜市で

は早期発見の場である乳幼児健診（横浜市

では福祉保健センターが健診活動の中心）

と地域拠点とのネットワークが早くから形

成され，早期診断から早期療育への道筋が

切り開かれていった。このようにして横浜

市は我が国における発達障害の地域支援モ

デルを先進的に建設する一翼を担ったと言

っても過言ではなかろう。 
しかし地域療育センターの建設が進むと

同時に，当初は想定されなかった課題が

次々に出現してきた。それらは知的障害児

通園（当時）の利用希望児の待機問題であ

ったり，知的な遅れのない発達障害に対す

る早期療育の場の確保であったり，あるい

は学齢障害児への支援の保障であったりし

た。さらに昨今では，幼児人口の 5％を優

に超える事例が受診するという爆発的なニ

ーズの増大に対する地域療育センター側の

量的・質的な対応のあり方が問われている。

“Supply creates its own demand”（Say’s 
law）とは古典経済学の命題であるそうだ

が，発達障害に対する支援サービスの供給

と新たなニーズの掘り起こしの時間的関係

がまさにこれであったのかもしれない。 
新たな課題に対して現場レベルでは様々

な対応の工夫がなされている。また行政的

には，児童発達支援事業所の取り込みによ

って知的な遅れのない発達障害の早期療育

を実現したり，学齢障害児に対するいくつ

かの支援事業を設定したりと，個々の課題

に対応した施策がとられてきた。しかし，

もはやこのような個々の課題に対するいわ

ば継ぎ接ぎ施策の連続では根本的な問題の

解決にならないように思われる。むしろ従

来型の地域支援システムそのものを再考す

べき段階に来ているのではなかろうか。幸

い，行政側もそのような認識を持ち始めて

いる。 
横浜市のように発達障害の地域支援シス

テムが先進的に建設されている大都市にと

ってこそ，根本的な対策としてはパラダイ

ム転換を前提にした再プランニングが求め

られるかもしれない。横浜市は，ある意味

では，時代を先行した有利性と同時に，時

代転換の不利性を抱えている。この大都市

の特性をふまえた今後の対策の展開に期待

したい。 
 

E. 結論 
発達障害の地域支援システム建設におい

て，政令指定都市のなかでも横浜市は古く

から先進モデルを実現してきた巨大都市で

ある。臨床ニーズの爆発的な増大と多様化

は，もはやこれまでのように個々の課題へ

の対策を積み重ねるだけでは根本的な解決

にならない。 
臨床ニーズの詳細な分析と今後の動向の

正確な予測に基づいた地域支援システムの

再プランニングが求められる段階に，我々

の時代は到達している。 
 

F. 研究発表 
なし 
 
G. 知的財産の出願・登録状況（予定を含
む） 

特許取得，実用新案登録，その他共になし
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平成 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と支援内容に

関する研究

平成 年度研究報告書

広島市における発達障害児の支援状況および支援体制に関する研究

研究分担者 清水 康夫（横浜市総合リハビリテーションセンター）

研究協力者 大澤 多美子（浅田病院、広島市こども療育センター）

西本 朋子（広島市こども療育センター 地域支援室）

山根 希代子（広島市西部こども療育センター所長・小児科医）

梶梅 あい子（広島大学小児科）

中嶋 みどり（広島国際大学）

Ａ．研究目的

発達障害概念の広がりとともに、各地域

の専門機関においては発達障害についての

相談や受診希望が増大し、早期発見と早期

支援が進んでいる。それぞれの地域の特性

に即した発達障害への支援体制の構築が求

められる中、平成 年８月に施行された、

改正発達障害者支援法では国及び地方公共

研究要旨：広島市における発達障害児の支援状況および支援体制について、行政へのアンケ

ートや関係機関からの情報を基に現況を報告した。発達障害児への支援ニーズは医療、福祉、

教育と多領域にわたって増大傾向にあるが、こども療育３センターの新患数は、平成 年

度の 人をピークに、年々減少し、平成 年度は 人となっている。医師の欠員に

よる新患枠の減少や再診の増加の影響と思われるが、依然、新患待機期間は３～ ヶ月とな

っている。全新患数の内、発達障害の割合は、平成 年度の約 ％から平成 年度の約

％に次第に増加。また、昭和 年の政令都市移行後も、市内：市外の割合は６ ４のまま

であったが、次第に広島市内が増加し、平成 年度には９：１となっている。紹介経路も、

医療機関からの紹介は減少し、保健センターや保育園・幼稚園からの紹介が次第に増加して

いる。また、今年度 年目となるカルテ調査を実施したが、学年が進むに連れ、発達障害の

有病率や発生率は微増し、二次障害も増加している。ここ 年の発達障害児者数の増加に

対し、特に就学後の医療と教育の連携及び支援体制の構築が求められている。

広島市では、「広島市発達障害者支援体制づくり推進プログラム」（ － ）の基本方

針にもとづき、乳幼児期についてはそれなりに発達障害への取組みがなされてきた。しかし、

今後は、特に学童期以降の多様な個々の支援ニーズへの配慮、急増する放課後デイサービス

の質の確保や、地域の発達障害を診療する医師（医療機関）との役割分担など、時代の急激

な変化に応じた、新たな支援体制整備計画案が強く求められている。

- 60 -



 

12 
 

園センターを設ける想定であったため，横

浜市の当時の人口規模から市内 10 ヶ所に

これを設置する計画とされた。 
この流れからいえば，現在は当時よりも

人口が 300 万人台の前半から後半に増加

したことはあるものの，地域拠点（地域療

育センター）の設置という観点から見れば，

9 ヶ所まで到達できた点で当初の目的はほ

ぼ完遂できたといえよう。実際，横浜市で

は早期発見の場である乳幼児健診（横浜市

では福祉保健センターが健診活動の中心）

と地域拠点とのネットワークが早くから形

成され，早期診断から早期療育への道筋が

切り開かれていった。このようにして横浜

市は我が国における発達障害の地域支援モ

デルを先進的に建設する一翼を担ったと言

っても過言ではなかろう。 
しかし地域療育センターの建設が進むと

同時に，当初は想定されなかった課題が

次々に出現してきた。それらは知的障害児

通園（当時）の利用希望児の待機問題であ

ったり，知的な遅れのない発達障害に対す

る早期療育の場の確保であったり，あるい

は学齢障害児への支援の保障であったりし

た。さらに昨今では，幼児人口の 5％を優

に超える事例が受診するという爆発的なニ

ーズの増大に対する地域療育センター側の

量的・質的な対応のあり方が問われている。

“Supply creates its own demand”（Say’s 
law）とは古典経済学の命題であるそうだ

が，発達障害に対する支援サービスの供給

と新たなニーズの掘り起こしの時間的関係
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来型の地域支援システムそのものを再考す
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いる。 
横浜市のように発達障害の地域支援シス

テムが先進的に建設されている大都市にと
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E. 結論 
発達障害の地域支援システム建設におい

て，政令指定都市のなかでも横浜市は古く

から先進モデルを実現してきた巨大都市で

ある。臨床ニーズの爆発的な増大と多様化

は，もはやこれまでのように個々の課題へ

の対策を積み重ねるだけでは根本的な解決

にならない。 
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正確な予測に基づいた地域支援システムの
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の時代は到達している。 
 

F. 研究発表 
なし 
 
G. 知的財産の出願・登録状況（予定を含
む） 

特許取得，実用新案登録，その他共になし
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平成 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と支援内容に

関する研究

平成 年度研究報告書

広島市における発達障害児の支援状況および支援体制に関する研究

研究分担者 清水 康夫（横浜市総合リハビリテーションセンター）

研究協力者 大澤 多美子（浅田病院、広島市こども療育センター）

西本 朋子（広島市こども療育センター 地域支援室）

山根 希代子（広島市西部こども療育センター所長・小児科医）

梶梅 あい子（広島大学小児科）

中嶋 みどり（広島国際大学）

Ａ．研究目的

発達障害概念の広がりとともに、各地域

の専門機関においては発達障害についての

相談や受診希望が増大し、早期発見と早期

支援が進んでいる。それぞれの地域の特性

に即した発達障害への支援体制の構築が求

められる中、平成 年８月に施行された、

改正発達障害者支援法では国及び地方公共

研究要旨：広島市における発達障害児の支援状況および支援体制について、行政へのアンケ

ートや関係機関からの情報を基に現況を報告した。発達障害児への支援ニーズは医療、福祉、

教育と多領域にわたって増大傾向にあるが、こども療育３センターの新患数は、平成 年

度の 人をピークに、年々減少し、平成 年度は 人となっている。医師の欠員に

よる新患枠の減少や再診の増加の影響と思われるが、依然、新患待機期間は３～ ヶ月とな

っている。全新患数の内、発達障害の割合は、平成 年度の約 ％から平成 年度の約

％に次第に増加。また、昭和 年の政令都市移行後も、市内：市外の割合は６ ４のまま

であったが、次第に広島市内が増加し、平成 年度には９：１となっている。紹介経路も、

医療機関からの紹介は減少し、保健センターや保育園・幼稚園からの紹介が次第に増加して

いる。また、今年度 年目となるカルテ調査を実施したが、学年が進むに連れ、発達障害の

有病率や発生率は微増し、二次障害も増加している。ここ 年の発達障害児者数の増加に

対し、特に就学後の医療と教育の連携及び支援体制の構築が求められている。

広島市では、「広島市発達障害者支援体制づくり推進プログラム」（ － ）の基本方

針にもとづき、乳幼児期についてはそれなりに発達障害への取組みがなされてきた。しかし、

今後は、特に学童期以降の多様な個々の支援ニーズへの配慮、急増する放課後デイサービス

の質の確保や、地域の発達障害を診療する医師（医療機関）との役割分担など、時代の急激

な変化に応じた、新たな支援体制整備計画案が強く求められている。
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団体の責務として、医療、保健、福祉、教

育、労働等に関する関係機関及び民間団体

相互の有機的連携の下での相談体制の整備

を規定している。発達障害児への支援体制

は、自治体の財政状況、人口構成、医療資

源、民間の福祉施設など様々な地域事情が

要因となって形づくられている。本研究班

は、地方自治体の規模による発達障害児の

支援ニーズの実態把握と支援システムの現

状調査を通して、地域特性に合わせた支援

の在り方について検討することを目的とし

ている。平成 年度から平成 年度は、

厚生労働省科学研究費補助金「発達障害児

とその家族に対する地域特性に応じた継続

的な支援の実施と評価」（障害者対策総合研

究事業 －身体・知的－一般－ ）とし

て、自治体規模毎の支援ニーズと支援体制

の調査が行われ、その結果は地域特性にあ

わせた支援体制についての提言としてまと

められた３）４）５）６）。本年度は新たに「発達

障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズ

とサービス利用の実態の把握と支援内容に

関する研究」（障害者政策総合研究事業

－身体・知的－一般－ ）として、各自治

体の支援ニーズと支援体制の調査が行われ

た。

政令指定都市である広島市においては、

今年度は本研究班の共通フォーマットを用

いた行政へのアンケートや面接によって、

発達障害児への支援体制に関する調査を実

施した。また、発達障害の支援ニーズ調査

として、広島市こども療育センターのカル

テ調査を継続実施し、同一の母集団におけ

る発達障害の有病率や累積発生率の推移に

よって支援ニーズの経年的な変化を把握す

る研究を行った。なお、広島市には、こど

も療育センター（昭和 年開設、対象児年

齢は０歳～ 歳、小児科医 名（他に嘱託

名）、精神科医 名）、北部こども療育セ

ンター（平成５年開設、就学前児を対象、

小児科医 名）、西部こども療育センター

（平成 年開設、原則就学前児対象、小児

科医 名（及び、月 回の精神科嘱託医が

就学後の子どもを診察）の センターがあ

るが、本稿ではそれらを総称した名称を「こ

ども療育３センター」とする。各拠点セン

ターが担当する平均人口は約 万人とな

っている。また、平成 年 月より、いづ

れも広島市から社会福祉法人広島市社会福

祉事業団へ委託され、平成 年 月以降、

同事業団が指定管理者になっている。

図１．こども療育３センター

Ｂ．研究方法

１．各地方自治体の地域特性の調査

広島市の人口統計学的特性や発達障害児

支援については、広島市の人口統計学的な

地域特性については、地理的特徴、人口動

態、財政指標、産業構造を、広島市のホー

ムページで公開されている統計データ等か

ら情報収集した。

発達障害児支援の現況や支援体制につい

ては、行政の関係課や広島市教育委員会へ
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の聴取等によって情報収集した。

発達障害の支援体制全般に関する自治体

の課題については、平成 年 月に策定さ

れた、「広島市発達障害者支援体制推進プロ

グラム（ － ）１）、（以後、「支援体

制推進プログラム」と略称）を参考にした。

これらの情報を基に、本研究班の共通フォ

ームに沿ってまとめた。

２．カルテ調査

こども療育センターを受診した児童（小４：平

成 18 年 4 月 2 日〜平成 19 年 4 月１日生ま
れ、中３：平成 年 月 日〜平成 年

月１日生まれ）のカルテを抽出し（小４は全8区。
中３は,中・南・西・佐伯・安佐北区の 5 区）、診
断された年齢と診断名について、調査した。小

4 は，発達障害の発生率および有病率を算出
し，中３は、有病率のみ算出した。 

（倫理面への配慮）

本研究の実施にあたっては、研究協力者

が所属する広島市社会福祉事業団の承認を

得た。

Ｃ．研究結果

本研究班の共通フォームに沿って情報収

集した調査結果は、「市区町村における発達

障害児に関する支援状況調査票」にまとめ

た。また、「支援体制推進プログラム」に沿

った、平成 年度の具体的な事業展開（継

続・新規・拡充事業）の資料２）を基に、こ

れまでの 年間の本田班の報告書のデータ

を加え、広島市における幼児期から学齢期

以降の発達障害児支援の現況や支援体制の

研究結果を示す。

１．広島市の地域特性

広島市は中国山地と四国山地の間に位置

し、年間を通じて晴天の日が多い、温暖な

気候の、快適な立地条件となっている。昭

和 年に、全国で 番目に政令指定都市

になり、人口は約 万人、年少人口及び

出生率は全国平均の 倍と高く、また人

口密度は全国平均の約 倍、財政指数も

（平成 年度）と、全国平均より

倍と高く、比較的裕福な市と言える。

２．幼児期から学齢期の発達障害児支援の

現況や支援体制

（１）こども療育 センターにおける新患

患者の変化について

１）新患数の変化

図２．新患数の推移（ ～ ）

広島市では、昭和 年に広島市こども療

育センターが開設されたが、合併などによ

る市域の拡大や人口増加に対して、利用者

の利便性が低下したため、平成 年に北部

こども療育センター、また、平成 年に西

部こども療育センターが開設された。新患

数は、平成 年頃までは約 人でほぼ

一定であったが、その後急増し、平成 年

度の 名が頂点となり、平成 年度に

は西部こども療育センターに小児科医 名

が増員になった。しかし、その後着任する
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患者の変化について

１）新患数の変化

図２．新患数の推移（ ～ ）

広島市では、昭和 年に広島市こども療

育センターが開設されたが、合併などによ

る市域の拡大や人口増加に対して、利用者

の利便性が低下したため、平成 年に北部

こども療育センター、また、平成 年に西

部こども療育センターが開設された。新患

数は、平成 年頃までは約 人でほぼ

一定であったが、その後急増し、平成 年

度の 名が頂点となり、平成 年度に

は西部こども療育センターに小児科医 名
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保健所

医療機関

保育所・幼稚園

児童相談所

医師が減少し、現在、欠員による（正規

名及び嘱託医 名）新患枠の減少、及び、

総件数の増加による再診の増加により、新

患数は次第に減少し、平成 年度は

人となっている。療育センター以外に子ど

もの心の専門医や発達障害の診療、訓練、

療育を行う医療機関も微増、放課後デイサ

ービスが激増しているが、受診者数の増加、

困難事例や多様なニーズの増加に対応でき

ていると言えない。新患待機期間は恒常的

に３～４ヶ月となっている。

２）市内と市外の割合

新患の市内と市外の内訳をみると、政令

指定都市になった昭和 年当時は市内 市

外の比率は６ ４であったが、平成 年頃

より となり、平成 年度は市内が

％と、 割を超えている。

図３． 市内と市外の比率 ～

３）新患数における発達障害の割合

図４．発達障害児数の推移（ ～ ）

総新患数の内、発達障害（自閉症スペク

トラム障害、多動性障害等の特定発達障害、

知的障害、コミュニケーション障害）の割

合を調べると、平成 年度は ％であ

ったが次第に増加し、平成 年度には

％になっている。

４）受診経路

受診経路については保健センターの乳幼

児健診からの紹介数が最も多く、平成 年

度の乳幼児健診項目の改正後より急増し、

平成 年度には ％となっている。

医療機関からの紹介は、運動発達の遅れ

を伴う場合が多いが、平成 年度は ％

と、 年前より減少しつつある。また保育

園・幼稚園からの紹介は平成 年度頃より

急激に増加し、平成 年度には ％と

なっている。

図５．受診経路（ ～ ）

（２）発達障害の支援システム

１．療育手帳の種類と基準

広島市では、平成 年 月 日より、判

定基準を見直し、生活困難度の高い発達障

害児者が、生活支援のための福祉サービス

を受けることができるようにするため、田

中ビネーによるＩＱ７６～８４で、発達障

害に伴う生活困難度の評価を加える等、療

育手帳の判定基準の運用を行っている。平
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成 年度 歳未満人口に対する療育手帳

の交付割合は ％（平成 年度、 年度

と同様）、療育手帳交付人数は 人（総

人口に対する交付割合は ％）内 歳

未満 人（平成 年 月）である。な

お、療育手帳非該当の高機能群は、精神障

害者保健福祉手帳で対応している。

２．支援システムの概要

（１）モデル図（平成 年度の流れ図。清

水、佐竹、大澤）

図６．乳幼児期の地域支援システムにお

ける療育センターの役割

（２）乳幼児健診における発見と継続支援

平成 年度の保健師数は、常勤 名、

非常勤 人、保健師 人あたりの０～４歳

人口は 人、その他子育て支援専門員は

非常勤 名である。平成 年度では、非

常勤保健師が９名、また、保健師１人あた

りの０～４歳人口は 名であった３）。乳

幼児健診における事後措置率及び発達障害

疑いの率は、平成 年度～ 年度とほと

んど変化なく４）（ ヶ月健診の事後措置率は

％、内発達障害疑いは ％、 歳半健

診では、 ％、内発達障害疑い ％、

歳児健診では、 ， ％、内発達障害疑い

は ％）、また、相変らず区による差が

大きいままである。保健師のスタッフ研修

及び、 歳 ヶ月健診の受診児の内、支援

が必要な親子に対し、これまで通り、親子

教室を開催している。

【児童発達支援センター】

・福祉型児童発達支援センター ５ヶ所

（知的障害・発達障害を主たる対象とする

センター ヶ所、難聴を主たる対象とする

センター ヶ所）

・肢体不自由児を主たる対象とする医療型

児童発達支援センター ２ヶ所

【保育園・幼稚園・認可外保育施設】

幼稚園の数（定員数）は、公立 園（

人）、私立 園（ 人）、計 園

（ 人）。保育園の数（定員数）は、公

立 園（ 人）、私立 園（ 人）、

その他を加え、計 園（ 人）であ

り、原則、発達障害児を受け入れている。

また、認可外保育施設数は、 園（ 人）

である。

幼稚園・保育園児に関しては、①障害児

加配制度、②補助金助成、③障害児等療育

支援事業、④巡回支援専門員整備事業によ

る巡回相談、⑤保育所等訪問支援事業、⑥

歳児発達相談などの支援システムがある。

また、全ての公立幼稚園･保育園では発達障

害児を受け入れており、必要なケースは保

健センターとの連携、及び就学に際しては

小学校との連携を行っている。

（３）医療のかかわり

こども療育３センターは、医療モデルと

してスタートし、診断、療育、訓練、薬物

療法、診断書作成を行っている。

発達障害があれば、これまでは乳幼児等
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ービスが激増しているが、受診者数の増加、

困難事例や多様なニーズの増加に対応でき

ていると言えない。新患待機期間は恒常的

に３～４ヶ月となっている。

２）市内と市外の割合

新患の市内と市外の内訳をみると、政令

指定都市になった昭和 年当時は市内 市

外の比率は６ ４であったが、平成 年頃

より となり、平成 年度は市内が

％と、 割を超えている。

図３． 市内と市外の比率 ～

３）新患数における発達障害の割合

図４．発達障害児数の推移（ ～ ）

総新患数の内、発達障害（自閉症スペク

トラム障害、多動性障害等の特定発達障害、

知的障害、コミュニケーション障害）の割

合を調べると、平成 年度は ％であ

ったが次第に増加し、平成 年度には

％になっている。

４）受診経路

受診経路については保健センターの乳幼

児健診からの紹介数が最も多く、平成 年

度の乳幼児健診項目の改正後より急増し、

平成 年度には ％となっている。

医療機関からの紹介は、運動発達の遅れ

を伴う場合が多いが、平成 年度は ％

と、 年前より減少しつつある。また保育

園・幼稚園からの紹介は平成 年度頃より

急激に増加し、平成 年度には ％と

なっている。

図５．受診経路（ ～ ）

（２）発達障害の支援システム

１．療育手帳の種類と基準

広島市では、平成 年 月 日より、判

定基準を見直し、生活困難度の高い発達障

害児者が、生活支援のための福祉サービス

を受けることができるようにするため、田

中ビネーによるＩＱ７６～８４で、発達障

害に伴う生活困難度の評価を加える等、療

育手帳の判定基準の運用を行っている。平
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と同様）、療育手帳交付人数は 人（総

人口に対する交付割合は ％）内 歳

未満 人（平成 年 月）である。な

お、療育手帳非該当の高機能群は、精神障

害者保健福祉手帳で対応している。

２．支援システムの概要

（１）モデル図（平成 年度の流れ図。清

水、佐竹、大澤）

図６．乳幼児期の地域支援システムにお

ける療育センターの役割

（２）乳幼児健診における発見と継続支援

平成 年度の保健師数は、常勤 名、

非常勤 人、保健師 人あたりの０～４歳

人口は 人、その他子育て支援専門員は

非常勤 名である。平成 年度では、非

常勤保健師が９名、また、保健師１人あた

りの０～４歳人口は 名であった３）。乳

幼児健診における事後措置率及び発達障害

疑いの率は、平成 年度～ 年度とほと

んど変化なく４）（ ヶ月健診の事後措置率は

％、内発達障害疑いは ％、 歳半健

診では、 ％、内発達障害疑い ％、

歳児健診では、 ， ％、内発達障害疑い

は ％）、また、相変らず区による差が

大きいままである。保健師のスタッフ研修

及び、 歳 ヶ月健診の受診児の内、支援

が必要な親子に対し、これまで通り、親子

教室を開催している。

【児童発達支援センター】

・福祉型児童発達支援センター ５ヶ所

（知的障害・発達障害を主たる対象とする

センター ヶ所、難聴を主たる対象とする

センター ヶ所）

・肢体不自由児を主たる対象とする医療型

児童発達支援センター ２ヶ所

【保育園・幼稚園・認可外保育施設】

幼稚園の数（定員数）は、公立 園（

人）、私立 園（ 人）、計 園

（ 人）。保育園の数（定員数）は、公

立 園（ 人）、私立 園（ 人）、

その他を加え、計 園（ 人）であ

り、原則、発達障害児を受け入れている。

また、認可外保育施設数は、 園（ 人）

である。

幼稚園・保育園児に関しては、①障害児

加配制度、②補助金助成、③障害児等療育

支援事業、④巡回支援専門員整備事業によ

る巡回相談、⑤保育所等訪問支援事業、⑥

歳児発達相談などの支援システムがある。

また、全ての公立幼稚園･保育園では発達障

害児を受け入れており、必要なケースは保

健センターとの連携、及び就学に際しては

小学校との連携を行っている。

（３）医療のかかわり

こども療育３センターは、医療モデルと

してスタートし、診断、療育、訓練、薬物

療法、診断書作成を行っている。

発達障害があれば、これまでは乳幼児等
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図６　乳幼児期の地域支援システムにおける療育センターの役割
　　　　「拠点から地域へ」 「直接支援から間接支援へ」 の流れ



 

医療費補助の対象を小２まで拡充していた

が、平成 年 月より、「子どもの医療費

補助」となり対象が入院は「中学３年生」

まで、通院は「小学３年生」までに拡充さ

れた。

発達障害専門の医療機関はないが、発達

障害の診療を行っている医療機関は４６機

関、医師数６４名である（広島県ＨＰ；発

達障害の診療を行っている医療機関リスト

より）。

（４）特別支援教育

１）就学支援；広島市ＨＰ・リーフレッ

トで就学相談・教育相談について広報し、

特別支援学校の見学会を実施。拠点施設で

ある、こども療育３センターでは、保護者

等支援者研修や診察時に個別に保護者に案

内を行っている。就学相談の資料をこども

療育３センターが作成・提出することはな

い。

２）特別支援教育の状況；特別支援コー

ディネーターは全校配置。小学校は 人体

制 校中 校、 人体制 校、専任

なし。連携調整等実施校は 校。中学校：

人体制 校中 校、２人体制 校 専

任なし、 人体制以上 校 専任無し。連

絡調整等実施校は 校。スクールカウンセ

ラー中学校 校、高等学校 校、特別支援

学校 校である。

（５）学齢児の通所支援について

放課後等デイサービス事業所が平成

年度の指定開始から急速に増加し、この

年間で ヶ所から カ所と 倍に増加し、

民間運営の事業所による療育の場が広がっ

ている。

【放課後等デイサービス】

表１．年間の事業所数の変化（ ～ ）

   

24 

年

度 

25

年

度 

26

年

度 

27

年 

度 

28 

年 

度 

事業

所数 
30 61 92 113 146 

．カルテ調査の結果

小 の発達障害全体の発生率は、 人

（ ％）、内 は 人（ ％）、多動

性障害は 人（ ％）であった。小 の

それぞれの発生数（率）は、 人（ ）、

人（ ％）、 人（ ％）で、就学後

の受診が微増している。有病率も同様に，

微増していた。 

中 3 の発達障害全体の有病率は、555 人

（8.1％）、ＰＤＤは 362 人（5.3％）、多動性障

害は、72 人（1.1％）であった。小 6 のそれぞ

れの有病率は、520 人（7.9％）、326 人（5.0％）、

64 人（1.0％）であり、学年が上がるにつれ微

増している。しかし、その他（不登校、不安

障害、場面緘黙、チックなど）では、小 1 は

0 人、小６は 14 名、中３では 40 名に増加し

ている。 

表 2．小４の発生率 
医療機関受診（n=839，男=632，女=207） 
診断 人数 男女比 
発達障害全体 839 (7.7%) 638：208 
PDD 642 (5.9%) 473：169 
多動性障害 64 (0.6) 57：7 
会話・言語 73 (0.7%) 57：16 
精神遅滞 60 (0.5%) 45：15 
（その他） ７ (0.1%) 6：1 

(その他；発達障害全体に対する割合) 
 

 

 

 

 

表３. 小４の有病率 

医療機関受診（n=863,男=660，女=210） 
診断 人数 男女比 
発達障害全体 863 (7.7%) 653：210  
PDD 666 (5.9%) 494：172 
多動性障害 64 (0.6 %) 57：7 
会話・言語 73 (0.6%) 57：16 
精神遅滞 60 (0.5%) 45：15 
（その他） 7 ( 0.1%) 6:1 

(その他；発達障害全体に対する割合) 
 

表４. 中３の有病率 
医療機関受診（n=555，男=401，女=154） 
診断 人数 男女比 
発達障害全体 555 (8.1%) ：

PDD 362 (5.3%) ：

多動性障害 72 (1.1%) ：

会話・言語 34 (0.5%) ：

学習障害 13 (0.2%) 
精神遅滞 74 (1.1%) ：

（その他） 40 (7.2%) ：

(その他；発達障害全体に対する割合) 

Ｄ．考察

広島市の平成 年度発達障害者支援体

制づくり推進プログラム（ － ）２）

の実施状況をみると、発達障害児者への支

援ニーズが医療、福祉、教育と多領域にわ

たって増大しているが、広島市としては、

毎年、事業・取り組みを少しづつ拡充し、

新規事業を整備しているが、増大する支援

ニーズに追いついていない。

また、全国的にも福祉関係医療に関わる

医師の減少が言われているが、こども療育

３センターにおいても、医師の欠員の状況

が続いている。その影響もあり、新患数は

平成 年度をピークに次第に減少し、学齢

時以降の二次障害を伴う受診ケースも増加

し、再診数の増加による新患枠も減少して

いるため、新患待機期間も３～４ヶ月と恒

常化している。特に少なくともここ 年間

は、診療体制の工夫及び拠点での直接支援

を含めた個人的努力だけでは限界があり、

抜本的な対策が早急に求められている。

広島市の早期発見・早期療育体制は、昭

和 年度に外来療育事業が開始され、昭和

年～ 年にかけて乳児健診の開始と共

に、新規外来患者が低年齢化し、また、平

成元年の外来療育体制の大改革により、早

期発見・早期療育システムの大枠はほぼ確

立していた ）。しかし、その後、平成 年

月の発達障害者支援法の施行に伴い、平

成 年度に発達障害特に自閉症スペクト

ラム障害の早期発見・早期支援を主目的と

した乳幼児健診項目の改訂が行われ、療育

対象児数の増加や高機能の発達障害児特に

自閉症スペクトラム障害児が増加した。多

動性障害についての早期発見・早期受診は

中３になってようやく ％が診断されて

いる現状であり（一般には３～７％と言わ

れている）、まだ多くの子どもが診断も支援

も受けていない可能性が高く、未整備のま

まである。医療と教育との，具体的な連携

体制が図られる必要がある。

受診経路をみると、乳幼児健診や、幼稚

園・保育所が、こども療育３センターにつ

ながるスクリーニングとして機能している

ことが分かった。乳幼児期においては支援

までの流れがそれなりに充実してきた一方

で、新規受診までの待機期間の長期化とい

った診療体制、受診後の支援体制に課題が

生じてきている。特に、高機能児やグレー

ゾーンと呼ばれるような障害特性が顕著で

はない児が、専門機関に多くつながるよう

になってきていることによると思われる。

また、支援を受けることへの保護者の抵抗
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医療費補助の対象を小２まで拡充していた

が、平成 年 月より、「子どもの医療費

補助」となり対象が入院は「中学３年生」

まで、通院は「小学３年生」までに拡充さ

れた。

発達障害専門の医療機関はないが、発達

障害の診療を行っている医療機関は４６機

関、医師数６４名である（広島県ＨＰ；発

達障害の診療を行っている医療機関リスト

より）。

（４）特別支援教育

１）就学支援；広島市ＨＰ・リーフレッ

トで就学相談・教育相談について広報し、

特別支援学校の見学会を実施。拠点施設で

ある、こども療育３センターでは、保護者

等支援者研修や診察時に個別に保護者に案

内を行っている。就学相談の資料をこども

療育３センターが作成・提出することはな

い。

２）特別支援教育の状況；特別支援コー

ディネーターは全校配置。小学校は 人体

制 校中 校、 人体制 校、専任

なし。連携調整等実施校は 校。中学校：

人体制 校中 校、２人体制 校 専

任なし、 人体制以上 校 専任無し。連

絡調整等実施校は 校。スクールカウンセ

ラー中学校 校、高等学校 校、特別支援

学校 校である。

（５）学齢児の通所支援について

放課後等デイサービス事業所が平成

年度の指定開始から急速に増加し、この

年間で ヶ所から カ所と 倍に増加し、

民間運営の事業所による療育の場が広がっ

ている。

【放課後等デイサービス】

表１．年間の事業所数の変化（ ～ ）

   

24 

年

度 

25

年

度 

26

年

度 

27

年 

度 

28 

年 

度 

事業

所数 
30 61 92 113 146 

．カルテ調査の結果

小 の発達障害全体の発生率は、 人

（ ％）、内 は 人（ ％）、多動

性障害は 人（ ％）であった。小 の

それぞれの発生数（率）は、 人（ ）、

人（ ％）、 人（ ％）で、就学後

の受診が微増している。有病率も同様に，

微増していた。 

中 3 の発達障害全体の有病率は、555 人

（8.1％）、ＰＤＤは 362 人（5.3％）、多動性障

害は、72 人（1.1％）であった。小 6 のそれぞ

れの有病率は、520 人（7.9％）、326 人（5.0％）、

64 人（1.0％）であり、学年が上がるにつれ微

増している。しかし、その他（不登校、不安

障害、場面緘黙、チックなど）では、小 1 は

0 人、小６は 14 名、中３では 40 名に増加し

ている。 

表 2．小４の発生率 
医療機関受診（n=839，男=632，女=207） 
診断 人数 男女比 
発達障害全体 839 (7.7%) 638：208 
PDD 642 (5.9%) 473：169 
多動性障害 64 (0.6) 57：7 
会話・言語 73 (0.7%) 57：16 
精神遅滞 60 (0.5%) 45：15 
（その他） ７ (0.1%) 6：1 

(その他；発達障害全体に対する割合) 
 

 

 

 

 

表３. 小４の有病率 

医療機関受診（n=863,男=660，女=210） 
診断 人数 男女比 
発達障害全体 863 (7.7%) 653：210  
PDD 666 (5.9%) 494：172 
多動性障害 64 (0.6 %) 57：7 
会話・言語 73 (0.6%) 57：16 
精神遅滞 60 (0.5%) 45：15 
（その他） 7 ( 0.1%) 6:1 

(その他；発達障害全体に対する割合) 
 

表４. 中３の有病率 
医療機関受診（n=555，男=401，女=154） 
診断 人数 男女比 
発達障害全体 555 (8.1%) ：

PDD 362 (5.3%) ：

多動性障害 72 (1.1%) ：

会話・言語 34 (0.5%) ：

学習障害 13 (0.2%) 
精神遅滞 74 (1.1%) ：

（その他） 40 (7.2%) ：

(その他；発達障害全体に対する割合) 

Ｄ．考察

広島市の平成 年度発達障害者支援体

制づくり推進プログラム（ － ）２）

の実施状況をみると、発達障害児者への支

援ニーズが医療、福祉、教育と多領域にわ

たって増大しているが、広島市としては、

毎年、事業・取り組みを少しづつ拡充し、

新規事業を整備しているが、増大する支援

ニーズに追いついていない。

また、全国的にも福祉関係医療に関わる

医師の減少が言われているが、こども療育

３センターにおいても、医師の欠員の状況

が続いている。その影響もあり、新患数は

平成 年度をピークに次第に減少し、学齢

時以降の二次障害を伴う受診ケースも増加

し、再診数の増加による新患枠も減少して

いるため、新患待機期間も３～４ヶ月と恒

常化している。特に少なくともここ 年間

は、診療体制の工夫及び拠点での直接支援

を含めた個人的努力だけでは限界があり、

抜本的な対策が早急に求められている。

広島市の早期発見・早期療育体制は、昭

和 年度に外来療育事業が開始され、昭和

年～ 年にかけて乳児健診の開始と共

に、新規外来患者が低年齢化し、また、平

成元年の外来療育体制の大改革により、早

期発見・早期療育システムの大枠はほぼ確

立していた ）。しかし、その後、平成 年

月の発達障害者支援法の施行に伴い、平

成 年度に発達障害特に自閉症スペクト

ラム障害の早期発見・早期支援を主目的と

した乳幼児健診項目の改訂が行われ、療育

対象児数の増加や高機能の発達障害児特に

自閉症スペクトラム障害児が増加した。多

動性障害についての早期発見・早期受診は

中３になってようやく ％が診断されて

いる現状であり（一般には３～７％と言わ

れている）、まだ多くの子どもが診断も支援

も受けていない可能性が高く、未整備のま

まである。医療と教育との，具体的な連携

体制が図られる必要がある。

受診経路をみると、乳幼児健診や、幼稚

園・保育所が、こども療育３センターにつ

ながるスクリーニングとして機能している

ことが分かった。乳幼児期においては支援

までの流れがそれなりに充実してきた一方

で、新規受診までの待機期間の長期化とい

った診療体制、受診後の支援体制に課題が

生じてきている。特に、高機能児やグレー

ゾーンと呼ばれるような障害特性が顕著で

はない児が、専門機関に多くつながるよう

になってきていることによると思われる。

また、支援を受けることへの保護者の抵抗
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感が薄れてきていることが考えられる。そ

のためにも、こども療育３センターと地域

の発達障害診療医（医療機関）との症状や

重症度による役割分担を明確にする必要が

ある（参考文献４の，図 発達障害診療を

担う医療機関の整備と医師の育成）。

平成 年度児童福祉法改正により、平成

年度より、西部こども療育センター児童

発達支援センター・なぎさ園に，高機能の

発達障害児クラスの「なぎさ・つばめ」が

スタートしている。また、平成 年度から

は北部こども療育センターでも同様のクラ

スがスタートする予定である。しかし、受

診者数の増加や多様なニーズに対する抜本

的な対応は十分ではなく、マイナーなチェ

ンジ（主に乳幼児健診で見つかった、広島

市内の子どもに特化する）で対処せざるを

得ない状況である。

診断後の支援についても、こども療育

センターが受診児に対して直接支援するだ

けではなく、拠点から地域へのアウトリー

チ機能を更に充実させる必要がある４）。

就学後以降については、こども療育 セ

ンターでは対応し切れておらず、発達障害

を扱う医療機関（医師）数の微増や放課後

等デイサービスの増大など、量的拡大の段

階である可能性が高い。

放課後等デイサービスの数はこの 年間

で ヶ所から カ所と 倍に増加し、情

報の共有や連携、質の問題に対する研修な

ど専門的な支援体制の構築が課題である。

また、広島市としては、発達障害を診療

することのできる医師の養成が課題である。

広島県では、平成 年度より、年 回、発

達障害児・者診療医養成研修会を行ってい

るが、平成 年度より、広島県、広島県医

師会、広島大学および広島市からなる、広

島県地域保健対策協議会に対して、「発達障

害料支援体制ワーキング」が設置される予

定である。これを機会に、広島市としても

発達障害を診療できる医師の養成や、こど

も療育 センターの欠員への対応が求めら

れる。また、関係医療機関との連携強化に

より、発達障害の症状や重症度に応じた適

切な医療サービスが提供できるよう、こど

も療育３センターを含め、中核的専門医の

養成及び、身近な地域でのかかりつけ医の

養成に対して、体制整備対策がなされるこ

とが期待される。

Ｅ．結論

広島市では、これまでの 年間の本田班

の研究報告に基づく課題が、今年度も継続

している。

乳幼児期については、支援体制づくり推

進プログラムの基本方針（ ）発達障害を早

期に発見し、速やかに適切な支援を行うた

めの体制の充実は、平成 年度の乳幼児健

診項目の改訂、平成 年度からの発達支援

コーディネーター制度の導入、なぎさ園・

つばめのスタートなど、こども療育 セン

ターと，保健センター、保育園･幼稚園等と

のシステムがそれなりに形を呈していると

もいえる。しかし、学童期以降では、基本

方針（２）乳幼児期から成人期までのライ

フステージに応じた一貫した支援、につい

ては、医療と教育、放課後等デイサービス

などとの連携を含め、課題は大きい。さま

ざまな支援制度が有機的につながり、それ

ぞれの多様なニーズに応じて地域で幅広く

支援を提供する体制をすすめていく必要が

ある。

 

Ｆ．研究発表

１．論文発表 なし

２．学会発表

広島市における広汎性発達障害と注意欠

陥多動性障害の発生率および診断年齢に関

する実態調査―3 年間のアンケート調査お

よびカルテ調査より― 第 57 回日本児童

青年精神医学会 2016．10．中嶋みどり、大

澤 多美子、山根 希代子、梶梅あい子 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況（予定を

含む）

１．特許取得 なし

２．実用新案登録 なし

３．その他 なし

Ｈ 参考文献＆資料

1) 広島市発達障害者支援体制づくり推進

プログラム（2013－2017）平成 25 年 5
月、広島市 

2) 平成 27年度発達障害者支援体制づくり

推進プログラム実施状況 
3) 厚労省科研：発達障害児とその家族に対

する地域特性に応じた継続的支援の実

施と評価；平成 27 年度 総括・分担研

究報告書（研究代表者 本田秀夫） 
ｐ40～144、2016.3. 

4) 厚労省科研：発達障害児とその家族に対

する地域特性に応じた継続的支援の実

施と評価；平成 25～27 年度 総合研究

報告書（研究代表者 本田秀夫） 
ｐ75－88、2016.3. 

5) 厚労省科研：発達障害児とその家族に対

する地域特性に応じた継続的支援の実

施と評価；平成 26 年度 総括・分担研

究報告書（研究代表者 本田秀夫） 
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6) 厚労省科研：発達障害児とその家族に対

する地域特性に応じた継続的支援の実

施と評価；平成 25 年度 総括・分担研
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感が薄れてきていることが考えられる。そ

のためにも、こども療育３センターと地域

の発達障害診療医（医療機関）との症状や

重症度による役割分担を明確にする必要が

ある（参考文献４の，図 発達障害診療を

担う医療機関の整備と医師の育成）。

平成 年度児童福祉法改正により、平成

年度より、西部こども療育センター児童

発達支援センター・なぎさ園に，高機能の

発達障害児クラスの「なぎさ・つばめ」が

スタートしている。また、平成 年度から

は北部こども療育センターでも同様のクラ

スがスタートする予定である。しかし、受

診者数の増加や多様なニーズに対する抜本

的な対応は十分ではなく、マイナーなチェ

ンジ（主に乳幼児健診で見つかった、広島

市内の子どもに特化する）で対処せざるを

得ない状況である。

診断後の支援についても、こども療育

センターが受診児に対して直接支援するだ

けではなく、拠点から地域へのアウトリー

チ機能を更に充実させる必要がある４）。

就学後以降については、こども療育 セ

ンターでは対応し切れておらず、発達障害

を扱う医療機関（医師）数の微増や放課後

等デイサービスの増大など、量的拡大の段

階である可能性が高い。

放課後等デイサービスの数はこの 年間

で ヶ所から カ所と 倍に増加し、情

報の共有や連携、質の問題に対する研修な

ど専門的な支援体制の構築が課題である。

また、広島市としては、発達障害を診療

することのできる医師の養成が課題である。

広島県では、平成 年度より、年 回、発

達障害児・者診療医養成研修会を行ってい

るが、平成 年度より、広島県、広島県医

師会、広島大学および広島市からなる、広

島県地域保健対策協議会に対して、「発達障

害料支援体制ワーキング」が設置される予

定である。これを機会に、広島市としても

発達障害を診療できる医師の養成や、こど

も療育 センターの欠員への対応が求めら

れる。また、関係医療機関との連携強化に

より、発達障害の症状や重症度に応じた適

切な医療サービスが提供できるよう、こど

も療育３センターを含め、中核的専門医の

養成及び、身近な地域でのかかりつけ医の

養成に対して、体制整備対策がなされるこ

とが期待される。

Ｅ．結論

広島市では、これまでの 年間の本田班

の研究報告に基づく課題が、今年度も継続

している。

乳幼児期については、支援体制づくり推

進プログラムの基本方針（ ）発達障害を早

期に発見し、速やかに適切な支援を行うた

めの体制の充実は、平成 年度の乳幼児健

診項目の改訂、平成 年度からの発達支援

コーディネーター制度の導入、なぎさ園・

つばめのスタートなど、こども療育 セン

ターと，保健センター、保育園･幼稚園等と

のシステムがそれなりに形を呈していると

もいえる。しかし、学童期以降では、基本

方針（２）乳幼児期から成人期までのライ

フステージに応じた一貫した支援、につい

ては、医療と教育、放課後等デイサービス

などとの連携を含め、課題は大きい。さま

ざまな支援制度が有機的につながり、それ

ぞれの多様なニーズに応じて地域で幅広く

支援を提供する体制をすすめていく必要が

ある。

 

Ｆ．研究発表

１．論文発表 なし

２．学会発表

広島市における広汎性発達障害と注意欠

陥多動性障害の発生率および診断年齢に関

する実態調査―3 年間のアンケート調査お

よびカルテ調査より― 第 57 回日本児童

青年精神医学会 2016．10．中嶋みどり、大

澤 多美子、山根 希代子、梶梅あい子 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況（予定を

含む）

１．特許取得 なし

２．実用新案登録 なし

３．その他 なし

Ｈ 参考文献＆資料

1) 広島市発達障害者支援体制づくり推進

プログラム（2013－2017）平成 25 年 5
月、広島市 

2) 平成 27年度発達障害者支援体制づくり

推進プログラム実施状況 
3) 厚労省科研：発達障害児とその家族に対

する地域特性に応じた継続的支援の実

施と評価；平成 27 年度 総括・分担研

究報告書（研究代表者 本田秀夫） 
ｐ40～144、2016.3. 

4) 厚労省科研：発達障害児とその家族に対

する地域特性に応じた継続的支援の実

施と評価；平成 25～27 年度 総合研究

報告書（研究代表者 本田秀夫） 
ｐ75－88、2016.3. 

5) 厚労省科研：発達障害児とその家族に対

する地域特性に応じた継続的支援の実

施と評価；平成 26 年度 総括・分担研

究報告書（研究代表者 本田秀夫） 
ｐ32～121、2015.3． 

6) 厚労省科研：発達障害児とその家族に対

する地域特性に応じた継続的支援の実

施と評価；平成 25 年度 総括・分担研

究報告書、ｐ46－138、2014.3 
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療育センターの関係者の皆様の多大なご協

力に感謝します。
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平成 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と支援内容に

関する研究

平成 年度研究報告書

福岡市における発達障害児の支援状況および支援体制に関する研究

研究分担者 清水 康夫（横浜市総合リハビリテーションセンター）

研究協力者 佐竹 宏之（福岡市立東部療育センター）

相部 美由紀（福岡市立あゆみ学園）

小川 弓子（福岡市立西部療育センター）

宮崎 千明（福岡市立心身障がい福祉センター）

 研究目的

発達障害概念の広がりとともに、各地域

の専門機関においては発達障害についての

相談や受診件数が増加しており、早期発見

と早期支援が進んでいる。それぞれの地域

の特性に即した発達障害への支援体制の構

築が求められる中、平成 年 月に改正さ

れた発達障害者支援法では国及び地方公共

団体の責務として、医療、保健、福祉、教

育、労働等に関する関係機関及び民間団体

相互の有機的連携の下での相談体制の整備

を規定している。発達障害児への支援体制

は、自治体の財政状況、人口構成、医療資

源、民間の福祉施設など様々な地域事情が

要因となって形づくられている。本研究班

は、地方自治体の規模による発達障害児の

支援ニーズの実態把握と支援システムの現

状調査を通して、地域特性に合わせた支援

の在り方について検討することを目的とし

ている。平成 年度から平成 年度は、

厚生労働省科学研究費補助金「発達障害児

とその家族に対する地域特性に応じた継続

的な支援の実施と評価」（障害者対策総合研

究事業 －身体・知的－一般－ ）とし

て、自治体規模毎の支援ニーズと支援体制

の調査が行われ、その結果は地域特性にあ

わせた支援体制についての提言としてまと

められた。本年度は新たに「発達障害児者

研究要旨：福岡市における発達障害児の支援状況および支援体制について、行政

へのアンケートや関係機関からの情報を基に現況を報告した。発達障害児への支

援ニーズは医療、福祉、教育と多領域にわたって増大傾向にあった。幼児期には

療育センターに支援ニーズが集中しており、受診までの流れが整理され利便性が

ある地域環境の影響が考えられた。支援制度の利用ニーズも高く、一部では希望

する支援を十分には提供できない状況が生じていた。また医療や教育における支

援の継続性にも課題がみられた。発達障害の多様性と支援の個別性を考慮すると、

多領域にわたる支援制度が有機的につながり、個々のニーズに応じて幅広く支援

を提供する体制をすすめる必要がある。

 

25 
 

等の地域特性に応じた支援ニーズとサービ

ス利用の実態の把握と支援内容に関する研

究」（障害者政策総合研究事業 －身体・

知的－一般－ ）として、各自治体の支援

ニーズと支援体制の調査が行われた。政令

指定都市である福岡市においては、今年度

は本研究班の共通フォーマットを用いたア

ンケートによって、発達障害児への支援体

制に関する調査を実施した。平成 年度は、

発達障害の支援ニーズ調査として医療機関

や学校へのアンケートを実施し、同一の母

集団における発達障害の有病率や累積発生

率の推移によって支援ニーズの経年的な変

化を把握する研究を行う予定である。

なお、福岡市では平成 年から公文書や

パンフレット等において「障害」の表記を

「障がい」としているが、本稿は研究論文

であるため他の研究報告との一貫性を考慮

し、施設名等の固有名詞以外の表記におい

ては「障害」を用いた。また、福岡市には

診療所機能や相談支援機能を持つ総合的な

療育機関として、心身障がい福祉センター、

西部療育センター、東部療育センターの

センターがあるが、本稿ではそれらを総称

した名称を「療育センター」とした。

 研究方法

各地方自治体の地域特性調査として作成

された共通フォームの調査用紙を用いて、

福岡市の人口統計学的特性や発達障害児支

援についての調査を行った。調査において

は、政令指定都市である福岡市の人口統計

学的な地域特性について、地理的特徴、人

口動態、財政指標、産業構造を、福岡市の

ホームページで公開されている統計データ

等から情報収集した。また発達障害児支援

の現況や支援体制については、行政の関係

課や関係機関へのアンケート等によって情

報収集した。これらの情報を基に、本研究

班の共通フォームに沿ってまとめた。

（倫理面への配慮）

本研究の実施にあたっては、研究協力者

が所属する福岡市社会福祉事業団倫理委員

会の承認を得た。

 研究結果

本研究班の共通フォームに沿ってまとめ

た調査結果の詳細は、本稿の巻末資料とし

て記載した。これに療育センターや医療機

関、相談機関、学校の近年のデータ（一部

に昨年度の研究結果を含む）を加え、福岡

市における幼児期から学齢期の発達障害児

支援の現況や支援体制の研究結果として示

す。

１．福岡市の人口統計学的特性

福岡市は全国の政令指定都市の中で 番

目に人口が多く、平成 年の推計人口は

万人を超え、関西以西で最も人口が多

い都市である。日本の人口が７年連続で減

少する中で福岡市は人口増加が続き、この

年間の人口増加率は政令指定都市の中で

最も高く とであった（平成 年国勢

調査）。若者率（ 歳～ 歳の人口割合）

においても ％と政令指定都市の中では

最も高く、福岡市は 年までの人口増加

を予測している。

２．幼児期から学齢期の発達障害児支援の

現況や支援体制

（１）幼児期における新規の受診や相談体

制

福岡市の人口が高い増加率で増えている

中で、福岡市内の各療育センターを新規受
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平成 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と支援内容に
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福岡市における発達障害児の支援状況および支援体制に関する研究

研究分担者 清水 康夫（横浜市総合リハビリテーションセンター）
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小川 弓子（福岡市立西部療育センター）

宮崎 千明（福岡市立心身障がい福祉センター）

 研究目的

発達障害概念の広がりとともに、各地域

の専門機関においては発達障害についての

相談や受診件数が増加しており、早期発見

と早期支援が進んでいる。それぞれの地域

の特性に即した発達障害への支援体制の構

築が求められる中、平成 年 月に改正さ

れた発達障害者支援法では国及び地方公共

団体の責務として、医療、保健、福祉、教

育、労働等に関する関係機関及び民間団体

相互の有機的連携の下での相談体制の整備

を規定している。発達障害児への支援体制

は、自治体の財政状況、人口構成、医療資

源、民間の福祉施設など様々な地域事情が

要因となって形づくられている。本研究班

は、地方自治体の規模による発達障害児の

支援ニーズの実態把握と支援システムの現

状調査を通して、地域特性に合わせた支援

の在り方について検討することを目的とし

ている。平成 年度から平成 年度は、

厚生労働省科学研究費補助金「発達障害児

とその家族に対する地域特性に応じた継続

的な支援の実施と評価」（障害者対策総合研

究事業 －身体・知的－一般－ ）とし

て、自治体規模毎の支援ニーズと支援体制

の調査が行われ、その結果は地域特性にあ

わせた支援体制についての提言としてまと

められた。本年度は新たに「発達障害児者

研究要旨：福岡市における発達障害児の支援状況および支援体制について、行政

へのアンケートや関係機関からの情報を基に現況を報告した。発達障害児への支

援ニーズは医療、福祉、教育と多領域にわたって増大傾向にあった。幼児期には

療育センターに支援ニーズが集中しており、受診までの流れが整理され利便性が

ある地域環境の影響が考えられた。支援制度の利用ニーズも高く、一部では希望

する支援を十分には提供できない状況が生じていた。また医療や教育における支

援の継続性にも課題がみられた。発達障害の多様性と支援の個別性を考慮すると、

多領域にわたる支援制度が有機的につながり、個々のニーズに応じて幅広く支援

を提供する体制をすすめる必要がある。
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究」（障害者政策総合研究事業 －身体・

知的－一般－ ）として、各自治体の支援

ニーズと支援体制の調査が行われた。政令

指定都市である福岡市においては、今年度

は本研究班の共通フォーマットを用いたア

ンケートによって、発達障害児への支援体

制に関する調査を実施した。平成 年度は、

発達障害の支援ニーズ調査として医療機関

や学校へのアンケートを実施し、同一の母

集団における発達障害の有病率や累積発生

率の推移によって支援ニーズの経年的な変

化を把握する研究を行う予定である。

なお、福岡市では平成 年から公文書や

パンフレット等において「障害」の表記を

「障がい」としているが、本稿は研究論文

であるため他の研究報告との一貫性を考慮

し、施設名等の固有名詞以外の表記におい

ては「障害」を用いた。また、福岡市には

診療所機能や相談支援機能を持つ総合的な

療育機関として、心身障がい福祉センター、

西部療育センター、東部療育センターの

センターがあるが、本稿ではそれらを総称

した名称を「療育センター」とした。

 研究方法

各地方自治体の地域特性調査として作成

された共通フォームの調査用紙を用いて、

福岡市の人口統計学的特性や発達障害児支

援についての調査を行った。調査において

は、政令指定都市である福岡市の人口統計

学的な地域特性について、地理的特徴、人

口動態、財政指標、産業構造を、福岡市の
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報収集した。これらの情報を基に、本研究
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本研究の実施にあたっては、研究協力者

が所属する福岡市社会福祉事業団倫理委員

会の承認を得た。

 研究結果

本研究班の共通フォームに沿ってまとめ

た調査結果の詳細は、本稿の巻末資料とし

て記載した。これに療育センターや医療機

関、相談機関、学校の近年のデータ（一部

に昨年度の研究結果を含む）を加え、福岡

市における幼児期から学齢期の発達障害児

支援の現況や支援体制の研究結果として示

す。

１．福岡市の人口統計学的特性

福岡市は全国の政令指定都市の中で 番

目に人口が多く、平成 年の推計人口は

万人を超え、関西以西で最も人口が多

い都市である。日本の人口が７年連続で減

少する中で福岡市は人口増加が続き、この

年間の人口増加率は政令指定都市の中で

最も高く とであった（平成 年国勢

調査）。若者率（ 歳～ 歳の人口割合）

においても ％と政令指定都市の中では

最も高く、福岡市は 年までの人口増加

を予測している。

２．幼児期から学齢期の発達障害児支援の

現況や支援体制

（１）幼児期における新規の受診や相談体

制

福岡市の人口が高い増加率で増えている

中で、福岡市内の各療育センターを新規受
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診する幼児の数も年々増加しており、平成

年度は 人となり 年間で 倍と

なっていた（図１）。母集団は異なるが、こ

れを平成 年の福岡市の年間出生数

（ 人）と単純比較すると （

人 人）となる。同様の比較を福岡市

の行政区毎でみると、東区が最も高く

（ 人 人）となっていた。

新規受診児を障害種別でみると発達障害

児の割合が最も高く、平成 年には新規受

診児全体の を占めていた。新規受診児

の増加は主に発達障害によるものであり、

この 年間で 倍となっていた（図２）。

受診経路については保健福祉センターの

乳幼児健診からの紹介数が最も多く、健診

におけるスクリーニングからのつながりが

有効に機能している。増加割合については

幼稚園や保育所からが最も高く、 年間で

倍となっていた（巻末資料・図４）。

福岡市の発達障がい者支援センター（ゆ

うゆうセンター）においては、平成 年度

の開所以来相談件数が増加し、平成 年度

以降は年間の相談者数が 人前後で推

移しているが、平成 年度は平成 年度

と比較して 倍の増加となっていた。成

人期における相談が半数以上を占めており、

全相談件数のうち 歳以下は で、そ

のうち 歳以下の幼児は となっていた

（平成 年度）。

（２）幼児期の支援制度の利用状況

幼児期からの評価や支援を求めて療育セ

ンターを新規受診する児が右肩上がりに増

加する流れの中で、支援制度の利用ニーズ

にも変化がみられている。福岡市では療育

手帳の対象者を概ね 以下としており

従来から変更されていないが、 歳未満の

療育手帳所持者は毎年増加傾向にあり、平

成 年には 年間の比較で 倍となって

いた（巻末資料・図１）。児童発達支援セン

ターでの療育においても、幼稚園や保育所

よりも手厚い支援の場となる単独通園療育

（福岡市では週５日）を希望する保護者が

増えており、平成 年度以降は希望児の全

てに通園療育を提供することは困難となっ

ている。平成 年度には単独通園療育を行

う児童発達支援センターが新規に開設され

たが、希望児が定員数を超える状態は続い
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ており、療育枠の拡大とともに地域での支

援につないでいく柔軟な運用が課題となっ

ている。幼児期に通所支援を行う児童発達

支援事業所については、福岡市では平成

年度から指定が一部開始され現在 か所

（うち か所は重心児対応）あり、幼稚園

や保育所を利用している児や通園療育の待

機児に対して療育の場を提供している。

福岡市の障害児保育制度の利用において

も、対象児数がこの 年間で 倍に増加

しており、障害種別では発達障害が最も多

く となっていた（巻末資料・図１０）。

療育センターでは幼稚園や保育所への訪問

支援や研修会などを通して、発達障害児を

地域において広く支援していくための取り

組みを行っている（巻末資料・図６）。平成

年度からは、新たに西部、東部療育セン

ターに訪問支援を行う専任保育士を配置し

て幼稚園への訪問支援を開始するなど、取

り組みを広げている。

（３）学齢期への支援の移行体制

特別支援教育においても支援を希望する

児は増加しており、年長児の就学相談への

参加人数は 年間で約 倍となっていた

（巻末資料・図７）。就学後に何らかの特別

支援教育の対象となっている児も増加傾向

にあり平成 年度は 人で、 年間で

約 倍となっていた（巻末資料・図８）。

福岡市では療育センターは幼児期のみを支

援対象としているため、学校における支援

への引継ぎを重視している。年長児の就学

相談参加児の約 割で療育センターからの

引継ぎ資料が用いられており、その他にも

保護者の希望等に応じて個別に学校との引

継ぎを行っている。療育センターでは年長

になった時点で全例に発達検査や診察を受

けるようにすすめており、療育においても

サポートブックの作成等を行い、児の発達

状況についての保護者の理解をすすめ、学

齢期以降の適切な支援につなぐように対応

している。

医療においては、療育センターは幼児期

までを診療対象としているため、学齢期以

降は大学病院などの小児科や児童精神科医

療機関を受診している。図３は平成 年度

の班研究において行った調査からのデータ

で、福岡市東区での療育センター、医療機

関、学校における発達障害の有病率の比較

である。医療機関としては、発達障害児の

診療を行っている主な小児科、精神科医療

機関の１３か所を調査した。療育センター

においては年長時点、医療機関と学校にお

いては小学３年または中学２年時点の有病

率を、同学年（平成 年度、平成 年度

の出生）の母集団において比較している。

調査した２学年のいずれも同様の傾向がみ

られ、幼児期に療育センターにおいて発達

障害児が４～５％の有病率で把握されてい

る一方で、同じ母集団で医療機関における

有病率は１％台となっており、幼児期に把

握された発達障害児の７割以上が医療面で

のフォローアップを受けていないと思われ
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診する幼児の数も年々増加しており、平成

年度は 人となり 年間で 倍と

なっていた（図１）。母集団は異なるが、こ

れを平成 年の福岡市の年間出生数

（ 人）と単純比較すると （

人 人）となる。同様の比較を福岡市

の行政区毎でみると、東区が最も高く

（ 人 人）となっていた。

新規受診児を障害種別でみると発達障害

児の割合が最も高く、平成 年には新規受

診児全体の を占めていた。新規受診児

の増加は主に発達障害によるものであり、

この 年間で 倍となっていた（図２）。

受診経路については保健福祉センターの

乳幼児健診からの紹介数が最も多く、健診

におけるスクリーニングからのつながりが

有効に機能している。増加割合については

幼稚園や保育所からが最も高く、 年間で

倍となっていた（巻末資料・図４）。

福岡市の発達障がい者支援センター（ゆ

うゆうセンター）においては、平成 年度

の開所以来相談件数が増加し、平成 年度

以降は年間の相談者数が 人前後で推

移しているが、平成 年度は平成 年度

と比較して 倍の増加となっていた。成

人期における相談が半数以上を占めており、

全相談件数のうち 歳以下は で、そ

のうち 歳以下の幼児は となっていた

（平成 年度）。

（２）幼児期の支援制度の利用状況

幼児期からの評価や支援を求めて療育セ

ンターを新規受診する児が右肩上がりに増

加する流れの中で、支援制度の利用ニーズ

にも変化がみられている。福岡市では療育

手帳の対象者を概ね 以下としており

従来から変更されていないが、 歳未満の

療育手帳所持者は毎年増加傾向にあり、平

成 年には 年間の比較で 倍となって

いた（巻末資料・図１）。児童発達支援セン

ターでの療育においても、幼稚園や保育所

よりも手厚い支援の場となる単独通園療育

（福岡市では週５日）を希望する保護者が

増えており、平成 年度以降は希望児の全

てに通園療育を提供することは困難となっ

ている。平成 年度には単独通園療育を行

う児童発達支援センターが新規に開設され

たが、希望児が定員数を超える状態は続い
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ており、療育枠の拡大とともに地域での支

援につないでいく柔軟な運用が課題となっ

ている。幼児期に通所支援を行う児童発達

支援事業所については、福岡市では平成

年度から指定が一部開始され現在 か所

（うち か所は重心児対応）あり、幼稚園

や保育所を利用している児や通園療育の待

機児に対して療育の場を提供している。

福岡市の障害児保育制度の利用において

も、対象児数がこの 年間で 倍に増加

しており、障害種別では発達障害が最も多

く となっていた（巻末資料・図１０）。

療育センターでは幼稚園や保育所への訪問

支援や研修会などを通して、発達障害児を

地域において広く支援していくための取り

組みを行っている（巻末資料・図６）。平成

年度からは、新たに西部、東部療育セン

ターに訪問支援を行う専任保育士を配置し

て幼稚園への訪問支援を開始するなど、取

り組みを広げている。

（３）学齢期への支援の移行体制

特別支援教育においても支援を希望する

児は増加しており、年長児の就学相談への

参加人数は 年間で約 倍となっていた

（巻末資料・図７）。就学後に何らかの特別

支援教育の対象となっている児も増加傾向

にあり平成 年度は 人で、 年間で

約 倍となっていた（巻末資料・図８）。

福岡市では療育センターは幼児期のみを支

援対象としているため、学校における支援

への引継ぎを重視している。年長児の就学

相談参加児の約 割で療育センターからの

引継ぎ資料が用いられており、その他にも

保護者の希望等に応じて個別に学校との引

継ぎを行っている。療育センターでは年長

になった時点で全例に発達検査や診察を受

けるようにすすめており、療育においても

サポートブックの作成等を行い、児の発達

状況についての保護者の理解をすすめ、学

齢期以降の適切な支援につなぐように対応

している。

医療においては、療育センターは幼児期

までを診療対象としているため、学齢期以

降は大学病院などの小児科や児童精神科医

療機関を受診している。図３は平成 年度

の班研究において行った調査からのデータ

で、福岡市東区での療育センター、医療機

関、学校における発達障害の有病率の比較

である。医療機関としては、発達障害児の

診療を行っている主な小児科、精神科医療

機関の１３か所を調査した。療育センター

においては年長時点、医療機関と学校にお

いては小学３年または中学２年時点の有病

率を、同学年（平成 年度、平成 年度

の出生）の母集団において比較している。

調査した２学年のいずれも同様の傾向がみ

られ、幼児期に療育センターにおいて発達

障害児が４～５％の有病率で把握されてい

る一方で、同じ母集団で医療機関における

有病率は１％台となっており、幼児期に把

握された発達障害児の７割以上が医療面で

のフォローアップを受けていないと思われ
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た。

学校で診断を把握している発達障害児の

有病率は２～３ と年長時の有病率よりも

低下しており、幼児期の診断の３割以上が

学齢期に引き継がれていないと思われた。

一方で疑い例を含めた有病率は５～６ と

年長時の有病率よりも高くなっており、学

校現場で新たに支援対象児が把握されてい

ることが分かった。

学齢児の通所支援については、放課後デ

イサービス事業所が平成 年度の指定開

始から急速に増加している。平成 年

月時点で か所あり、送迎を含めて対象

児を預かる形で支援を行っている事業所が

多く、療育やレスパイトを含めた放課後支

援のニーズの高さを反映している。民間運

営の事業所による療育の場の広がりととも

に、情報の共有や連携、研修や支援体制と

いった課題が生じている。

 考察

発達障害児支援の現況や支援体制につい

ての調査結果は、発達障害児への支援ニー

ズが医療、福祉、教育と多領域にわたって

増大傾向にあることを示していた。これを

幼児期における新規の受診や相談体制、支

援制度の利用状況、学齢期への移行体制に

整理して報告した。

幼児期の療育センターにおける新規受診

児数は経年的に増加し、福岡市の年間出生

数の 割に近づいていた。これは福岡市の

人口増加率を考慮しても顕著であり、新規

支援のニーズ自体が増大している。受診経

路をみると、乳幼児健診や幼稚園、保育所

が、療育センターにつながるスクリーニン

グとして機能していることが分かった。ま

た市の発達障害者支援センターは幼児の相

談割合が低く、療育センターとの役割分担

がなされていた。年間出生数に対する割合

は、行政区の中では東区が最も高くなって

いたが、同区には大学病院やこども病院と

いった小児の総合医療機関があり、療育セ

ンターの担当行政区が一区のみで紹介元と

なる保健所も一カ所という地域環境にある。

米国で行われた自閉症スペクトラム障害の

有病率調査では、地域による有病率の差に

ついて、教育支援体制、評価や治療へのア

クセスのしやすさといった支援体制や利便

性の影響を指摘している 。福岡市におい

てもスクリーニングから受診までの流れが

整理され利便性のある地域環境が、新規受

診のニーズを掘り起こしている可能性があ

る。また療育センターにおいては、評価、

診断から相談支援や療育、訪問支援といっ

た支援内容が、ワンストップで提供できる

体制になっていることもニーズの集中につ

ながっていると思われる。幼児期において

支援までの流れが充実してきた一方で、療

育センターでは新規受診までの待機期間の

長期化といった診療体制、受診後の支援体

制に課題が生じてきている。

支援体制の課題を考慮するうえでは発達

障害の特性を考慮する必要がある。

（ ）

の概念にみられるように障害特性は遺伝的

に広く分布しており 、近年は知的に遅れ

がない高機能児やグレーゾーンと呼ばれる

ような障害特性が顕著ではない児が、専門

機関に多くつながるようになってきた。ま

た支援制度の利用については、例えば学齢

期の療育手帳所持者が大幅に増加している
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が、手帳該当者の全体数がそのように増加

していることは考えにくく、支援を受ける

ことへの保護者の抵抗感が薄れてきている

ことが考えられる。

支援ニーズの増大に対し、支援内容の選

択肢が少なかったり、柔軟性が少ない支援

体制の場合には、一部にニーズが集中し量

的な課題が生じる可能性がある。多様性の

ある障害特性を考慮すると、量的な拡大で

対応することには限界があり、個々のニー

ズにあわせた多様な支援の場の設定や、状

態による支援内容の移行や並行利用を前提

とした多層的で柔軟な支援体制を考える必

要がある。福岡市においても平成２８年度

から訪問支援専任の職員を配置するなど地

域における支援の取り組みを広げている。

就学後の支援については、昨年度行った

学齢児の有病率調査から、幼児期の診断の

一部が学校に引き継がれていない一方で、

学校現場では発達障害の特性のある児を新

たに把握しており、学齢期においても発達

障害児の支援ニーズは高かった。福岡市で

は、就学相談を受ける年長児が年々増加し

ており、学齢期へつなぐ体制はあるが、よ

り丁寧な引継ぎや就学後の支援内容の継続

性についての検討が考慮される。医療面に

おいては、幼児期に診断された発達障害児

の多くが学齢期に医療機関でのフォローア

ップを受けていないが、一方で、福岡市で

は発達障害児を診療する主な医療機関で、

受診までの待機期間が４カ月以上と長期化

しており、医療面での新規ニーズに対応す

ることが困難な状況となっている。発達障

害診療を行う専門性のある医師を増やして

いく体制とともに、地域の小児科や精神科

のクリニック、精神病院、こども病院や大

学病院といった総合医療機関などが役割分

担をしつつ繋がることで、個々に異なる支

援ニーズに応じて幅広く支援する体制が望

まれる。

 結論

地域療育の拠点施設が設置され、スクリ

ーニングから支援までの流れが整理されて

いる福岡市では、利便性の高い地域環境に

よって支援ニーズが掘り起こされ、療育セ

ンターに支援ニーズが集中している。また

医療や教育を含めたライフステージを通じ

た支援の継続性といった課題も生じている。

発達障害の多様性と支援の個別性を考慮す

ると、多領域にわたる支援制度が有機的に

つながり、個々のニーズに応じて地域で幅

広く支援を提供する体制をすすめていく必

要がある。

Ｆ．研究発表

１．論文発表

宮﨑千明：発達障害への気づきや診断に

ついて：医師の立場から．コミュニケーシ

ョン障害学

２．学会発表 特記なし

．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む）

１．特許取得 なし

２．実用新案登録 なし

３．その他 なし
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た。

学校で診断を把握している発達障害児の

有病率は２～３ と年長時の有病率よりも

低下しており、幼児期の診断の３割以上が

学齢期に引き継がれていないと思われた。
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ることが分かった。

学齢児の通所支援については、放課後デ

イサービス事業所が平成 年度の指定開

始から急速に増加している。平成 年

月時点で か所あり、送迎を含めて対象

児を預かる形で支援を行っている事業所が

多く、療育やレスパイトを含めた放課後支

援のニーズの高さを反映している。民間運

営の事業所による療育の場の広がりととも

に、情報の共有や連携、研修や支援体制と
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 考察
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た市の発達障害者支援センターは幼児の相
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てもスクリーニングから受診までの流れが
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診のニーズを掘り起こしている可能性があ

る。また療育センターにおいては、評価、

診断から相談支援や療育、訪問支援といっ

た支援内容が、ワンストップで提供できる
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ながっていると思われる。幼児期において

支援までの流れが充実してきた一方で、療

育センターでは新規受診までの待機期間の

長期化といった診療体制、受診後の支援体

制に課題が生じてきている。
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（ ）

の概念にみられるように障害特性は遺伝的

に広く分布しており 、近年は知的に遅れ

がない高機能児やグレーゾーンと呼ばれる

ような障害特性が顕著ではない児が、専門

機関に多くつながるようになってきた。ま

た支援制度の利用については、例えば学齢

期の療育手帳所持者が大幅に増加している
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が、手帳該当者の全体数がそのように増加
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ことへの保護者の抵抗感が薄れてきている

ことが考えられる。
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障害児の支援ニーズは高かった。福岡市で

は、就学相談を受ける年長児が年々増加し

ており、学齢期へつなぐ体制はあるが、よ

り丁寧な引継ぎや就学後の支援内容の継続

性についての検討が考慮される。医療面に

おいては、幼児期に診断された発達障害児

の多くが学齢期に医療機関でのフォローア

ップを受けていないが、一方で、福岡市で

は発達障害児を診療する主な医療機関で、

受診までの待機期間が４カ月以上と長期化

しており、医療面での新規ニーズに対応す

ることが困難な状況となっている。発達障

害診療を行う専門性のある医師を増やして

いく体制とともに、地域の小児科や精神科

のクリニック、精神病院、こども病院や大

学病院といった総合医療機関などが役割分

担をしつつ繋がることで、個々に異なる支

援ニーズに応じて幅広く支援する体制が望

まれる。

 結論

地域療育の拠点施設が設置され、スクリ

ーニングから支援までの流れが整理されて

いる福岡市では、利便性の高い地域環境に

よって支援ニーズが掘り起こされ、療育セ

ンターに支援ニーズが集中している。また

医療や教育を含めたライフステージを通じ

た支援の継続性といった課題も生じている。

発達障害の多様性と支援の個別性を考慮す

ると、多領域にわたる支援制度が有機的に

つながり、個々のニーズに応じて地域で幅

広く支援を提供する体制をすすめていく必

要がある。
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平成２８年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と

支援内容に関する研究

分担研究報告書

～中核市・特例市・特別区の実態と課題～

研究分担者 髙橋 脩（豊田市福祉事業団 理事長、児童精神科医） 
研究協力者 内山登紀夫（大正大学心理社会学部 教授 児童精神科医） 

大庭健一（宮崎市総合発達支援センター センター長、小児科医） 
須佐史信（はこだて療育・自立支援センター 診療所長、小児科医） 
高橋和俊（おしま地域療育センター 所長、小児科医）  
原田 謙（長野県立こころの医療センター駒ヶ根 副院長、児童精神科医）  
米山 明（心身障害児総合療育センター 外来療育部長、小児科医） 

 
 

研究要旨：中核市・施行時特例市・特別区（以下、中核市等）は、全国各地域におい

て中心的役割を担う有力な基礎自治体である。中核市等における、今後取り組むべき

発達障害のある人への支援課題を明らかにすることを目的に、発達障害のある子の実

態と支援システムの現状・課題について全国６自治体（ 中核市、１特例市、１特別

区）で調査を行った。多くの調査はなお分析中であるが、中間報告ながら、発達障害

のリスク児が小学 年生で増加していること、小規模な指定障害児通所支援事業所の

急増と問題、自治体における有機的連携の不足等の問題が共通に認められている。

改正障害者基本法の第１７条（「療育」に関する規定）によって、基礎自治体にも障害の

ある子の発達を支援するための体制整備が求められるようになった。また、 年度から

始まる第 期障害福祉計画では、障害児福祉計画も義務化される。今日的な支援課題を踏

まえた基礎自治体におけるライフステージに沿った体系的な発達支援体制の整備が急務で

ある。中核市・施行時特例市・特別区（以下、中核市等）は、各地域における有力な基礎

自治体であり、今後は各地域の発達支援体制の整備において中心的役割を果たすことも期

待される。

中核市等において今後取り組むべき課題を明らかにすることを目的に、全国 自治体に

おいて、発達障害等の実態調査と発達支援システムの現状調査を行ったので、中間報告を

行う。なお、各自治体における詳細な報告については、各担当者の報告書を参照されたい。
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Ａ．研究目的

中核市等の発達支援実態を把握し、それ

に基づき、今後、取り組むべき課題を明ら

かにすること。研究期間としては、今年度

と来年度の か年が予定されている。

Ｂ．研究方法

今年度に共通して実施した研究、方法、

調査都市と担当者は、下記の通りであった。

１．研究と方法

１）自治体における発達支援システムの実

態把握に関する研究

研究班共通の「市区町村における発達障

害児に関する状況調査」に基づき、対象自

治体の訪問面接調査等を行った。

なお、今年度の調査票は、本研究班が

年度から 年間実施した「発達障害児とそ

の家族に対する地域特性に応じた継続的な

支援の実施と評価」（研究代表者：本田秀

夫）で用いた調査票に、重点的に研究班が

取り組む課題と新たな今日的課題等を加え

たものである。

重点的に取り組むべき課題は、発達支援

システムにおける連携（いわゆる縦横連携、

または同時的及び継時的インターフェイス

などと称される）である。

中核市等は障害福祉関連の社会資源は豊

富であるが、事業規模や設置主体は多様で

あり、関係機関・事業所がまとまりにくい

状況にある。今後のシステム形成に向けて

重要な課題である。

今日的課題とは、改正発達障害者支援法

等が提起している課題であり、発達障害の

ある外国人児童、女性、非行少年、不登校

児童、境界知能の子ども等の実態把握と支

援課題の抽出等が含まれる。中核市等は人

口規模が大きく、都市化された自治体であ

ることから、これら新たな課題について、

顕在化していることが予想されている。

２）発達障害のある子、発達障害のリスク

のある子の実態調査

本研究も先の 年間の研究で用いた調査

票に、研究 で取り上げた新たな課題を盛

り込んだ共通の調査票に基づき 調査を行

った。

（１）有病率及び累積発生率調査

対象は小学 年生と中学 年生である。

調査項目には、境界知能を加えた。

（２）発達に何らかの遅れや偏りのある子

どもの把握に関する実態調査

対象は、上記調査と同様である。調査項

目には、今日的課題で述べたすべて（外国

人児童、女性、非行少年、不登校児童、境

界知能の子ども）を加えた。

ことに、人口規模が大きく都市化してい

る中核市等では、発達障害ある子で非行（虞

犯、触法、犯罪等）を犯す子どもが一定数

いることが予想される。そのため、本分担

研究班では、原田謙（研究協力者）が中心

となり実態把握と支援課題について重点的

に取り組むことにした。

２．調査都市と担当者

下記の全国６自治体について、 人で分

担し研究を行った。

・北海道函館市（中核市）：須佐史信、高橋

和俊 
・福島県いわき市（中核市）：内山登紀夫 
・東京都板橋区（特別区）：米山 明 
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・長野県松本市（特例市）：原田 謙 
・愛知県豊田市（中核市）：髙橋 脩 
・宮崎県宮崎市（中核市）：大庭健一

（倫理面への配慮）

各研究の実施にあたってはそれぞれの研

究分担者が所属する機関等の研究倫理審査

委員会の承認を得ている。 

Ｃ．研究結果

今年度は、研究初年度で研究の開始が遅

れたこともあり、各担当者によって進捗状

況が異なっている。調査が終了しほぼまと

まった報告をしている者から、調査の一部

は終了し、その部分についてのみ分析結果

を報告している者、調査がすべて途中であ

る者などさまざまである。

しかしながら、いずれの担当者も、着実

に研究を進めており、最終年度である、来

年度の総括報告書及び 年間の総合報告書

では、確かな成果を報告できると考えてい

る。

以下、中間的な結果にとどまるが、各担

当者の成果について、簡単にまとめる。

１．函館市（担当者：須佐史信、髙橋和俊）

（１）児童発達支援事業や放課後等デイサ

ービス、保育所等訪問支援、障害児相

談支援事業の事業者数は激増し利用児

も伸びていた。

（２）上記の事業者間や保育・教育機関と

の連携は未整備であることがうかがわ

れた。

２．いわき市（担当：内山登紀夫）

（１）幼児期から小学校へのつなぎ支援の

方策として「入学支援シート」を導入

していた。

（２）小中学校における支援学級と通級指

導教室の利用児童生徒数の増加が認め

られるが、支援員の不足が深刻な課題

となっていた。

（３）専門医が不足しているなど。

３．板橋区（担当：米山 明）

（１）行政内の子育て及び発達障害支援に

関わる機関は、類似のサービスを提供

していた。

（２）これらは縦割りで提供されており、

サービスの支援内容が異なる、継続性

が乏しい、縦横の連携がないなどの問

題があった。

４．松本市（担当 原田 謙）

（１）発達障害の有病率は、平成 年度の

年生が 年生に上がる段階で、

から に、平成 年度の小学 年

生が中学 年生に上がる段階で か

ら に、それぞれ増加していた。

（２）小学 年生の反抗的な子どもは、

が疑われる子どもの 、 が疑

われる子どもの を占めた。中学

年になると反抗的な子どもは、 が

疑われる子どもでは減少するものの、

が疑われる子どもでは に増

加していた。素行の問題も 傾向の

子どもでは を超え、思春期におけ

る 症状と反抗・非行の親和性をあ

らためて強く感じさせる結果であった。

中学 年になると 学習

障害や境界知能が疑われる子どもの、

おのおの 割前後が不登校となってお

り、こうした子ども達の学校での適応

の難しさを明確に示している。

５．豊田市（担当者：髙橋 脩）

（１）小学 年生で「発達に何らかの遅れ
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Ａ．研究目的
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となり実態把握と支援課題について重点的
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各研究の実施にあたってはそれぞれの研

究分担者が所属する機関等の研究倫理審査

委員会の承認を得ている。 

Ｃ．研究結果

今年度は、研究初年度で研究の開始が遅

れたこともあり、各担当者によって進捗状

況が異なっている。調査が終了しほぼまと

まった報告をしている者から、調査の一部

は終了し、その部分についてのみ分析結果

を報告している者、調査がすべて途中であ

る者などさまざまである。

しかしながら、いずれの担当者も、着実

に研究を進めており、最終年度である、来

年度の総括報告書及び 年間の総合報告書

では、確かな成果を報告できると考えてい

る。

以下、中間的な結果にとどまるが、各担

当者の成果について、簡単にまとめる。

１．函館市（担当者：須佐史信、髙橋和俊）

（１）児童発達支援事業や放課後等デイサ

ービス、保育所等訪問支援、障害児相

談支援事業の事業者数は激増し利用児

も伸びていた。

（２）上記の事業者間や保育・教育機関と

の連携は未整備であることがうかがわ

れた。

２．いわき市（担当：内山登紀夫）

（１）幼児期から小学校へのつなぎ支援の

方策として「入学支援シート」を導入

していた。

（２）小中学校における支援学級と通級指

導教室の利用児童生徒数の増加が認め

られるが、支援員の不足が深刻な課題

となっていた。

（３）専門医が不足しているなど。

３．板橋区（担当：米山 明）

（１）行政内の子育て及び発達障害支援に

関わる機関は、類似のサービスを提供

していた。

（２）これらは縦割りで提供されており、

サービスの支援内容が異なる、継続性

が乏しい、縦横の連携がないなどの問

題があった。

４．松本市（担当 原田 謙）

（１）発達障害の有病率は、平成 年度の

年生が 年生に上がる段階で、

から に、平成 年度の小学 年

生が中学 年生に上がる段階で か

ら に、それぞれ増加していた。

（２）小学 年生の反抗的な子どもは、

が疑われる子どもの 、 が疑

われる子どもの を占めた。中学

年になると反抗的な子どもは、 が

疑われる子どもでは減少するものの、

が疑われる子どもでは に増

加していた。素行の問題も 傾向の

子どもでは を超え、思春期におけ

る 症状と反抗・非行の親和性をあ

らためて強く感じさせる結果であった。

中学 年になると 学習

障害や境界知能が疑われる子どもの、

おのおの 割前後が不登校となってお

り、こうした子ども達の学校での適応

の難しさを明確に示している。

５．豊田市（担当者：髙橋 脩）

（１）小学 年生で「発達に何らかの遅れ
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や偏りのある子ども」は、前年度と比

較し約 倍の増加を認めた。

（２）外国人児童や境界知能の子どもの教

育で教師は様々な悩みを抱えていた。

（３）発達支援システムの新たな課題とし

て、乳児期より保育所を利用している

子どもたちへの発達支援、急増する放

課後等デイサービス事業所との連携、

中学校から高校等への移行支援が挙げ

られた。

６．宮崎市（担当者：大庭健一）

（１）小学 年生で「発達に何らかの遅れ

や偏りのある子ども」は、昨年度より

大きく増加した（ 年生 、 年生

）。中学 年生は、変化は認めら

れなかったが、医療機関への受診率が

増加した。

（２）中学 年生で「発達に何らかの遅れ

や偏りのある子どもの」約 割は不登

校であった。

Ｄ．考察・結論

多くの発達障害及びそのリスクのある子

どもの存在が再確認されるとともに、新た

な課題として指摘されている非行、不登校

などの併存率が高いことも示唆される中間

結果となった。

発達支援システムでは連携が最大の問題

であり、今後取り組むべき課題であること

が、再確認される結果となった。

来年度は、さらに分析を深め、中核市等

が今後取り組むべき課題について整理をし

たい。

Ｅ．研究発表 

各担当者の報告書に記載のため省略した。

Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

各担当者の報告書に記載のため省略した。
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平成２８年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と

支援内容に関する研究

分担研究報告書

地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態に関する研究

～豊田市における実態と課題～

研究分担者 髙橋 脩（豊田市福祉事業団 理事長、児童精神科医） 
研究協力者 神谷真巳（豊田市こども発達センター 地域療育室、臨床心理士） 

川角久美子（豊田市こども発達センター 地域療育室、保健師） 
東俣淳子（豊田市こども発達センター 地域療育室、言語聴覚士） 
新美恵里子（豊田市こども発達センター のぞみ診療所、臨床心理士） 
松浦利明（豊田市こども発達センター のぞみ診療所、臨床心理士） 
山田知恵子（豊田市教育委員会学校教育課 青少年相談センター、教師） 

  若子理恵（豊田市こども発達センター のぞみ診療所、児童精神科医） 

 
研究要旨： 年度及び 年度に豊田市で出生した子ども（出生コホート）の累

積発生率を調査した。 年度コホートの新規事例はなかった。 年度コホ―ト

では広汎性発達障害と注意欠陥多動性障害でやや増加し、全障害の発生率も と

やや増加した。「何らかの遅れや偏りのある子ども」は、前年度と比較し大幅な増加

（ 倍）を認めた。豊田市の発達支援システムの現状についても再調査を行った。

新たな課題として乳児期より保育所を利用している子どもたちへの発達支援、急増す

る放課後等デイサービス事業所との連携、中学校から高校・専修学校への移行支援等

が挙げられた。

 
障害のある子に対する福祉計画の策定が、 年度に始まる第５期障害福祉計

画から義務化される。基礎自治体において、発達障害を含めた、障害のある子へ

の発達支援システムの構築が急がれる状況にある。また、発達障害者支援法の改

正（ 年）等において、外国人児童、女性、知的障害の可能性のある人への支

援など新たな取り組み課題も提起されている。今後はこれら諸課題について、発

達障害者地域支援協議会を舞台に取り組まれることになろう。我が国が中核市に

おいて取り組むべき課題を明らかにすることを目的に、豊田市における累積発生

率、発達支援における現状と課題について調査を行ったので報告する。
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が、再確認される結果となった。
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たい。
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各担当者の報告書に記載のため省略した。
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障害のある子に対する福祉計画の策定が、 年度に始まる第５期障害福祉計

画から義務化される。基礎自治体において、発達障害を含めた、障害のある子へ

の発達支援システムの構築が急がれる状況にある。また、発達障害者支援法の改

正（ 年）等において、外国人児童、女性、知的障害の可能性のある人への支

援など新たな取り組み課題も提起されている。今後はこれら諸課題について、発

達障害者地域支援協議会を舞台に取り組まれることになろう。我が国が中核市に

おいて取り組むべき課題を明らかにすることを目的に、豊田市における累積発生

率、発達支援における現状と課題について調査を行ったので報告する。
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Ⅰ．発達障害等のリスク児調査、累積発生

率調査

Ａ．研究目的

自治体規模に応じた発達支援システム構

築の前提となる支援対象児童数を推定する

こと。

Ｂ．研究方法

中核市であり研究分担者の勤務施設があ

る愛知県豊田市を対象に、以下の 調査を

実施した。

１．発達に何らかの遅れや偏りのある子ど

もの把握に関する実態調査 
豊田市教育委員会が実施している発達障

害児調査に基づき、 年度の小学 年生

で、学校の教師が児童の医療機関への受診

を把握しているか否かにかかわらず、発達

に何らかの遅れや偏りがあり発達支援の対

象と考えられる児童数等について調査した。

調査項目は下記の通りであった。

（１）遅れや偏りに該当する発達的問題

発達的問題とそれから推定される関連障

害（下記の丸括弧内の障害名が該当）は以

下の通りであった。

①対人関係やこだわりなどの問題（自閉

症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、

自閉症スペクトラムなど）、②落ち着きがな

い、そそっかしいなどの問題（ 、多動

性障害）、③言葉を理解することや話すこと

の問題（発達性構音障害、発達性言語障害

など）、④全体発達の遅れでは説明のつかな

い学力の問題（学習障害、 など）、⑤全

体発達の遅れ（精神遅滞、知的障害など）、

⑥何らかの精神科などの専門的ケアを要す

ると思われる問題（吃音、場面緘黙、チッ

クなどが主たる問題の場合、これに含める）。

⑦知的に境界知能と思われる問題（今年度

新たに加えた調査項目）。

なお、各問題を示す児童のうち、「日本語

の能力に応じた特別な指導」対象となる児

童についても確認した。

（２）反抗的特性、非行、不登校にそれぞ

れ関連した行動

各発達的問題を示す児童については、以

下の行動についても調査を行った。①しば

しばイライラし、腹を立て、癇癪を起こし

たり、大人の要求や規則に逆らうなど著し

く反抗的な特性（反抗挑戦性障害など）、②

過去 年の間に家出、街の徘徊、暴行、器

物破損、放火、窃盗などの虞犯または触法

行為を行った（素行障害など）、③不登校（

日以上の欠席）

（３）医療機関の利用

各発達的問題を示す児童について、学校

が医療機関を受診したと把握している児童

（受診児童）、医療機関を受診していない児

童とその理由について確認した。

（４）その他

自由記載方式で、「知的に境界知能の子ど

もの教育についての問題点」、「日本語の能

力に応じた特別の指導の対象児で且つ発達

に何らかの遅れや偏りがある子どもの教育

についての問題点」について調査を行った。

調査は豊田市教育委員会学校教育課の研

究協力者（山田知恵子）が本研究班共通の

調査票に基づき行った。対象校は豊田市の

全小学校（ 校）、豊田市に住民票のある

該当学年の児童が通学している特別支援学

校 校（対象障害は、肢体不自由、知的障

害、盲、聾）であった。
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２．発達障害等と診断された児童の調査

豊田市生まれの児童（以下、出生コホー

ト：住民票のある外国籍児童を含む）のう

ち、 年 月現在、小学 年生又は中学

年生で豊田市こども発達センターの障害

専門診療所である「のぞみ診療所」を受診

し児童精神科医、一部は小児神経科医によ

って、米国精神医学会の『精神疾患の診断・

統計マニュアル、第Ⅳ版』（ Ⅳ）に従い

発達障害または知的障害と診断された児童

数と累積発生率を調査した。 

調査の対象とした障害は、広汎性発達障

害、注意欠陥多動性障害、コミュニケーシ

ョン障害、学習障害、知的障害（ の診

断統計マニュアル第 版に従い知能指数

以下を知的障害）、その他であった。

調査は、「のぞみ診療所」を受診した該当

年齢の豊田市生まれの全児童から上記診断

に該当する事例を抽出し、最終的には髙橋

脩が改めて診断の正確性について確認した。 

なお、調査結果の分析に当たっては、昨

年度（ 年度）に実施した障害者対策総

合事業「発達障害児とその家族に対する地

域特性に応じた継続的な支援の実施と評価」

に関する研究結果（１）と随時比較を行った。 

（倫理面への配慮）

教育委員会など行政機関における調査に

ついては、匿名性に留意し数的情報のみ取

り扱った。豊田市こども発達センターの診

療録の研究利用については、初診時に匿名

性に配慮したうえで情報を研究に利用する

ことについて保護義務者から文書で同意を

得ているが、個人情報の管理については徹

底を期した。また、本研究の実施にあたっ

ては豊田市福祉事業団研究倫理審査委員会

の承認（承認番号 ）を得た。 

Ｃ．研究結果

発達に何らかの遅れや偏りのある子ど

もの把握に関する実態調査

全児童 人のうち、 人（ ）

に、問題が認められた（表Ⅰ－１）。

（１）発達的問題

両学年とも「対人関係やこだわりの問題」

が最多で、 人（把握児童の ）、次

いで「落ち着きのなさ等」 人（ ）、

「学力の問題」 人（ ）、「全体発達

の問題」 人（ ）であった。性別は、

男 人、女 人であり、男女比は ：

と男性優位であった。発達的問題のある「日

本語の能力に応じた特別な指導」を要する

児童は 人（対象児童の ）であった。

表Ⅰ－１ 遅れや偏りのある子 （％）

発達的

問題

人数（ ）

（ ）

男 人（ ）

女 人（ ）

割合

（ ）

対人関係

問題等

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

落ち着き

なさ等

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

言語理解

問題等

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

学力の

問題等

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

全体発達

の問題

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

精神科的

ケア

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

境界知能 （ ）

（ ）

（ ）

（ ）

全問題 （ ） （ ）

（ ）

注：＊は「日本語の能力に応じた特別な指導」対

象となる児童数。
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Ⅰ．発達障害等のリスク児調査、累積発生

率調査

Ａ．研究目的

自治体規模に応じた発達支援システム構

築の前提となる支援対象児童数を推定する

こと。

Ｂ．研究方法

中核市であり研究分担者の勤務施設があ

る愛知県豊田市を対象に、以下の 調査を

実施した。

１．発達に何らかの遅れや偏りのある子ど

もの把握に関する実態調査 
豊田市教育委員会が実施している発達障

害児調査に基づき、 年度の小学 年生

で、学校の教師が児童の医療機関への受診

を把握しているか否かにかかわらず、発達

に何らかの遅れや偏りがあり発達支援の対

象と考えられる児童数等について調査した。

調査項目は下記の通りであった。

（１）遅れや偏りに該当する発達的問題

発達的問題とそれから推定される関連障

害（下記の丸括弧内の障害名が該当）は以

下の通りであった。

①対人関係やこだわりなどの問題（自閉

症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、

自閉症スペクトラムなど）、②落ち着きがな

い、そそっかしいなどの問題（ 、多動

性障害）、③言葉を理解することや話すこと

の問題（発達性構音障害、発達性言語障害

など）、④全体発達の遅れでは説明のつかな

い学力の問題（学習障害、 など）、⑤全

体発達の遅れ（精神遅滞、知的障害など）、

⑥何らかの精神科などの専門的ケアを要す

ると思われる問題（吃音、場面緘黙、チッ

クなどが主たる問題の場合、これに含める）。

⑦知的に境界知能と思われる問題（今年度

新たに加えた調査項目）。

なお、各問題を示す児童のうち、「日本語

の能力に応じた特別な指導」対象となる児

童についても確認した。

（２）反抗的特性、非行、不登校にそれぞ

れ関連した行動

各発達的問題を示す児童については、以

下の行動についても調査を行った。①しば

しばイライラし、腹を立て、癇癪を起こし

たり、大人の要求や規則に逆らうなど著し

く反抗的な特性（反抗挑戦性障害など）、②

過去 年の間に家出、街の徘徊、暴行、器

物破損、放火、窃盗などの虞犯または触法

行為を行った（素行障害など）、③不登校（

日以上の欠席）

（３）医療機関の利用

各発達的問題を示す児童について、学校

が医療機関を受診したと把握している児童

（受診児童）、医療機関を受診していない児

童とその理由について確認した。

（４）その他

自由記載方式で、「知的に境界知能の子ど

もの教育についての問題点」、「日本語の能

力に応じた特別の指導の対象児で且つ発達

に何らかの遅れや偏りがある子どもの教育

についての問題点」について調査を行った。

調査は豊田市教育委員会学校教育課の研

究協力者（山田知恵子）が本研究班共通の

調査票に基づき行った。対象校は豊田市の

全小学校（ 校）、豊田市に住民票のある

該当学年の児童が通学している特別支援学

校 校（対象障害は、肢体不自由、知的障

害、盲、聾）であった。
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２．発達障害等と診断された児童の調査

豊田市生まれの児童（以下、出生コホー

ト：住民票のある外国籍児童を含む）のう

ち、 年 月現在、小学 年生又は中学

年生で豊田市こども発達センターの障害

専門診療所である「のぞみ診療所」を受診

し児童精神科医、一部は小児神経科医によ

って、米国精神医学会の『精神疾患の診断・

統計マニュアル、第Ⅳ版』（ Ⅳ）に従い

発達障害または知的障害と診断された児童

数と累積発生率を調査した。 

調査の対象とした障害は、広汎性発達障

害、注意欠陥多動性障害、コミュニケーシ

ョン障害、学習障害、知的障害（ の診

断統計マニュアル第 版に従い知能指数

以下を知的障害）、その他であった。

調査は、「のぞみ診療所」を受診した該当

年齢の豊田市生まれの全児童から上記診断

に該当する事例を抽出し、最終的には髙橋

脩が改めて診断の正確性について確認した。 

なお、調査結果の分析に当たっては、昨

年度（ 年度）に実施した障害者対策総

合事業「発達障害児とその家族に対する地

域特性に応じた継続的な支援の実施と評価」

に関する研究結果（１）と随時比較を行った。 

（倫理面への配慮）

教育委員会など行政機関における調査に

ついては、匿名性に留意し数的情報のみ取

り扱った。豊田市こども発達センターの診

療録の研究利用については、初診時に匿名

性に配慮したうえで情報を研究に利用する

ことについて保護義務者から文書で同意を

得ているが、個人情報の管理については徹

底を期した。また、本研究の実施にあたっ

ては豊田市福祉事業団研究倫理審査委員会

の承認（承認番号 ）を得た。 

Ｃ．研究結果

発達に何らかの遅れや偏りのある子ど

もの把握に関する実態調査

全児童 人のうち、 人（ ）

に、問題が認められた（表Ⅰ－１）。

（１）発達的問題

両学年とも「対人関係やこだわりの問題」

が最多で、 人（把握児童の ）、次

いで「落ち着きのなさ等」 人（ ）、

「学力の問題」 人（ ）、「全体発達

の問題」 人（ ）であった。性別は、

男 人、女 人であり、男女比は ：

と男性優位であった。発達的問題のある「日

本語の能力に応じた特別な指導」を要する

児童は 人（対象児童の ）であった。

表Ⅰ－１ 遅れや偏りのある子 （％）

発達的

問題

人数（ ）

（ ）

男 人（ ）

女 人（ ）

割合

（ ）

対人関係

問題等

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

落ち着き

なさ等

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

言語理解

問題等

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

学力の

問題等

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

全体発達

の問題

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

精神科的

ケア

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

境界知能 （ ）

（ ）

（ ）

（ ）

全問題 （ ） （ ）

（ ）

注：＊は「日本語の能力に応じた特別な指導」対

象となる児童数。
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全児童に占める割合は、「対人関係問題等」

が 、「落ち着きのなさ等」が であ

った。

（２）反抗挑戦的特性、非行、不登校にそ

れぞれ関連した行動

各発達的問題群別の反抗挑戦的特性、非

行（虞犯または触法行為等）、不登校の併存

は下記の通りであった（表Ⅰ－２）。

表Ⅰ－２ 反抗的特性、非行、不登校

発達的

問題

反抗挑戦的

人（ ）

虞犯・触法

人（ ）

不登校

人（ ）

対人関係

問題等

２８

（ ）

３

（ ）

３

落ち着き

なさ等

１６

（ ）

３

（ ）

０

（ ）

言語理解

問題等

１

（ ）

０

（ ）

０

（ ）

学力の

問題等

２

（ ）

０

（ ）

０

（ ）

全体発達

の問題

２

（ ）

０ ０

（ ）

精神科的

ケア

１

（ ）

０

（ ）

１

（ ）

境界知能 １

（ ）

０

（ ）

０

（ ）

広汎性発達障害のリスク群では、反抗挑

戦的特性と非行を合わせて 人（ ）、

注意欠陥多動性障害のリスク群では 人

（ ）と多かった。

（３）医療機関の利用

各リスク群における医療機関の利用児と

非利用児、また、利用児に占める反抗挑戦

的特性及び非行の併存例は次の通りであっ

た（表Ⅰ－３）。

表Ⅰ－３ 医療機関の利用、利用児と反抗

挑戦的特性及び非行との関連

問題 利用

人（ ）

反抗挑戦的

人（ ）

虞犯・触法

人（ ）

対人関係

問題等

１０３

（ ）

２２

（ ）

３

（ ）

落ち着き

なさ等

１３

（ ）

１６

（ ）

３

（ ）

言語理解

問題等

４

（ ）

１

（ ）

０

（ ）

学力の

問題等

３

（ ）

２

（ ）

０

（ ）

全体発達

の問題

１１

（ ）

２

（ ）

０

精神科的

ケア

１

（ ）

０

（ ）

０

（ ）

境界知能 ２

（ ）

１

（ ）

０

（ ）

注：反抗挑戦的特性と非行の併存人数及びパー

セントは、いずれも医療機関を利用した児童を母

集団としたものである。

（４）その他

知的発達が境界知能の水準にあると推定

される子どもの教育についての問題点、日

本語の能力に応じた特別の指導の対象児で

且つ発達に何らかの遅れや偏りがある子ど

もの教育に関連した問題点について、多く

の意見が現場の教師から寄せられた。以下、

代表的な意見を列記する（詳細は資料 を

参照）。

①境界知能の子どもの教育

・複数児童のなかでの学習や指導に限界が

ある。一斉授業をする度に、全体の進度

が適切であったか考える。

・個別支援が必要であるが、支援の時間が

6 
 

十分に取れない。

・適切な教育環境：普通学級では子どもの

負担が大きい、支援学級では足りない部

分も多い。

・個別指導に当たるための教員の不足、補

助員の一層の充実、通級指導教室の拡充

・学習指導要領に縛られて本人に適切な学

習内容を指導することが難しい。

・療育手帳の取得に至らないケースもあり

進学や就労等において、また社会生を送

る中で様々な福祉サービスが受けられな

いということも出てくる。

・学年が上がり、困り感が出てくると、集

団の中にいることにつらさを感じたりす

るようになり、登校しぶり、不登校につ

ながることもある。

②発達的問題がある日本語指導が必要な子

どもの教育

・発達・学習・適応問題の原因（環境、発

達の障害の何れか？）

・保護者が特別支援教育を拒否（宗教や文

化的理由など）

・ダブルリミテッド児童の教育困難性

・子どもの能力の正確な把握が困難

・コミュニケーションが不十分なため、力

を過小評価される。

・専門教師の不足

・母国語ができ、学習支援や個別支援がで

きる人材の育成

２．発達障害と診断された児童の調査

１） 年度出生コホート調査

累積発生率を算出する母集団として、

年 月 日から 年 月 日の間

に豊田市で生まれた 人を出生コホー

トとした。

表Ⅰ ４ 発達障害と診断された小学４年生

障害 児童数

（人）

累積発生率

（％）

広汎性

発達障害

１８３ ４．２８

注意欠陥

多動性障害

２７ ０．６３

コミュニケー

ション障害

２６ ０．６１

学習障害 ６ ０．１４

知的障害 ５３ １．２４

注：広汎性発達障害には、下記診断名を含む。

自閉性障害、アスペルガー障害、特定不能の広汎

性発達障害、広汎性発達障害（若干名）。

発達障害（知的障害含む）と診断された

児童は 人であり、母集団の であ

った。各障害の内訳は以下の通りであった

（表Ⅰ－４）。

（１）広汎性発達障害

広汎性発達障害は 人であり、累積発

生率は であった。なお、その他 人

に特定不能の広汎性発達障害の診断がなさ

れていたが、 Ⅳの診断基準に該当する

症状の記載がなかったため除外した。 

下位診断の内訳は、自閉性障害 人

（ ）、アスペルガー障害 人（ ）、

特定不能の広汎性発達障害（広汎性発達障

害の診断含む） 人（ ）であった。

性別は、男 人、女 人であり、男女

比は であった。

併存症については、注意欠陥多動性障害

は 人（ ）であった。知的障害は 人

であり、広汎性発達障害群の であっ

た（知的能力が不明の 人を除く 人を

母集団とした）。
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全児童に占める割合は、「対人関係問題等」

が 、「落ち着きのなさ等」が であ

った。

（２）反抗挑戦的特性、非行、不登校にそ

れぞれ関連した行動

各発達的問題群別の反抗挑戦的特性、非

行（虞犯または触法行為等）、不登校の併存

は下記の通りであった（表Ⅰ－２）。

表Ⅰ－２ 反抗的特性、非行、不登校

発達的

問題

反抗挑戦的

人（ ）

虞犯・触法

人（ ）

不登校

人（ ）

対人関係

問題等

２８

（ ）

３

（ ）

３

落ち着き

なさ等

１６

（ ）

３

（ ）

０

（ ）

言語理解

問題等

１

（ ）

０

（ ）

０

（ ）

学力の

問題等

２

（ ）

０

（ ）

０

（ ）

全体発達

の問題

２

（ ）

０ ０

（ ）

精神科的

ケア

１

（ ）

０

（ ）

１

（ ）

境界知能 １

（ ）

０

（ ）

０

（ ）

広汎性発達障害のリスク群では、反抗挑

戦的特性と非行を合わせて 人（ ）、

注意欠陥多動性障害のリスク群では 人

（ ）と多かった。

（３）医療機関の利用
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非利用児、また、利用児に占める反抗挑戦
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表Ⅰ－３ 医療機関の利用、利用児と反抗

挑戦的特性及び非行との関連

問題 利用

人（ ）

反抗挑戦的

人（ ）

虞犯・触法

人（ ）

対人関係

問題等

１０３

（ ）

２２

（ ）

３

（ ）

落ち着き

なさ等

１３

（ ）

１６

（ ）

３

（ ）

言語理解

問題等

４

（ ）

１

（ ）

０

（ ）

学力の

問題等

３

（ ）

２

（ ）

０

（ ）

全体発達

の問題

１１

（ ）

２

（ ）

０

精神科的

ケア

１

（ ）

０

（ ）

０

（ ）

境界知能 ２

（ ）

１

（ ）

０

（ ）

注：反抗挑戦的特性と非行の併存人数及びパー

セントは、いずれも医療機関を利用した児童を母

集団としたものである。

（４）その他

知的発達が境界知能の水準にあると推定

される子どもの教育についての問題点、日

本語の能力に応じた特別の指導の対象児で

且つ発達に何らかの遅れや偏りがある子ど

もの教育に関連した問題点について、多く

の意見が現場の教師から寄せられた。以下、

代表的な意見を列記する（詳細は資料 を

参照）。

①境界知能の子どもの教育

・複数児童のなかでの学習や指導に限界が

ある。一斉授業をする度に、全体の進度

が適切であったか考える。

・個別支援が必要であるが、支援の時間が
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十分に取れない。

・適切な教育環境：普通学級では子どもの

負担が大きい、支援学級では足りない部

分も多い。

・個別指導に当たるための教員の不足、補

助員の一層の充実、通級指導教室の拡充

・学習指導要領に縛られて本人に適切な学

習内容を指導することが難しい。

・療育手帳の取得に至らないケースもあり

進学や就労等において、また社会生を送

る中で様々な福祉サービスが受けられな

いということも出てくる。

・学年が上がり、困り感が出てくると、集

団の中にいることにつらさを感じたりす

るようになり、登校しぶり、不登校につ

ながることもある。

②発達的問題がある日本語指導が必要な子

どもの教育

・発達・学習・適応問題の原因（環境、発

達の障害の何れか？）

・保護者が特別支援教育を拒否（宗教や文

化的理由など）

・ダブルリミテッド児童の教育困難性

・子どもの能力の正確な把握が困難

・コミュニケーションが不十分なため、力

を過小評価される。

・専門教師の不足

・母国語ができ、学習支援や個別支援がで

きる人材の育成

２．発達障害と診断された児童の調査

１） 年度出生コホート調査

累積発生率を算出する母集団として、

年 月 日から 年 月 日の間

に豊田市で生まれた 人を出生コホー

トとした。

表Ⅰ ４ 発達障害と診断された小学４年生

障害 児童数

（人）

累積発生率

（％）

広汎性

発達障害

１８３ ４．２８

注意欠陥

多動性障害

２７ ０．６３

コミュニケー

ション障害

２６ ０．６１

学習障害 ６ ０．１４

知的障害 ５３ １．２４

注：広汎性発達障害には、下記診断名を含む。

自閉性障害、アスペルガー障害、特定不能の広汎

性発達障害、広汎性発達障害（若干名）。

発達障害（知的障害含む）と診断された

児童は 人であり、母集団の であ

った。各障害の内訳は以下の通りであった

（表Ⅰ－４）。

（１）広汎性発達障害

広汎性発達障害は 人であり、累積発

生率は であった。なお、その他 人

に特定不能の広汎性発達障害の診断がなさ

れていたが、 Ⅳの診断基準に該当する

症状の記載がなかったため除外した。 

下位診断の内訳は、自閉性障害 人

（ ）、アスペルガー障害 人（ ）、

特定不能の広汎性発達障害（広汎性発達障

害の診断含む） 人（ ）であった。

性別は、男 人、女 人であり、男女

比は であった。

併存症については、注意欠陥多動性障害

は 人（ ）であった。知的障害は 人

であり、広汎性発達障害群の であっ

た（知的能力が不明の 人を除く 人を

母集団とした）。
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なお、 人の知能評価については、 人

を除き知能検査又は発達検査（知的障害併

存例）を行っている。検査を実施しなかっ

た 人については、 人は言語機能等から

知的障害はない、 人は同様の根拠で境界

知能とそれぞれ判断した。

（２）注意欠陥多動性障害

人（ ）に認められた。

（３）コミュニケーション障害

人（ ）に認められた。内訳は、

発達性構音障害 人、表出性言語障害 人、

吃音Ⅰ人であった。

（４）学習障害

人（ ）に認められた。

（５）知的障害

人（ ）に認められた。基礎疾患

が 人（ ：脳性麻痺 人、 症候

群 人、他の染色体異常 人。脳炎後遺症、

水頭症、筋緊張性ジストロフィー、小頭症、

多発形態異常、 症候群、先天

性中枢性肺胞低換気症候群、各 人）に認

められた。広汎性発達障害の併存が 名

（ ％）に認められた。

２） 年度出生コホート

累積発生率を算出する母集団として、

年 月 日から 年 月 日の間

に豊田市で生まれた 人を出生コホー

トとした。

本コホートについては新規事例を認めな

かった。

Ｄ．考察 

支援システム整備の基礎資料及びシステ

ムの機能評価に対象児の把握は重要である。 

今年度の調査で、特筆すべき幾つかの点に

ついて考察を行う。 

１．発達障害等のリスク児の増加 
今回の発達障害等のリスク児の調査（「発

達に何らかの遅れや偏りのある子どもの把

握に関する実態調査」）では、昨年度（

年度）と比較して対象児の大幅な増加（対

象児で約 倍）が認められた（表Ⅰ ５）。

表Ⅰ－５ 遅れや偏りのある子 比較

問題 年度

（ ）

年度

（ ）

比較

全問題 ２９９

（ ）

１５０

（ ）

１４９人増

倍

対人関係

問題等

１５３

（ ）

１１８

（ ）

３５人増

倍

落ち着き

なさ等

７７

（ ）

４

（ ）

７３人増

倍

言語理解

問題等

８

（ ）

４

（ ）

４人増

倍

学力の

問題等

３４

（ ）

０

（ ）

３４人増

倍

全体発達

の問題

２１

（ ）

２４

（ ）

３人減

割減

精神科的

ケア

８

（ ）

０

（ ）

６人増

倍

注：昨年度と同一基準で比較するために、今年度

の対象児については、新たに調査に含めた「境界

知能と思われる問題」のある児童 人は除き、

人（全児童の ）に限定した。

 

今年度の対象児は、学童期後期年齢の小

学 年生である。身体・生理的には前思春

期に入り感情のコントロールに困難をきた

しやすく、学業不振や学校生活上の不適応

も顕在化しやすい年齢である。発達障害の

ある児童でも、同様の問題が予想され、学

業不振や集団不適応を契機に、学童期後期

8 
 

に改めて障害の発見につながる可能性があ

る。

問題別では、学習障害と注意欠陥多動性

障害のリスク群で実人数及び割合で大幅な

増加となった。広汎性発達障害のリスク群

についても実人数の増加が認められた。

これらのうち、広汎性発達障害と注意欠

陥多動性障害のリスク群では、それぞれ約

分の 、 分の の児童が反抗挑戦的特性

と非行的行動を示していたのが特筆される。

学習障害のリスク群の顕著な増加の理由と

合わせ、次年度に増加理由について検討を

深めたい。

２．境界知能及び発達的問題がある日本語

指導が必要な子どもの教育ついて

これらの児童の問題は、従来我が国では

ほとんど研究がなされていない分野である。

今回の調査で多くの切実な悩みや問題が現

場の教師から寄せられた。

ことに、豊田市は在留外国人が多い外国人

集住都市の つとしても知られている。次

年度は、発達的問題のある外国人児童等の

問題について検討を深め、問題の整理と課

題を明らかにしたい。

３．累積発生率について

年度及び 年度の出生コホート

における累積発生率は表Ⅰ－６の通りであ

る（各障害については、主障害である広汎

性発達障害、注意欠陥多動性障害、知的障

害のみ記載、他は省略）。

年度コホートについては、広汎性発

達障害、注意欠陥多動性障害でやや増加が

認められたが、大幅な増加は認められなか

った。リスク児の大幅な増加と対照的であ

った。

表Ⅰ ６ 累積発生率

障害 年度

人（ ）

年度

人（ ）

合計

人（ ）

広汎性

発達障害

１８８

（ ）

１８８

（ ）

１８３

（ ）

１８０

（ ）

３７１

（ ）

３６８

（ ）

知的障害 ６９

（ ）

５３

（ ）

１２２

（ ）

注意欠陥

多動性

障害

４３

（ ）

４３

（ ）

２７

（ ）

１９

（ ）

７０

（ ）

６２

（ ）

全障害 ３３１

（ ）

３３１

（ ）

２９５

（ ）

２８０

（ ）

６２６

（ ）

６１１

（ ）

注： 広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、全障

害の下段の人数とパーセントはいずれも昨年度の

数値。今年度新規事例のなかった知的障害につい

ては不記載。

Ｅ．結論 

小学 年生を対象に発達障害（知的障害

含む）の発達障害等のリスク児及び累積発

生率等について調査を行なった。リスク児

は小学 年生を対象とした昨年度と比べ約

倍の増加であった。累積発生率について

は、やや増加した程度であった。
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なお、 人の知能評価については、 人

を除き知能検査又は発達検査（知的障害併

存例）を行っている。検査を実施しなかっ

た 人については、 人は言語機能等から

知的障害はない、 人は同様の根拠で境界

知能とそれぞれ判断した。

（２）注意欠陥多動性障害

人（ ）に認められた。

（３）コミュニケーション障害

人（ ）に認められた。内訳は、

発達性構音障害 人、表出性言語障害 人、

吃音Ⅰ人であった。

（４）学習障害

人（ ）に認められた。

（５）知的障害

人（ ）に認められた。基礎疾患

が 人（ ：脳性麻痺 人、 症候

群 人、他の染色体異常 人。脳炎後遺症、

水頭症、筋緊張性ジストロフィー、小頭症、

多発形態異常、 症候群、先天

性中枢性肺胞低換気症候群、各 人）に認

められた。広汎性発達障害の併存が 名

（ ％）に認められた。

２） 年度出生コホート

累積発生率を算出する母集団として、

年 月 日から 年 月 日の間

に豊田市で生まれた 人を出生コホー

トとした。

本コホートについては新規事例を認めな

かった。

Ｄ．考察 

支援システム整備の基礎資料及びシステ
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２４

（ ）

３人減

割減

精神科的

ケア

８

（ ）

０
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に改めて障害の発見につながる可能性があ

る。
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Ｅ．結論 
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Ｆ．引用文献 

１）髙橋 脩：自治体規模に即した発達支

援システムに関する研究～豊田市調査～．

平成 年度厚生労働科学研究費補助金

（障害者対策総合研究事業）発達障害児
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とその家族に対する地域特性に応じた継

続的な支援の実施と評価（主任研究者 本

田秀夫）， ， ．

 

 

Ⅱ．豊田市の発達支援状況調査

Ａ．研究目的

発達障害者支援法の改正等による新たな

支援課題の提起、民間の小規模な指定障害

児通所支援事業所の爆発的増加等が、中核

市の発達支援システムに与える影響につい

て検討し、今後の取り組みに向けて課題を

整理すること。

Ｂ．研究方法

本研究班共通の「市区町村における発達

障害児に関する状況調査票」（資料２参照）

を基に、豊田市の状況を熟知している、

名の研究協力者（神谷真巳、川角久美子）

が中心となり、山田知恵子等の協力で

年 月から 月の間に状況をまとめた。

（倫理面への配慮）

本研究の実施にあたっては豊田市こども

発達センター研究倫理審査委員会の承認を

得た（承認番号第 号）。 

Ｃ．研究結果と考察

１．発達支援システムの基幹機能

基幹機能の現状については、本研究班の

構成員を中心に行われた「発達障害児とそ

の家族に対する地域特性に応じた継続的な

支援のあり方」に基づく提言 が求めている

直接・間接の基幹機能は、連携を含めすべ

て整備されている（詳細は、資料２「市区

町村における発達障害児に関する支援状況

調査結果」参照）。

２．新たな時代状況によって生じた問題

今回の調査では、従来の発達支援システ

ムに関わる基幹機能の調査に加えて、外国

人、女性、境界知能、児童虐待、小規模な

指定障害児通所支援事業所等の当面する問

題・課題についての現状と対応も重要なテ

ーマとなっている。これらについても、調

査を行ったが、重要な点に絞って結果を報

告する。

１）外国人児童

豊田市は、外国人集住都市の１つであり、

外国人居住者が多い。 年 月 日現

在、住民基本台帳に登録されている外国人

は、 人であり、全人口の に相当

する。また、 歳から 歳までの年少人口

は 人である。全外国人住民に占める

年少人口割合 である（実人数は、豊

田市役所 経営戦略室国際まちづくり推進

課の豊田市外国人データ集による）。

これに対して、同日の豊田市の人口は、

人、年少人口は 人である（豊

田市役所 豊田市の人口詳細データによる）。

全人口および年少人口から外国人を除いて

算出した日本人年少人口割合は であ

り、この割合は、外国人もほぼ同じである。

さらに、年少人口に占める外国人の割合も

であり、人口に占める全外国人の割合

と変わらない。

表Ⅱ－１ 豊田市在住外国人

豊田市 うち外国人 外国人割合

人口

人

人

年少人口

人

人
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国籍は、ブラジル、中国、韓国・朝鮮、

フィリピン、ペルー、ベトナムの順に多く、

全国籍を合わせると か国（未記載 人

除く）にも及ぶ。豊田市が外国人集住都市

と呼ばれる所以である。同都市会議には全

校 の市町が加盟（ 年 月 日現在）、

共通する諸問題に対応するとともに、政府

に対しても様々な働きかけを行っている。

「日本語の能力に応じた特別な指導」が

必要な外国人の子どもについてみると、「外

国人児童生徒に関する報告書」（詳細は、同

報告書である資料３参照）にあるように、

人であり、全児童生徒の を占めて

いる（ 年 月現在）。そのため、豊田

市では、 年度より、外国人児童が多数

を占める市立小学校に「豊田市外国人児

童・生徒サポートセンター」を設置するな

ど、積極的な教育支援を展開してきた。

また、市内小中学校等に在籍している障

害のある外国人の子どもが豊田市こども発

達センター（以下、「発達センター」）を受

診し、保護者が日本語でのコミュニケーシ

ョンが不自由な場合には、学校に配置され

ている通訳が同行する。

「発達センター」では、ブラジル人通訳

を雇用し、通園児の保護者の通訳や文書の

翻訳、診察や心理検査を行う場合の通訳を

行っている。その他、「発達センター」の案

内パンフレットをはじめ、利用する家族向

けの印刷物は各国語版（英語、ポルトガル

語等）を作成するなど、様々なコミュニケ

ーションバリアの解消と合理的配慮を行っ

ている（資料２参照）。

しかしながら、ダブルリミテッドの児童

への支援、バイリンガルな療育者、各種療

法士、心理検査のできるバイリンガル臨床

心理士などの確保は極めて困難な課題であ

る。しかしながら、このようなバイリンガ

ルな専門家の確保・養成は地方自治体であ

る豊田市が単独で取り組むには限界がある。

都道府県及び国が積極的に取り組むべき重

要な課題と考える。

２）障害児通所支援事業所

急増する障害児通所支援事業所の専門性

の向上をいかに図るか、発達支援システム

がどのように関わり相互補完的連携を図る

か、直面している最大の課題と言えよう。

豊田市でも、調査時点で か所の放課後

等デイサービス事業所が存在する。「発達セ

ンター」では、 年度に上記事業所の支

援ニーズ調査を行い、それに基づいて豊田

市役所障がい福祉課と共同で研修（講演会、

事例検討会）を行ってきた。それと合わせ

て、事業所との連携を深め、「発達センター」、

障がい福祉課、放課後等デイサービス事業

所からなる連携組織を立ち上げている。今

後とも、「発達センター」が中心となり、障

害のある子どもと家族の支援を目的に、相

互補完的連携を深め、システムのさらなる

拡大・発展を目指している。

３）引きこもり

引きこもりについては、子ども若者支援

推進法に基づき、青少年センター内に「若

者サポートステーション」を開設（ 年

月）するとともに、連携組織「豊田市若

者支援地域協議会」を設置し、積極的に支

援を始めている。引きこもり群には、発達

障害の若者も含まれる。上記の協議会には、

障害のある人の支援機関と代表として、「発

達センター」と就労支援のセンターである

豊田市障がい者就労生活支援センターが当

初より参加している。また、上記の２機関
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豊田市障がい者就労生活支援センターが当

初より参加している。また、上記の２機関
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は、発達障害やその可能性のある青年につ

いて、若者サポートステーションとも連携

しながら支援を行っている（詳細は、資料

４「豊田市における若者支援事業」参照）。

４）その他

その他、現在直面している主要課題は以

下の つである。

（１）乳児期より保育所を利用している子

どもたちへの発達支援

子ども子育て支援新制度の施行に伴い、

歳未満児（以下、未満児）を対象とした保

育所の増加と利用定員の増加が著しい。そ

れに伴い、保育所を利用する未満児も増加

の一途であり、発達的支援が必要な未満児

も増加している（ 年に全保育所を対象

に調査）。また、障害があっても、療育施設

を利用せず、保育所に早期から入所する事

例も増えてきている。このような状況にど

のように対応するか大きな課題である。

（２）中学校から高校・専修学校への移行

支援、高校・専修学校と「発達センター」

等の地域専門機関との連携

高等学校等の通学範囲は広く、設置主体

も県立または私立であるため、事例及び組

織のいずれにおいても連携が困難である。

一貫した継続的支援を行うためにも、高

校等との連携は今後の重要な課題である。

 

Ｄ．結論 

今年度の調査で特筆すべきは、発達障害

のリスク群の増加であった。その要因につ

いて、来年度は分析を進めたい。 
発達支援システムについては、当面して

いる新たな課題への対応について検討を深

めたい。 
 

Ｅ．引用文献 

）髙橋 脩：提言：発達障害児とその家族
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かつ発達に何らかの遅れや偏りがある子どもの教育に関する現場教師の意見

１．知的に境界知能の子どもの教育

・子どもの特性に応じた支援をしようと思っても、諸条件を満たす場所がない。つまり、

普通学級では、子どもの負担が大きいが、特別支援学級では足りない部分も多くなって

しまう。

・個別指導に当たるための教員の不足

・一斉授業をするたびに、全体の進度として適切であったのか考えてしまう。

・保護者から家庭でのできごとについて相談を受けることがある。ある程度のアドバイス

は行うが、その保護者も児童と同様の特性があり、家庭の教育力があまり期待できない。

・一斉の学習では理解できないことが多いため、個別の対応が必要になるが、教員の数に

限りがあるため十分な個別対応ができない。

・複数児童の中での学習や指導に限界がある。

・大規模校の子どもたちや障がいの重い子どもたちのために学級運営補助員が配置されて

いき、小規模の学校の子どもや障がいの程度の軽い子どもには、なかなか学級運営補助

員がつかない。しかし、子どもの教育・成長のためには、ぜひとも補助員を配置してほ

しい。

・豊田市は、パルクとよたを中心に、学級運営補助指導員・通級指導担当教員・スクール

カウンセラーなどによる、子どもや家庭に合わせた支援体制が整っており、非常に助か

っている。そうした支援が、年々、時間的にも、人的にも、質的にも向上しており、大

きな効果を感じている。今後も、さらなる支援体制の向上に期待しています。

・学習指導要領やカリキュラムに縛られて、本人に適切な学習内容を指導することが難し

い（教師や学校側の意識と、保護者の障がい受容のむつかしさ、また将来に対する見通

しなさから）

・学校や教師にアセスメントの視点やそれに応じた個別支援のスキルがないこと。また、

教育委員会や文科省においてもどうようであり、エビデンスのない取り組みをずっと続

けていること。

・通常学校の教員には、実は個に対する支援スキルや知識を持っていないにもかかわらず、

その自覚も研修の場も全くない現状にある。通常学級では、集団に対する一斉指導を決

まったカリキュラムに従い教科書、指導書をつかって、半ばマニュアル化して指導する

ことしかしていないので、教員は個別支援に対しても、その方法論をそのまま適用する
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ことしかできないのだが、そのことを自覚していない。

・一部教科における少人数授業でしか、個別に支援する機会を設けることができない。

・個別支援が必要であるが、殆どの児童が通常の学級に在籍しているため、支援の時間が

十分に取れない。

・通常学級での個別支援が行き届きにくい。通級指導教室の拡大や学級運営補助指導員の

配置拡大をしていただきたい。

・学年が上がるにしたがって、授業に参加できにくくなるため、担任が学級とはちがう内

容を個別指導することを余儀なくされる。しかし、一斉指導を行いながら、個別指導を

継続することは無理がある。

・境界児童は、療育手帳の取得に至らないケースもあり、進学や就労等において、また社

会生活を送る中で様々な福祉サービスが受けられないということも出てくる。どこでラ

インを引くかというのは難しいことではあるが、卒業生の進路を見ると境界児童の自立

と社会参加は憂慮することが多いのが現状である。

・境界知能の場合、保護者も本人も「通常学級在籍」しか考えていないケースがほとんど

である。しかし、実際の学習場面では、通常学級だと、最高 人の中で活動が展開して

いくため、当該児童に必要かつ十分な支援が行き届かない場合がある。

・ワークシートや視覚的支援等、その子に合った支援を行うとき「みんなと同じがいい」

といって、支援を受けたがらないことがある。

・保護者及び本人の困り感が表面化しにくい。特に、多動や他害のない子は、担任教師に

とって「集団の中で困らない子」なので見逃されやすく、「静かに困っている」状況に陥

りやすい。高学年（ 年生以上）になってから、やっと困り感がクローズアップされてく

る。静かに困っている期間が長いと、「どうせ自分は何をやってもだめだ」という気持ち

が大きくなったり、集団の中にいることにつらさを感じたりするようになり、登校しぶ

り、不登校につながることもある。

２．日本語の能力に応じた特別な指導の対象児で発達に遅れや偏りがある子どもの教育

・日本語指導の先生が、日本語を個別に指導できる時間は限られている。その時その時の

学習において、日本語が理解できない児童に学習内容を理解させるのは困難。また、日

本語がわからないから学習内容が理解できないのか、発達に何らかの問題があるのかが

判断できない場合もあり、指導の方向性が見出しにくい。

・ことばの理解による遅れがないかどうかという線引きが難しい。家庭環境が大きく影響
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かつ発達に何らかの遅れや偏りがある子どもの教育に関する現場教師の意見

１．知的に境界知能の子どもの教育

・子どもの特性に応じた支援をしようと思っても、諸条件を満たす場所がない。つまり、

普通学級では、子どもの負担が大きいが、特別支援学級では足りない部分も多くなって

しまう。

・個別指導に当たるための教員の不足

・一斉授業をするたびに、全体の進度として適切であったのか考えてしまう。

・保護者から家庭でのできごとについて相談を受けることがある。ある程度のアドバイス

は行うが、その保護者も児童と同様の特性があり、家庭の教育力があまり期待できない。

・一斉の学習では理解できないことが多いため、個別の対応が必要になるが、教員の数に

限りがあるため十分な個別対応ができない。

・複数児童の中での学習や指導に限界がある。

・大規模校の子どもたちや障がいの重い子どもたちのために学級運営補助員が配置されて

いき、小規模の学校の子どもや障がいの程度の軽い子どもには、なかなか学級運営補助

員がつかない。しかし、子どもの教育・成長のためには、ぜひとも補助員を配置してほ

しい。

・豊田市は、パルクとよたを中心に、学級運営補助指導員・通級指導担当教員・スクール

カウンセラーなどによる、子どもや家庭に合わせた支援体制が整っており、非常に助か

っている。そうした支援が、年々、時間的にも、人的にも、質的にも向上しており、大

きな効果を感じている。今後も、さらなる支援体制の向上に期待しています。

・学習指導要領やカリキュラムに縛られて、本人に適切な学習内容を指導することが難し

い（教師や学校側の意識と、保護者の障がい受容のむつかしさ、また将来に対する見通

しなさから）

・学校や教師にアセスメントの視点やそれに応じた個別支援のスキルがないこと。また、

教育委員会や文科省においてもどうようであり、エビデンスのない取り組みをずっと続

けていること。

・通常学校の教員には、実は個に対する支援スキルや知識を持っていないにもかかわらず、

その自覚も研修の場も全くない現状にある。通常学級では、集団に対する一斉指導を決

まったカリキュラムに従い教科書、指導書をつかって、半ばマニュアル化して指導する

ことしかしていないので、教員は個別支援に対しても、その方法論をそのまま適用する

12 
 

現状と課題．第 回日本児童青年精神医

学会総会， ，岡山コンベンシ

ョンセンター，岡山市．

髙橋 脩 子ども臨床の魅力．第 回日

本児童青年精神医学会総会， ． ，

岡山コンベンションセンター，岡山市．

髙橋 脩：発達障碍医療における児童

期から成人期への移行支援．第 回日本

児童青年精神医学会総会， ． ，

岡山コンベンションセンター，岡山市．

 東俣淳子： 歳未満児保育の発達に関

する問題の現状と課題．第 回日本発

達障害学会， ． ，京都教育大学，

京都市．

富樫恭平 与那城郁子 天久親紀：「平

成 年度市町村乳幼児健診事後教室実

施状況およびフォロー事業に関する調

査」結果概要報告．第 回日本児童青年

精神医学会総会， ，岡山コン

ベンションセンター，岡山市．

若子理恵：わが国における早期療育シ

ステムの整備と支援の実際～愛知県豊

田市を例として～．第 回日本児童青年

精神医学会総会， ，岡山コン

ベンションセンター，岡山市．

与那城郁子 天久親紀 富樫恭平：「平

成 年度市町村発達障害児（者）支援体

制整備状況に係る実態調査」結果概要～

保健 保育領域を中心に．第 回日本児

童青年精神医学会総会， ，岡

山コンベンションセンター，岡山市．

３ 講演

髙橋 脩：自治体特性に応じた発達障害

支援のあり方，独立行政法人国立精神・

神経医療研究センター 精神保健研究所

児童・思春期精神保健研究部 第 回発

達障害早期総合支援研修，

小平市．

）髙橋 脩：中核市・特例市の支援システ

ム．国立障害者リハビリテーションセン

ター学院 平成 年度 発達障害者地域支

援マネジャー研修会（応用研修）， ，

．所沢市．

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

 特許取得 なし

実用新案登録 なし

その他 なし
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知的に境界知能の子どもの教育、日本語の能力に応じた特別な指導の対象で
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ことしかできないのだが、そのことを自覚していない。

・一部教科における少人数授業でしか、個別に支援する機会を設けることができない。

・個別支援が必要であるが、殆どの児童が通常の学級に在籍しているため、支援の時間が

十分に取れない。

・通常学級での個別支援が行き届きにくい。通級指導教室の拡大や学級運営補助指導員の

配置拡大をしていただきたい。

・学年が上がるにしたがって、授業に参加できにくくなるため、担任が学級とはちがう内

容を個別指導することを余儀なくされる。しかし、一斉指導を行いながら、個別指導を

継続することは無理がある。

・境界児童は、療育手帳の取得に至らないケースもあり、進学や就労等において、また社

会生活を送る中で様々な福祉サービスが受けられないということも出てくる。どこでラ

インを引くかというのは難しいことではあるが、卒業生の進路を見ると境界児童の自立

と社会参加は憂慮することが多いのが現状である。

・境界知能の場合、保護者も本人も「通常学級在籍」しか考えていないケースがほとんど

である。しかし、実際の学習場面では、通常学級だと、最高 人の中で活動が展開して

いくため、当該児童に必要かつ十分な支援が行き届かない場合がある。

・ワークシートや視覚的支援等、その子に合った支援を行うとき「みんなと同じがいい」

といって、支援を受けたがらないことがある。

・保護者及び本人の困り感が表面化しにくい。特に、多動や他害のない子は、担任教師に

とって「集団の中で困らない子」なので見逃されやすく、「静かに困っている」状況に陥

りやすい。高学年（ 年生以上）になってから、やっと困り感がクローズアップされてく

る。静かに困っている期間が長いと、「どうせ自分は何をやってもだめだ」という気持ち

が大きくなったり、集団の中にいることにつらさを感じたりするようになり、登校しぶ

り、不登校につながることもある。

２．日本語の能力に応じた特別な指導の対象児で発達に遅れや偏りがある子どもの教育

・日本語指導の先生が、日本語を個別に指導できる時間は限られている。その時その時の

学習において、日本語が理解できない児童に学習内容を理解させるのは困難。また、日

本語がわからないから学習内容が理解できないのか、発達に何らかの問題があるのかが

判断できない場合もあり、指導の方向性が見出しにくい。

・ことばの理解による遅れがないかどうかという線引きが難しい。家庭環境が大きく影響
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していると考えられる場合、その原因を探ることや適切な支援を進めることが、学校だ

けでは難しい。外国人に対して、学校では外国語教育という視点だけで支援を進めよう

としていることが多いが、実際には知的に高い子どもや家庭の教育力が高い場合を除い

てはうまくいかないことが多い。学校現場や医療、心理、行政など関係諸機関との連携

ができたり、それぞれの知識スキルを横断的に持っている人材でないと、現場で児童生

徒に適切な支援を進めることができないが、そのことを市教委や学校現場自体が理解し

ていないし、そうした人材が全く育てられていない。

・知的な遅れや学習への不適応が、本人の障がいのよるものなのか、日本語能力の不足に

よるものなのか判断しづらいことがある。

・外国籍児童・生徒の場合、母語・日本語共に怪しくなり、コミュニケーションツールが

不十分になってしまうこと。

・日本語習得が難しい場合、本当は「発達」に課題があるための遅れが生じているのに、

保護者が「外国籍だから」「海外に長くいたので日本語を忘れているから」などと、実際

の課題に目を向けようとしない。または、発達に課題があることに意識が向かない。保

護者が外国籍の場合、宗教上の理由や文化の違いで、「特別支援学級」への就学を頑なに

拒否するケースがある。

・母語と日本語どちらも中途半端で、理解できておらず、通訳も介せない（ダブルリミッ

ト）児童がいる。

・学校での生活、学習場面において不適応を示す外国籍児童がいるが、問題が日本語力に

起因しているのか、発達障がいに起因しているのかの判断が難しい場合がよくある。個

別対応しながら、状況を見極めていけるとよいのであるが、教員の余裕もなく、人材も

不足している。

・専門的な技量を持つ教員などスタッフの不足

・子どもの能力を正確に把握することが難しい。子どもが自分の考えや感情をうまく表現

できないため、相手に正確に伝えることができない。したがって、知的に遅れがあるの

か、性格的なものに起因するのか単なる勘違いなのか判断しにくいため、最適な支援の

方法を見つけることが困難である。

・家庭での教育、協力をお願いしているが、支援していただけない場合がある。

・個別指導が必要だが、教員の人数に限りがあるため個別指導ができない。
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していると考えられる場合、その原因を探ることや適切な支援を進めることが、学校だ

けでは難しい。外国人に対して、学校では外国語教育という視点だけで支援を進めよう

としていることが多いが、実際には知的に高い子どもや家庭の教育力が高い場合を除い

てはうまくいかないことが多い。学校現場や医療、心理、行政など関係諸機関との連携

ができたり、それぞれの知識スキルを横断的に持っている人材でないと、現場で児童生

徒に適切な支援を進めることができないが、そのことを市教委や学校現場自体が理解し

ていないし、そうした人材が全く育てられていない。

・知的な遅れや学習への不適応が、本人の障がいのよるものなのか、日本語能力の不足に

よるものなのか判断しづらいことがある。

・外国籍児童・生徒の場合、母語・日本語共に怪しくなり、コミュニケーションツールが

不十分になってしまうこと。

・日本語習得が難しい場合、本当は「発達」に課題があるための遅れが生じているのに、

保護者が「外国籍だから」「海外に長くいたので日本語を忘れているから」などと、実際

の課題に目を向けようとしない。または、発達に課題があることに意識が向かない。保

護者が外国籍の場合、宗教上の理由や文化の違いで、「特別支援学級」への就学を頑なに

拒否するケースがある。

・母語と日本語どちらも中途半端で、理解できておらず、通訳も介せない（ダブルリミッ

ト）児童がいる。

・学校での生活、学習場面において不適応を示す外国籍児童がいるが、問題が日本語力に

起因しているのか、発達障がいに起因しているのかの判断が難しい場合がよくある。個

別対応しながら、状況を見極めていけるとよいのであるが、教員の余裕もなく、人材も

不足している。

・専門的な技量を持つ教員などスタッフの不足

・子どもの能力を正確に把握することが難しい。子どもが自分の考えや感情をうまく表現

できないため、相手に正確に伝えることができない。したがって、知的に遅れがあるの

か、性格的なものに起因するのか単なる勘違いなのか判断しにくいため、最適な支援の

方法を見つけることが困難である。

・家庭での教育、協力をお願いしているが、支援していただけない場合がある。

・個別指導が必要だが、教員の人数に限りがあるため個別指導ができない。

市区町村における発達障害児に関する支援状況調査結果

対象とした地域（市町村区）の地域特性 

１．地理的特徴・人口・人口動態 

 各自治体で出されている平成 28 年 4 月 1 日時点のデータ（なければ，なるべく最新の

データ）をもとに記入してください。（注：項目の H22 などは、調査した平成年度を表す）。 

 

項目 平成（２８）年（１１）月（１）日時点 

総面積 918,322Km2 

総人口 422,947 人 

人口密度（可住地面積 1km2 当たり）H27 460，1 人 

人口性比（女性 100 人に対する男性の数） 109 人 

世帯数 173,621 人 

1 世帯当りの人数 2,44 人 

外国人数（H26） 13,377 人 

社会増 人 

社会減 （H26） 411 人 

出生（H26） 3,848 人 

死亡（H26） 2,799 人 

出生率（人口 1000 対）（H26） 9.5 

死亡率（人口 1000 対）（H26） 6..7 

乳児死亡率（人口 1000 対）（H26） 1.6 

婚姻率（人口 1000 対）（H26） ６．３４ 

離婚率（人口 1000 対）（H26） １．６５ 

年少人口割合（0～14 歳） １４％ 

生産年齢人口割合（15～64 歳） ６４％ 

老年人口割合（65 歳以上） ２１％ 

高齢者単身世帯の割合（H27） 6,53％ 

市町村内総生産（名目）（H2） 2,990,538,000 千円 

完全失業者数 H22 9,134 人 

完全失業率（H22） ％ 

生活保護被保護人員（人口千人当たり）（H27） ５．５０人 

財政力指数（H27） １．２７ 

市町村民税（人口 1 人当たり）（H27） 281,253 円 

児童虐待件数（年間）（H27） 85 件 

資料２
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２．就業人口 

 平成 22年の国勢調査のデータを記入してください。 

 

項 目 
人口（人） 構成比（％） 

計 男 女 計 男 女 

人口総数 421487 221,198 200,289 ー ー ー 

就業人口総数 217,365 135969 81396 100 100 100 

就業率    ー ー ー 

産

業

分

類

別

就

業

者

人

口

 

 農業，林業 4345 2625 1720 2.00 1.93 2.11 

 うち農業 4145 2452 1693 1.91 1.80 2.08 

漁業 10 7 3 0.00 0.01 0.00 

第 1次産業 4,355 2,632 1,723 2.00 1.94 2.12 

 鉱業，採石業，砂利採取業 68 52 16 0.03 0.04 0.02 

建設業 10,656 8,479 2,177 4.90 6.24 2.67 

製造業 86,037 68,556 17,481 39.58 50.42 21.48 

第 2次産業 96,761 77,087 19,674 44.52 56.69 24.17 

 電気・ガス・熱供給・水道業 499 413 86 0.23 0.30 0.11 

情報通信業 2,098 1,489 607 0.96 1.10 0.75 

運輸業，郵便業 9,067 7,131 1,936 4.17 5.24 2.38 

卸売業，小売業 23,275 9,604 13,671 10.71 7.06 16.80 

金融業，保険業 2,775 1,096 1,679 1.28 0.18 2.06 

不動産業，物品賃貸業 2,131 1,242 889 0.98 0.91 1.09 

学術研究，専門・技術サービス業 6,687 4,939 1,748 3.08 3.63 2.15 

宿泊業，飲食サービス業 11,077 3,486 7,591 5.10 2.56 9.33 

生活関連サービス業，娯楽業 6,511 2,340 4,171 3.00 1.72 5.12 

教育，学習支援業 7,101 2,783 4,318 3.27 2.05 5.30 

医療，福祉 14,698 2,624 12,074 6.76 1.93 14.83 

複合サービス事業 1,072 580 492 0.49 0.43 0.60 

サービス業 （他に分類

されないも

の） 

10,956 6,536 4,420 5.04 4.81 5.43 

公務 3,709 2,465 1,244 1.71 1.81 1.53 

第 3次産業 101,654 46,728 54,926 46.77 34.37 67.48 

分類不能の産業 14,595 9,522 5,073 6.71 7.00 6.23 
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３．職業大分類別就業者数 

 平成 22年の国勢調査のデータを記入してください。 

 

項 目 
人口（人） 構成比（％） 

計 男 女 計 男 女 

 就業者総数 217,365 135,96

9 

81,396 100 100 100 

管理的職業従事者 2,956 2,627 329 1.4 1.9 0.4 

専門的・技術的職業従事者 29,846 18,433 11,403 13.7 13.5 14.0 

事務従事者 34,979 15,712 19,267 16.1 11.5 23.7 

販売従事者 18,505 9,043 9,462 8.5 6.6 11.6 

サービス職業従事者 20,158 5,641 14,517 9.3 4.1 17.8 

保安職業従事者 2,280 2,146 134 1.0 1.6 0.2 

農林漁業従事者 4,449 2,822 1,627 2.0 2.1 2.0 

生産工程従事者 62,763 50,247 12,516 28.9 36.9 15.4 

輸送・機会運転従事者 6,457 6,136 321 3.0 4.5 0.4 

建設・採掘従事者 6,157 5,968 189 2.8 4.4 0.2 

運輸・清掃・包装等従事者 14,571 7,799 6,772 6.7 5.7 8.3 

分類不能の職業 14,244 9,835 4,859 6.6 7.2 6.0 

 

４．地理的特性の概要 

  地形，交通の便，気候，産業などの特徴，その他，発達障害の支援体制づくりに関連

する可能性のある地理的特性について，自由に記載してください。自治体から出され

ている資料などがあれば，添付してください。外国人集住地域を含む自治体は，その

ことにも触れてください。 

  

豊田市は愛知県のほぼ中央に位置し、愛知県全体の 17.8％を占める広大な面積を持

つまちである。全国有数の製造品出荷額を誇る「クルマのまち」として知られ、世界

をリードするものづくり中枢都市としての顔を持つ一方、市域のおよそ 7 割を占める

豊かな森林、市域を貫く矢作川、季節の野菜や果物を実らせる田園が広がる、恵み多

き緑のまちとしての顔を併せ持っている。 

 市制施行から約 60年。それぞれの地域の持つ特性を生かし、多様なライフスタイル

を選択できる満足度の高い都市としてさらなる成長を目指している。 
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２．就業人口 

 平成 22年の国勢調査のデータを記入してください。 

 

項 目 
人口（人） 構成比（％） 

計 男 女 計 男 女 
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就業率    ー ー ー 

産

業

分

類

別

就

業

者

人

口
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 鉱業，採石業，砂利採取業 68 52 16 0.03 0.04 0.02 

建設業 10,656 8,479 2,177 4.90 6.24 2.67 

製造業 86,037 68,556 17,481 39.58 50.42 21.48 

第 2次産業 96,761 77,087 19,674 44.52 56.69 24.17 

 電気・ガス・熱供給・水道業 499 413 86 0.23 0.30 0.11 

情報通信業 2,098 1,489 607 0.96 1.10 0.75 

運輸業，郵便業 9,067 7,131 1,936 4.17 5.24 2.38 

卸売業，小売業 23,275 9,604 13,671 10.71 7.06 16.80 

金融業，保険業 2,775 1,096 1,679 1.28 0.18 2.06 

不動産業，物品賃貸業 2,131 1,242 889 0.98 0.91 1.09 

学術研究，専門・技術サービス業 6,687 4,939 1,748 3.08 3.63 2.15 

宿泊業，飲食サービス業 11,077 3,486 7,591 5.10 2.56 9.33 

生活関連サービス業，娯楽業 6,511 2,340 4,171 3.00 1.72 5.12 

教育，学習支援業 7,101 2,783 4,318 3.27 2.05 5.30 

医療，福祉 14,698 2,624 12,074 6.76 1.93 14.83 

複合サービス事業 1,072 580 492 0.49 0.43 0.60 

サービス業 （他に分類

されないも

の） 

10,956 6,536 4,420 5.04 4.81 5.43 

公務 3,709 2,465 1,244 1.71 1.81 1.53 

第 3次産業 101,654 46,728 54,926 46.77 34.37 67.48 

分類不能の産業 14,595 9,522 5,073 6.71 7.00 6.23 
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３．職業大分類別就業者数 
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計 男 女 計 男 女 
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81,396 100 100 100 

管理的職業従事者 2,956 2,627 329 1.4 1.9 0.4 

専門的・技術的職業従事者 29,846 18,433 11,403 13.7 13.5 14.0 

事務従事者 34,979 15,712 19,267 16.1 11.5 23.7 

販売従事者 18,505 9,043 9,462 8.5 6.6 11.6 

サービス職業従事者 20,158 5,641 14,517 9.3 4.1 17.8 

保安職業従事者 2,280 2,146 134 1.0 1.6 0.2 

農林漁業従事者 4,449 2,822 1,627 2.0 2.1 2.0 

生産工程従事者 62,763 50,247 12,516 28.9 36.9 15.4 

輸送・機会運転従事者 6,457 6,136 321 3.0 4.5 0.4 

建設・採掘従事者 6,157 5,968 189 2.8 4.4 0.2 

運輸・清掃・包装等従事者 14,571 7,799 6,772 6.7 5.7 8.3 

分類不能の職業 14,244 9,835 4,859 6.6 7.2 6.0 

 

４．地理的特性の概要 

  地形，交通の便，気候，産業などの特徴，その他，発達障害の支援体制づくりに関連

する可能性のある地理的特性について，自由に記載してください。自治体から出され

ている資料などがあれば，添付してください。外国人集住地域を含む自治体は，その

ことにも触れてください。 

  

豊田市は愛知県のほぼ中央に位置し、愛知県全体の 17.8％を占める広大な面積を持

つまちである。全国有数の製造品出荷額を誇る「クルマのまち」として知られ、世界

をリードするものづくり中枢都市としての顔を持つ一方、市域のおよそ 7 割を占める

豊かな森林、市域を貫く矢作川、季節の野菜や果物を実らせる田園が広がる、恵み多

き緑のまちとしての顔を併せ持っている。 

 市制施行から約 60年。それぞれの地域の持つ特性を生かし、多様なライフスタイル

を選択できる満足度の高い都市としてさらなる成長を目指している。 
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発達障害の支援システム 

 

Ⅰ 知的障害 （ⅠとⅡは，内容が同じならここにまとめて記入してもかまいません） 

 

１．自治体における療育手帳の種類と基準 

   

 A1判定 IQ20以下 

   A2判定 IQ21-35 

   B 判定 IQ36-50 

      C 判定 IQ51-75 

  

原則として、田中ビネー式で判定（小学校：V  中学校以上：全訂版を使用）。ただし、

県の基準では明記していないが、知的に重度あるいは年齢が低い場合は、便宜的に遠城寺

式乳幼児分析的発達検査の DQを採用（3歳未満が 6領域 DQ、3歳以上は移動運動と基

本的習慣を除く 4領域の平均DQ） 

 

２．支援システムの概要（自治体から出されている資料があれば，添付してください） 

（１）モデル図 

  図１「豊田市早期発達支援システム」、図 2「豊田市の特別支援教育」 

 

保育園・幼稚園など

学校（通常学級・特別支援学級） 特別支援学校

乳幼児健診 医療機関

学校
幼稚園
保育園・こども園
その他の関連機関

相談部門
相談・初回診察予約
障害児相談支援事業所

（オアシス） 診療部門：のぞみ診療所
診察（医科・歯科）
各種療法、検査など

外来療育
あおぞら
おひさま

通園部門（児童発達支援センター）
ひまわり（福祉型: 旧 知的障害児通園施設）
たんぽぽ（医療型: 旧 肢体不自由児通園施設）
なのはな（福祉型: 旧 難聴幼児通園施設）

豊田市心身障がい児早期療育推進委員会
入園相談会

愛知県豊田加茂児童
障害者相談センター

統合保育

就学

発達に心配のある子どもと保護者

豊田市心身障がい児早期療育推進委員会
児童発達支援センター通園児進路検討会

（就学支援委員会）

外来療育
わくわく

発見

相談・専門療育
診断・各種療法

豊田市こども発達センター

豊田市心身障がい児
早期療育推進委員会

巡回療育相談
個別支援検討会議

図 豊田市早期発達支援システム
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            図 2 豊田市の特別支援教育 

（２）発見の場 

知的障がいおよびASDのある子のほとんどは、受診率９５％前後である 1歳 6か月児 

健診で発見される。落ち着きのなさを主とする AD/HDは 3歳児健診で発見されることも

あるが、医療機関、保育園、幼稚園で発見され、専門機関である豊田市こども発達センタ

ー（以下、「発達センター」）につながる場合も少なくない。 

 

（３）発見から継続的な支援までの流れ（発見の場が複数の場合，分けて書いてください） 

とくにつなぎ支援や連携については，どのような形で誰が担っているのかをなるべく

詳細に記載してください。 

1歳 6か月児健診及び 3歳児健診で発達的な問題が発見されると、「発達センター」の 

障がいの有無に関わらず発達支援を必要とする幼児期前期の児童を対象とした子育て支援

グループ（外来療育グループ“あおぞら”“おひさま”）を紹介される。その後、「発達セン

ター」の児童精神科受診を経て、必要があれば個別療法（言語聴覚療法、作業療法など）

が開始される。「あおぞら」等の退所後は、診療所の利用を続けながら、地域の保育園・幼

稚園へ就園、もしくは「発達センター」の通園部門（母子または単独通園形式の 3 種類の

児童発達支援センターからなる）へとつながる。 

 乳幼児健診で、発達的な問題を指摘され、「発達センター」を紹介しても、保護者の心理 

的な抵抗などから「発達センター」につながらない場合には、就園後に地域園を対象とし 
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発達障害の支援システム 

 

Ⅰ 知的障害 （ⅠとⅡは，内容が同じならここにまとめて記入してもかまいません） 

 

１．自治体における療育手帳の種類と基準 

   

 A1判定 IQ20以下 

   A2判定 IQ21-35 

   B 判定 IQ36-50 

      C 判定 IQ51-75 

  

原則として、田中ビネー式で判定（小学校：V  中学校以上：全訂版を使用）。ただし、

県の基準では明記していないが、知的に重度あるいは年齢が低い場合は、便宜的に遠城寺

式乳幼児分析的発達検査の DQを採用（3歳未満が 6領域 DQ、3歳以上は移動運動と基

本的習慣を除く 4領域の平均DQ） 

 

２．支援システムの概要（自治体から出されている資料があれば，添付してください） 

（１）モデル図 

  図１「豊田市早期発達支援システム」、図 2「豊田市の特別支援教育」 
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            図 2 豊田市の特別支援教育 

（２）発見の場 

知的障がいおよびASDのある子のほとんどは、受診率９５％前後である 1歳 6か月児 

健診で発見される。落ち着きのなさを主とする AD/HDは 3歳児健診で発見されることも

あるが、医療機関、保育園、幼稚園で発見され、専門機関である豊田市こども発達センタ

ー（以下、「発達センター」）につながる場合も少なくない。 

 

（３）発見から継続的な支援までの流れ（発見の場が複数の場合，分けて書いてください） 

とくにつなぎ支援や連携については，どのような形で誰が担っているのかをなるべく

詳細に記載してください。 

1歳 6か月児健診及び 3歳児健診で発達的な問題が発見されると、「発達センター」の 

障がいの有無に関わらず発達支援を必要とする幼児期前期の児童を対象とした子育て支援

グループ（外来療育グループ“あおぞら”“おひさま”）を紹介される。その後、「発達セン

ター」の児童精神科受診を経て、必要があれば個別療法（言語聴覚療法、作業療法など）

が開始される。「あおぞら」等の退所後は、診療所の利用を続けながら、地域の保育園・幼

稚園へ就園、もしくは「発達センター」の通園部門（母子または単独通園形式の 3 種類の

児童発達支援センターからなる）へとつながる。 

 乳幼児健診で、発達的な問題を指摘され、「発達センター」を紹介しても、保護者の心理 

的な抵抗などから「発達センター」につながらない場合には、就園後に地域園を対象とし 
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た巡回療育相談を通してつながるケースもある。就学後は、豊田市教育委員会学校教育課 

が所管している青少年相談センター（以下、「パルクとよた」）が相談・連携の中心機関と 

なり、学齢期の教育支援と特別支援教育システムをマネジメントしている（「学齢期の支援」 

の項、参照）」 

      

（４）医療の関わり方 

 「発達センター」の一部門である、障がい専門の診療所（のぞみ診療所）が豊田市の障

がい児医療と医療連携における中心的な役割を担っている。「発達センター」と地域医師会

は相互に役割を分担し、「発達センター」は障がいの診断・ハビリテーション及び医療面に

おける地域連携を、地域医療機関は障がいの発見と一般医療（予防接種を含む）をそれぞ

れ担当、相互補完的に連携し、障がいの早期発見と継続的な医療支援を進めてきた。また、

医師会の中でも障がい児医療に重要な役割を果たす小児科医会との連携とともに、市内 2

つの基幹総合病院小児科とも定期的な学習会を行うなど緊密な連携を行っている。 

 このような役割分担と連携・協力を基盤として地域医療機関を受診した子どもに心身の

発達的な問題が疑われると、ほぼすべての子どもは「発達センター」のぞみ診療所を紹介

されるシステムが整備されている。診療科は児童精神科、小児神経科、小児整形外科、リ

ハビリテーション科、泌尿器科、耳鼻科、小児歯科の計７科で構成されている（詳細は、

Ⅲ 障がい児の支援体制、４専門機関を参照）。ハビリテーション部門には、理学療法、作

業療法、言語聴覚療法、心理療法の４科があり、必要に応じて各種療法等を行っている。

また、医師や各療法士は各療育部門の職員と連携し、総合的な発達及び子育て支援を行う

とともに、乳幼児健診、保育園・幼稚園、小中学校・特別支援学校等への支援も積極的に

行っている。 

 各児童発達支援センターから保育園や小学校等へ就園・就学する際は、円滑な移行のた

め作成される移行児支援シート(地域へ移行する子どもたちの生活状況、発達特性、発達状

態等が記載されている)に、担当の通園スタッフに加え担当療法士も必要な医療情報を記入

し、保護者の同意を得て移行先へと必要な情報の引き継がれるようにしている。 

 

（５）幼児期の継続的な支援 

a. 障害幼児対象の専門機関 

 「発達センター」が運営している、外来療育グループ「あおぞら」、「おひさま」がある

（Ⅲ 障がい児支援の体制 ４．専門機関、を参照）。１歳６か月児健診等で発見された、

障がいの有無に関わりなく発達に支援が必要な１～３歳の子どもと母親が通い、発達支

援・子育て支援を受けている。集団保育モデルで行うので、親の心理的敷居は低く、豊田

市で出生する２歳児の約１割が通園している。 

 「発達センター」の障がい児を対象とした専門の通園療育施設として、医療型児童発達

支援センター「たんぽぽ」（家族通園）、福祉型児童発達支援センター「ひまわり」（単独通
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園）、福祉型児童発達支援センター「なのはな」（家族通園）の３施設がある。（詳細はⅢ 障

がい児支援の体制４、参照） 

 

b. 幼稚園・保育所・認定こども園 

 公立保育園、公私立幼稚園、認定こども園を合わせて１０３園、全園で統合保育を実施 

している。保育園及び公立幼稚園では、発達に支援が必要な子どもには、原則として３人 

に１人の加配保育士を配置している。私立幼稚園・私立幼保連携型認定こども園（21園） 

が障がい児を受け入れた場合には愛知県からの特別支援教育費補助金とは別に、豊田市独 

自で補助金を出し支援している。 

 

c. 幼稚園・保育所・認定こども園への外部専門職による支援 

 豊田市における障がい児の早期発見と継続的な支援を目的に、「発達センター」開設に合

わせて設置された「豊田市心身障がい児早期療育推進委員会」（関係 11機関・組織から構

成、いわゆる PDCAサイクルでシステムを運営している。事務局機関は「発達センター」）

が中心となり保育園・幼稚園へ専門的支援を行っている。ひとつは、巡回療育相談である。

巡回療育相談については、発達センターの地域支援部門（地域療育室）が園からの主訴に

沿って派遣スタッフを編成し、年間 350 名を超える子どもたちを対象に、200 回以上実

施している。スタッフの多くは「発達センター」職員であるが、ニーズにより児童・障害

者相談センター（児童相談所）、特別支援学校、市教育委員会学校教育課の特別支援教育担

当指導主事等の職員も加わり実施される。 

 もう一つは公開保育研修である。毎年 7 か所の公立こども園を会場に実施される。市内

の保育士・幼稚園教師が集まり、対象児の観察を行ったあと事例検討会を行う。「発達セン

ター」の医師を含む専門家も毎回参加し助言を行っている。その他、加配の保育士を対象

とした「発達センター」実習、困難な事例等の検討会、1年目の保育士を対象とした講演会、

3年目保育士を対象とした「発達センター」の通園療育部門の実習等々、上記推進委員会が

推進母体となり、保育園・幼稚園における障がい児保育を支援している。 

 なお、豊田市心身障がい児早期療育推進委員会は、以下の 11機関・団体から構成されて

いる：愛知県豊田加茂児童・障害者相談センター、「パルクとよた」、豊田市保育課、地域

保健課、子ども家庭課、子育て総合支援センター、障がい福祉課、豊田市私立幼稚園協会、

愛知県三好特別支援学校、豊田市立豊田特別支援学校、「発達センター」（事務局） 

 

d. 学校への引き継ぎ 

 児童発達支援センター通園児については、各児童発達支援センターが就学する学校を訪

問し、全例引継ぎを行っている。保育園・幼稚園に通園する児童については保護者の同意

が得られた場合には、豊田市特別支援教育連携協議会が中心となり作成した移行支援のた

めの引き継ぎ書に記入をし、それをもとに引き継ぎが行われる。 
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た巡回療育相談を通してつながるケースもある。就学後は、豊田市教育委員会学校教育課 

が所管している青少年相談センター（以下、「パルクとよた」）が相談・連携の中心機関と 

なり、学齢期の教育支援と特別支援教育システムをマネジメントしている（「学齢期の支援」 

の項、参照）」 

      

（４）医療の関わり方 

 「発達センター」の一部門である、障がい専門の診療所（のぞみ診療所）が豊田市の障

がい児医療と医療連携における中心的な役割を担っている。「発達センター」と地域医師会

は相互に役割を分担し、「発達センター」は障がいの診断・ハビリテーション及び医療面に

おける地域連携を、地域医療機関は障がいの発見と一般医療（予防接種を含む）をそれぞ

れ担当、相互補完的に連携し、障がいの早期発見と継続的な医療支援を進めてきた。また、

医師会の中でも障がい児医療に重要な役割を果たす小児科医会との連携とともに、市内 2

つの基幹総合病院小児科とも定期的な学習会を行うなど緊密な連携を行っている。 

 このような役割分担と連携・協力を基盤として地域医療機関を受診した子どもに心身の

発達的な問題が疑われると、ほぼすべての子どもは「発達センター」のぞみ診療所を紹介

されるシステムが整備されている。診療科は児童精神科、小児神経科、小児整形外科、リ

ハビリテーション科、泌尿器科、耳鼻科、小児歯科の計７科で構成されている（詳細は、

Ⅲ 障がい児の支援体制、４専門機関を参照）。ハビリテーション部門には、理学療法、作

業療法、言語聴覚療法、心理療法の４科があり、必要に応じて各種療法等を行っている。

また、医師や各療法士は各療育部門の職員と連携し、総合的な発達及び子育て支援を行う

とともに、乳幼児健診、保育園・幼稚園、小中学校・特別支援学校等への支援も積極的に

行っている。 

 各児童発達支援センターから保育園や小学校等へ就園・就学する際は、円滑な移行のた

め作成される移行児支援シート(地域へ移行する子どもたちの生活状況、発達特性、発達状

態等が記載されている)に、担当の通園スタッフに加え担当療法士も必要な医療情報を記入

し、保護者の同意を得て移行先へと必要な情報の引き継がれるようにしている。 

 

（５）幼児期の継続的な支援 

a. 障害幼児対象の専門機関 

 「発達センター」が運営している、外来療育グループ「あおぞら」、「おひさま」がある

（Ⅲ 障がい児支援の体制 ４．専門機関、を参照）。１歳６か月児健診等で発見された、

障がいの有無に関わりなく発達に支援が必要な１～３歳の子どもと母親が通い、発達支

援・子育て支援を受けている。集団保育モデルで行うので、親の心理的敷居は低く、豊田

市で出生する２歳児の約１割が通園している。 

 「発達センター」の障がい児を対象とした専門の通園療育施設として、医療型児童発達

支援センター「たんぽぽ」（家族通園）、福祉型児童発達支援センター「ひまわり」（単独通
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園）、福祉型児童発達支援センター「なのはな」（家族通園）の３施設がある。（詳細はⅢ 障

がい児支援の体制４、参照） 

 

b. 幼稚園・保育所・認定こども園 

 公立保育園、公私立幼稚園、認定こども園を合わせて１０３園、全園で統合保育を実施 

している。保育園及び公立幼稚園では、発達に支援が必要な子どもには、原則として３人 

に１人の加配保育士を配置している。私立幼稚園・私立幼保連携型認定こども園（21園） 

が障がい児を受け入れた場合には愛知県からの特別支援教育費補助金とは別に、豊田市独 

自で補助金を出し支援している。 

 

c. 幼稚園・保育所・認定こども園への外部専門職による支援 

 豊田市における障がい児の早期発見と継続的な支援を目的に、「発達センター」開設に合

わせて設置された「豊田市心身障がい児早期療育推進委員会」（関係 11機関・組織から構

成、いわゆる PDCAサイクルでシステムを運営している。事務局機関は「発達センター」）

が中心となり保育園・幼稚園へ専門的支援を行っている。ひとつは、巡回療育相談である。

巡回療育相談については、発達センターの地域支援部門（地域療育室）が園からの主訴に

沿って派遣スタッフを編成し、年間 350 名を超える子どもたちを対象に、200 回以上実

施している。スタッフの多くは「発達センター」職員であるが、ニーズにより児童・障害

者相談センター（児童相談所）、特別支援学校、市教育委員会学校教育課の特別支援教育担

当指導主事等の職員も加わり実施される。 

 もう一つは公開保育研修である。毎年 7 か所の公立こども園を会場に実施される。市内

の保育士・幼稚園教師が集まり、対象児の観察を行ったあと事例検討会を行う。「発達セン

ター」の医師を含む専門家も毎回参加し助言を行っている。その他、加配の保育士を対象

とした「発達センター」実習、困難な事例等の検討会、1年目の保育士を対象とした講演会、

3年目保育士を対象とした「発達センター」の通園療育部門の実習等々、上記推進委員会が

推進母体となり、保育園・幼稚園における障がい児保育を支援している。 

 なお、豊田市心身障がい児早期療育推進委員会は、以下の 11機関・団体から構成されて

いる：愛知県豊田加茂児童・障害者相談センター、「パルクとよた」、豊田市保育課、地域

保健課、子ども家庭課、子育て総合支援センター、障がい福祉課、豊田市私立幼稚園協会、

愛知県三好特別支援学校、豊田市立豊田特別支援学校、「発達センター」（事務局） 

 

d. 学校への引き継ぎ 

 児童発達支援センター通園児については、各児童発達支援センターが就学する学校を訪

問し、全例引継ぎを行っている。保育園・幼稚園に通園する児童については保護者の同意

が得られた場合には、豊田市特別支援教育連携協議会が中心となり作成した移行支援のた

めの引き継ぎ書に記入をし、それをもとに引き継ぎが行われる。 
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（６）学齢期の支援 

 a. 教育システム内の支援体制 

 学齢期の支援については、「パルクとよた」の特別支援教育担当指導主事が中心となり、

特別支援教育を推進している。パルクとよたには、図 2 にあるように、配置された多くの

専門家（スクールソーシャルワーカー、臨床心理士等）に加え、2つの特別支援学校、「発

達センター」の専門家も加わり、教育現場を支援している。特別支援教育を推進するため

の連携組織として「豊田市特別支援教育連携協議会」がある。PDCA サイクルの手法で、

豊田市の特別支援教育の発展を図っている。 

主として乳幼児期の支援（医療的支援と相談について児童期全般）のセンター的役割を

担っている「発達センター」と特別支援教育におけるセンターである「パルクとよた」は、

明確な役割分担を行い、両機関の連絡調整会議を通じて緊密な連携と協力を行っている。 

 放課後児童クラブについては、次世代育成課が所管している。発達障がい児を含め多く

の発達的課題のある児童が利用していることもあり、専門のスーパーバイザーを配置する

とともに「発達センター」が児童クラブの指導員を対象に講演や事例検討会を行い、専門

機関の立場から支援を行っている。 

 

 b. 医療・福祉などとの連携 

 前項（６）の学齢期の支援に既述したように、「パルクとよた」がセンター的な役割を果

たし、「発達センター」、豊田市立豊田特別支援護学校、愛知県立三好特別支援学校（隣市

に設置）等とも連携し、特別支援教育を推進している。特別支援学級数も多く、通級指導

対象児も小中合わせて 211学級７９３名を数えるようになっている。 

 入学前から「のぞみ診療所」に通院している児童は、必要に応じて学校と「のぞみ診療

所」の連携を行っている。小中学校で発見された発達障がいが疑われる児童は「発達セン

ター」のぞみ診療所を紹介される。以降は、幼児期からの通園児と同様である。不登校な

どを主訴に「パルクとよた」に相談に行き、発達障がいが疑われることも多い。そのよう

な場合には「パルクとよた」の児童精神科医（非常勤）から「発達センター」の児童精神

科を紹介される。放課後児童クラブについては、先に述べたとおりである。 

 

（７）専門家の養成 

 システム全体の専門性の向上や、一貫性・継続性のある支援を図るため、豊田市心身障

がい児早期療育推進委員会（事務局：「発達センター」）、豊田市特別支援連携協議会（事務

局：パルクとよた）を中心に、障がい児支援に関わる専門家を対象に様々な研修を行って

いる。保健師を対象とした講演会や「発達センター」での実習、保育士を対象とした巡回

療育相談や「発達センター」での実習、各校に配置されている特別支援コーディネーター

を対象とした講演会、学校教師を対象とした学習障がいや不器用に焦点を絞った研修会（教
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育委員会と共催）、基幹病院の小児科医を対象とした勉強会、地域で障がいに関わる心理士

の連携組織の育成と研修会の開催などである。 

 また、発達障がいに関わる専門医を養成するため、「発達センター」開設以来、毎年度 1

～2名の若手精神科医・小児科医の通年研修を行っている。関連職種の専門性を向上させる

ためには、研究も重要である。新たな課題が出現するごとに、豊田市早期療育推進委員会

の重点取組事業として位置づけ、「発達センター」と関係機関が共同研究を行い、相互の専

門性の向上を図るとともに、課題をまとめ支援体制の充実に結び付けている（研究例：外

国人障がい児の実態把握と支援、早期発見システムの検証等）。研究成果は、「発達センタ

ー」療育紀要に掲載、「発達センター」が所属する豊田市福祉事業団のホームページに資料

として掲載する、などを通じ一般ヘの情報提供も行っている。 

 

（８）普及啓発 

 「発達センター」では、様々な職種の職員が合わせて年間 100回を超える講演を行うと

ともに、1996 年開設以来「公開セミナー」の開催や「療育紀要」の発刊を通じて、一般

市民を含め啓発を行っている。また「パルクとよた」も、公開セミナーを年 8 回開催し、

市民啓発を行っている。 

 

Ⅱ 知的障害のない発達障害 

  

豊田市のシステムは、知的障がいの有無にかかわらず、発達支援が必要なすべての子ど

もたち（発達障がい含む）を対象としたシステムである。知的障がいの項と同様なため、

省略する。 

 

 

Ⅲ 障害児支援の体制 

 

１．母子保健 

 

担当部署：（乳幼児健診：子ども家庭課  地域支援・健診事後支援：地域保健課） 

担当スタッフ： 

  保健師：常勤（子ども家庭課１４ 地域保健課２４）人，非常勤（地域保健課８）人 

      保健師１人あたりの 0～4歳人口（約３４７）人 

その他：職種名（医師）非常勤（７）人、職種名（臨床心理士） 非常勤（８）人 

職種名（看護師）   非常勤（６）人、職種名（助産師）   非常勤（5）人 

職種名（管理栄養士） 非常勤（４）人、職種名（保育士）   非常勤（5）人 

職種名（視能訓練士） 非常勤（２）人 
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（６）学齢期の支援 

 a. 教育システム内の支援体制 

 学齢期の支援については、「パルクとよた」の特別支援教育担当指導主事が中心となり、

特別支援教育を推進している。パルクとよたには、図 2 にあるように、配置された多くの

専門家（スクールソーシャルワーカー、臨床心理士等）に加え、2つの特別支援学校、「発

達センター」の専門家も加わり、教育現場を支援している。特別支援教育を推進するため

の連携組織として「豊田市特別支援教育連携協議会」がある。PDCA サイクルの手法で、

豊田市の特別支援教育の発展を図っている。 

主として乳幼児期の支援（医療的支援と相談について児童期全般）のセンター的役割を

担っている「発達センター」と特別支援教育におけるセンターである「パルクとよた」は、

明確な役割分担を行い、両機関の連絡調整会議を通じて緊密な連携と協力を行っている。 

 放課後児童クラブについては、次世代育成課が所管している。発達障がい児を含め多く

の発達的課題のある児童が利用していることもあり、専門のスーパーバイザーを配置する

とともに「発達センター」が児童クラブの指導員を対象に講演や事例検討会を行い、専門

機関の立場から支援を行っている。 

 

 b. 医療・福祉などとの連携 

 前項（６）の学齢期の支援に既述したように、「パルクとよた」がセンター的な役割を果

たし、「発達センター」、豊田市立豊田特別支援護学校、愛知県立三好特別支援学校（隣市

に設置）等とも連携し、特別支援教育を推進している。特別支援学級数も多く、通級指導

対象児も小中合わせて 211学級７９３名を数えるようになっている。 

 入学前から「のぞみ診療所」に通院している児童は、必要に応じて学校と「のぞみ診療

所」の連携を行っている。小中学校で発見された発達障がいが疑われる児童は「発達セン

ター」のぞみ診療所を紹介される。以降は、幼児期からの通園児と同様である。不登校な

どを主訴に「パルクとよた」に相談に行き、発達障がいが疑われることも多い。そのよう

な場合には「パルクとよた」の児童精神科医（非常勤）から「発達センター」の児童精神

科を紹介される。放課後児童クラブについては、先に述べたとおりである。 

 

（７）専門家の養成 

 システム全体の専門性の向上や、一貫性・継続性のある支援を図るため、豊田市心身障

がい児早期療育推進委員会（事務局：「発達センター」）、豊田市特別支援連携協議会（事務

局：パルクとよた）を中心に、障がい児支援に関わる専門家を対象に様々な研修を行って

いる。保健師を対象とした講演会や「発達センター」での実習、保育士を対象とした巡回

療育相談や「発達センター」での実習、各校に配置されている特別支援コーディネーター

を対象とした講演会、学校教師を対象とした学習障がいや不器用に焦点を絞った研修会（教
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育委員会と共催）、基幹病院の小児科医を対象とした勉強会、地域で障がいに関わる心理士

の連携組織の育成と研修会の開催などである。 

 また、発達障がいに関わる専門医を養成するため、「発達センター」開設以来、毎年度 1

～2名の若手精神科医・小児科医の通年研修を行っている。関連職種の専門性を向上させる

ためには、研究も重要である。新たな課題が出現するごとに、豊田市早期療育推進委員会

の重点取組事業として位置づけ、「発達センター」と関係機関が共同研究を行い、相互の専

門性の向上を図るとともに、課題をまとめ支援体制の充実に結び付けている（研究例：外

国人障がい児の実態把握と支援、早期発見システムの検証等）。研究成果は、「発達センタ

ー」療育紀要に掲載、「発達センター」が所属する豊田市福祉事業団のホームページに資料

として掲載する、などを通じ一般ヘの情報提供も行っている。 

 

（８）普及啓発 

 「発達センター」では、様々な職種の職員が合わせて年間 100回を超える講演を行うと

ともに、1996 年開設以来「公開セミナー」の開催や「療育紀要」の発刊を通じて、一般

市民を含め啓発を行っている。また「パルクとよた」も、公開セミナーを年 8 回開催し、

市民啓発を行っている。 

 

Ⅱ 知的障害のない発達障害 

  

豊田市のシステムは、知的障がいの有無にかかわらず、発達支援が必要なすべての子ど

もたち（発達障がい含む）を対象としたシステムである。知的障がいの項と同様なため、

省略する。 

 

 

Ⅲ 障害児支援の体制 

 

１．母子保健 

 

担当部署：（乳幼児健診：子ども家庭課  地域支援・健診事後支援：地域保健課） 

担当スタッフ： 

  保健師：常勤（子ども家庭課１４ 地域保健課２４）人，非常勤（地域保健課８）人 

      保健師１人あたりの 0～4歳人口（約３４７）人 

その他：職種名（医師）非常勤（７）人、職種名（臨床心理士） 非常勤（８）人 

職種名（看護師）   非常勤（６）人、職種名（助産師）   非常勤（5）人 

職種名（管理栄養士） 非常勤（４）人、職種名（保育士）   非常勤（5）人 

職種名（視能訓練士） 非常勤（２）人 
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２．乳幼児健診・就学児健診（平成２8年度） 

 

健診（時期） 実施主体 実施 

場所 

年間 

のべ 

１回 

平均 

受診率 フォロー率 

（内訳も） 

乳児 

（３．４ カ月） 

○市町村・その他

（     ） 

５カ所 回 人 96.6％ 計 20.7％ 

要精検・観察 

13.9％ 

要指導 

6.8％ 

1歳半 

（１歳 6.7カ月） 

○市町村・その他

（     ） 

5カ所 回 60～70

人 

96.

4％ 

計 80.3％ 

要精検・観察 

30.3％ 

要指導 

50.0％ 

2歳 

（ 歳 カ月） 

市町村・その他

（     ） 

カ所 回 人 ％ ％ 

 

3歳 

（３歳１カ月） 

○市町村・その他

（     ） 

5カ所 回 60～70

人 

94.9％ 

 

計 61.1％ 

要精検・観察 

32.4％ 

要指導 

28.7％ 

5歳 

（ 歳 カ月） 

市町村・その他

（     ） 

カ所 回 人 ％ ％ 

 

就学時 ○教育委員会・ 

その他（   ） 

７6カ所 76回 人 ％ ％ 

 

その他

（     ） 

（詳細） カ所 回 人 ％ ％ 

 

＊内訳のうち，発達障害が疑われてフォローとなっている子どもはどこに入るかを明記し 

てください。 
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３．幼稚園・保育所・認定こども園 

 園の数，障害児受け入れの実態，専門機関との連携など 

公立こども園 67園 私立こども園 15園（豊田市では公私立保育園と公立幼稚園を合わ 

せて、市独自の「こども園」制度を創設している）、私立幼稚園 15園、私立幼保連携型認

定こども園６園、合計 103園である。全園統合保育を実施している（幼児期の継続的な支

援 bを参照）。 

「発達センター」が中心となってスタッフを編成し、全園を対象とした巡回療育相談を

実施、必要であれば園への随時訪問支援も行っている（発達障がいの支援システムⅠ 知

的障がい（５）幼児期の継続的な支援 c,を参照）。 

 

 

４．専門機関 

 

（１）知的障害児を対象とした福祉施設等（施設の経営主体，規模およびプログラムの概

要など） 

 ・障害児通所支援（児童発達支援センター，児童発達支援事業所，医療型児童発達支援

センター，放課後等デイサービス，保育所等訪問支援），障害児入所支援，その他に分

けて記載してください。 

福祉施設 

豊田市福祉事業団 豊田市こども発達センター 

   1996年豊田市によって設立された心身障がい児総合通園センター、職員数約 130

名（医師など 20職種）、事業部門は大きく 3部門からなる。 

   ①地域療育室 

   ・外来療育グループ「あおぞら」「おひさま」：発達に支援が必要な 1～３歳の前期幼

児を対象とした豊田市独自の子育て支援事業、保育モデルであり、無料、利用児

数年間約 700名。 

   ・相談支援グループ・障がい相談支援事業所「オアシス」：主として各種相談、計画

相談、豊田市心身障がい児早期療育推進委員会の事務局、障がい児等療育支援事

業を含め地域連携を包括的に担当。 

   ②通園部門 

   ・福祉型児童発達支援センター「ひまわり」（定員 50人、知的障がい等対象、単独

通園） 

   ・福祉型児童発達支援センター「なのはな」（定員 30人、難聴 ASD等対象、家族

通園、ASDなどの通園期間は 1年） 

   ・医療型児童発達支援センター「たんぽぽ」（定員 40人、肢体不自由児対象、家族

通園） 
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２．乳幼児健診・就学児健診（平成２8年度） 

 

健診（時期） 実施主体 実施 

場所 

年間 

のべ 

１回 

平均 

受診率 フォロー率 

（内訳も） 

乳児 

（３．４ カ月） 

○市町村・その他

（     ） 

５カ所 回 人 96.6％ 計 20.7％ 

要精検・観察 

13.9％ 

要指導 

6.8％ 

1歳半 

（１歳 6.7カ月） 

○市町村・その他

（     ） 

5カ所 回 60～70

人 

96.

4％ 

計 80.3％ 

要精検・観察 

30.3％ 

要指導 

50.0％ 

2歳 

（ 歳 カ月） 

市町村・その他

（     ） 

カ所 回 人 ％ ％ 

 

3歳 

（３歳１カ月） 

○市町村・その他

（     ） 

5カ所 回 60～70

人 

94.9％ 

 

計 61.1％ 

要精検・観察 

32.4％ 

要指導 

28.7％ 

5歳 

（ 歳 カ月） 

市町村・その他

（     ） 

カ所 回 人 ％ ％ 

 

就学時 ○教育委員会・ 

その他（   ） 

７6カ所 76回 人 ％ ％ 

 

その他

（     ） 

（詳細） カ所 回 人 ％ ％ 

 

＊内訳のうち，発達障害が疑われてフォローとなっている子どもはどこに入るかを明記し 

てください。 
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３．幼稚園・保育所・認定こども園 

 園の数，障害児受け入れの実態，専門機関との連携など 

公立こども園 67園 私立こども園 15園（豊田市では公私立保育園と公立幼稚園を合わ 

せて、市独自の「こども園」制度を創設している）、私立幼稚園 15園、私立幼保連携型認

定こども園６園、合計 103園である。全園統合保育を実施している（幼児期の継続的な支

援 bを参照）。 

「発達センター」が中心となってスタッフを編成し、全園を対象とした巡回療育相談を

実施、必要であれば園への随時訪問支援も行っている（発達障がいの支援システムⅠ 知

的障がい（５）幼児期の継続的な支援 c,を参照）。 

 

 

４．専門機関 

 

（１）知的障害児を対象とした福祉施設等（施設の経営主体，規模およびプログラムの概

要など） 

 ・障害児通所支援（児童発達支援センター，児童発達支援事業所，医療型児童発達支援

センター，放課後等デイサービス，保育所等訪問支援），障害児入所支援，その他に分

けて記載してください。 

福祉施設 

豊田市福祉事業団 豊田市こども発達センター 

   1996年豊田市によって設立された心身障がい児総合通園センター、職員数約 130

名（医師など 20職種）、事業部門は大きく 3部門からなる。 

   ①地域療育室 

   ・外来療育グループ「あおぞら」「おひさま」：発達に支援が必要な 1～３歳の前期幼

児を対象とした豊田市独自の子育て支援事業、保育モデルであり、無料、利用児

数年間約 700名。 

   ・相談支援グループ・障がい相談支援事業所「オアシス」：主として各種相談、計画

相談、豊田市心身障がい児早期療育推進委員会の事務局、障がい児等療育支援事

業を含め地域連携を包括的に担当。 

   ②通園部門 

   ・福祉型児童発達支援センター「ひまわり」（定員 50人、知的障がい等対象、単独

通園） 

   ・福祉型児童発達支援センター「なのはな」（定員 30人、難聴 ASD 等対象、家族

通園、ASDなどの通園期間は 1年） 

   ・医療型児童発達支援センター「たんぽぽ」（定員 40人、肢体不自由児対象、家族

通園） 
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    通園部門では、保育所等訪問支援事業を実施している。 

   ③診療部門 

    児童期以前に発症したすべての障がいを対象とする専門診療所（のぞみ診療所）、

全児童期を対象（0～18歳未満）としている。 

   ・常勤医師：児童精神科 1人、小児神経科２人、小児整形外科 1人 

   ・非常勤医師：児童精神科６人、小児神経科 1人、小児整形外科 1人、耳鼻咽喉 

１人、泌尿器科 1人、小児歯科 5人 

   ・ハビリテーション：理学療法、作業療法、言語聴覚療法、心理療法 

   ・年間新患実人数（医科）：733 人 

   ・年間受診患者延べ数：16，110人 

 

④放課後等デイサービス事業所 

・市内に 24 箇所あり、それぞれ独自の方針で運営している。平成 2６年度から発

達センターが中心となり、豊田市障がい福祉課とともに、専門性の向上を目的と

した研修と連携組織の立ち上げに向けた取り組みを行っている。現在、全事業所

から参加を募り、講演会、事例検討会などの研修と各事業所の情報交換会を開催

している。 

 

（２）知的障害のない発達障害を対象とした福祉施設等（施設の規模及びプログラムの概

要など） 

 ・障害児通所支援（児童発達支援センター，児童発達支援事業所，医療型児童発達支援

センター，放課後等デイサービス，保育所等訪問支援），障害児入所支援，その他に分

けて記載してください。 

 

Ⅱ 知的障害のない発達障害と同様であるので、省略。 

 

（３）発達障害専門の医療機関（常勤医師および非常勤医師の人数と診療人数） 

 

 Ⅱ 知的障害のない発達障害と同様であるので、省略。 

 

（４）特別支援教育 

 

 小学校：市区町村立７５校，その他の公立７５校，私立＿０＿校 

 

  特別支援学校：2校 
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  知的障害特別支援学級：市区町村立小学校＿75＿校中＿24＿校に設置 

 

  情緒障害・自閉症特別支援学級：市区町村立小学校＿75＿校中＿30 校に設置 

 

  通級指導教室：種別と学校数 

種別：言語・情緒・自閉症・ADHD・LD・難聴  

通級指導を受けている小学生数  178人 

 

Ⅳ 発達障害者支援法の改正等に関連する質問 

 

１．発達障害支援の相談窓口となる「発達支援センター」や「発達支援室」などの公的セ

ンター等はありますか？ある場合，名称，経営主体，職員数と職種，支援対象，機能

について書いてください。複数ある場合はすべて書いてください。 

  例）名称：「障害者福祉課発達支援室」（市直営） 

    職員：ソーシャルワーカー2名（常勤），保健師 1名（常勤），臨床心理士 2名（非

常勤），児童精神科医師 1名（非常勤） 

    対象：発達障害のある幼児，学童，成人 

    機能：相談，心理評価，医療相談，巡回相談 

 

「発達センター」参照 

 

２．自治体（市区町村）には，発達障害に関係する連携を目的とした会議が設置していま 

すか？していない ○している 

 

会議の名称：＿豊田市心身障がい児早期療育推進委員会） 

   設置している場合，委員はどのような職種，立場の人たちで構成されていますか？

含まれるものに○をつけてください。 

学識経験者 ○精神科医・児童精神科医 ○小児科医 ○児童福祉関係者 ○障

害福祉関係者 ○普通教育関係者 ○特別支援教育関係者 就労支援関係者 

警察関係者 司法関係者 

その他（母子保健、幼児教育に関係した機関と団体） 

   

 複数ある場合，以下に追加してください。 

 

    会の名称 豊田市特別支援連携協議会 

○学識経験者 ○精神科医・児童精神科医 ○小児科医 ○児童福祉関係者 ○
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    通園部門では、保育所等訪問支援事業を実施している。 

   ③診療部門 

    児童期以前に発症したすべての障がいを対象とする専門診療所（のぞみ診療所）、

全児童期を対象（0～18歳未満）としている。 

   ・常勤医師：児童精神科 1人、小児神経科２人、小児整形外科 1人 

   ・非常勤医師：児童精神科６人、小児神経科 1人、小児整形外科 1人、耳鼻咽喉 

１人、泌尿器科 1人、小児歯科 5人 

   ・ハビリテーション：理学療法、作業療法、言語聴覚療法、心理療法 

   ・年間新患実人数（医科）：733 人 

   ・年間受診患者延べ数：16，110人 

 

④放課後等デイサービス事業所 

・市内に 24 箇所あり、それぞれ独自の方針で運営している。平成 2６年度から発

達センターが中心となり、豊田市障がい福祉課とともに、専門性の向上を目的と

した研修と連携組織の立ち上げに向けた取り組みを行っている。現在、全事業所

から参加を募り、講演会、事例検討会などの研修と各事業所の情報交換会を開催

している。 

 

（２）知的障害のない発達障害を対象とした福祉施設等（施設の規模及びプログラムの概

要など） 

 ・障害児通所支援（児童発達支援センター，児童発達支援事業所，医療型児童発達支援

センター，放課後等デイサービス，保育所等訪問支援），障害児入所支援，その他に分

けて記載してください。 

 

Ⅱ 知的障害のない発達障害と同様であるので、省略。 

 

（３）発達障害専門の医療機関（常勤医師および非常勤医師の人数と診療人数） 

 

 Ⅱ 知的障害のない発達障害と同様であるので、省略。 

 

（４）特別支援教育 

 

 小学校：市区町村立７５校，その他の公立７５校，私立＿０＿校 

 

  特別支援学校：2校 
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  知的障害特別支援学級：市区町村立小学校＿75＿校中＿24＿校に設置 

 

  情緒障害・自閉症特別支援学級：市区町村立小学校＿75＿校中＿30 校に設置 

 

  通級指導教室：種別と学校数 

種別：言語・情緒・自閉症・ADHD・LD・難聴  

通級指導を受けている小学生数  178人 

 

Ⅳ 発達障害者支援法の改正等に関連する質問 

 

１．発達障害支援の相談窓口となる「発達支援センター」や「発達支援室」などの公的セ

ンター等はありますか？ある場合，名称，経営主体，職員数と職種，支援対象，機能

について書いてください。複数ある場合はすべて書いてください。 

  例）名称：「障害者福祉課発達支援室」（市直営） 

    職員：ソーシャルワーカー2名（常勤），保健師 1名（常勤），臨床心理士 2名（非

常勤），児童精神科医師 1名（非常勤） 

    対象：発達障害のある幼児，学童，成人 

    機能：相談，心理評価，医療相談，巡回相談 

 

「発達センター」参照 

 

２．自治体（市区町村）には，発達障害に関係する連携を目的とした会議が設置していま 

すか？していない ○している 

 

会議の名称：＿豊田市心身障がい児早期療育推進委員会） 

   設置している場合，委員はどのような職種，立場の人たちで構成されていますか？

含まれるものに○をつけてください。 

学識経験者 ○精神科医・児童精神科医 ○小児科医 ○児童福祉関係者 ○障

害福祉関係者 ○普通教育関係者 ○特別支援教育関係者 就労支援関係者 

警察関係者 司法関係者 

その他（母子保健、幼児教育に関係した機関と団体） 

   

 複数ある場合，以下に追加してください。 

 

    会の名称 豊田市特別支援連携協議会 

○学識経験者 ○精神科医・児童精神科医 ○小児科医 ○児童福祉関係者 ○
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障害福祉関係者 ○普通教育関係者 ○特別支援教育関係者 ○就労支援関係

者 警察関係者 司法関係者 

その他（障がいのある児童の保護者代表） 

 

３．発達障害児者支援に関して，都道府県との連携は行っていますか？ 

  行っている場合，どのような形で行っていますか？ 

    

愛知県発達障がい者支援センター連絡協議会への参加 

 

４．保護者・家族への情報提供，助言等の支援を行うためのプログラムは行っていますか？ 

  行っている場合，どのような形で行っていますか？ 

 

（１）保護者向けの各種啓発冊子の発行 

・『お子さんの発達は順調ですか？』の発行（日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語、

中国語の各版） 

・『スプーン・フォークの選び方＆使い方』 

（２）医療機関受診用「健康手帳」の作成と普及（知的・発達障がいのある人向け、身体

に障がいのある人向け；いずれも、日本語、英語、ポルトガル語の各版） 

（３）『障がいのある方への災害時対応の手引き』（本人家族編、医療関係者編、一般支援

者編）の発刊 

（４）自助グループの育成（ADHD、高機能自閉症等の保護者による自助グループの育成） 

 

５．発達障害に関する支援体制の中で，以下について何か配慮をしていますか？ 

 

（１）女性 

  

特化した支援は、行っていない。今後、調査を行い、支援策を検討したい。 

 

（２）日本語に通じない子ども（外国人など日本語の能力が十分でない子ども） 

 

 ・「発達センター」でポルトガル語通訳者の配置（各種翻訳、通訳） 

  「発達センター」の診療・検査における、各種通訳の積極的利用（市役所、各学校に配

置の通訳、あいち医療通訳システムに登録の通訳；主に、ポルトガル語、スペイン語、

中国語、タガログ語） 

 ・豊田市の学校教育における取組は、資料３「外国人児童生徒に関する報告書」（ことに、

豊田市外国人児童生徒サポートセンターの項）を参照 
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（３）療育手帳や診断を受けていない境界知能の子ども 

 「発達センター」及び「パルクとよた」で相談対応等 

 

６．発達障害児の差別解消，いじめ・虐待防止等のために，何か対策を講じていますか？ 

  差別解消法： 

豊田市障がい福祉課が差別解消法リーフレットを作成 

  いじめ： 

豊田市青少年相談センター（パルクとよた）内に相談部門を設置している。市役

所内にある学校教育課でも対応している。校内でいじめが疑われた場合は、既定

の様式「いじめ早期相談表」に教師が記入、上記のいずれかの部門に相談する仕

組みとなっている。 

虐待防止： 

「発達センター」では虐待検討委員会を設置し、児童相談センター、豊田市家庭

児童相談室と緊密に連携。当事者向けの虐待防止リーフレットの作成等 

ひきこもり： 

豊田若者サポートステーションおよび若者支援地域協議会を設置（資料 4参照） 

    

Ⅴ 発達障害の支援体制全般に関する自治体の課題 

 

 貴自治体の発達障害の支援体制全般に関して，到達している点と今後の課題についてご

自由に書いてください。 

  

 課題 

 ・乳児期より保育所を利用している子どもたちへの発達支援 

 ・急増する放課後等デイサービス事業所との連携 

 ・中学校から高校・専修学校への移行支援、高校・専修学校と「発達センター」等の地

域専門機関との連携 
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障害福祉関係者 ○普通教育関係者 ○特別支援教育関係者 ○就労支援関係

者 警察関係者 司法関係者 

その他（障がいのある児童の保護者代表） 

 

３．発達障害児者支援に関して，都道府県との連携は行っていますか？ 

  行っている場合，どのような形で行っていますか？ 

    

愛知県発達障がい者支援センター連絡協議会への参加 

 

４．保護者・家族への情報提供，助言等の支援を行うためのプログラムは行っていますか？ 

  行っている場合，どのような形で行っていますか？ 

 

（１）保護者向けの各種啓発冊子の発行 

・『お子さんの発達は順調ですか？』の発行（日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語、

中国語の各版） 

・『スプーン・フォークの選び方＆使い方』 

（２）医療機関受診用「健康手帳」の作成と普及（知的・発達障がいのある人向け、身体

に障がいのある人向け；いずれも、日本語、英語、ポルトガル語の各版） 

（３）『障がいのある方への災害時対応の手引き』（本人家族編、医療関係者編、一般支援

者編）の発刊 

（４）自助グループの育成（ADHD、高機能自閉症等の保護者による自助グループの育成） 

 

５．発達障害に関する支援体制の中で，以下について何か配慮をしていますか？ 

 

（１）女性 

  

特化した支援は、行っていない。今後、調査を行い、支援策を検討したい。 

 

（２）日本語に通じない子ども（外国人など日本語の能力が十分でない子ども） 

 

 ・「発達センター」でポルトガル語通訳者の配置（各種翻訳、通訳） 

  「発達センター」の診療・検査における、各種通訳の積極的利用（市役所、各学校に配

置の通訳、あいち医療通訳システムに登録の通訳；主に、ポルトガル語、スペイン語、

中国語、タガログ語） 

 ・豊田市の学校教育における取組は、資料３「外国人児童生徒に関する報告書」（ことに、

豊田市外国人児童生徒サポートセンターの項）を参照 
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（３）療育手帳や診断を受けていない境界知能の子ども 

 「発達センター」及び「パルクとよた」で相談対応等 

 

６．発達障害児の差別解消，いじめ・虐待防止等のために，何か対策を講じていますか？ 

  差別解消法： 

豊田市障がい福祉課が差別解消法リーフレットを作成 

  いじめ： 

豊田市青少年相談センター（パルクとよた）内に相談部門を設置している。市役

所内にある学校教育課でも対応している。校内でいじめが疑われた場合は、既定

の様式「いじめ早期相談表」に教師が記入、上記のいずれかの部門に相談する仕

組みとなっている。 

虐待防止： 

「発達センター」では虐待検討委員会を設置し、児童相談センター、豊田市家庭

児童相談室と緊密に連携。当事者向けの虐待防止リーフレットの作成等 

ひきこもり： 

豊田若者サポートステーションおよび若者支援地域協議会を設置（資料 4参照） 

    

Ⅴ 発達障害の支援体制全般に関する自治体の課題 

 

 貴自治体の発達障害の支援体制全般に関して，到達している点と今後の課題についてご

自由に書いてください。 

  

 課題 

 ・乳児期より保育所を利用している子どもたちへの発達支援 

 ・急増する放課後等デイサービス事業所との連携 

 ・中学校から高校・専修学校への移行支援、高校・専修学校と「発達センター」等の地

域専門機関との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 111 -



31 
 

資料３ 外国人児童生徒に関する報告書

１．外国人のうち支援が必要な児童・生徒の数

平成２８年１１月現在 ８４２人（全児童生徒数の２．３％）。

２．外国人児童生徒の居住区

３５～４０％が保見地区に在住。この地区の小学校では児童の ％が外国人

３．外国人児童生徒に対する支援のしくみ

来日⇒学校教育課の面接⇒ことばの教室⇒通常学級（巡回指導員の支援）

↑

豊田市外国人児童・生徒サポートセンター

（１）学校教育課の面接

来日後、日本の学校への移行を円滑にするために、保護者に日本の学校について説明

している。内容は、主として学校行事、給食、持ち物など。日本の習慣を強要せず、

それぞれの母語や母国の文化を尊重し、家庭ではこれまでの生活を大切にしてもらう

ように伝えている。

（２）ことばの教室

西保見小、野見小、大林小に設置。在籍校に近い学校を選択。

来日して間もない外国籍の子どもを対象とし、４か月を超えない期間、毎日登

校。５時間授業。後半は在籍校の体験を繰り返しながら、移行を支援する。

毎年６０人弱が通学している（平成２８年度１１月現在では８４名、各クラス担任２

名）。ただし、家族が送迎できるものに限られるため、１０名程度は、ことばの教室を

利用せず、直接在籍校へ入学する。

（３）豊田市外国人児童・生徒サポートセンター（以下、サポートセンター）

学校教育課が所管。学校日本語指導員（常駐・巡回）全５０名が在籍。

西保見小学校に設置。

職員体制

勤務時間 ８：３０～１６：３０

常 勤 ２名 （ポルトガル語１名、英語１名）

非常勤 ４８名（日本人も含む）

言 語 英語 月、火、金曜日 １４：００～１６：００

タガログ語 月曜日 １４：００～１６：００

金曜日 ８：３０～１６：００

スペイン語 水曜日 １１：００～１３：００
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木曜日 １４：００～１６：００

中国語 木曜日 １１：００～１６：００

ベトナム語 随時

※職員は、通訳の資格はないが、 歳高等学校卒業以上の学歴で、学校教育課で

筆記試験、面接を経て採用

主な業務

• 通訳・翻訳業務

成績表や“おたより”など家庭への連絡や通知の翻訳。個別懇談や家庭訪問時

の通訳。後述する巡回指導員が担当しない学校を対象とし、学校⇒学校教育課

⇒サポートセンターの経路で依頼を受け、学校へ派遣。

• 学習支援

日本語習得のための教材（宿題を含む）を提供。教材を日本語に翻訳する

だけでなく、子どもの日本語レベルに合わせた表現に翻訳。

• 子どもの相談

学校生活で不適応を示した子どもの支援方法について、指導主事とともに

学校に出向き相談に応じる。

• 保護者の面接

学校から依頼のもと保護者との相談・面接

（保護者からの直接相談には対応しておらず、学校からの依頼のみ）

４．学校日本語指導員について

常駐指導員と巡回指導員に分かれる。

・ 常駐指導員

①サポートセンター

②保見中学校、西保見小学校・東保見小学校の国際教室

③ことばの教室

・ 巡回指導員

言語に合わせて子どもの学習や生活を支援するために週に１～２時間、該当校を

訪問する。通常学級に入り、あるいは別教室で担任の指導方針のもと、学習の補

助を行う。その他、保護者との連絡、宿題の翻訳など家庭学習のサポートの他、

日本語が不十分なために担任や友達とのコミュニケーションが困難な子どもに母

国語で相談に応じている。

５．課題

（１）こども園では日本語でのコミュニケーションが十分に可能な子どもでも、国語や

算数などの教科学習で躓くことがある。日常の会話は問題がないように思えるが
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資料３ 外国人児童生徒に関する報告書

１．外国人のうち支援が必要な児童・生徒の数

平成２８年１１月現在 ８４２人（全児童生徒数の２．３％）。

２．外国人児童生徒の居住区

３５～４０％が保見地区に在住。この地区の小学校では児童の ％が外国人

３．外国人児童生徒に対する支援のしくみ

来日⇒学校教育課の面接⇒ことばの教室⇒通常学級（巡回指導員の支援）

↑

豊田市外国人児童・生徒サポートセンター

（１）学校教育課の面接

来日後、日本の学校への移行を円滑にするために、保護者に日本の学校について説明

している。内容は、主として学校行事、給食、持ち物など。日本の習慣を強要せず、

それぞれの母語や母国の文化を尊重し、家庭ではこれまでの生活を大切にしてもらう

ように伝えている。

（２）ことばの教室

西保見小、野見小、大林小に設置。在籍校に近い学校を選択。

来日して間もない外国籍の子どもを対象とし、４か月を超えない期間、毎日登

校。５時間授業。後半は在籍校の体験を繰り返しながら、移行を支援する。

毎年６０人弱が通学している（平成２８年度１１月現在では８４名、各クラス担任２

名）。ただし、家族が送迎できるものに限られるため、１０名程度は、ことばの教室を

利用せず、直接在籍校へ入学する。

（３）豊田市外国人児童・生徒サポートセンター（以下、サポートセンター）

学校教育課が所管。学校日本語指導員（常駐・巡回）全５０名が在籍。

西保見小学校に設置。

職員体制

勤務時間 ８：３０～１６：３０

常 勤 ２名 （ポルトガル語１名、英語１名）

非常勤 ４８名（日本人も含む）

言 語 英語 月、火、金曜日 １４：００～１６：００

タガログ語 月曜日 １４：００～１６：００

金曜日 ８：３０～１６：００

スペイン語 水曜日 １１：００～１３：００
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木曜日 １４：００～１６：００

中国語 木曜日 １１：００～１６：００

ベトナム語 随時

※職員は、通訳の資格はないが、 歳高等学校卒業以上の学歴で、学校教育課で

筆記試験、面接を経て採用

主な業務

• 通訳・翻訳業務

成績表や“おたより”など家庭への連絡や通知の翻訳。個別懇談や家庭訪問時

の通訳。後述する巡回指導員が担当しない学校を対象とし、学校⇒学校教育課

⇒サポートセンターの経路で依頼を受け、学校へ派遣。

• 学習支援

日本語習得のための教材（宿題を含む）を提供。教材を日本語に翻訳する

だけでなく、子どもの日本語レベルに合わせた表現に翻訳。

• 子どもの相談

学校生活で不適応を示した子どもの支援方法について、指導主事とともに

学校に出向き相談に応じる。

• 保護者の面接
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（保護者からの直接相談には対応しておらず、学校からの依頼のみ）

４．学校日本語指導員について

常駐指導員と巡回指導員に分かれる。

・ 常駐指導員
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基本的な語彙数が少なく、抽象的な表現や長文の読解、作文などが難しい。このよ

うな子どもの中に、母国語も不確かな子どもがおり、ダブルリミテッドと呼ばれ、

乳幼児期から母語の獲得が不十分なまま第 外国語を学ぶためにどちらの言葉も習

得しにくい子どもたちがいる。

（２）通訳を介すると微妙な言い回しが伝わりにくく、保護者の意向も確認しづらい。

また、国によって障がいに対する考え方も違う。すべてを考慮に入れながら慎重に

子どもの様子を伝えるが共通理解することの難しさを感じる。

（３）来日して間もない子どもたちでは、母国では不自由なく普通にできていたことが、

途端にできなくなる。また、ことばのコミュニケーションが成り立たないことや学

習が進まないために周囲からも過小評価される。一時的ではあるが、思春期に入る

中学生頃では不安定になりやすい。子どもに対する心理的サポートも必要であるが

人員が不足している。

（４）人材が不足している。母国語ができ、学習支援や個別支援ができる人材を育成す

る必要がある。外国人のいる学校には必要な通訳が常駐できる体制があれば、学習

だけでなく心理的なケアも含めた手厚い支援ができる。最近では、児童期にことば

の学級を利用して日本の学校に適応した人たちが日本語指導員として子どもたちの

支援をすることもある。来日したばかりで不安を抱える子どもたちの良き理解者に

なっている。このような人たちを活用したいと思うが、限られた予算であり雇用が

難しい。
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資料４ 豊田市における若者支援事業

豊田市子ども部次世代育成課

平成２７年４月１日より「豊田市若者

サポートステーション」と「豊田市若者

支援地域協議会」を開設した。

「若者サポートステーション」は、困

難を抱えた若者に関する総合的な相談窓

口・支援機関とするとともに、包括的支

援を行う際の調整機関として位置づける。

「若者支援地域協議会」は、若者が抱

える複雑な課題に対し、包括的にかつ適

正な支援が行えるよう、支援ネットワー

クの形成と情報交換を行う機関とする。

１ 根拠・開設日

子ども・若者育成支援推進法第１９条第１項の規定 平成２７年４月１日

２ 会議の構成

①代表者会議（原則年１回開催）

・若者支援に係る情報交換及び連携による支援について

②実務者会議（必要に応じて開催。平成２８年度は２回開催予定）

・関係機関の情報交換、研修、啓発、調査等について

３ 構成機関

・豊田公共職業安定所

・豊田市社会福祉協議会（生活困窮者事業受託者）

・豊田市福祉事業団（こども発達センター等）

・豊田加茂医師会

・豊田市文化振興財団（青少年センター）

・西三北地区高等学校生徒指導研究会

・豊田市民生委員児童委員協議会

・ＮＰＯ法人育て上げネット中部虹の会（市若者サポートステーション、

安城若者サポートステーション等）

・豊田市青少年相談センター パルクとよた

・豊田市 地域福祉課、障がい福祉課、生活福祉課、健康政策課、ものづくり産業

振興課、子ども家庭課、次世代育成課

４ 平成２７年度の開催状況

①代表者会議（１回）

平成２７年５月２８日（木）午後３時～ 豊田市青少年センター 交流室 

１ 若者を支援する体制づくり

２ 豊田市若者支援地域協議会
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資料４ 豊田市における若者支援事業

豊田市子ども部次世代育成課

平成２７年４月１日より「豊田市若者

サポートステーション」と「豊田市若者

支援地域協議会」を開設した。

「若者サポートステーション」は、困

難を抱えた若者に関する総合的な相談窓

口・支援機関とするとともに、包括的支

援を行う際の調整機関として位置づける。

「若者支援地域協議会」は、若者が抱

える複雑な課題に対し、包括的にかつ適

正な支援が行えるよう、支援ネットワー

クの形成と情報交換を行う機関とする。

１ 根拠・開設日

子ども・若者育成支援推進法第１９条第１項の規定 平成２７年４月１日

２ 会議の構成

①代表者会議（原則年１回開催）

・若者支援に係る情報交換及び連携による支援について

②実務者会議（必要に応じて開催。平成２８年度は２回開催予定）

・関係機関の情報交換、研修、啓発、調査等について

３ 構成機関

・豊田公共職業安定所

・豊田市社会福祉協議会（生活困窮者事業受託者）

・豊田市福祉事業団（こども発達センター等）

・豊田加茂医師会

・豊田市文化振興財団（青少年センター）

・西三北地区高等学校生徒指導研究会

・豊田市民生委員児童委員協議会

・ＮＰＯ法人育て上げネット中部虹の会（市若者サポートステーション、

安城若者サポートステーション等）

・豊田市青少年相談センター パルクとよた

・豊田市 地域福祉課、障がい福祉課、生活福祉課、健康政策課、ものづくり産業

振興課、子ども家庭課、次世代育成課

４ 平成２７年度の開催状況

①代表者会議（１回）

平成２７年５月２８日（木）午後３時～ 豊田市青少年センター 交流室 

１ 若者を支援する体制づくり

２ 豊田市若者支援地域協議会
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②実務者会議（２回）

ⅰ）平成２７年８月２１日（金）午後１時～豊田市青少年センター 交流室 
・「豊田市若者支援地域協議会の運営について」 

講師：豊橋市子ども・若者総合窓口 相談員 横田 小百合氏 
・意見交換（グループワーク） 

 
ⅱ）平成２８年２月１８日（木）午後１時３０分～豊田市こども発達センター 
・豊田市若者支援地域協議会の役割について 

講師：札幌若者支援総合センター 館長 松田 考氏 
・意見交換（グループワーク） 
・子ども発達センター見学 

豊田市若者サポートステーションは、困難を抱えた若者に関する総合的な相談窓口・

支援機関として位置づけ、各専門機関をつなぐ連結ピンとしての役割を担う。

≪運営体制≫ 事業受託 ： ＮＰＯ法人育て上げネット中部 虹の会への委託

人員 ：常勤相談員１名、専門相談員 非常勤 １名、運営スタッフ２名

開設場所： 豊田市青少年センター（小坂本町 産業文化センタ ー１階）

≪主な機能・事業≫

１ 総合相談窓口機能

①常設窓口相談 ・常勤相談員による相談。１Ｆ相談室にて実施。

②専門相談 ・心理カウンセラーによる相談。週１日（４件 日）程度の定期開催。

２ 居場所・交流活動・体験

・居場所（フリースペース、卓球等交流事業、ジョブトレーニング）

・ジョブトレ体験会、職場見学会

３ 支援者連携機能

①家族の学習会 親同士の情報交換と親の負担感を和らげる。

②支援者養成講座 市民ボランティアの支援者を育成

≪実績≫

■平成 年度利用者数 （人）

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ ２ ３ 小計

登録者数 継続 人

相

談

通常 件

電話 件

専門 件

居場所・ジョブトレ

ジョブトレ体験会 中止

職場見学

３ 豊田市若者サポートステーション

36 
 

■登録者 人 の相談主訴

主訴 人数 割合 ％

就労・仕事探し ６５人 ５１．６％

ひきこもり ２７人 ２１．４％

病気・障がい １３人 １０．３％

不登校・中退 １０人 ７．９％

その他（仕事不安、生活困窮更正、外国人、子育て等） １１人 ８．８％
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発達障害児者等の地域特性に応じた

支援ニーズとサービス利用の

実態の把握と支援内容に関する研究

宮崎市の発達障害支援の現状

（初年度調査）

 
研究分担者 髙橋 脩 （豊田市福祉事業団 理事長、児童精神科医） 
 
研究協力者 大庭 健一 （宮崎市総合発達支援センター センター長、小児科医) 

重黒木真由美（宮崎市総合発達支援センター 診療所長、小児科医) 
伊東 美和 （宮崎市総合発達支援センター 心理士

甲斐 那智 （宮崎市総合発達支援センター 心理士

米澤 征剛 （宮崎市総合発達支援センター 理学療法士

鮫島奈緒美 宮崎県中央発達障害者支援センター 心理士

橋口 浩志 （県立宮崎病院 精神医療センター所長、児童精神科医

赤松 馨 （独法国立病院機構 宮崎東病院、児童精神科医

澤田 一美 （宮崎県立こども療育センター 小児科医）

古郷 博 （こごうメンタルクリニック 院長、精神科医）

糸数 智美 （どんぐりこども診療所 院長、小児科医）

糸数 直哉 （どんぐりこども診療所 副院長、小児神経科医）

安部なつみ （なつみ小児科クリニック 院長、小児科医）

井上 美佐 （宮崎市役所 健康支援課 親子の健康係 主査） 

浜崎 純一 （宮崎市役所 障がい福祉課 生活支援係 主任主事） 

大野 路子 （宮崎市役所 こども課 施設給付係 主任主事）

田口 毅 （宮崎市教育委員会 特別支援教育係 主幹）

研究要旨

宮崎市の発達障害の支援の現状を調査した。学校アンケート、医療機関調査、自治体ア

ンケートを実施。期日までに集計が可能であった学校アンケートの結果を報告する。小学

４年生の発達障害の支援ニーズは ％、男女比 ： 、 医療機関の受診率は ％。

中学 年生の発達障害の支援ニーズは ％、男女比 、医療機関の受診率は ％。

支援ニーズは小学 年生で増加、中学 年生で微減であった。非行（触法、虞犯）は小学

４年生で 名（支援ニーズ者の ％）、中学３年で 名（同 ％）であった。

38 
 

研究目的

発達障害の支援体制に対する新たな提言

を行うために、中核市・特例市・特別区の

例として、宮崎市の発達障害の支援ニーズ

調査を実施した。

研究方法

研究班の共通評価項目に従い、学校アン

ケート、医療機関調査、自治体アンケート

を実施した。学校アンケートは平成 年

月に送付。医療機関調査は、平成 年

月に研究協力者に説明を行い、調査を依頼

した。自治体アンケートは、 月に行政担

当者に依頼。いずれも 月中の回収を予定

した（一部は 月再依頼）。

研究結果

今回、期間内に集計と解析が可能であっ

た学校アンケート結果を報告する。

小学４年生

平成 年 月 日～平成 年 月 日

生まれの平成 年度の小学４年生を対象と

した。宮崎市内の在籍数は 名、男女

比は１： 。

小学校の回答率は ％であった。

このうち、有効回答数は 名で、 ％。

発達に何らかの遅れや偏りがある子ども

の在籍と対応は下記の通り。

遅れや偏りがある子 総数 男
女

知的級 総数 男
女

情緒級 総数 男
女

その他 総数 男
女

情緒通級 総数 男
女

ことば通級 総数 男
女

その他通級 総数 男
女

適応指導教室 総数 男
女

その他 総数 男

女

担任対応のみ 総数 男
女

集計 総数 男

女
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発達障害児者等の地域特性に応じた

支援ニーズとサービス利用の

実態の把握と支援内容に関する研究

宮崎市の発達障害支援の現状

（初年度調査）

 
研究分担者 髙橋 脩 （豊田市福祉事業団 理事長、児童精神科医） 
 
研究協力者 大庭 健一 （宮崎市総合発達支援センター センター長、小児科医) 

重黒木真由美（宮崎市総合発達支援センター 診療所長、小児科医) 
伊東 美和 （宮崎市総合発達支援センター 心理士

甲斐 那智 （宮崎市総合発達支援センター 心理士

米澤 征剛 （宮崎市総合発達支援センター 理学療法士

鮫島奈緒美 宮崎県中央発達障害者支援センター 心理士

橋口 浩志 （県立宮崎病院 精神医療センター所長、児童精神科医

赤松 馨 （独法国立病院機構 宮崎東病院、児童精神科医

澤田 一美 （宮崎県立こども療育センター 小児科医）

古郷 博 （こごうメンタルクリニック 院長、精神科医）

糸数 智美 （どんぐりこども診療所 院長、小児科医）

糸数 直哉 （どんぐりこども診療所 副院長、小児神経科医）

安部なつみ （なつみ小児科クリニック 院長、小児科医）

井上 美佐 （宮崎市役所 健康支援課 親子の健康係 主査） 

浜崎 純一 （宮崎市役所 障がい福祉課 生活支援係 主任主事） 

大野 路子 （宮崎市役所 こども課 施設給付係 主任主事）

田口 毅 （宮崎市教育委員会 特別支援教育係 主幹）

研究要旨

宮崎市の発達障害の支援の現状を調査した。学校アンケート、医療機関調査、自治体ア

ンケートを実施。期日までに集計が可能であった学校アンケートの結果を報告する。小学

４年生の発達障害の支援ニーズは ％、男女比 ： 、 医療機関の受診率は ％。

中学 年生の発達障害の支援ニーズは ％、男女比 、医療機関の受診率は ％。

支援ニーズは小学 年生で増加、中学 年生で微減であった。非行（触法、虞犯）は小学

４年生で 名（支援ニーズ者の ％）、中学３年で 名（同 ％）であった。

38 
 

研究目的

発達障害の支援体制に対する新たな提言

を行うために、中核市・特例市・特別区の

例として、宮崎市の発達障害の支援ニーズ

調査を実施した。

研究方法

研究班の共通評価項目に従い、学校アン

ケート、医療機関調査、自治体アンケート

を実施した。学校アンケートは平成 年

月に送付。医療機関調査は、平成 年

月に研究協力者に説明を行い、調査を依頼

した。自治体アンケートは、 月に行政担

当者に依頼。いずれも 月中の回収を予定

した（一部は 月再依頼）。

研究結果

今回、期間内に集計と解析が可能であっ

た学校アンケート結果を報告する。

小学４年生

平成 年 月 日～平成 年 月 日

生まれの平成 年度の小学４年生を対象と

した。宮崎市内の在籍数は 名、男女

比は１： 。

小学校の回答率は ％であった。

このうち、有効回答数は 名で、 ％。

発達に何らかの遅れや偏りがある子ども

の在籍と対応は下記の通り。

遅れや偏りがある子 総数 男
女

知的級 総数 男
女

情緒級 総数 男
女

その他 総数 男
女

情緒通級 総数 男
女

ことば通級 総数 男
女

その他通級 総数 男
女

適応指導教室 総数 男
女

その他 総数 男

女

担任対応のみ 総数 男
女

集計 総数 男

女
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研究目的に合わせて、回答の有効性を検

討し集計を実施すると、小学 年生で、発

達に何らかの遅れや偏りがある子どもは

名と判断された。発達障害の支援ニーズ

は ％、男女比 ： 、 医療機関の受

診率は ％となった。

※　％計算式＝人数÷有効回答数×100

総数 ％ 総数 ％ 総数 ％
男 男

女 女
男 男
女 女

Com障害 男 男
女 女
男 男

女 女
男 男
女 女

精神科 男 男
女 女

境界域 男 男
女 女

総数 ％ 総数 ％ 総数 ％

集計 男 男

女 女

疑い診断把握数

診断把握数 疑い総数

平成27年4月2日時点での居住コホートに含まれる有病者数（未受診例を含む）

]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）

]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）

④①②③以外で学力の特異的発達障害と思われる子ども ]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）

⑦境界域の知能を持っている子ども ]人 （男 人、 女 人）

⑤①②③④以外で精神遅滞と思われる子ども
⑥その他の精神科的支援が必要な子ども

※調査対象となった子どもの数（有効回答数）
※発達に何らかの遅れや偏りがあると思われる子どもの総数

①PDDと思われる子ども
②①以外で多動性障害と思われる子ども
③①②以外で会話および言語の特異的発達障害と思われる子ども

40 
 

日以上の長期欠席は 名。男女比は

： 。

反抗的な特性があると判断されたものは、

名。

非行（触法、虞犯）のため、児童相談所

や警察が関わっている子どもは 名

（ ％）。男女比は１： 、診断を受け

ている児は 名であった。

医療機関を受診していない子どもの、受

診しない理由は ｢必要性を感じない｣ が

多かった。
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研究目的に合わせて、回答の有効性を検

討し集計を実施すると、小学 年生で、発

達に何らかの遅れや偏りがある子どもは

名と判断された。発達障害の支援ニーズ

は ％、男女比 ： 、 医療機関の受

診率は ％となった。

※　％計算式＝人数÷有効回答数×100

総数 ％ 総数 ％ 総数 ％
男 男

女 女
男 男
女 女

Com障害 男 男
女 女
男 男

女 女
男 男
女 女

精神科 男 男
女 女

境界域 男 男
女 女

総数 ％ 総数 ％ 総数 ％

集計 男 男

女 女

疑い診断把握数

診断把握数 疑い総数

平成27年4月2日時点での居住コホートに含まれる有病者数（未受診例を含む）

]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）

]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）

④①②③以外で学力の特異的発達障害と思われる子ども ]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）

⑦境界域の知能を持っている子ども ]人 （男 人、 女 人）

⑤①②③④以外で精神遅滞と思われる子ども
⑥その他の精神科的支援が必要な子ども

※調査対象となった子どもの数（有効回答数）
※発達に何らかの遅れや偏りがあると思われる子どもの総数

①PDDと思われる子ども
②①以外で多動性障害と思われる子ども
③①②以外で会話および言語の特異的発達障害と思われる子ども

40 
 

日以上の長期欠席は 名。男女比は

： 。

反抗的な特性があると判断されたものは、

名。

非行（触法、虞犯）のため、児童相談所

や警察が関わっている子どもは 名

（ ％）。男女比は１： 、診断を受け

ている児は 名であった。

医療機関を受診していない子どもの、受

診しない理由は ｢必要性を感じない｣ が

多かった。
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中学３年生

平成 年 月 日～平成 年 月 日

生まれの平成 年度の中学３年生を対象と

した。宮崎市内の在籍数は 名。

中学校の回答率は ５％であった。

有効回答数は 名。

発達に何らかの遅れや偏りがある子ども

在籍と対応は下記の通り。

有効回答者数： 名

・ 男 名

・ 女 名

42 
 

研究目的に合わせて、回答の有効性を検

討し集計を実施すると、中学３年生で、発

達に何らかの遅れや偏りがある子どもは

名と判断された。発達障害の支援ニーズ

は ％、男女比 、医療機関の受診

率は ％となった。

平成27年4月2日時点での居住コホートに含まれる有病者数（未受診例を含む）

]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）

]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）

⑦境界域の知能を持っている子ども ]人 （男 人、 女 人）
⑥その他の発達障害と思われる子ども（精神科的支援が必要）

※発達に何らかの遅れや偏りがあると思われる子どもの総数
※調査対象となった子どもの数(有効回答数)

①PDDと思われる子ども
②①以外で多動性障害と思われる子ども
③①②以外で会話および言語の特異的発達障害と思われる子ども
④①②③以外で学力の特異的発達障害と思われる子ども
⑤①②③④以外で精神遅滞と思われる子ども
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中学３年生

平成 年 月 日～平成 年 月 日

生まれの平成 年度の中学３年生を対象と

した。宮崎市内の在籍数は 名。

中学校の回答率は ５％であった。

有効回答数は 名。

発達に何らかの遅れや偏りがある子ども

在籍と対応は下記の通り。

有効回答者数： 名

・ 男 名

・ 女 名

42 
 

研究目的に合わせて、回答の有効性を検

討し集計を実施すると、中学３年生で、発

達に何らかの遅れや偏りがある子どもは

名と判断された。発達障害の支援ニーズ

は ％、男女比 、医療機関の受診

率は ％となった。

平成27年4月2日時点での居住コホートに含まれる有病者数（未受診例を含む）

]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）

]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）
]人 （男 人、 女 人）

⑦境界域の知能を持っている子ども ]人 （男 人、 女 人）
⑥その他の発達障害と思われる子ども（精神科的支援が必要）

※発達に何らかの遅れや偏りがあると思われる子どもの総数
※調査対象となった子どもの数(有効回答数)

①PDDと思われる子ども
②①以外で多動性障害と思われる子ども
③①②以外で会話および言語の特異的発達障害と思われる子ども
④①②③以外で学力の特異的発達障害と思われる子ども
⑤①②③④以外で精神遅滞と思われる子ども
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日以上の長期欠席は 名。男女比は

１： 発達障害の支援ニーズ者に占める

割合は ％。

反抗的な特性があると判断されたものは、

名。男女比は１： ．

非行（触法、虞犯）のため、児童相談所

や警察が関わっている子どもは 名

（ ％）。男子のみで、６名が診断を受け

ていた。

医療機関を受診していない子どもの、受

診しない理由は｢不明｣が多かった。

【その他内訳】
・ 不明
・ 家族が必要性を感じていない

・ 小学校の先生からのアドバイス

家族の理解が得られない

他に相談の場がある

必要性を感じない

経済的理由

宗教的理由

受診に抵抗

なんとなく

その他

44 
 

考察

昨年度に本研究班で実施した宮崎市の発

達障害の支援ニーズ（括弧内：医療機関へ

の受診率）は小学 年生 ％（ ％ 、

中学 年生 ％（ ％）。今回は、小学４

年生 ％（ ％）、中学３年生 ％

（ ％）であった。

小学４年生で、支援ニーズが大きく増加、

中学３年生は、変化が認められなかったが、

受診率が増加していた。

小学４年生で支援ニーズが増えた何らか

の機序があると思われるが、他地域の結果

と比較してみたい。

今回の研究のテーマである男女比は、支

援ニーズのある小学４年生で男女比 ： 、

中学３年生で であり、中学生で女子

の割合が増えていた。

反抗的な特性は、発達障害の支援ニーズ

のある小学４年生の ％、中学３年生の

％に認められ、頻度の高い問題行動の

一つと考えられた。

非行（触法、虞犯）は、小学４年生 名

（支援ニーズ者の ％）、中学３年生

名（同 ％）で、医療機関で診断を受けて

いたのは、小学 年生で 名。中学３年生

で 名であった。

不登校は、小学４年生で 名（支援ニー

ズ者の ％）、中学３年生で 名（同

％）。昨年実施した中学２年生の不登校

率は ％で、増加してはないが、発達障害

の支援ニーズが考慮される中学生の約 割

が不登校を示す結果となっている。

今回のアンケートでは、外国人の子ども

に関する情報は得られなかった。

子どもの問題行動は様々な要因から生じ

ると考えられる。発達障害以外にも、愛着

障害・虐待、未熟児・低出生体重児、貧困・

家庭環境など、多くの要因があげられる。

学校アンケートによる発達障害の高い支

援ニーズは、問題行動が、発達障害として

過剰にカウントされた可能性があるが、要

因は重なっていると思われ、問題行動を示

す子どもと家族や学校に対する支援として、

発達障害の考え方と対応は、汎用性が大き

いと考える。

発達障害の支援の質を高め、高い支援ニ

ーズに応えていくシステムを作ることは、

母子保健を中心として地域社会を支えてい

く基本のシステムになると考えられ、調査

研究による質の向上が今後も望まれる。

結論

宮崎市の発達障害の支援ニーズ調査の一

環として、学校アンケート調査を実施した。

発達障害の支援ニーズは、小学 年生で

％、中学 年生で ％。小学生は前年

よりも大きく増加、中学生は大きな増減は

なかったが、両学年とも依然として高い支

援ニーズが認められた。

引用文献

なし

研究発表

論文発表 なし

学会発表 なし

知的財産権の出願・登録状況

特許取得 なし

実用新案登録 なし

その他 なし
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日以上の長期欠席は 名。男女比は

１： 発達障害の支援ニーズ者に占める

割合は ％。

反抗的な特性があると判断されたものは、

名。男女比は１： ．

非行（触法、虞犯）のため、児童相談所

や警察が関わっている子どもは 名

（ ％）。男子のみで、６名が診断を受け

ていた。

医療機関を受診していない子どもの、受

診しない理由は｢不明｣が多かった。

【その他内訳】
・ 不明
・ 家族が必要性を感じていない

・ 小学校の先生からのアドバイス

家族の理解が得られない

他に相談の場がある

必要性を感じない

経済的理由

宗教的理由

受診に抵抗

なんとなく

その他

44 
 

考察

昨年度に本研究班で実施した宮崎市の発

達障害の支援ニーズ（括弧内：医療機関へ

の受診率）は小学 年生 ％（ ％ 、

中学 年生 ％（ ％）。今回は、小学４

年生 ％（ ％）、中学３年生 ％

（ ％）であった。

小学４年生で、支援ニーズが大きく増加、

中学３年生は、変化が認められなかったが、

受診率が増加していた。

小学４年生で支援ニーズが増えた何らか

の機序があると思われるが、他地域の結果

と比較してみたい。

今回の研究のテーマである男女比は、支

援ニーズのある小学４年生で男女比 ： 、

中学３年生で であり、中学生で女子

の割合が増えていた。

反抗的な特性は、発達障害の支援ニーズ

のある小学４年生の ％、中学３年生の

％に認められ、頻度の高い問題行動の

一つと考えられた。

非行（触法、虞犯）は、小学４年生 名

（支援ニーズ者の ％）、中学３年生

名（同 ％）で、医療機関で診断を受けて

いたのは、小学 年生で 名。中学３年生

で 名であった。

不登校は、小学４年生で 名（支援ニー

ズ者の ％）、中学３年生で 名（同

％）。昨年実施した中学２年生の不登校

率は ％で、増加してはないが、発達障害

の支援ニーズが考慮される中学生の約 割

が不登校を示す結果となっている。

今回のアンケートでは、外国人の子ども

に関する情報は得られなかった。

子どもの問題行動は様々な要因から生じ

ると考えられる。発達障害以外にも、愛着

障害・虐待、未熟児・低出生体重児、貧困・
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結論

宮崎市の発達障害の支援ニーズ調査の一

環として、学校アンケート調査を実施した。

発達障害の支援ニーズは、小学 年生で
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平成 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と支援内容に

関する研究

分担研究報告書

函館市における発達障害支援の継時的推移に関する研究

（中間報告）

 
研究協力者 須佐 史信 （はこだて療育・自立支援センター診療所所長） 

高橋 和俊 （おしま地域療育センター所長） 
 

 
研究要旨：発達障害児とその家族に対する地域特性に応じた継続的な支援の実施と評

価 平成 ～ 年度 に引き続き、函館市における同一コホートの支援ニーズの推移

を調べた。具体的には、対象となる小学校、中学校、特別支援学校に対し、発達障害

支援に関するアンケート調査を行い全校から回答を得た。現在、集計および解析を行

っている。また、同一コホートに関して医療機関に対するアンケート調査を、倫理委

員会の承認を得て来年度に行う予定である。このほか、函館市から、支援サービスの

整備や連携の状況に関するアンケート調査の回答を得て解析中である。 
 

 
Ａ．研究目的

発達障害児とその家族に対する地域特性

に応じた継続的な支援の実施と評価(平成

25～27 年度)では、いくつかの地方自治体

を選び、それぞれの発達障害の支援ニーズ

や地域特性に応じた発達障害の支援システ

ムの現状について調査し、自治体規模に応

じた支援体制モデルを提言した。 

この中で、函館市に関しては中規模市の

一つとして調査を行い、以下の知見を得た。

人口統計学的指標や財政指標から見た函館

市は、人口減少、少子高齢化、財政難が中

規模市の中でも際立っていた一方で、発達

障害支援のニーズ自体は他市と大きな違い

はなかった。これらから、函館市における

今後の発達障害支援のあり方として、①財

政的に効率的であること、②未診断の子ど

もたちを含め幅広い層に発達障害支援のエ

ッセンスを含む支援を提供すること、③一

部の子どもたちへは医療を含む専門的な支

援を提供すること、を重視した。具体的に

は、一般の子育て支援の中に位置づけられ

るような発達障害支援の充実、普通教育と

特別支援教育とが継ぎ目なく連続するよう

な個別性の高い教育環境、発達障害診療を

行う医療機関の集約化・拠点化を提言した。 

本研究では、函館市におけるその後の発

達障害支援ニーズの推移や支援体制の整

3 
 

備・連携状況を明らかにし、さらなる課題

を探り、提言実現へ向けた道筋を示したい。 

 

Ｂ．研究方法

地域特性に関する調査

函館市保健福祉部障がい保健福祉課に依

頼し、函館市教育委員会学校教育部、函館

市子ども未来部母子保健課の協力も得て、

発達障害児に関する支援状況調査を行った。

具体的には、函館市の地域特性、ライフス

テージごとの発達障害の支援システムや連

携体制、発達障害者支援法の改正等に関連

した相談窓口や連携組織の整備・運用状況、

発達障害の支援全体に関する課題を自治体

としてどう認識しているか、等について調

査票への記入を依頼した。 

 

発達障害の支援ニーズに関する調査

函館市教育委員会、北海道教育局および

渡島教育局の協力を得て、函館市立小学校

46校、同中学校 22校、および函館市在住

の児童・生徒が在籍している函館市ならび

に近隣の北海道立の特別支援学校（盲・聾・

養護学校）6 校、国立特別支援学校 1 校に

アンケートへの回答を依頼した。 

調査対象は平成 28 年度 4月 2日現在で

函館市に住所のある小学校 4 年生および中

学校 3 年生であり、これらは平成 25～27

年度の調査対象と同一コホートである。調

査項目は、男女別在籍児童・生徒数、発達

に何らかの遅れや偏りを持つ児童・生徒数

とその特徴（困難）の種類、医療機関受診

の有無、受診していない場合にはその理由、

不登校の数である。 

このうち発達の遅れや偏りの特徴は、(1) 

広汎性発達障害、(2) 多動性障害、(3) コミ

ュニケーション障害・構音障害、(4) 学習障

害、(5) 精神遅滞、(6) 吃音・選択性緘黙・

チックなどその他、の 6種類に分け、複数

の特徴がみられる場合には番号の最も小さ

い項目に分類した。これらの特徴はあくま

でも教育現場の判断とし、医学的診断の有

無については問わなかった。 

不登校については文部科学省の定義「年

間 30日以上欠席した児童生徒のうち、病気

や経済的な理由を除き、何らかの心理的、

情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背

景により、児童生徒が登校しないあるいは

したくてもできない状況にある者」に従い、

平成 28年 4月 2日から 9月 1日時点まで

のどこかの期間に一度でも上記の定義に当

てはまる状態になったことのある場合とし

た。 

アンケートの送付および回収は、函館市

立の学校については函館市教育委員会に依

頼した。特別支援学校については、北海道

教育局および渡島教育局の許可を得て、個

別に郵送し、郵送により回収した。 

医療機関への調査については、函館中央

病院倫理委員会での承認を得た上で、平成

29年度に実施する予定である。調査対象と

なる医療機関は、函館市内で発達障害児の

診断を行う4医療機関(ゆうあい会石川診療

所、かとうメンタルクリニック、函館中央

病院小児科、はこだて療育・自立支援セン

ター診療所)である。調査対象者は、上記医

療機関を受診した函館市在住の平成 28 年

度の小学校 4年生および中学校 3年生で、

教育機関への調査と同一コホートである。

診療録等から、性別、診断名、診断を受け

た年齢、知能指数、不登校の有無等を調査

する予定である。 
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（倫理面への配慮）

行政機関への調査票には、回答に個人情

報が含まれないように配慮した。 

学校へのアンケートに関しては、学校名

を無記名とした。また、データはすべて集

計による解析とし、個別の子どもが特定さ

れることのないようにした。 

医療機関用データベースについては、個

人を特定できる形でデータを公表しないこ

ととする。なお、複数の医療機関を受診し

た児童・生徒の重複を防ぐため、集計段階

で、性別、生年月日により照合することと

する。 

Ｃ．研究結果

地域特性に関する調査

函館市保健福祉部障がい保健福祉課から

調査票の提出を受けて、現在、解析中であ

る。この中で、平成 25年度調査と比較し、

28年度調査では函館市の人口減、少子高齢

化は一層進行している一方、財政難や失業

率はほぼ横ばいだった。また、児童発達支

援事業や放課後等デイサービス、保育所等

訪問支援、障害児相談支援事業の事業所数

は激増し利用者も伸びている一方、事業所

間や保育・教育機関との連携は未整備であ

ることがうかがわれた。 

 

発達障害の支援ニーズに関する調査

函館市立小学校 46 校、同中学校 22 校、

道立・国立特別支援学校 7 校への依頼に対

して、全校から有効回答を得た (回収率

100％)。児童・生徒数については、小学校

4年生在籍 2083 名（男 1100 名、女 983

名）で、そのうち遅れや偏りのある児童は

217 名(男 174 名、女 43 名)だった。総数

に占める割合は 10.4％ (男 15.8％、女

4.4％)で、平成 27年度調査と著変はなかっ

た。中学校 3年生在籍 1877名（男 998名、

女 875名）で、そのうち遅れや偏りのある

生徒は 111 名(男 80名、女 31名)だった。

総数に占める割合は 5.9％(男 8.0％、女

3.5％)で、平成 27年度調査から 1ポイント

以上の減少だった。これらの背景について

は、本報告で考察したい。 

医療機関への調査については、前回調査

で用いたデータベースを利用する予定であ

る。倫理委員会の正式な承認を得られ次第、

各医療機関に対して調査を依頼する予定で

ある。 

 

Ｄ．考察 

本年度はデータの収集および解析の準備

で終わり、詳細な解析および考察は来年度

に行う予定である。 

 

Ｅ．結論 

同上 

 

Ｆ．研究発表 

 1. 論文発表 

なし 

 

 2. 学会発表 

なし 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

 1. 特許取得 なし 

 2. 実用新案登録 なし 

 3. その他 なし 

 

5 
 

Ｈ．参考文献 

1)本田秀夫：厚生労働科学研究費補助金障

害者対策総合研究事業総括研究報告書：

発達障害児とその家族に対する地域特性

に応じた継続的な支援の実施と評価―平

成 25～27年度総合研究報告書(H25―身

体・知的―一般―008)，2016。 

2)高橋和俊：厚生労働科学研究費補助金障

害者対策総合研究事業分担研究報告書：

全国調査との比較から見た函館市の発達

障害支援の現状と今後への展望―平成

25～27 年度総合研究報告書(H25―身

体・知的―一般―008)，2016。
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4 
 

（倫理面への配慮）

行政機関への調査票には、回答に個人情

報が含まれないように配慮した。 

学校へのアンケートに関しては、学校名

を無記名とした。また、データはすべて集

計による解析とし、個別の子どもが特定さ

れることのないようにした。 

医療機関用データベースについては、個

人を特定できる形でデータを公表しないこ

ととする。なお、複数の医療機関を受診し

た児童・生徒の重複を防ぐため、集計段階

で、性別、生年月日により照合することと

する。 

Ｃ．研究結果

地域特性に関する調査

函館市保健福祉部障がい保健福祉課から

調査票の提出を受けて、現在、解析中であ

る。この中で、平成 25年度調査と比較し、

28年度調査では函館市の人口減、少子高齢

化は一層進行している一方、財政難や失業

率はほぼ横ばいだった。また、児童発達支

援事業や放課後等デイサービス、保育所等

訪問支援、障害児相談支援事業の事業所数

は激増し利用者も伸びている一方、事業所

間や保育・教育機関との連携は未整備であ

ることがうかがわれた。 

 

発達障害の支援ニーズに関する調査

函館市立小学校 46 校、同中学校 22 校、

道立・国立特別支援学校 7 校への依頼に対

して、全校から有効回答を得た (回収率

100％)。児童・生徒数については、小学校

4年生在籍 2083 名（男 1100 名、女 983

名）で、そのうち遅れや偏りのある児童は

217 名(男 174 名、女 43 名)だった。総数

に占める割合は 10.4％ (男 15.8％、女

4.4％)で、平成 27年度調査と著変はなかっ

た。中学校 3年生在籍 1877名（男 998名、

女 875名）で、そのうち遅れや偏りのある

生徒は 111 名(男 80名、女 31名)だった。

総数に占める割合は 5.9％(男 8.0％、女

3.5％)で、平成 27年度調査から 1ポイント

以上の減少だった。これらの背景について

は、本報告で考察したい。 

医療機関への調査については、前回調査

で用いたデータベースを利用する予定であ

る。倫理委員会の正式な承認を得られ次第、

各医療機関に対して調査を依頼する予定で

ある。 

 

Ｄ．考察 

本年度はデータの収集および解析の準備

で終わり、詳細な解析および考察は来年度

に行う予定である。 

 

Ｅ．結論 

同上 

 

Ｆ．研究発表 

 1. 論文発表 

なし 

 

 2. 学会発表 

なし 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

 1. 特許取得 なし 

 2. 実用新案登録 なし 

 3. その他 なし 

 

5 
 

Ｈ．参考文献 

1)本田秀夫：厚生労働科学研究費補助金障

害者対策総合研究事業総括研究報告書：

発達障害児とその家族に対する地域特性

に応じた継続的な支援の実施と評価―平

成 25～27年度総合研究報告書(H25―身

体・知的―一般―008)，2016。 

2)高橋和俊：厚生労働科学研究費補助金障

害者対策総合研究事業分担研究報告書：

全国調査との比較から見た函館市の発達

障害支援の現状と今後への展望―平成

25～27 年度総合研究報告書(H25―身

体・知的―一般―008)，2016。
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平成２８年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と

支援内容に関する研究

分担研究報告書

松本市における発達障害児とその家族に対する

継続的な支援の実態と評価のあり方に関する研究

研究協力者 原田 謙 （長野県立こころの医療センター駒ヶ根）

研究要旨

研究初年度（通算４年目）に当たる本年は、 年度の小学 年生（現在小学４年生）と

年度の小学 年生（現在中学３年生）の発達障害の有病率について、その推移を調査した。また、

各発達障害における反抗的な子ども、素行の問題のある子ども、不登校の割合を調べた。

その結果、 年度の 年生が 年生に上がる段階で、発達障害と診断された子どもは ⇒

に、 年度の６年生が中学３年生に上がる段階で、発達障害と診断された子どもは ⇒

に増加していた。

小学 年生の反抗的な子どもは、 が疑われる子どもの 、 が疑われる子どもの

を占めた。中学 年になると反抗的な子どもは、 が疑われる子どもでは減少するものの、

が疑われる子どもの に増加した。素行の問題も 傾向の子どもでは をこえており、

思春期のおける 症状と反抗・非行の親和性をあらためて強く感じさせた。

中学 年になると 学習障害や境界知能が疑われる子どもの、おのおの 割前後が

不登校となっており、こうした子ども達の学校での適応の難しさを明確に示していると考えられ

た。

Ａ．研究目的

規模や特性の異なる自治体における発達障害

支援ニーズの把握とともに，規模や特性に応じ

た発達障害の支援システムの現状を調査し，具

体的な支援のあり方についてのモデルを示すこ

とが本研究の目的である。

本年度は、昨年度に引き続き、松本市の協力

のもとに、発達障害の支援ニーズに関する調査

を行うとともに、特に臨床的に問題となる、反

社会的行動の併存の割合を調査した。

Ｂ．研究方法

年度の小学 年生及び小学 年生における

発達障害全体及び発達障害の種類ごとに，有病

率の推移を調査した。平成 年 月 日現在で、

松本市内に在住する平成 年 月 日～平成

年 月 日生まれの小学 年生（平成 年度の

小学 年生）と、平成 年 月 日～平成

年 月 日生まれの中学 年生（平成 年度の

小学 年生）について、発達障害の診断名，そ

の人数、重複診断と反抗、素行の問題、反抗挑

戦性障害 、素行障害 の併存率を調査

した。

（倫理面への配慮）

本研究の実施にあたっては、研究分担者が所

属する長野県立こころの医療センター駒ヶ根倫

3 
 

理委員会の承認を得た。

Ｃ．研究結果

１．発達障害の支援ニーズの推移に関する調

査

松本市の学校調査

松本市の市立小学校 校、市立中学校

校と特別支援学校 校（計 校）に、松本市

および長野県教育委員会を通して調査を行い、

校から回答を得た（回答率 ）。

Ａ 小学４年生における発達の問題が疑われ

る児童

小学４年生 名（男子 名、女子

名）において、学校が発達障害の疑いを持っ

ている児童と発達障害が診断されている児童

の割合の変化は表のとおりである。

疑い人数（％） 診断された人数（％）

年 年 年 年 年 年 年 年

発達障害全体 （

言語障害

学習障害 ー ー ー ー ー ー

知的障害

その他

境界知能 ー ー ー ー ー ー

Ｂ 松本市の中学３年生における発達の問題

が疑われる児童

中学３年生 名（男子 名、女子

名）において、学校が発達障害の疑いを持っ

ている児童と発達障害が診断されている児童

の割合の経年変化は表のとおりである。

疑い人数（％） 診断された人数（％）

年 年 年 年 年 年 年 年

発達障害全体 （ ） （ ）

言語障害

学習障害

知的障害

その他

境界知能 ー ー ー ー ー ー

Ｃ．小学４年生における反抗的な児童、素行

不良な児童および不登校の割合

小学４年生 名において、学校が知的・

発達障害として把握している児童のうち、反
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平成２８年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と

支援内容に関する研究

分担研究報告書

松本市における発達障害児とその家族に対する

継続的な支援の実態と評価のあり方に関する研究

研究協力者 原田 謙 （長野県立こころの医療センター駒ヶ根）

研究要旨

研究初年度（通算４年目）に当たる本年は、 年度の小学 年生（現在小学４年生）と

年度の小学 年生（現在中学３年生）の発達障害の有病率について、その推移を調査した。また、

各発達障害における反抗的な子ども、素行の問題のある子ども、不登校の割合を調べた。

その結果、 年度の 年生が 年生に上がる段階で、発達障害と診断された子どもは ⇒

に、 年度の６年生が中学３年生に上がる段階で、発達障害と診断された子どもは ⇒

に増加していた。

小学 年生の反抗的な子どもは、 が疑われる子どもの 、 が疑われる子どもの

を占めた。中学 年になると反抗的な子どもは、 が疑われる子どもでは減少するものの、

が疑われる子どもの に増加した。素行の問題も 傾向の子どもでは をこえており、

思春期のおける 症状と反抗・非行の親和性をあらためて強く感じさせた。

中学 年になると 学習障害や境界知能が疑われる子どもの、おのおの 割前後が

不登校となっており、こうした子ども達の学校での適応の難しさを明確に示していると考えられ

た。

Ａ．研究目的

規模や特性の異なる自治体における発達障害

支援ニーズの把握とともに，規模や特性に応じ

た発達障害の支援システムの現状を調査し，具

体的な支援のあり方についてのモデルを示すこ

とが本研究の目的である。

本年度は、昨年度に引き続き、松本市の協力

のもとに、発達障害の支援ニーズに関する調査

を行うとともに、特に臨床的に問題となる、反

社会的行動の併存の割合を調査した。

Ｂ．研究方法

年度の小学 年生及び小学 年生における

発達障害全体及び発達障害の種類ごとに，有病

率の推移を調査した。平成 年 月 日現在で、

松本市内に在住する平成 年 月 日～平成

年 月 日生まれの小学 年生（平成 年度の

小学 年生）と、平成 年 月 日～平成

年 月 日生まれの中学 年生（平成 年度の

小学 年生）について、発達障害の診断名，そ

の人数、重複診断と反抗、素行の問題、反抗挑

戦性障害 、素行障害 の併存率を調査

した。

（倫理面への配慮）

本研究の実施にあたっては、研究分担者が所

属する長野県立こころの医療センター駒ヶ根倫

3 
 

理委員会の承認を得た。

Ｃ．研究結果

１．発達障害の支援ニーズの推移に関する調

査

松本市の学校調査

松本市の市立小学校 校、市立中学校

校と特別支援学校 校（計 校）に、松本市

および長野県教育委員会を通して調査を行い、

校から回答を得た（回答率 ）。

Ａ 小学４年生における発達の問題が疑われ

る児童

小学４年生 名（男子 名、女子

名）において、学校が発達障害の疑いを持っ

ている児童と発達障害が診断されている児童

の割合の変化は表のとおりである。

疑い人数（％） 診断された人数（％）

年 年 年 年 年 年 年 年

発達障害全体 （

言語障害

学習障害 ー ー ー ー ー ー

知的障害

その他

境界知能 ー ー ー ー ー ー

Ｂ 松本市の中学３年生における発達の問題

が疑われる児童

中学３年生 名（男子 名、女子

名）において、学校が発達障害の疑いを持っ

ている児童と発達障害が診断されている児童

の割合の経年変化は表のとおりである。

疑い人数（％） 診断された人数（％）

年 年 年 年 年 年 年 年

発達障害全体 （ ） （ ）

言語障害

学習障害

知的障害

その他

境界知能 ー ー ー ー ー ー

Ｃ．小学４年生における反抗的な児童、素行

不良な児童および不登校の割合

小学４年生 名において、学校が知的・

発達障害として把握している児童のうち、反
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4 
 

抗的、あるいは素行不良との疑いを持ってい

る児童と、 が診断されている児童、お

よび不登校の割合は表のとおりである。

疑い 反抗 非行 診断 不登校

対人関係など

落ち着きなさ

言葉の問題

学習の遅れ

知的な遅れ

その他

境界知能

計

Ｄ．松本市の中学３年生における反抗的な児

童、および素行不良な児童の割合

同じく小学４年生 名において、学校が

知的・発達障害として把握している児童のう

ち、反抗的、あるいは素行不良との疑いを持

っている児童と、 が診断されている児

童、および不登校の割合は表のとおりである。

疑い 反抗 非行 診断 不登校

対人関係など

落ち着きなさ

言葉の問題

学習の遅れ

知的な遅れ

その他

境界知能

計

Ｅ．考察

１．発達障害の支援ニーズの推移に関する調

査

（ ） 年生から 年生の経年推移

年度に入学した 年生が 年度 年

生に上がるまでに、何らかの発達障害を疑わ

れた割合は、約 ％でほぼ横ばいであった。

診断される子どもは、 ⇒ と年々増加

していた。このうち広汎性発達障害 を疑

われる子どもは 3.6 ⇒ 5.0％と増加、診断さ

れる子どもも 2.6 ⇒ 4.2％と増加していた。

注意力欠如多動性障害 は、疑われる子

どもは ⇒ ％と、全体とは逆に減少し、

診断される子どもは１％前後でほぼ横ばいで

あった。

この理由としては、知能に関係する障害は

入学時に診断されているものが多いが、気持

ちの汲み取れなさなどの 症状は、周りの

子の成長につれ、年々浮き彫りになるのでは

ないかと推測された。一方、診断されるほど

ではない 傾向の子どもは、多動などの症

状が年々落ち着いていくため、疑われる子ど

5 
 

もが減り、診断される子どもも一定数にとど

まるのではないかと推測された。

（ ）小学 年から中学 年の経年推移

年度の６年生が 年度に中学 年生

に上がるまでに、何らかの発達障害を疑われ

た割合は ％前後で、ほぼ横ばいであった。

診断される子どもは ⇒ に増加して

いた。このうち を疑われる子どもは3.0 ⇒ 

％と増加、診断される子どもも 2.6 ⇒ 

％と増加していた。

は、疑われる子どもは ％前後、診

断される子どもは ％前後でほぼ横ばいで

あった。

年齢が上がって思春期に入ると、 傾向

を有する子どもは、定型発達の子どもと対人

関係を構築・維持する力の差が大きくなるた

め、発達障害を疑われたり診断される割合が

増えるのであろう。一方、 症状は思春期

前に落ち着いてくるため、疑われたり診断さ

れる子どもはさらに減少すると考えられた。

（ ） 小学校 年生における

発達障害全体では が疑われる子どもは

全体の 、学校が診断を受けていると認識

している子どもは ％であった。一方、

が疑われている子どもは 、学校が診断を

受けていると認識している子どもは、わずか

であった。これは学校現場の感覚と医療

の診断のギャップを示しており、医療側の

診断に対する意識の向上が望まれた。

発達障害別にみると、反抗的と受け止めら

れている子どもは、 が疑われる子どもの

うちの 、 が疑われる子どもの を

占めており、この両者に集中し、かつ、この

両者の中で高い割合を占めていることが理解

された。 と診断されている子どもは圧倒

的に に多く、他の発達障害では は

ほとんど認められなかった。

これらは、 の養育の困難さを示し

ていると考えられた。

（ ） 中学 年生における

発達障害全体では が疑われる子どもは

全体の と増加。学校が診断を受けている

と認識している子どもは ％で小学 年生

と同数であった。 が疑われている子どもは

全体の 、学校が診断を受けていると認識

している子どもは と、小学 年に比べれ

ば増加していた。これは、いわゆる反抗期と

称される思春期ゆえの攻撃的・反抗的行動が

増えることと関連していると推測された。

発達障害別にみると、 が疑われる子ど

もの半数近くが反抗的と受け止められており、

素行の問題も同じく 割をこえていた。思春

期のおける 傾向と反抗・非行の親和性を

あらためて強く感じさせた。学習の遅れや知

的な遅れ、境界知能をもつ症例でも反抗的な

子どもは増えていたが、これは、進学に向け

て学習成績が明確になる段階で、これらの子

どもの自己評価が低下することと関連してい

ると推測された。

（ ） 発達障害における不登校

発達障害における不登校は、小学校 年生

の段階では殆ど問題にならないほど少数であ

った。一方、中学 年になると 学

習障害や境界知能が疑われる子どもの 割前

後が不登校となっており、こうした子ども達

の学校での適応の難しさを明確に示している

と考えられた。

．研究発表

論文発表

 原田 謙：反抗挑戦性評価尺度の 臨

床における意義と限界．齊藤万比古、（編）、

注意欠陥多動性障害の診断治療ガイドラ

イン第４版、 ，じほう社、東京．

 原田 謙：併存症 １ 行動障害群（反抗

挑発症，素行症）ほか．齊藤万比古、（編）、

注意欠陥多動性障害の診断治療ガイドラ

イン第４版、 ，じほう社、東京．
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抗的、あるいは素行不良との疑いを持ってい

る児童と、 が診断されている児童、お

よび不登校の割合は表のとおりである。

疑い 反抗 非行 診断 不登校

対人関係など

落ち着きなさ

言葉の問題

学習の遅れ

知的な遅れ

その他

境界知能

計
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境界知能

計

Ｅ．考察

１．発達障害の支援ニーズの推移に関する調

査

（ ） 年生から 年生の経年推移

年度に入学した 年生が 年度 年

生に上がるまでに、何らかの発達障害を疑わ

れた割合は、約 ％でほぼ横ばいであった。

診断される子どもは、 ⇒ と年々増加

していた。このうち広汎性発達障害 を疑

われる子どもは 3.6 ⇒ 5.0％と増加、診断さ

れる子どもも 2.6 ⇒ 4.2％と増加していた。

注意力欠如多動性障害 は、疑われる子

どもは ⇒ ％と、全体とは逆に減少し、

診断される子どもは１％前後でほぼ横ばいで

あった。

この理由としては、知能に関係する障害は

入学時に診断されているものが多いが、気持

ちの汲み取れなさなどの 症状は、周りの

子の成長につれ、年々浮き彫りになるのでは

ないかと推測された。一方、診断されるほど

ではない 傾向の子どもは、多動などの症

状が年々落ち着いていくため、疑われる子ど

5 
 

もが減り、診断される子どもも一定数にとど
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年度の６年生が 年度に中学 年生

に上がるまでに、何らかの発達障害を疑われ

た割合は ％前後で、ほぼ横ばいであった。
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％と増加、診断される子どもも 2.6 ⇒ 

％と増加していた。

は、疑われる子どもは ％前後、診

断される子どもは ％前後でほぼ横ばいで
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関係を構築・維持する力の差が大きくなるた
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うちの 、 が疑われる子どもの を

占めており、この両者に集中し、かつ、この

両者の中で高い割合を占めていることが理解

された。 と診断されている子どもは圧倒

的に に多く、他の発達障害では は

ほとんど認められなかった。

これらは、 の養育の困難さを示し

ていると考えられた。

（ ） 中学 年生における

発達障害全体では が疑われる子どもは

全体の と増加。学校が診断を受けている
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期のおける 傾向と反抗・非行の親和性を

あらためて強く感じさせた。学習の遅れや知

的な遅れ、境界知能をもつ症例でも反抗的な

子どもは増えていたが、これは、進学に向け

て学習成績が明確になる段階で、これらの子

どもの自己評価が低下することと関連してい

ると推測された。

（ ） 発達障害における不登校

発達障害における不登校は、小学校 年生

の段階では殆ど問題にならないほど少数であ

った。一方、中学 年になると 学

習障害や境界知能が疑われる子どもの 割前

後が不登校となっており、こうした子ども達

の学校での適応の難しさを明確に示している

と考えられた。

．研究発表
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 原田 謙：反抗挑発症、素行症 小児内科、

小児外科編集委員会（共編）、小児疾患診

療のための病態生理、 ，東京医

学社、東京．

学会発表

 原田謙 「秩序破壊的、衝動制御、素行症

群 ― との関連も含めて―」 日本

学会第７回総会， 年 月

 原田謙 「 マーチをたどらせないため

に、小児科医は何をすべきか？ ―児童精

神科医からの提案―」 第 回日本小児

科学会学術集会， 年 月

．知的財産権の出願・登録状況

特記なし

．参考文献

特記なし
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平成 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と

支援内容に関する研究

研究協力 研究報告

板橋区（人口 万人）における、「発達障がい児や発達の遅れや偏りなどの気づ

きの段階の子どもたちを含めた包括的な子育て支援」のあり方

主任研究者：本田秀夫

研究分担者：高橋 脩

研究協力者 米山 明

（所属）心身障害児総合医療療育センター 外来療育部長

板橋区子ども発達支援センター 所長

 
 
 
 
 
 

研究要旨  
発達障害児とその家族への早期からの支援においては、「見立て」より「手立て」が

優先されるべき発達特性から、障害福祉分野と子ども・子育て支援即ち、子ども家庭福

祉分野が協働して各地域で支援が行なわれるのが理想である。さらに、発達障害は子ど

も虐待の子ども側のハイリスク要因でもあり、社会的養護についても協働を必要とす

る。 
障害を含む子どもの育ちを保証する権利や制度は、重なりはあるものの、国の施策・

地方自治体での施策は縦割りの部分が多く、中規模都市に該当する、人口 万の東京都

板橋区においても関係部署とそのサービスは類似したサービスが提供されているが、そ

の支援内容が異なる、継続性が乏しい、縦横の連携がないなど現状がある。それらの統

一された仕組みづくりが急務である。今回、子どもとその家族からみた、発達障害への

支援のあり方について、障害福祉と子ども家庭福祉（子ども・子育て、社会的養護を含

む）支援について、支援の現状を分析考察するとともに、関係部署の合同協議会（発達

ネットと自立支援協議会障がい児部会 共催）を「障がい児や発達の遅れや偏りなどの
気づきの段階の子どもたちを含めた包括的な子育て支援」をテーマに行ったのでその結

果を考察し報告する。 
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A. 研究目的 
「発達障害」を中心とした障害児とその家

族支援においては、その地域特性に即した

支援資源の確保と支援体制整備が急務であ

る。 

発達障害に関連した法制度は、図 1 のよう

になる。 

一方、発達障害への早期介入支援におい

ては、「見立て」より「手立て」が優先され

るべき発達特性から、障害福祉分野と子ど

も・子育て支援即ち、子ども家庭福祉分野

が協働して各地域で支援が行なわれるのが

理想である。さらに、発達障害は子ども虐

待の子ども側のハイリスク要因でもあり、

社会的養護についても協働を必要とする。 
 
表１ 子育て・発達障害を含む障害児支援 関連制度の現状（国・板橋区） 
施策対象 根拠法 国 省庁担当部署 板橋区 担当部署 

障害児 
（発達障害を含む） 

障害者総合支援法 
児童福祉法 

厚労省  社会援護局
障害福祉部 障害福

祉課障害児・発達障害

者支援室 

区福祉部障がい者福

祉課  

親・赤ちゃん 母子保健法（児福法） 厚労省雇用均等・児童
家庭局 母子保健課 

健康生きがい部 
健康推進課 

保育・子育て支援 
子ども・子育て支援法 内閣府 子ども・子育

て本部 
子ども家庭部 
子ども政策課/保育サ
ービス課  

4 
 

社会的養護 
児童福祉法 厚労省雇用均等・児童

家庭局 家庭福祉課 
子ども家庭部 
子ども家庭支援セン

ター 
学齢期（児童・生徒） 
（幼児を含む） 

改正学校教育法 文部科学省 教育委員会 
特別支援教育支援係 

 

表１のように、障害を含む子どもの育ち

を保証する制度は、重なりはあるものの、

国の施策・地方自治体での施策は縦割りの

部分が多い。 
中規模都市に該当する、人口 56 万人（年

間出生数およそ 4400人）で増加傾向にある。
東京 23 区のうち北西部に位置し、面積は
32.22㎢、東京 23区中 9番目の広さをもつ
地域である。その板橋区においても関係部

署と子育て支援に関連するサービスは，類

似、重複したサービスが提供されている。

しかし、その支援内容が異なる、継続性が

ない、縦横の連携がなされていないなどの

現状があり、それらの統一された仕組みづ

くりが急務である。 
今回、子どもとその家族からみた、発達

障害への支援のあり方について、障害福祉

と子ども家庭福祉（子ども・子育て、社会

的養護を含む）支援について関係部署の合

同協議会（発達ネットと自立支援協議会障

がい児部会共催）を「障がい児や発達の遅

れや偏りなどの気づきの段階の子どもたち

を含めた包括的な子育て支援について」テ

ーマとして行ったので考察し報告する。 
 
B. 研究方法 
１ 板橋区の発達障害を含む障害（その

疑いのある）子ども、ない子どもの、子育

て支援の現状の検討と考察 
２平成２８年度 板橋区地域自立支援協

議会 第２回 障がい児部会と 
乳幼児の発達を支援する関係機関連絡会

（発達ネット）の共催について 
関係機関の現状と今後の在り方への意見ア

ンケート調査の検討考察 
 

【倫理面への配慮】

以上のいずれの調査についても、データ結

果はすべて集計の後に数的な情報のみを解析

し、個人が特定されることのないよう配慮し

た。

【参考データ】 
３ 参考の基本データとして 障害福祉部

における相談支援利用計画書の利用につい

て、 
１）板橋区内・外の療育機関の状況 
２）学齢期における「特別支援教育」

が必要とする、児童生徒数 
３）保育所等に通う、要支援認定を

受けている児童数 
４）板橋区子ども発達支援センター

の相談件数 など 
５）関係機関の連携について 
６）障害児相談支援計画書・個別支

援計画の現状について（作成と

利用）図２ 

（１）福祉間連携（保育所.
幼稚園と障害児通所施設、並行通園状況） 
   （２）福祉・教育（移行支
援連携、就学支援シート利用状況） 

（３）特別支援教育（小中

学校での「発達障害」の疑いのある児童生

徒の 
 

C. 研究結果と考察 
１ 板橋区の発達障害を含む障害（その疑

いのある）子ども、ない子どもの、子育て

支援の現状 
板橋区の、子育て・発達障害支援に関連

したサービスと関連する機関は、表２の通

りである。担当部署と子育て支援・発達障

害支援に関連するサービスは，類似、重複
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A. 研究目的 
「発達障害」を中心とした障害児とその家
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１）板橋区内・外の療育機関の状況 
２）学齢期における「特別支援教育」

が必要とする、児童生徒数 
３）保育所等に通う、要支援認定を
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したサービスが提供されている。さらに、

その支援内容が異なっている、継続性や縦

横の連携がなされていないことが明らかと

なった。 
 
表２ 子育て・発達障害支援に関連したサービスと機関（板橋区） 

 
以下に、代表的な課題についてまとめた。 

 
板橋区の発達障害を含む障害（その疑い

のある）子ども、ない子どもの、子育て支

援の現状（代表的な子育て相談機関の機能）

１）板橋区「子ども発達支援センター」機能

「板橋区子ども発達支援センター」事業は、

発達障害者支援法 第１条「発達障がい者の
心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活

の促進のために発達障がいの症状の発見後

できるだけ早期に発達支援を行うことが重

要である」という理念に准じ、乳幼児及び

児童の発達障がいに特化した専門相談窓口

を開設することにより、本人及び保護者に

対する発達障がいの早期発見、早期支援体

制の充実を図ることを目的とする。（板橋区

子ども発達支援センター事業実施要綱（平

成２３年４月 板橋区長決定）より）とし、
平成２３年７月２０日より、板橋区の委託

を受けて事業を開始した。（図表 2-1,2） 
①個別支援は、保護者の児の発達に関

する心配や困り感などの「気付き」やそれ

以前の段階からの支援を意識した専門相談。 
 ア）専門相談、イ）保護者（親）

支援：a) ペアレントトレーニング、b) こ

施策対象 区内 担当部署 サービス場所・内容など

障害児

（発達障害を含む）

障がい者福祉課 児童発達支援センター ・児童発達支

援事業 、放課後等デイサービス

親・赤ちゃん 

健康推進課 保健センター(5) 乳幼児健診・育児相

談・妊婦相談・母と子の会・遊びの会(3)
ネウボラ(H28〜事業) 
子ども発達支援センター： 
個別相談・子育て支援：親教室・支援

者研修 要対協会議など 

保育・子育て支援

子ども家庭部  
保育サービス課 

保育所（待機児童 328人 2016.10） 
障害児保育（249要支援申請（新）58 
・（一時保育） 

社会的養護

子ども家庭部  
子ども家庭支援センター 

子育て相談・親プログラム 
ショートステイ・トワイライトステイ 
要対協会議運営 

幼児・学齢期の子ども

教育委員会 
学務課（幼稚園） 
教育支援センター 
文科省（国立） 

幼稚園・学校・特別支援教育・特別支

援学級・学校（病弱）（知的・肢体・

盲・ろう） 
いじめ・各種相談 

学童保育（あいキッズ）障害児枠撤廃 

子ども

子ども家庭部 
子ども政策課 

子ども子育て支援事業 
子 育 て 応 援 児 童 館 CAP’S
（Children&Parents’Station） 
（子育て相談(5) 子育て応援教室）26
ヶ所（統廃合） 

6 
 

とばの教室、c) 運動遊びの教室、d) 発達特
性理解の講義、e) 地域の生活資源利用の

活用の講義 ウ） 個別支援調整会議

の開催 
専門相談を受けた中で支援が必要な事例

について、支援方針の検討及び関係機関（健

康福祉センター、福祉事務所、保育園、幼

稚園、小中学校、療育機関等）の支援内容

の共有化を図り、各支援機関の役割を確認

するための、板橋区要保護児童対策地域協

議会設置要綱第 6 条、７条に基づく関係機
関の連携会議。（図表 2-1）

 
 ② 地域支援は、ア）発達障がいに関す

る人材育成として、保育士、保健師、教師

等を対象に発達障がいの理解とその対応に

ついての研修。 
 イ） 地域連携推進会議の開催 
a)「個別支援調整会議」区内発達を支援し
ている関係機関（専門医療機関、かかりつ

け医、療育機関、健康福祉センター、福祉

事務所、保育園、児童館、幼稚園、小・中

学校、教育相談所等の実務を担当する責任

者等）の情報の共有化及び支援体制の課題

について検討し、有機的な連携体制を推進

するための、板橋区要保護児童対策地域協

議会設置要綱第６条、7 条、８条に基づく
（要対協）会議。 
平成 15年より板橋区保健所・健康福祉セ
ンターが立ち上げた「乳幼児の発達を支援す

る関係機関連絡会（発達ネット）」   
b) 情報発信：発達障がいに関連する、

各種ガイドブック（例：板橋区 発達障がい
児支援ガイドブック（関係者用）、板橋区保

健所 リーフレット（1歳 6か月・3歳の発
達の目安とワンポイントアドバイス） な

どである。 

 
２）板橋区子ども家庭部 「子ども家庭支援

センター」機能

東京都の場合、「子ども家庭支援センター」

（他県では家庭児童相談室：家児相）と呼

ばれるが、虐待予防・対応の要保護児童対

策地域協議会：要対協の機能が設置されて

いる。

子ども家庭支援の事業は、

①育児支援ヘルパー派遣事業

②子ども家庭在宅サービス事業（ショート

ステイ・トワイライトステイ）

③ファミリー・サポート・センター事業

④すくすくカード

⑤赤ちゃんの駅

⑥情報発信：いたばし子育て情報ブック（こ

どもイエローページを含む）

⑦支援員養成：板橋区子育て支援員養成講

座 
⑧子育てを学ぶ：親プログラム（Star 
Parenting） 
などである。 
 
１）２）板橋区の代表的な子ども・保護者

（家族）支援についても、重複が複数見ら

（図表 2-2） 
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したサービスが提供されている。さらに、

その支援内容が異なっている、継続性や縦

横の連携がなされていないことが明らかと

なった。 
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の共有化を図り、各支援機関の役割を確認

するための、板橋区要保護児童対策地域協

議会設置要綱第 6 条、７条に基づく関係機
関の連携会議。（図表 2-1）
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達の目安とワンポイントアドバイス） な

どである。 

 
２）板橋区子ども家庭部 「子ども家庭支援

センター」機能

東京都の場合、「子ども家庭支援センター」

（他県では家庭児童相談室：家児相）と呼

ばれるが、虐待予防・対応の要保護児童対

策地域協議会：要対協の機能が設置されて

いる。

子ども家庭支援の事業は、

①育児支援ヘルパー派遣事業

②子ども家庭在宅サービス事業（ショート

ステイ・トワイライトステイ）

③ファミリー・サポート・センター事業

④すくすくカード

⑤赤ちゃんの駅

⑥情報発信：いたばし子育て情報ブック（こ

どもイエローページを含む）

⑦支援員養成：板橋区子育て支援員養成講

座 
⑧子育てを学ぶ：親プログラム（Star 
Parenting） 
などである。 
 
１）２）板橋区の代表的な子ども・保護者

（家族）支援についても、重複が複数見ら

（図表 2-2） 
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れる。 
その重複について、例１、子育て支援指導

の手法である「ペアレントトレーニング」

例２：「子育て相談」 について、検討して

みると、 
 
例１：子育て支援：ペアレントトレーニン

グ

現在、国の施策として、「ペアレントトレ

ーニング」「ペアレントプログラム」を啓発

しているが、

◯子ども発達支援センターでペアレント

トレーニング（まめの木式）とノーバディ

ズパーフェクト

◯「子ども家庭支援センター」ではスタ

ーペアレンティング

◯ 健康推進課主導で、いたばし版ネウ

ボラが平成 年スタートした。

※ネウボラ…フィンランドの子育

て支援

これらは、行動療法で正の強化「肯定的な

注目：ほめる」などを軸としているが、各々

異なりがある。指導支援内容に「発達障害」

のある子どもや親自身の精神心理的課題など

がある場合のフォローなど慎重にする必要性

があり、指導内容やフォローアップや連携体

制など関係機関で擦り合わせ確認が必要であ

る。 
尚、区内大学病院、心身障害児総合医療

療育センターでも「ペアトレ」を実施してい

るが、まめのき式（精研式）で統一しフォロ

ーアップと連携も各機関で行なわれている。 
 
例２ 子育て相談

１）健康推進課（生きがい部）保健センタ

ー 
        ①「乳幼児健診」   ②育児相談  
③「あそびの会」 

④板橋区子ども発達支援センター 
２）子ども家庭部：①子ども家庭支援セン

ター ②子育て政策課：児童館 
③保育サービス課：保育所 

３）療育機関：子育て相談 障害児相談支

援事業所 

４）教育機関 ①教育相談所（２ヶ所）言

語・心理相談 ②学校：特別支援学校地域

支援室：発達相談  
５）医療機関 1 歳 6 ヶ月健診、３歳児健
診、子どもの心の診療連携クリニック、 
５歳児診療（健診）大学病院・一般病院 
６）大学（東京家政大学）：発達相談（教室・

指導を含む）帝京大学：LDセンター 
など相談窓口は多岐にわたるが、「発達障

害」に関連した子育て相談の場合、専門性

をもたず、傾聴と経過観察だけで終えてし

まい、「手立て」を提供できないなど、相談

者側の「発達障害」支援の研修は課題であ

る。 
 
 

２ 合同開催となった、板橋区地域自

立支援協議会（障がい児部会）と発達

ネットの結果 （予定）

2月 16日開催予定の「自立支援協議会障
がい児部会」と「乳幼児の発達を支援する関

係機関連絡会（発達ネット）」との合同開催と

なった、テーマである

「障がい児や発達の遅れや偏りなどの気づ

きの段階の子どもたちを含めた包括的な子

育て支援について」の会議に向けたアンケ

ート（参考資料１を参照）を課題と提案（こ

うしたら良くなる）を以下の点にまとめ、

自立支援協議会障がい児部会の提言とした。 
（資料２ 参加者所属名簿）

さらに、子育ち・子育て援助論（淑徳大

学 柏女霊峰先生、 和洋女子大学 佐藤

まゆみ先生編集）（資料 別添付）を踏まえ、

当日佐藤まゆみ先生を講師として、「地域で

の包括的な子育て支援」について講演予定

とした。 
 
【まとめ】 
今回の研究結果と考察をもとにまとめた内

容を、３月開催予定の、自立支援協議会全

体会へ報告と提言として提出予定である。

8 
 

これをまとめとする。

 

板橋区地域自立支援協議会への提案 月開催予定へ向けて （案）

開催 自立支援協議会 障がい児部会

１ 療育支援体制のさらなる整備をお願いします。

区内の療育機関（児童発達支援センター・児童発達支援事業）は著しく不足しています。

・療育機関の開設の推進をお願いします。また、

・保育園・幼稚園等への支援強化（インクルージョンの推進）をお願いします。

・放課後等デイサービス事業は、肢体不自由児・「医療的ケア」を必要とする児を含む重

度障害児向けの事業所の充実と児童の発達特性に配慮した支援プログラムの作成とその実施を

お願いします。

２ 板橋区の障害のある子どもない子ども、社会的養護の必要な子どもすべての子どもが大切

に守られ育つ、子育てできる、支援システムの構築をお願いします。

児童福祉法・子育て世代包括支援、子ども子育て支援新制度の下、保健・福祉・障害福祉・

教育・医療の分野を超えた連携の強化と支援システムの構築をお願いします。

３ 就学前の児童の発達支援の内容（障害児発達支援利用計画書）の充実と療育機関での活用、お

よび就学に向けての学校への移行支援など縦の連携の参考資料と利用できる充実・活用の推進をお

願いします。

４ 支援者と関係機関を繋ぐコーディネーターの役割の人の専門性の向上に向けた研修の充実をお願

いします。

 

【資料１】 
発達ネット・板橋区地域自立支援協議会 障がい児部会 向け アンケート結果

関係機関 現状課題（困難感） 提案

（こうすれば良くなる）

健康福祉事務所

障害者支援係

・相談場所は増えているが、療育が必要と言われて

も、児童発達支援の待機児が多く受け皿も少ないた

め受けることができない。早い者勝ちや遠くても親

が連れて行ければうけられるというように、本当に

必要な子へのサービスが届いていないように感じ

る。また幼稚園や保育園も療育の場であるはずなの

に、登園を制限したり断られるケースがある。集団

を経験できずに就学を迎える場合もある

・一方で放課後デイサービスは充実しており、毎日

利用している子もいる。親の就労は条件にしていな

いため、学校からデイサービスに行き、 時過ぎに帰

宅し家族と過ごす時間があまりないのではないか。

・必要としているお子さんにある程

度公平にサービスが受けられるよう

に窓口を一本化する（杉並方式）

・子発でも集団を月に 回～ 回やっ

てもらえると親も安心するのではな

いか

・どのお子さんでも公平にサービス

が受けられるように相談窓口の一本

化や個別のケースを管理する仕組み

があるとよい
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れる。 
その重複について、例１、子育て支援指導

の手法である「ペアレントトレーニング」

例２：「子育て相談」 について、検討して

みると、 
 
例１：子育て支援：ペアレントトレーニン

グ

現在、国の施策として、「ペアレントトレ

ーニング」「ペアレントプログラム」を啓発

しているが、

◯子ども発達支援センターでペアレント

トレーニング（まめの木式）とノーバディ

ズパーフェクト

◯「子ども家庭支援センター」ではスタ

ーペアレンティング

◯ 健康推進課主導で、いたばし版ネウ

ボラが平成 年スタートした。

※ネウボラ…フィンランドの子育

て支援

これらは、行動療法で正の強化「肯定的な

注目：ほめる」などを軸としているが、各々

異なりがある。指導支援内容に「発達障害」

のある子どもや親自身の精神心理的課題など

がある場合のフォローなど慎重にする必要性

があり、指導内容やフォローアップや連携体

制など関係機関で擦り合わせ確認が必要であ

る。 
尚、区内大学病院、心身障害児総合医療

療育センターでも「ペアトレ」を実施してい

るが、まめのき式（精研式）で統一しフォロ

ーアップと連携も各機関で行なわれている。 
 
例２ 子育て相談

１）健康推進課（生きがい部）保健センタ

ー 
        ①「乳幼児健診」   ②育児相談  
③「あそびの会」 

④板橋区子ども発達支援センター 
２）子ども家庭部：①子ども家庭支援セン

ター ②子育て政策課：児童館 
③保育サービス課：保育所 

３）療育機関：子育て相談 障害児相談支

援事業所 

４）教育機関 ①教育相談所（２ヶ所）言

語・心理相談 ②学校：特別支援学校地域

支援室：発達相談  
５）医療機関 1 歳 6 ヶ月健診、３歳児健
診、子どもの心の診療連携クリニック、 
５歳児診療（健診）大学病院・一般病院 
６）大学（東京家政大学）：発達相談（教室・

指導を含む）帝京大学：LDセンター 
など相談窓口は多岐にわたるが、「発達障

害」に関連した子育て相談の場合、専門性

をもたず、傾聴と経過観察だけで終えてし

まい、「手立て」を提供できないなど、相談

者側の「発達障害」支援の研修は課題であ

る。 
 
 

２ 合同開催となった、板橋区地域自

立支援協議会（障がい児部会）と発達

ネットの結果 （予定）

2月 16日開催予定の「自立支援協議会障
がい児部会」と「乳幼児の発達を支援する関

係機関連絡会（発達ネット）」との合同開催と

なった、テーマである

「障がい児や発達の遅れや偏りなどの気づ

きの段階の子どもたちを含めた包括的な子

育て支援について」の会議に向けたアンケ

ート（参考資料１を参照）を課題と提案（こ

うしたら良くなる）を以下の点にまとめ、

自立支援協議会障がい児部会の提言とした。 
（資料２ 参加者所属名簿）

さらに、子育ち・子育て援助論（淑徳大

学 柏女霊峰先生、 和洋女子大学 佐藤

まゆみ先生編集）（資料 別添付）を踏まえ、

当日佐藤まゆみ先生を講師として、「地域で

の包括的な子育て支援」について講演予定

とした。 
 
【まとめ】 
今回の研究結果と考察をもとにまとめた内

容を、３月開催予定の、自立支援協議会全

体会へ報告と提言として提出予定である。

8 
 

これをまとめとする。

 

板橋区地域自立支援協議会への提案 月開催予定へ向けて （案）

開催 自立支援協議会 障がい児部会

１ 療育支援体制のさらなる整備をお願いします。

区内の療育機関（児童発達支援センター・児童発達支援事業）は著しく不足しています。

・療育機関の開設の推進をお願いします。また、

・保育園・幼稚園等への支援強化（インクルージョンの推進）をお願いします。

・放課後等デイサービス事業は、肢体不自由児・「医療的ケア」を必要とする児を含む重

度障害児向けの事業所の充実と児童の発達特性に配慮した支援プログラムの作成とその実施を

お願いします。

２ 板橋区の障害のある子どもない子ども、社会的養護の必要な子どもすべての子どもが大切

に守られ育つ、子育てできる、支援システムの構築をお願いします。

児童福祉法・子育て世代包括支援、子ども子育て支援新制度の下、保健・福祉・障害福祉・

教育・医療の分野を超えた連携の強化と支援システムの構築をお願いします。

３ 就学前の児童の発達支援の内容（障害児発達支援利用計画書）の充実と療育機関での活用、お

よび就学に向けての学校への移行支援など縦の連携の参考資料と利用できる充実・活用の推進をお

願いします。

４ 支援者と関係機関を繋ぐコーディネーターの役割の人の専門性の向上に向けた研修の充実をお願

いします。

 

【資料１】 
発達ネット・板橋区地域自立支援協議会 障がい児部会 向け アンケート結果

関係機関 現状課題（困難感） 提案

（こうすれば良くなる）

健康福祉事務所

障害者支援係

・相談場所は増えているが、療育が必要と言われて

も、児童発達支援の待機児が多く受け皿も少ないた

め受けることができない。早い者勝ちや遠くても親

が連れて行ければうけられるというように、本当に

必要な子へのサービスが届いていないように感じ

る。また幼稚園や保育園も療育の場であるはずなの

に、登園を制限したり断られるケースがある。集団

を経験できずに就学を迎える場合もある

・一方で放課後デイサービスは充実しており、毎日

利用している子もいる。親の就労は条件にしていな

いため、学校からデイサービスに行き、 時過ぎに帰

宅し家族と過ごす時間があまりないのではないか。

・必要としているお子さんにある程

度公平にサービスが受けられるよう

に窓口を一本化する（杉並方式）

・子発でも集団を月に 回～ 回やっ

てもらえると親も安心するのではな

いか

・どのお子さんでも公平にサービス

が受けられるように相談窓口の一本

化や個別のケースを管理する仕組み

があるとよい
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親自身も子供がいない生活に慣れてしまい、預ける

事に抵抗がないように思う。（健常児より自宅にい

る時間は少ないように思う）

・保護者の熱心さや家庭状況にもよるが、専門機関

の相談や療育など利用する機会にバラつきがあり、

利用できる人、できない人の差が大きい

・医療ケアが必要な子供の受け皿が少ない

子ども家庭支援セ

ンター

・発達障がい（疑）の子どもをあずかることのでき

るショートステイ事業が少ない。

疲弊している保護者の方へ提供でき

るサービスとして実施できるとよい

と考える。

児童館

子ども家庭部子ど

も政策課

・今年度より、区内 ヶ所（高島平・西徳）の児童

館で、発達が気になるお子さんを対象としたほっと

プログラム、おやこっこ（ ～ 才）、げんきっこ（

才～未就学児）、きらりん（ ～未就学、小学生）の

プログラムを実施している。 ～ 才までのおやこ

っこときらりん広場はほぼ毎月定員（ 組）を上回

る希望者がいる。現在、児童館職員が実践している

が、 組みとなると見守りをしてくれる人が必要で、

その手配に苦慮している（民生・児童医院に協力依

頼中）

都立 児童発達支

援センター（医療

型）

（板橋区 外）

・児童発達支援事業をどれくらい（時間、場所など）

利用するかについて、お子さん主体に考えながらど

う折り合いつけるか（保護者、事業所、関係機関）

・待機児童数（幼保、発達支援共に）

・保育園の要支援枠

より狭き門になってしまう。

人数を増やすのか、あるいは枠というものの考え

方を変えていくか

・要支援児に対する地域の理解

例えば「要支援の子がいると園の評判がおちる」

という声

・時間をかければかけるほど発達は

促されるのか。

・休憩の重要性

・発達に大切なものは効果がすぐ見

えるものだけではないこと

等々、幼児の発達についての情報を

どう伝えていくか。

・幼児期の発達についての見方、考

え方を広く伝えていく。

・子どもを主体に、保育や発達支援

の量を考えていくきっかけとする。

・保育園、幼稚園、発達支援事業所

が、行政上でもスムーズに連携でき

る組織づくりは可能か

都立 特別支援学

校

（ろう）

・本校の乳幼児教育相談（ 才児）に継続相談に通

っているお子さんの数が 月現在 名。うち、

名が重複した障害のあるお子さんである。療育施設

とのさらなる連携の必要を感じている。現在担当の

学校教員が 名のため、施設に訪問になかなか行け

ていない。

10 
 

児童発達支援セン

ター（福祉型）

・児童発達支援事業をどれくらい（時間、場所など）

利用するかについて、お子さん主体に考えながらど

う折り合いつけるか（保護者、事業所、関係機関）

・待機児童数（幼保、発達支援共に）

・保育園の要支援枠

より狭き門になってしまう。

人数を増やすのか、あるいは枠というものの考え

方を変えていくか

・要支援児に対する地域の理解

例えば「要支援の子がいると園の評判がおちる」

という声

・時間をかければかけるほど発達は

促されるのか。

・休憩の重要性

・発達に大切なものは効果がすぐ見

えるものだけではないこと等々、幼

児の発達についての情報をどう伝え

ていくか。

・幼児期の発達についての見方、考

え方を広く伝えていく。

・子どもを主体に、保育や発達支援

の量を考えていくきっかけとする。

・保育園、幼稚園、発達支援事業所

が、行政上でもスムーズに連携でき

る組織づくりは可能か

教育委員会

特別支援教育係

・学校現場での気づきに対して、保護者が認めない

ケースが多い。特別支援学級（知的・情緒等）への

入級を勧めても、 ～ 年以上かかる場合が多い。本

来は、知的の特別支援学級が対象である児童が、特

別支援教室を利用し、その後、知的の特別支援学級

へ繋がることもある。（本来は、特別支援教室の対

象児童ではない。）

・学校だけではなく、学齢前から他

の機関と連携して、そのお子さんに

適した学習環境に繋がる環境を作っ

ていけないものだろうか。

都立 特別支援学

校

（知的障害）

・子育てや発達の相談が充実すること

・障がい全般（特に発達障がい）に対応できる専門

的知識をもつ人の不足。

・障がいの重い鼓動や大人の方の一時保護や日数を

増やすこと

・発達の相談を受け、本人の困難さに寄り添い成長

を促すことができる機関の充実

・専門的知識、アドバイスができる

人の研修制度の充実

・赤塚ホーム以外にも保護ができる

施設を増やす

・発達障がいをもつ子ども・大人が

相談できるまでに長い間待たされる

現状を解決する（ 歳時検診の推進や

等も含めて）

福祉事務所 障害

福祉

・幼稚園との連携が理解がなく困難です。

・事業所が児の必要性に関わらず、利用日数を増や

すため待機児童への配慮を切にお願いしています

が、伝わらない。

・児の通所日数まで決めることができるシステムが

必要と思う。

・待機児童解消のため、どんな療育

が何日必要な児であるかを明確にし

たい。できる機関や医師の意見書が

あると良いと思います。

児童発達支援事業 ・障がい児の療育機関への待機児について。その中

でも他にどこにも通う場がないまま家庭で過ごして

いる子どもと家族へのアプローチをどうするか。

・学齢期にはいり通常級に入学して療育的な支援が

・支援に繋がっていない子どもの発

見のために、療育機関の待機児リス

トから現状把握をもう少しまめに行

う。健康福祉センター、子ども家庭
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親自身も子供がいない生活に慣れてしまい、預ける

事に抵抗がないように思う。（健常児より自宅にい

る時間は少ないように思う）

・保護者の熱心さや家庭状況にもよるが、専門機関

の相談や療育など利用する機会にバラつきがあり、

利用できる人、できない人の差が大きい

・医療ケアが必要な子供の受け皿が少ない

子ども家庭支援セ

ンター

・発達障がい（疑）の子どもをあずかることのでき

るショートステイ事業が少ない。

疲弊している保護者の方へ提供でき

るサービスとして実施できるとよい

と考える。

児童館

子ども家庭部子ど

も政策課

・今年度より、区内 ヶ所（高島平・西徳）の児童

館で、発達が気になるお子さんを対象としたほっと

プログラム、おやこっこ（ ～ 才）、げんきっこ（

才～未就学児）、きらりん（ ～未就学、小学生）の

プログラムを実施している。 ～ 才までのおやこ

っこときらりん広場はほぼ毎月定員（ 組）を上回

る希望者がいる。現在、児童館職員が実践している

が、 組みとなると見守りをしてくれる人が必要で、

その手配に苦慮している（民生・児童医院に協力依

頼中）

都立 児童発達支

援センター（医療

型）

（板橋区 外）

・児童発達支援事業をどれくらい（時間、場所など）

利用するかについて、お子さん主体に考えながらど

う折り合いつけるか（保護者、事業所、関係機関）

・待機児童数（幼保、発達支援共に）

・保育園の要支援枠

より狭き門になってしまう。

人数を増やすのか、あるいは枠というものの考え

方を変えていくか

・要支援児に対する地域の理解

例えば「要支援の子がいると園の評判がおちる」

という声

・時間をかければかけるほど発達は

促されるのか。

・休憩の重要性

・発達に大切なものは効果がすぐ見

えるものだけではないこと

等々、幼児の発達についての情報を

どう伝えていくか。

・幼児期の発達についての見方、考

え方を広く伝えていく。

・子どもを主体に、保育や発達支援

の量を考えていくきっかけとする。

・保育園、幼稚園、発達支援事業所

が、行政上でもスムーズに連携でき

る組織づくりは可能か

都立 特別支援学

校

（ろう）

・本校の乳幼児教育相談（ 才児）に継続相談に通

っているお子さんの数が 月現在 名。うち、

名が重複した障害のあるお子さんである。療育施設

とのさらなる連携の必要を感じている。現在担当の

学校教員が 名のため、施設に訪問になかなか行け

ていない。

10 
 

児童発達支援セン

ター（福祉型）

・児童発達支援事業をどれくらい（時間、場所など）

利用するかについて、お子さん主体に考えながらど

う折り合いつけるか（保護者、事業所、関係機関）

・待機児童数（幼保、発達支援共に）

・保育園の要支援枠

より狭き門になってしまう。

人数を増やすのか、あるいは枠というものの考え

方を変えていくか

・要支援児に対する地域の理解

例えば「要支援の子がいると園の評判がおちる」

という声

・時間をかければかけるほど発達は

促されるのか。

・休憩の重要性

・発達に大切なものは効果がすぐ見

えるものだけではないこと等々、幼

児の発達についての情報をどう伝え

ていくか。

・幼児期の発達についての見方、考

え方を広く伝えていく。

・子どもを主体に、保育や発達支援

の量を考えていくきっかけとする。

・保育園、幼稚園、発達支援事業所

が、行政上でもスムーズに連携でき

る組織づくりは可能か

教育委員会

特別支援教育係

・学校現場での気づきに対して、保護者が認めない

ケースが多い。特別支援学級（知的・情緒等）への

入級を勧めても、 ～ 年以上かかる場合が多い。本

来は、知的の特別支援学級が対象である児童が、特

別支援教室を利用し、その後、知的の特別支援学級

へ繋がることもある。（本来は、特別支援教室の対

象児童ではない。）

・学校だけではなく、学齢前から他

の機関と連携して、そのお子さんに

適した学習環境に繋がる環境を作っ

ていけないものだろうか。

都立 特別支援学

校

（知的障害）

・子育てや発達の相談が充実すること

・障がい全般（特に発達障がい）に対応できる専門

的知識をもつ人の不足。

・障がいの重い鼓動や大人の方の一時保護や日数を

増やすこと

・発達の相談を受け、本人の困難さに寄り添い成長

を促すことができる機関の充実

・専門的知識、アドバイスができる

人の研修制度の充実

・赤塚ホーム以外にも保護ができる

施設を増やす

・発達障がいをもつ子ども・大人が

相談できるまでに長い間待たされる

現状を解決する（ 歳時検診の推進や

等も含めて）

福祉事務所 障害

福祉

・幼稚園との連携が理解がなく困難です。

・事業所が児の必要性に関わらず、利用日数を増や

すため待機児童への配慮を切にお願いしています

が、伝わらない。

・児の通所日数まで決めることができるシステムが

必要と思う。

・待機児童解消のため、どんな療育

が何日必要な児であるかを明確にし

たい。できる機関や医師の意見書が

あると良いと思います。

児童発達支援事業 ・障がい児の療育機関への待機児について。その中

でも他にどこにも通う場がないまま家庭で過ごして

いる子どもと家族へのアプローチをどうするか。

・学齢期にはいり通常級に入学して療育的な支援が

・支援に繋がっていない子どもの発

見のために、療育機関の待機児リス

トから現状把握をもう少しまめに行

う。健康福祉センター、子ども家庭
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児童発達支援事業 ・区内に肢体不自由の幼児を単独で受け入れる場が

なく、他区に移行せざるをえない（加賀児童ホーム

枠が非運動系になったため）

・ 医療的ケアの中でも、呼吸器疾患の家族が長時間

利用できる場がない

・ （ヘレンは対象外）

医療機関

（大学病

院小児科）

・当院へは板橋区内の他、近くの区、約

が埼玉県から軽傷から重症までの初

診患者さんが来院しています。小児神経

科医の退職にともないマンパワー不足と

なっております。最近充分な対応が難し

くなってきております。

・発達特性を有する小児を見守る上では、医療機

関、各家庭、保育・幼稚園、それぞれの地域の連

携が重要であると考えます。重症度に合わせ、地

域との連携を体制化することが重要と考えます。

健康福祉センター ・医療ケアを受けている児（腸ろう）の

集団保育江を受け入れてくれる施設を探

すのに苦労しました。

・子発の先生方は気になった方についてご連絡を

下さり助かっています。

健康推進課健康サ

ービス係

・保育の需要が高まる中、保護者が児の

集団参加による成長刺激の期待を込め、

集団参加の場を保育園に求めた場合、保

育に欠ける要件の指数が低い場合には、

入園の可能性は低い。療育機関の利用が

必要な場合には、絶対数が少なく、待機

・相談機関では、療育機関利用の待機期間中に、

相談を継続して、保護者の不安に寄り添う支援を

している。

・療育機関が増える。

急に途切れる子ども、または必要性がありながら幼

児期に療育に繋がらないまま学齢期を迎える子ども

と家族に支援をどのように継続させるか。

支援センター等との情報共有を定期

的に行う。児童発達支援センターの

一般相談でインテーク段階の情報を

把握。

・保育所等訪問に代わる事業を行う

キッズガーデンとしては、学齢期を

迎え放デイに繋がらなかった子ども

の通常級やあいキッズとの連携を試

みる。

放課後等デイサー

ビス

・未就学児童の通園施設が足りない

・緊急時に利用できるショートステイがない（赤塚

ホームのみ）

・移動支援や居宅介ゴ等、障害児が利用するのに条

件がきびしく、保護者の負担が大きい

・障がいをもつ子どものための複合

型の専用施設（通所、短期入所、一

時預かり、相談等、ワンストップで

支援が受けられる施設）

地域教育力推進課 ・情報共有をスムーズに行える体制（要支援、状況

など）

・子どものことで心配な時、すぐ相談しにくいこと

（予約待ち多い）

・専門の医療機関が少ないこと

・子育て相談しやすい場所

12 
 

期間が長い。

・幼稚園によっては、障がい児の受け入

れの可否が分かれる。

健康福祉センター ・早期発見・療育といわれるが、障害の

うけとめができない母に対し、気になる

ということをどう返していくか悩む

・児童館の取り組みはとても良い。今後ひろげて

いく予定なのでしょうか。児童館で一般の母むけ

に児童館の活動で行っている遊びの意味など伝

えていく機会があってもよいかもという意見あ

り。

・療育は順番待ちの人が多いが、複数利用してい

る人もいる様ですが、利用のルールがどうなって

いるのかと思います。

【資料２】 「乳幼児の発達を支援する関係機関連絡会」出席者名簿 
機関別 所 属

心身障害児総合医療療育センター

板橋区医師会学校医部理事 （医師）

北療育医療センター 通園科 代表

心身障害児総合医療療育センター 通園科長

高島特別支援学校 教育相談担当

桐が丘特別支援学校 支援部代表

大塚ろう学校 乳幼児教育相談担当

東京家政大学ヒューマンライフ支援センター わかくさグループ

東京ＹＷＣＡ板橋センター 代表

加賀児童ホーム 園長

子ども発達支援センター所長

子ども発達支援センター （臨床心理士）

子ども発達支援センター （言語聴覚士）

子ども発達支援センター （作業療法士）

子ども発達支援センター （ ）

教育委員会事務局指導室 特別支援教育係長

教育委員支援センター 係長

板橋区立 幼稚園長

板橋区 私立 幼稚園 長

板橋区立上板橋児童館館長

板橋区立 保育園長

障がい者福祉課施設係長

板橋福祉事務所障がい者支援係 副係長（保健師）

赤塚福祉事務所障がい者支援係（保健師）

志村福祉事務所障がい者支援係（保健師）
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児童発達支援事業 ・区内に肢体不自由の幼児を単独で受け入れる場が

なく、他区に移行せざるをえない（加賀児童ホーム

枠が非運動系になったため）

・ 医療的ケアの中でも、呼吸器疾患の家族が長時間

利用できる場がない

・ （ヘレンは対象外）

医療機関

（大学病

院小児科）

・当院へは板橋区内の他、近くの区、約

が埼玉県から軽傷から重症までの初

診患者さんが来院しています。小児神経

科医の退職にともないマンパワー不足と

なっております。最近充分な対応が難し

くなってきております。

・発達特性を有する小児を見守る上では、医療機

関、各家庭、保育・幼稚園、それぞれの地域の連

携が重要であると考えます。重症度に合わせ、地

域との連携を体制化することが重要と考えます。

健康福祉センター ・医療ケアを受けている児（腸ろう）の

集団保育江を受け入れてくれる施設を探

すのに苦労しました。

・子発の先生方は気になった方についてご連絡を

下さり助かっています。

健康推進課健康サ

ービス係

・保育の需要が高まる中、保護者が児の

集団参加による成長刺激の期待を込め、

集団参加の場を保育園に求めた場合、保

育に欠ける要件の指数が低い場合には、

入園の可能性は低い。療育機関の利用が

必要な場合には、絶対数が少なく、待機

・相談機関では、療育機関利用の待機期間中に、

相談を継続して、保護者の不安に寄り添う支援を

している。

・療育機関が増える。

急に途切れる子ども、または必要性がありながら幼

児期に療育に繋がらないまま学齢期を迎える子ども

と家族に支援をどのように継続させるか。

支援センター等との情報共有を定期

的に行う。児童発達支援センターの

一般相談でインテーク段階の情報を

把握。

・保育所等訪問に代わる事業を行う

キッズガーデンとしては、学齢期を

迎え放デイに繋がらなかった子ども

の通常級やあいキッズとの連携を試

みる。

放課後等デイサー

ビス

・未就学児童の通園施設が足りない

・緊急時に利用できるショートステイがない（赤塚

ホームのみ）

・移動支援や居宅介ゴ等、障害児が利用するのに条

件がきびしく、保護者の負担が大きい

・障がいをもつ子どものための複合

型の専用施設（通所、短期入所、一

時預かり、相談等、ワンストップで

支援が受けられる施設）

地域教育力推進課 ・情報共有をスムーズに行える体制（要支援、状況

など）

・子どものことで心配な時、すぐ相談しにくいこと

（予約待ち多い）

・専門の医療機関が少ないこと

・子育て相談しやすい場所

12 
 

期間が長い。

・幼稚園によっては、障がい児の受け入

れの可否が分かれる。

健康福祉センター ・早期発見・療育といわれるが、障害の

うけとめができない母に対し、気になる

ということをどう返していくか悩む

・児童館の取り組みはとても良い。今後ひろげて

いく予定なのでしょうか。児童館で一般の母むけ

に児童館の活動で行っている遊びの意味など伝

えていく機会があってもよいかもという意見あ

り。

・療育は順番待ちの人が多いが、複数利用してい

る人もいる様ですが、利用のルールがどうなって

いるのかと思います。

【資料２】 「乳幼児の発達を支援する関係機関連絡会」出席者名簿 
機関別 所 属

心身障害児総合医療療育センター

板橋区医師会学校医部理事 （医師）

北療育医療センター 通園科 代表

心身障害児総合医療療育センター 通園科長

高島特別支援学校 教育相談担当

桐が丘特別支援学校 支援部代表

大塚ろう学校 乳幼児教育相談担当

東京家政大学ヒューマンライフ支援センター わかくさグループ

東京ＹＷＣＡ板橋センター 代表

加賀児童ホーム 園長

子ども発達支援センター所長

子ども発達支援センター （臨床心理士）

子ども発達支援センター （言語聴覚士）

子ども発達支援センター （作業療法士）

子ども発達支援センター （ ）

教育委員会事務局指導室 特別支援教育係長

教育委員支援センター 係長

板橋区立 幼稚園長

板橋区 私立 幼稚園 長

板橋区立上板橋児童館館長

板橋区立 保育園長

障がい者福祉課施設係長

板橋福祉事務所障がい者支援係 副係長（保健師）

赤塚福祉事務所障がい者支援係（保健師）

志村福祉事務所障がい者支援係（保健師）
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子ども家庭支援センター相談支援グループ 係長

板橋区保健所長

板橋健康福祉センター所長 （母子保健担当）

板橋健康福祉センター保健指導係長（母子保健担当）

板橋健康福祉センター保健指導係 （保健師）

上板橋健康福祉センター保健指導係（保健師）

赤塚健康福祉センター保健指導係（保健師）

志村健康福祉センター保健指導係（保健師）

高島平健康福祉センター保健指導係（保健師）

日本大学医学部附属病院 小児科（教授）

帝京大学医学部附属病院 小児科（教授）

事務局 健康推進課長

健康推進課健康サービス係長

健康推進課健康サービス係

【参考資料２】

３ その他 現状結果（H27年度調査結果を含む） 
（１） 子ども子育て支援新制度下の障がい福祉部と療育サービス（受け皿）、保育サービスの

現況

平成 28年度現在、板橋区内では、児童発達支援センター１ヶ所 児童発達支援事業 4、 
放課後等デイサービス 29 ヶ所で、児童発達支援センターと児童発達支援事業の枠総数 
145人分（内 10人の枠は区外受け入れ可能）常時定員オーバーの状態で待機者が常時いる
状態で、区外の療育機関と契約し通所している例は 1/3にのぼる（表 ）  
また、保育所等の平成 27年要支援認定児は 249人(2.7%)と増加し、加配など適宜配慮され
ている。これはインクルージョン推進の考えからすれば好ましい結果と言える。今後、さ

らに保育園・幼稚園への加配や専門スタッフの派遣（心理士巡回が公立保育園で実施され

ている）などの充実が望まれる。 
また、専門的な療育を受けられる、障害児通所事業を増やすような行政施策が望まれる。 
また、保育所等訪問事業（1）、児童発達支援相談事業（児童専門は１のみ）であるが、今
後の子ども発達支援センターが担うべき役割の１つとして検討すべき課題である。 
 
療育機関の利用状況 板橋区 H27年 児童発達支援センター（１） 児童発達支援事業（３） 
 施設数（ヶ所） 利用人数（人） 
板橋区内 5 140 
板橋区外 25 70 
 
 
放課後等デイサービスの利用状況 板橋区 H28年  
 施設数（ヶ所） 利用人数（人） 
板橋区内 29  
板橋区外 28  
 
 

14 
 

 

◯ 福祉関係 子ども家庭部保育サービス課の現況

尚、保育園などの現況は（数）は以下のようである。 
 保育所区立：39 私立：65 公設民営：2 
 幼稚園：区立：2 私立：34 認証保育所：20 認定こども園： 3 
 保育室： 1 ベビールーム（家庭福祉員）:7 家庭福祉員：42 
 小規模保育施設：24 病児・病後児保育施設：4 
 一時保育制度：12 ショウトステイ、トワイライトステイ：1  

（ほいくじょうほう — 年版 —）より引用（数字は施設（人）数）

 

（３） 学校（特別支援教育）と教育委員会 （教育）

以下は、板橋区特別支援教育推進状況などである。 
板橋区の独自調査（調査法は未公開）による、通常学級における配慮の必要な児童・生徒

の推定割合 
 (板橋区 H 24:5.6% H25: 5.8%H26: 6.0% H27 :6.1%と微増している。) 
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◯ 福祉関係 子ども家庭部保育サービス課の現況

尚、保育園などの現況は（数）は以下のようである。 
 保育所区立：39 私立：65 公設民営：2 
 幼稚園：区立：2 私立：34 認証保育所：20 認定こども園： 3 
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 一時保育制度：12 ショウトステイ、トワイライトステイ：1  

（ほいくじょうほう — 年版 —）より引用（数字は施設（人）数）

 

（３） 学校（特別支援教育）と教育委員会 （教育）

以下は、板橋区特別支援教育推進状況などである。 
板橋区の独自調査（調査法は未公開）による、通常学級における配慮の必要な児童・生徒

の推定割合 
 (板橋区 H 24:5.6% H25: 5.8%H26: 6.0% H27 :6.1%と微増している。) 
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【資料】子育て・子育ち援助論（柏女霊峰・佐藤まゆみ 編集） 別添付 
 

厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野）） 
発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の 

                          把握と支援内容に関する研究 
 

分担研究報告書 
 

福島県浜通りにおける発達障害の気づきと支援に関する研究（いわき市） 
 

研究分担者 内山 登紀夫 （大正大学 心理社会学部 教授） 
研究協力者 川島 慶子 （福島大学 子どものメンタルヘルス支援事業推進室 研究員） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

研究要旨：本研究班の目的に基づき、福島県いわき市（人口約 34万人）を“中核市”
の対象として、研究 1：地域特性と発達障害の発見と支援システムに関する調査、研
究 2：発達に遅れや偏りのある児童の実態について調査を実施した。 
研究１本研究班共通の調査票を用い、市担当者に発達障害の発見と支援システムに

関する項目（H25年度調査時からの変更箇所、追加項目）について調査票への記入を
依頼した。その結果、発達障害に関する主な発見の場は乳幼児健診（1 歳 6 か月、3
歳）であり、その後の支援の中核は行政が運営する子育てサポートセンターが担って

いる点は変わりなかったが、新たな取り組みとして、就学時の繋ぎの支援として入学

支援シートが H28 年度より導入され、効果測定も含め、今後の課題となっているこ
とが明らかとなった。また、小中学校における支援学級と通級指導教室の利用児童生

徒数の増加がみられ、支援員の配置人数は変更がなく人材不足が深刻な課題として挙

げられた。 
研究 2同市内の児童が通う小・中学校と特別支援学校に小学 1・4・6、中学 3年生

を対象として「発達に遅れや偏りのある児童に関するアンケート」を実施した。質問

紙の内容は、診断名（疑い含む）、医療機関の受診の有無、反抗挑戦性障害等に関す

る項目と、特別な教育的配慮（支援）、震災後のストレスケア等である。 
小学校 1・4・6年生については、現在も調査継続中であり、参考値とする。 
中学 3年生（調査終了）の結果では、医療機関の受診がある生徒は医療機関受診な
し（疑い含む）の割合よりも多く、発達障害の疑いのある生徒の半数以上が医療機関

に繋がっていることがわかる。また、反抗挑戦性障害については、「吃音・場面緘黙・

チック等」の割合が高かった。発達障害等の 2次的な問題を抱えていることも推測さ
れる。特別な教育的配慮については、いずれの学年も学級担任による配慮のみの割合

が最も高く、支援ニーズの把握や対応など、業務負担が課題となっている。 
今後も継続的に行う予定である。 
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A．研究目的 
本研究班の目的である“地域特性”ごと

の発達障害の支援ニーズと提供されている

サービスの実態把握の一資料とするため、

いわき市を対象として発達障害児の発見と

支援の現状に関する調査を行う。 
本研究では、H25年度調査時に実施した

調査結果を踏まえ、3 年が経過した現在、
事業内容の変化や現在の課題等について確

認することを研究１の目的とした。研究２

では、H25年度から追跡調査対象となって
いる H18・H14年度生まれの子ども、定点
調査の対象となっている小学１・6 年生に
ついて、学校における発達障害の支援ニー

ズと特別な教育的配慮（支援内容）を調査

することを目的とする。 
 

B． 研究方法 
研究 1 
実施時期：H28年 12月～Ｈ29年 1月 
対象者（行政担当者）： 
いわき市こどもみらい部こども家庭課 
 子育てサポートセンター 
方法：調査票（H28年度版；本研究班作成）
への記入を依頼した。 
研究 2 
実施期間：H28 年 12 月にアンケートを配
布・回収を行った。 
対象（学校）：いわき市内の小学校 67 校、
中学校 39校、特別支援学校 3校。 
対象（児童生徒）：いわき市に居住している

小学 1・4・6年生、中学 3年生。 
調査項目：①『発達に何らかの遅れや偏り

のある児童』の総数とその内訳（「自閉スペ

クトラム症（以下、ASD）」、「注意欠如多
動性障害（以下、ADHD）」、「構音障害・

発達性言語障害（以下、言語）」、「学習障害

（以下、LD）」、「精神遅滞」、「その他精神
科的な問題（吃音、緘黙、チック等）」、「境

界知能」）について、②『特別な教育的配慮

（「特別支援学級」や「通級指導教室の利用」

「支援員による支援」等）』、③『震災後の

ストレスケアに関する項目（「専門的な心の

ケアが必要な児童」「スクールカウンセラー

の利用」「医療機関受診」）』等により構成さ

れている。 
さらに、①の診断名に関する質問につい

ては、「医療機関の受診の有無」、重複して

「反抗挑戦性障害」「素行障害」の特徴があ

るか、「不登校」についても確認する。 
 
（倫理面への配慮） 
アンケートについては匿名化の上、数的デ

ータとして処理し、個人が特定できないよ

う配慮した。 
 
C． 研究結果 
研究 1 
１）地理的特徴と人口動態 

いわき市の過去 10 年の人口の推移は
H27年までは減少傾向にあったが、H28年
に急激な人口と世帯数の増加がみられる

（図Ⅰ-1参照）。H23年の東日本大震災後、
居住制限区域の地域から避難者が気候・風

土に馴染みのあるいわき市を居住先として

選択することや、H28年度で県の自主避難
者への支援の打ち切りが検討されるなどの

影響も考えられるが、いずれも震災後の避

難の混乱の影響を現在も受けていると予測

される。 
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２）福島第一原子力発電所事故（以下、原

発事故）による避難 

東日本大震災による県内への避難者数は

41,028人、県外への避難者数は 39,838人
（平成 29年 1月 29日現在：復興庁）とな
っている。いわき市内で受け入れている避

難者数（双葉 8 町村＋4 町村）は 23,447
名、その内 0歳は 210名、1歳が 199名と
100 名前後を推移した乳幼児が避難してお
り（H28.11.11 現在；いわき市より情報提
供）、乳幼児健診は原発避難者特例法により

いわき市で受診が可能となる。 

 

３）発達障害児の発見から支援 

（１）母子保健 

いわき市の平成27年度の出生数は2,427
人であり、保健師数は 40 名、保健師１人
あたりの 0～4歳人口は 417人（平成 28年
4月 1日現在）となっている。市内 7箇所
の地区保健福祉センターで乳幼児健診（1
歳 6ヶ月児、3歳児）が実施される。健診
の年間の実施回数は 1歳 6ヶ月児健診が延
べ 79回、1回の平均受診数は 32人（受診
率 96.1%）、3歳児健診は延べ 79回、1回
の平均受診数は 29 人（受診率 94.2%）で
ある。福島県発達障がい児事業「気づきと

支援」ガイドライン及びＭ-ＣＨＡＴをもと

に問診票の改定を行い、H25年度 8月より
施行しており、H28年度では乳幼児健診で
約 10％となっている。 

 
（２）幼稚園・保育所・認定こども園 
・市内の保育所 61箇所（公立 34、へき地
保育所 2、私立 25） 

・認定こども園 2箇所 
・地域型保育事業 6箇所 
・幼稚園 57箇所（公立 18園、私立 39園） 
障害児保育を受けている児童は約200名

となっている。 
 

（３）いわき市子育てサポートセンター 

いわき市子育てサポートセンターは、所

長１名（行政職）、保健師４名（常勤３名、

嘱託非常勤１名）、臨床心理士３名（常勤２

名、嘱託常勤１名）で構成されており、発

達障がいが疑われるもしくは発達障がいが

ある幼児を対象に相談・発達検査・心理教

育・継続支援を行っている。行政の一部署

として設置されている。 

先に述べた乳幼児健診で発達に偏りや遅

れなどが心配されるケースについては、子
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さらに、①の診断名に関する質問につい

ては、「医療機関の受診の有無」、重複して

「反抗挑戦性障害」「素行障害」の特徴があ

るか、「不登校」についても確認する。 
 
（倫理面への配慮） 
アンケートについては匿名化の上、数的デ

ータとして処理し、個人が特定できないよ

う配慮した。 
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土に馴染みのあるいわき市を居住先として

選択することや、H28年度で県の自主避難
者への支援の打ち切りが検討されるなどの

影響も考えられるが、いずれも震災後の避

難の混乱の影響を現在も受けていると予測
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東日本大震災による県内への避難者数は

41,028人、県外への避難者数は 39,838人
（平成 29年 1月 29日現在：復興庁）とな
っている。いわき市内で受け入れている避

難者数（双葉 8 町村＋4 町村）は 23,447
名、その内 0歳は 210名、1歳が 199名と
100 名前後を推移した乳幼児が避難してお
り（H28.11.11 現在；いわき市より情報提
供）、乳幼児健診は原発避難者特例法により

いわき市で受診が可能となる。 

 

３）発達障害児の発見から支援 

（１）母子保健 

いわき市の平成27年度の出生数は2,427
人であり、保健師数は 40 名、保健師１人
あたりの 0～4歳人口は 417人（平成 28年
4月 1日現在）となっている。市内 7箇所
の地区保健福祉センターで乳幼児健診（1
歳 6ヶ月児、3歳児）が実施される。健診
の年間の実施回数は 1歳 6ヶ月児健診が延
べ 79回、1回の平均受診数は 32人（受診
率 96.1%）、3歳児健診は延べ 79回、1回
の平均受診数は 29 人（受診率 94.2%）で
ある。福島県発達障がい児事業「気づきと

支援」ガイドライン及びＭ-ＣＨＡＴをもと

に問診票の改定を行い、H25年度 8月より
施行しており、H28年度では乳幼児健診で
約 10％となっている。 

 
（２）幼稚園・保育所・認定こども園 
・市内の保育所 61箇所（公立 34、へき地
保育所 2、私立 25） 

・認定こども園 2箇所 
・地域型保育事業 6箇所 
・幼稚園 57箇所（公立 18園、私立 39園） 
障害児保育を受けている児童は約200名

となっている。 
 

（３）いわき市子育てサポートセンター 

いわき市子育てサポートセンターは、所

長１名（行政職）、保健師４名（常勤３名、

嘱託非常勤１名）、臨床心理士３名（常勤２

名、嘱託常勤１名）で構成されており、発

達障がいが疑われるもしくは発達障がいが

ある幼児を対象に相談・発達検査・心理教

育・継続支援を行っている。行政の一部署

として設置されている。 

先に述べた乳幼児健診で発達に偏りや遅

れなどが心配されるケースについては、子
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され、その後の支援がなされる。 

評価面接後に支援が必要であると判断さ

れた児童は、子育てサポートセンター事業

の乳幼児発達観察相談等において児童精神

科医につながれる。1歳から 2歳前半の場合、
医師により経過観察（半年後に再相談等）

とされることもあるが、概ね何らかの診断

名が付くことが多い。相談会後は、相談会

で医師から受けた話の内容の“振返り面接”

を行う。その中で、診断についての“心理

教育”や療育等関係機関療の紹介を行う。

年齢によっては“就学相談”や、子どもの

状態により“医療機関の紹介”を行う。 

また、普及啓発に関する事業として、保

育士、幼稚園教諭を対象とする発達障害に

関する研修会の開催、保育士や学校教育関

係者向け研修会の講師などを担当する。 

 
（３）就学支援システムについて 

H28 年度より「いわきっ子入学支援（保
幼小連携）システム」が導入された。具体

的には、就学前の療育・ 相談等の情報を就
学先へ伝達、情報を引き継いだ学校側を支

援するシステムである。活用方法は、“入学

支援シート”が入学予定者全員に配布され

る。保護者が主体となり、記入し、就学全

機関（保育園・幼稚園、療育機関、保健・

医療機関等）に記入を依頼し、就学先に連

絡して提出する。就学先（小学校・特別支

援学校）では、校内での支援体制整備や個

別の支援計画、個別の教育支援計画等へ活

用する。 
この事業は、子育てサポートセンターと

教育員会が連携して取り組んでいる。 
５）学校 

（１）構内支援体制について 
H28年度調査時において、いわき市内に

は小学校 67校、中学校 39校がある。支援
員については、支援級と通常学級含めてい

わき市の支援員が 92 名配置されている。
H25年度時点では約半数が、震災支援とし
て国と県から補助を受けている生活支援員

であったが、H28年度現在は全て市が雇用
している。身体的介助が必要な児童生徒の

存在そして特別支援学級で 5 名以上の児
童・生徒が在学しているクラスが優先され

るが児童の状況に合わせて配置している。 

支援学級は、H25年度調査時点では、小
学校 40 校 58学級（知的 40 学級 179 名、
情緒 17学級 64名、弱視１学級 2名）、中
学校が 20校 31学級（知的 22学級 86名、
情緒 7学級 16名、弱視１学級 1名、難聴
１学級 2名クラス）であった。 

H28年 5月 1日現在では、小学校 42校
68学級（知的 43学級 207名、情緒 24学
級 106名、弱視 1学級 2名）、中学校 24校
34学級（知的 22学級 95名、情緒 12学級
43名、弱視と難聴は 0名）であり、知的と
特に情緒の支援学級の人数の増加が目立っ

ている。それに対し、支援員の人数は H25
年度も同様に 92 名であったことから、大
きな人員の不足が推測される。 
通級指導教室は 5 学校 7 学級（言語５学
級、情緒１学級、ADHD１学級）があり、小・
中合わせて 81名（平成 25年度 5月 1日現
在）から、5学校 9学級（言語 5学級、情緒
2学級、ADHD 2学級）と 2学級追加設置さ
れており、小・中合わせて 106名が通う。20
名以上の児童生徒の増加がみられる。 
通級指導教室は、高機能の広汎性発達障

害、アスペルガー症候群も含み、住んでい

る地域も考慮され、審議会で決定する。“情

緒”と“ADHD”の学級は設置地区が異な
るが、概ね同じような状態像の児童が在籍

している。保護者の送迎が必要となる。1
クラスに教諭 1名配置している。 
“言語”の学級は構音障害、吃音の児童

が主であり、発達障害の合併もあるが、言

語の困りがある児童を対象としている。 
 

７）療育機関について 

・児童発達支援事業  9 箇所 
・放課後等ディサービス 11 箇所 
・児童発達支援センター １箇所 
・保育所等訪問支援 2箇所 
 

TEACCHプログラムなどを取り入れて自

閉症について取り組んでいる機関が 1か所
ある。避難者については、福島県の事業で

ある「被災した障害児に対する相談・援助

事業」により、2か所の無料の療育機関が
設置され、療育を受けられる体制があった

が、平成 28年より支援は打ち切りとなり、
児童発達支援事業へ移行した。 

 

８）医療機関の現状 
発達障害に関しての主な紹介先は市内１

か所、市外 1か所（小児科、児童精神科等）
となっている。 
医療との連携が必要な場合、または保護

者からの希望があった場合には、保護者の

同意の下、子育てサポートセンターから情

報提供書（発達検査結果や健診時の様子な

ど）を医療機関に送付している。 
以前より発達障害に関する専門医の不足

により長期の待機期間があったが、避難者

の増加により、さらに早期の受診が困難に

なっている。 
避難者を対象とした事業として福島県で

は、巡回相談会（児童精神科は小児科医師

と心理士、相談員）を定期的にいわき市で

開催しているが、継続的な通院機能は持た

ないなどの課題がある。 

研究２

１）発達に遅れや偏りのある児童に関する 
アンケート結果 
アンケートについては、H28年度は小学

校 67校中 62校（回収率 92.5%）、中学校
校 39校中 36校（回収率 92.3%）、特別支
援学校 3校中 3校（回収率 100%）から回
答を得た。 
アンケートにおける各年度の児童・生徒

数は、次の通りである。 
H28年度 
小学1年生2330名（男1151名,女1179名） 
小学4年生2595名（男1325名,女1270名） 
小学6年生2703名（男1360名,女1343名） 
中学3年生2980名（男1478名,女1502名） 
 
１）追跡調査結果 
①H25年度小学 1年生の追跡調査 
（H18年 4月 2日～H19年 4月 1日生） 
a.発達に何らかの遅れや偏りのある児童数
（表Ⅲ-1-1、表Ⅲ-1-2、表Ⅲ-1-3、表Ⅲ-1-4
表Ⅳ、表Ⅴ参照） 

H28 年度小学 4 年生（n=2595）の「発
達に何らかの遅れや偏りがある児童総数」

は 194名（7.5%）であり、その内「医療機
関の受診あり」76（2.9%）、「医療機関の受
診なし（疑い含む）」118 名（4.5%）であ
った。 
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され、その後の支援がなされる。 
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教育”や療育等関係機関療の紹介を行う。

年齢によっては“就学相談”や、子どもの

状態により“医療機関の紹介”を行う。 

また、普及啓発に関する事業として、保

育士、幼稚園教諭を対象とする発達障害に

関する研修会の開催、保育士や学校教育関
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（３）就学支援システムについて 

H28 年度より「いわきっ子入学支援（保
幼小連携）システム」が導入された。具体
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る。保護者が主体となり、記入し、就学全

機関（保育園・幼稚園、療育機関、保健・

医療機関等）に記入を依頼し、就学先に連

絡して提出する。就学先（小学校・特別支

援学校）では、校内での支援体制整備や個

別の支援計画、個別の教育支援計画等へ活

用する。 
この事業は、子育てサポートセンターと

教育員会が連携して取り組んでいる。 
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（１）構内支援体制について 
H28年度調査時において、いわき市内に

は小学校 67校、中学校 39校がある。支援
員については、支援級と通常学級含めてい

わき市の支援員が 92 名配置されている。
H25年度時点では約半数が、震災支援とし
て国と県から補助を受けている生活支援員

であったが、H28年度現在は全て市が雇用
している。身体的介助が必要な児童生徒の

存在そして特別支援学級で 5 名以上の児
童・生徒が在学しているクラスが優先され

るが児童の状況に合わせて配置している。 

支援学級は、H25年度調査時点では、小
学校 40 校 58学級（知的 40 学級 179 名、
情緒 17学級 64名、弱視１学級 2名）、中
学校が 20校 31学級（知的 22学級 86名、
情緒 7学級 16名、弱視１学級 1名、難聴
１学級 2名クラス）であった。 

H28年 5月 1日現在では、小学校 42校
68学級（知的 43学級 207名、情緒 24学
級 106名、弱視 1学級 2名）、中学校 24校
34学級（知的 22学級 95名、情緒 12学級
43名、弱視と難聴は 0名）であり、知的と
特に情緒の支援学級の人数の増加が目立っ

ている。それに対し、支援員の人数は H25
年度も同様に 92 名であったことから、大
きな人員の不足が推測される。 
通級指導教室は 5 学校 7 学級（言語５学
級、情緒１学級、ADHD１学級）があり、小・
中合わせて 81名（平成 25年度 5月 1日現
在）から、5学校 9学級（言語 5学級、情緒
2学級、ADHD 2学級）と 2学級追加設置さ
れており、小・中合わせて 106名が通う。20
名以上の児童生徒の増加がみられる。 
通級指導教室は、高機能の広汎性発達障

害、アスペルガー症候群も含み、住んでい

る地域も考慮され、審議会で決定する。“情

緒”と“ADHD”の学級は設置地区が異な
るが、概ね同じような状態像の児童が在籍

している。保護者の送迎が必要となる。1
クラスに教諭 1名配置している。 
“言語”の学級は構音障害、吃音の児童

が主であり、発達障害の合併もあるが、言

語の困りがある児童を対象としている。 
 

７）療育機関について 

・児童発達支援事業  9 箇所 
・放課後等ディサービス 11 箇所 
・児童発達支援センター １箇所 
・保育所等訪問支援 2箇所 
 

TEACCHプログラムなどを取り入れて自

閉症について取り組んでいる機関が 1か所
ある。避難者については、福島県の事業で

ある「被災した障害児に対する相談・援助

事業」により、2か所の無料の療育機関が
設置され、療育を受けられる体制があった

が、平成 28年より支援は打ち切りとなり、
児童発達支援事業へ移行した。 

 

８）医療機関の現状 
発達障害に関しての主な紹介先は市内１

か所、市外 1か所（小児科、児童精神科等）
となっている。 
医療との連携が必要な場合、または保護

者からの希望があった場合には、保護者の

同意の下、子育てサポートセンターから情

報提供書（発達検査結果や健診時の様子な

ど）を医療機関に送付している。 
以前より発達障害に関する専門医の不足

により長期の待機期間があったが、避難者

の増加により、さらに早期の受診が困難に

なっている。 
避難者を対象とした事業として福島県で

は、巡回相談会（児童精神科は小児科医師

と心理士、相談員）を定期的にいわき市で

開催しているが、継続的な通院機能は持た

ないなどの課題がある。 

研究２

１）発達に遅れや偏りのある児童に関する 
アンケート結果 
アンケートについては、H28年度は小学

校 67校中 62校（回収率 92.5%）、中学校
校 39校中 36校（回収率 92.3%）、特別支
援学校 3校中 3校（回収率 100%）から回
答を得た。 
アンケートにおける各年度の児童・生徒

数は、次の通りである。 
H28年度 
小学1年生2330名（男1151名,女1179名） 
小学4年生2595名（男1325名,女1270名） 
小学6年生2703名（男1360名,女1343名） 
中学3年生2980名（男1478名,女1502名） 
 
１）追跡調査結果 
①H25年度小学 1年生の追跡調査 
（H18年 4月 2日～H19年 4月 1日生） 
a.発達に何らかの遅れや偏りのある児童数
（表Ⅲ-1-1、表Ⅲ-1-2、表Ⅲ-1-3、表Ⅲ-1-4
表Ⅳ、表Ⅴ参照） 

H28 年度小学 4 年生（n=2595）の「発
達に何らかの遅れや偏りがある児童総数」

は 194名（7.5%）であり、その内「医療機
関の受診あり」76（2.9%）、「医療機関の受
診なし（疑い含む）」118 名（4.5%）であ
った。 
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b.診断の内訳 
「医療機関受診あり」の診断の内訳は、

ASD 38名（1.5%）、ADHD 16名（0.6%）、
言語 1 名（0.04%）、LD 4 名（0.2%）、精
神遅滞 12名（0.5%）、吃音・場面緘黙・チ
ック等 4名（0.2%）、境界知能 1名（0.04%）
であった。 
「医療機関受診なし（疑い含む）」の内訳は、

ASD 24名（0.9%）、ADHD 14名（0.5%）、
言語 9 名（0.3%）、LD 15 名（0.6%）、精
神遅滞 16 名（0.6 %）、吃音・場面緘黙・
チック等3名（0.1 %）、境界知能37名（1.4%）
であった。 
次に、反抗挑戦性障害の特徴がある児童

は、ASDでは 22名（0.8%）、ADHDは 11
名（0.4%）、言語は 0 名、LD、精神遅滞、
吃音・場面緘黙・チック等、境界知能はそ

れぞれ 1 名（0.04%）であった。素行障害
（疑い含む）のある児童は ASDと ADHD、
吃音・場面緘黙・チック等が各 2名（0.1%）、
LDが 1名（0.04%）、言語と境界知能は 0
名であった。不登校では、ASD が 1 名
（0.04%）、吃音・場面緘黙・チック等が 2
名（0.1%）、その他 0名であった。 
c.特別な教育的配慮 
知的障害特別支援学級に在籍する児童は

32名（1.2%）、情緒障害特別支援学級に在
籍する生徒は 14名（0.5%）、その他の特別
支援学級は 2 名（0.1%）、情緒障害通級指
導教室は 6 名（0.2%）、難聴・言語障害通
級指導教室は 7 名（0.3%）、その他の通級
指導教室が 6 名（0.2%）、適応指導教室が
1名（0.04%）、その他の支援が8名（0.3%）、
学級担任による配慮のみが最も多く 72 名
（2.8%）であった。 
d. 震災後のストレスケア 

小学 4年生の内、震災後のストレスから
専門的な心のケアが必要と感じる児童数は

7名（0.3%）であった。その内、スクール
カウンセラーの面接を受けた児童は 4 名
（0.2%）、医療機関を受診したと把握して
いる児童も 4名（0.2%）であった。 
 
②H25年度小学 6年生の追跡調査 
（H13年 4月 2日～H14年 4月 1日生） 
（表Ⅲ-2-1、表Ⅲ-2-2、表Ⅲ-2-3、表Ⅲ-2-4
表Ⅳ、表Ⅴ参照） 

H28 年度中学 3 年生（n=2980）の「発
達に何らかの遅れや偏りがある生徒総数」

は 135名（4.5%）であり、その内「医療機
関の受診あり」は 78 名（2.6%）、「医療機
関の受診なし（疑い含む）」は 57名（1.9%）
であった。 
b.診断の内訳 
「医療機関受診あり」の診断の内訳は、

ASD 39名（1.3%）、ADHD 16名（0.5%）、
言語と LD が各 1 名（0.03%）、精神遅滞
17名（0.6%）、吃音・場面緘黙・チック等
4名（0.1%）、境界知能 0名であった。 
「医療機関受診なし（疑い含む）」の内訳は、

ASD 10名（0.3%）、ADHD 8名（0.3%）、
言語 1 名（0.03%）、LD 9 名（0.3%）、精
神遅滞 17 名（0.6 %）、吃音・場面緘黙・
チック等 5名（0.2%）、境界知能 7名（0.2%）
であった。 
次に、反抗挑戦性障害の特徴がある生徒

は、ASD では 6 名（0.2%）、ADHD は 2
名（0.1%）、LD は 1 名（0.04%）、吃音・
場面緘黙・チック等は 8 名（0.3%）、言語
と境界知能は 0名であった。素行障害（疑
い含む）のある生徒は、ASD 4名（0.1%）、
ADHD と LD が各 1 名（0.03%）、言語、

精神遅滞、吃音・場面緘黙・チック等、境

界知能は 0名であった。不登校では、ASD
が 7名（0.2%）、LDが 1名（0.03%）、そ
の他 0名であった。精神遅滞の不登校に関
しては、データが得られなかった。 
c.特別な教育的配慮 
知的障害特別支援学級に在籍する児童は

32名（1.1%）、情緒障害特別支援学級に在
籍する生徒は 13名（0.4%）、その他の特別
支援学級は 0名、情緒障害通級指導教室は
0名、難聴・言語障害通級指導教室は 1名
（0.03%）、その他の通級指導教室は 0 名、
その他の支援が 3 名（0.1%）、学級担任に
よる配慮のみが最も多く 47 名（1.6%）で
あった。 
d. 震災後のストレスケア 
中学 3年生の内、震災後のストレスから

専門的な心のケアが必要と感じる生徒は 0
名であった。 
 
③小学校 1年生の定点調査 
（表Ⅲ-3-1、表Ⅲ-3-2、表Ⅲ-3-3、表Ⅲ-3-4
表Ⅳ、表Ⅴ参照） 
H28 年度小学 1 年生（n=2330）の「発達
に何らかの遅れや偏りがある児童総数」は

186名（8.0%）であり、その内「医療機関
の受診あり」は 60（2.6%）、「医療機関の
受診なし（疑い含む）」は 126 名（5.4%）
であった。 
b.診断の内訳 
「医療機関受診あり」の診断の内訳は、

ASD 33名（1.4%）、ADHD 11名（0.5%）、
言語 8 名（0.3%）、LD 1 名（0.04%）、精
神遅滞 6 名（0.3%）、吃音・場面緘黙・チ
ック等 1名（0.04%）、境界知能 0名であっ
た。 

「医療機関受診なし（疑い含む）」の内訳は、

ASD 35名（1.5%）、ADHD 16名（0.7%）、
言語 26 名（1.1%）、LD 5 名（0.2%）、精
神遅滞 14 名（0.6 %）、吃音・場面緘黙・
チック等8名（0.3 %）、境界知能22名（0.9%）
であった。 
次に、反抗挑戦性障害の特徴がある児童

は、ASDでは 16名（0.7%）、ADHDでは
5名（0.2%）、言語、LD、精神遅滞、吃音・
場面緘黙・チック等それぞれ 1名（0.04%）、
境界知能 2名（0.1%）であった。素行障害
（疑い含む）のある児童は ADHD、吃音・
場面緘黙・チック等、境界知能においてそ

れぞれ 1 名（0.04%）であった。不登校で
は、ASDで 1名（0.04%）であった。 
c.特別な教育的配慮 

H28 年度では、知的障害特別支援学級に
在籍する児童は 27名（1.2%）、情緒障害特
別支援学級に在籍する生徒は 14名（0.6%）、
情緒障害通級指導教室は 1名（0.04%）、難
聴・言語障害通級指導教室は 22名（1.0%）、
その他の通級指導教室が 2（0.1%）、その他
の支援が 23名（1.0%）、学級担任による配
慮のみが最も多く 56名（2.4%）であった。 
d. 震災後のストレスケア 
小学 1年生の内、震災後のストレスから

専門的な心のケアが必要と感じる児童数は

0名であった。 
 
④小学校 6年生の定点調査 
（表Ⅲ-4-1、表Ⅲ-4-2、表Ⅲ-4-3、表Ⅲ-4-4
表Ⅳ、表Ⅴ参照） 
a.発達になんらかの遅れや偏りのある児童
数 
H28 年度小学 6 年生（n=2703）の「発達
に何らかの遅れや偏りがある児童総数」は
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b.診断の内訳 
「医療機関受診あり」の診断の内訳は、

ASD 38名（1.5%）、ADHD 16名（0.6%）、
言語 1 名（0.04%）、LD 4 名（0.2%）、精
神遅滞 12名（0.5%）、吃音・場面緘黙・チ
ック等 4名（0.2%）、境界知能 1名（0.04%）
であった。 
「医療機関受診なし（疑い含む）」の内訳は、

ASD 24名（0.9%）、ADHD 14名（0.5%）、
言語 9 名（0.3%）、LD 15 名（0.6%）、精
神遅滞 16 名（0.6 %）、吃音・場面緘黙・
チック等3名（0.1 %）、境界知能37名（1.4%）
であった。 
次に、反抗挑戦性障害の特徴がある児童

は、ASDでは 22名（0.8%）、ADHDは 11
名（0.4%）、言語は 0 名、LD、精神遅滞、
吃音・場面緘黙・チック等、境界知能はそ

れぞれ 1 名（0.04%）であった。素行障害
（疑い含む）のある児童は ASDと ADHD、
吃音・場面緘黙・チック等が各 2名（0.1%）、
LDが 1名（0.04%）、言語と境界知能は 0
名であった。不登校では、ASD が 1 名
（0.04%）、吃音・場面緘黙・チック等が 2
名（0.1%）、その他 0名であった。 
c.特別な教育的配慮 
知的障害特別支援学級に在籍する児童は

32名（1.2%）、情緒障害特別支援学級に在
籍する生徒は 14名（0.5%）、その他の特別
支援学級は 2 名（0.1%）、情緒障害通級指
導教室は 6 名（0.2%）、難聴・言語障害通
級指導教室は 7 名（0.3%）、その他の通級
指導教室が 6 名（0.2%）、適応指導教室が
1名（0.04%）、その他の支援が8名（0.3%）、
学級担任による配慮のみが最も多く 72 名
（2.8%）であった。 
d. 震災後のストレスケア 

小学 4年生の内、震災後のストレスから
専門的な心のケアが必要と感じる児童数は

7名（0.3%）であった。その内、スクール
カウンセラーの面接を受けた児童は 4 名
（0.2%）、医療機関を受診したと把握して
いる児童も 4名（0.2%）であった。 
 
②H25年度小学 6年生の追跡調査 
（H13年 4月 2日～H14年 4月 1日生） 
（表Ⅲ-2-1、表Ⅲ-2-2、表Ⅲ-2-3、表Ⅲ-2-4
表Ⅳ、表Ⅴ参照） 

H28 年度中学 3 年生（n=2980）の「発
達に何らかの遅れや偏りがある生徒総数」

は 135名（4.5%）であり、その内「医療機
関の受診あり」は 78 名（2.6%）、「医療機
関の受診なし（疑い含む）」は 57名（1.9%）
であった。 
b.診断の内訳 
「医療機関受診あり」の診断の内訳は、

ASD 39名（1.3%）、ADHD 16名（0.5%）、
言語と LD が各 1 名（0.03%）、精神遅滞
17名（0.6%）、吃音・場面緘黙・チック等
4名（0.1%）、境界知能 0名であった。 
「医療機関受診なし（疑い含む）」の内訳は、

ASD 10名（0.3%）、ADHD 8名（0.3%）、
言語 1 名（0.03%）、LD 9 名（0.3%）、精
神遅滞 17 名（0.6 %）、吃音・場面緘黙・
チック等 5名（0.2%）、境界知能 7名（0.2%）
であった。 
次に、反抗挑戦性障害の特徴がある生徒

は、ASD では 6 名（0.2%）、ADHD は 2
名（0.1%）、LD は 1 名（0.04%）、吃音・
場面緘黙・チック等は 8 名（0.3%）、言語
と境界知能は 0名であった。素行障害（疑
い含む）のある生徒は、ASD 4名（0.1%）、
ADHD と LDが各 1 名（0.03%）、言語、

精神遅滞、吃音・場面緘黙・チック等、境

界知能は 0名であった。不登校では、ASD
が 7名（0.2%）、LDが 1名（0.03%）、そ
の他 0名であった。精神遅滞の不登校に関
しては、データが得られなかった。 
c.特別な教育的配慮 
知的障害特別支援学級に在籍する児童は

32名（1.1%）、情緒障害特別支援学級に在
籍する生徒は 13名（0.4%）、その他の特別
支援学級は 0名、情緒障害通級指導教室は
0名、難聴・言語障害通級指導教室は 1名
（0.03%）、その他の通級指導教室は 0 名、
その他の支援が 3 名（0.1%）、学級担任に
よる配慮のみが最も多く 47 名（1.6%）で
あった。 
d. 震災後のストレスケア 
中学 3年生の内、震災後のストレスから

専門的な心のケアが必要と感じる生徒は 0
名であった。 
 
③小学校 1年生の定点調査 
（表Ⅲ-3-1、表Ⅲ-3-2、表Ⅲ-3-3、表Ⅲ-3-4
表Ⅳ、表Ⅴ参照） 
H28 年度小学 1 年生（n=2330）の「発達
に何らかの遅れや偏りがある児童総数」は

186名（8.0%）であり、その内「医療機関
の受診あり」は 60（2.6%）、「医療機関の
受診なし（疑い含む）」は 126 名（5.4%）
であった。 
b.診断の内訳 
「医療機関受診あり」の診断の内訳は、

ASD 33名（1.4%）、ADHD 11名（0.5%）、
言語 8 名（0.3%）、LD 1 名（0.04%）、精
神遅滞 6 名（0.3%）、吃音・場面緘黙・チ
ック等 1名（0.04%）、境界知能 0名であっ
た。 

「医療機関受診なし（疑い含む）」の内訳は、

ASD 35名（1.5%）、ADHD 16名（0.7%）、
言語 26 名（1.1%）、LD 5 名（0.2%）、精
神遅滞 14 名（0.6 %）、吃音・場面緘黙・
チック等8名（0.3 %）、境界知能22名（0.9%）
であった。 
次に、反抗挑戦性障害の特徴がある児童

は、ASDでは 16名（0.7%）、ADHDでは
5名（0.2%）、言語、LD、精神遅滞、吃音・
場面緘黙・チック等それぞれ 1名（0.04%）、
境界知能 2名（0.1%）であった。素行障害
（疑い含む）のある児童は ADHD、吃音・
場面緘黙・チック等、境界知能においてそ

れぞれ 1 名（0.04%）であった。不登校で
は、ASDで 1名（0.04%）であった。 
c.特別な教育的配慮 

H28 年度では、知的障害特別支援学級に
在籍する児童は 27名（1.2%）、情緒障害特
別支援学級に在籍する生徒は 14名（0.6%）、
情緒障害通級指導教室は 1名（0.04%）、難
聴・言語障害通級指導教室は 22名（1.0%）、
その他の通級指導教室が 2（0.1%）、その他
の支援が 23名（1.0%）、学級担任による配
慮のみが最も多く 56名（2.4%）であった。 
d. 震災後のストレスケア 
小学 1年生の内、震災後のストレスから

専門的な心のケアが必要と感じる児童数は

0名であった。 
 
④小学校 6年生の定点調査 
（表Ⅲ-4-1、表Ⅲ-4-2、表Ⅲ-4-3、表Ⅲ-4-4
表Ⅳ、表Ⅴ参照） 
a.発達になんらかの遅れや偏りのある児童
数 
H28 年度小学 6 年生（n=2703）の「発達
に何らかの遅れや偏りがある児童総数」は
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136名（5.0%）であり、その内「医療機関
の受診あり」53 名（2.0%）、「医療機関の
受診なし（疑い含む）」83名（3.1%）であ
った。 
b.診断の内訳 
「医療機関受診あり」の診断の内訳は、

ASD 26名（1.0%）、ADHD 16名（0.6%）、
言語、LDが各 1名（0.04%）、精神遅滞 5
名（0.2%）、吃音・場面緘黙・チック等 3
名（0.1%）、境界知能 1 名（0.04%）であ
った。 
「医療機関受診なし（疑い含む）」の内訳は、

ASD 24名（0.9%）、ADHD 14名（0.5%）、
言語 2名（0.1%）、LD 9名（0.3%）、精神
遅滞 17 名（0.6 %）、吃音・場面緘黙・チ
ック等5名（0.2 %）、境界知能12名（0.4%）
であった。 
次に、反抗挑戦性障害の特徴がある児童

は、ASDでは 17名（0.6%）、ADHDでは
10名（0.4%）、言語、LDは 0名、精神遅
滞と吃音・場面緘黙・チック等は各 1 名
（0.04%）、境界知能 2 名（0.1%）であっ
た。素行障害（疑い含む）のある児童は、

ASDと ADHDが各 2名（0.1%）、精神遅
滞が 1 名（0.04%）、言語、LD、吃音・場
面緘黙・チック等、境界知能において 0名
であった。不登校では、ASDが 2名（0.1%）、
吃音・場面緘黙・チック等が 3 名（0.1%）
であった。 
c.特別な教育的配慮 
知的障害特別支援学級に在籍する児童は 

30名（1.1 %）、自閉症・情緒障害学級は
12 名（0.4 %）であった。通常学級に在
籍し、情緒障害通級指導教室に通う児童は

7名（0.3%）、難聴・言語障害通級指導教
室は 1名（0.04%）であり、適応指導教室

は 1 名（0.04%）、その他の支援が 4 名
（0.1%）学級担任による配慮のみが 55名
（2.0%）の結果であった。 

d.震災後のストレスケア 
小学 6年生の内、震災後のストレスから

専門的な心のケアが必要と感じる生徒数は

7 名であった。その内、スクールカウンセ
ラーの面接を受けたのは 2名、医療機関を
受診したと把握しているのも 2名であった。 
 
D．考察 
本研究の 1と 2において、いわき市の地

域特性と発達障害の発見と支援システムと

同市の発達障害の子どもの実態について調

査を行った。その結果、地域特性について

は、人口動態において、急激な人口の増加

がみられた。東日本大震災から 6年が経過
し、避難者が新たな居住先としていわき市

を選択する者の増加も影響していることが

考えられる。また、住民票を移していない

避難者においては、いわき市の出生数の 1
割である約 200人の 0歳児、1歳児が生活
しており、乳幼児健診や発達障害の発見、

支援の中で、震災に関する問題を踏まえた

対応も求められている。 
中核市であるいわき市の発達障害の発見

と支援システムについては、子育てサポー

トセンターが中核となっており、医師と連

携しながら個別の丁寧な対応を行っている。

診断についての“心理教育”や療育等関係

機関療の紹介も行うなど、重要な役割を担

うが、職員の負担が大きいことも推測され

る。また、人口に対する発達障害の専門医

の不足が課題となっている。H25年度の調
査時からの変更点としては、H28年度から
新たに導入された入学支援シートが活用さ

れるようになった。これは、保護者を主体

として幼稚園・保育所、療育機関等が記入

するが、アセスメント（評価）的な内容が

盛り込まれ、何がどの程度出来るのかを入

学前に学校が把握することが可能となり、

支援員の配置等、校内体制を整えることに

も役立つことが期待される。 
中核市など人口の多い地域における一貫

した支援に係る組織体制づくりはいずれの

地域においても課題となることが考えれ、

事業を行った後の効果測定等を行うことも

重要である。 
研究 2の学校における発達障害の実態調
査については、小学校 1・4・6年生につい
て、現在も調査継続中であり、参考値とす

る。 
中学 3年生（調査終了）では、医療機関
の受診がある生徒は医療機関受診なし（疑

い含む）の割合よりも多く、発達障害の疑

いのある生徒の半数以上が医療機関に繋が

っていることがわかる。また、反抗挑戦性

障害については、「吃音・場面緘黙・チック

等」の割合が高かった。発達障害等の 2次
的な問題を抱えていることも推測される。

特別な教育的配慮については、いずれの学

年も学級担任による配慮のみの割合が最も

高く、支援ニーズの把握や対応など、業務

負担が課題となっている。 
震災後のメンタルヘルスについては、小

学 4年生と 6年生のみ支援の必要な児童が
数名いたが、小学 1年生と中学 3年生は 0
名であり、震災後の PTSD等の問題が発達
障害等の問題に含まれてしまっていること

も懸念される。 

また、いわき市内の全ての支援学級や通

級指導教室に通う児童生徒数について、

H25 年度と H28 年度を比較すると、増加
傾向がみられた。しかしながら、支援員の

人数に変化はない。発達障害の特性を呈す

る児童生徒への特別な教育的配慮や、

PTSDも含めた避難児童への対応も含める
と、今後も人材（支援者）の不足は深刻な

課題と言える。 
 

 
E．研究発表 
１．論文発表 なし 
２．学会発表 
・川島慶子,内山登紀夫,鈴木さとみ.第 56
回児童青年精神医学会総会.2015 
 
F．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 なし 
２．実用新案登録 なし 
３．その他 なし 
 
引用・参考文献 
１）内山登紀夫 ライヴ講義 発達障害の診

断と支援，岩崎学術出版社

２）平成 28年度福島県勢要覧 
３）福島県ホームページ「ふくしま統計情報 
BOX」；福島県現住人口調査年報 平成 27年版 
４）いわき市の人口（平成 27年４月１日現在） 
５）厚生労働科学研究費補助金障害対策総

合研究事業発達障害児とその家族に対する

地域特性に応じた継続的な支援の実施と評

価 平成 27年度 総括・分担報告
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136名（5.0%）であり、その内「医療機関
の受診あり」53 名（2.0%）、「医療機関の
受診なし（疑い含む）」83名（3.1%）であ
った。 
b.診断の内訳 
「医療機関受診あり」の診断の内訳は、

ASD 26名（1.0%）、ADHD 16名（0.6%）、
言語、LDが各 1名（0.04%）、精神遅滞 5
名（0.2%）、吃音・場面緘黙・チック等 3
名（0.1%）、境界知能 1 名（0.04%）であ
った。 
「医療機関受診なし（疑い含む）」の内訳は、

ASD 24名（0.9%）、ADHD 14名（0.5%）、
言語 2名（0.1%）、LD 9名（0.3%）、精神
遅滞 17 名（0.6 %）、吃音・場面緘黙・チ
ック等5名（0.2 %）、境界知能12名（0.4%）
であった。 
次に、反抗挑戦性障害の特徴がある児童

は、ASDでは 17名（0.6%）、ADHDでは
10名（0.4%）、言語、LDは 0名、精神遅
滞と吃音・場面緘黙・チック等は各 1 名
（0.04%）、境界知能 2 名（0.1%）であっ
た。素行障害（疑い含む）のある児童は、

ASDと ADHDが各 2名（0.1%）、精神遅
滞が 1 名（0.04%）、言語、LD、吃音・場
面緘黙・チック等、境界知能において 0名
であった。不登校では、ASDが 2名（0.1%）、
吃音・場面緘黙・チック等が 3 名（0.1%）
であった。 
c.特別な教育的配慮 
知的障害特別支援学級に在籍する児童は 

30名（1.1 %）、自閉症・情緒障害学級は
12 名（0.4 %）であった。通常学級に在
籍し、情緒障害通級指導教室に通う児童は

7名（0.3%）、難聴・言語障害通級指導教
室は 1名（0.04%）であり、適応指導教室

は 1 名（0.04%）、その他の支援が 4 名
（0.1%）学級担任による配慮のみが 55名
（2.0%）の結果であった。 

d.震災後のストレスケア 
小学 6年生の内、震災後のストレスから

専門的な心のケアが必要と感じる生徒数は

7 名であった。その内、スクールカウンセ
ラーの面接を受けたのは 2名、医療機関を
受診したと把握しているのも 2名であった。 
 
D．考察 
本研究の 1と 2において、いわき市の地

域特性と発達障害の発見と支援システムと

同市の発達障害の子どもの実態について調

査を行った。その結果、地域特性について

は、人口動態において、急激な人口の増加

がみられた。東日本大震災から 6年が経過
し、避難者が新たな居住先としていわき市

を選択する者の増加も影響していることが

考えられる。また、住民票を移していない

避難者においては、いわき市の出生数の 1
割である約 200人の 0歳児、1歳児が生活
しており、乳幼児健診や発達障害の発見、

支援の中で、震災に関する問題を踏まえた

対応も求められている。 
中核市であるいわき市の発達障害の発見

と支援システムについては、子育てサポー

トセンターが中核となっており、医師と連

携しながら個別の丁寧な対応を行っている。

診断についての“心理教育”や療育等関係

機関療の紹介も行うなど、重要な役割を担

うが、職員の負担が大きいことも推測され

る。また、人口に対する発達障害の専門医

の不足が課題となっている。H25年度の調
査時からの変更点としては、H28年度から
新たに導入された入学支援シートが活用さ

れるようになった。これは、保護者を主体

として幼稚園・保育所、療育機関等が記入

するが、アセスメント（評価）的な内容が

盛り込まれ、何がどの程度出来るのかを入

学前に学校が把握することが可能となり、

支援員の配置等、校内体制を整えることに

も役立つことが期待される。 
中核市など人口の多い地域における一貫

した支援に係る組織体制づくりはいずれの

地域においても課題となることが考えれ、

事業を行った後の効果測定等を行うことも

重要である。 
研究 2の学校における発達障害の実態調

査については、小学校 1・4・6年生につい
て、現在も調査継続中であり、参考値とす

る。 
中学 3年生（調査終了）では、医療機関

の受診がある生徒は医療機関受診なし（疑

い含む）の割合よりも多く、発達障害の疑

いのある生徒の半数以上が医療機関に繋が

っていることがわかる。また、反抗挑戦性

障害については、「吃音・場面緘黙・チック

等」の割合が高かった。発達障害等の 2次
的な問題を抱えていることも推測される。

特別な教育的配慮については、いずれの学

年も学級担任による配慮のみの割合が最も

高く、支援ニーズの把握や対応など、業務

負担が課題となっている。 
震災後のメンタルヘルスについては、小

学 4年生と 6年生のみ支援の必要な児童が
数名いたが、小学 1年生と中学 3年生は 0
名であり、震災後の PTSD等の問題が発達
障害等の問題に含まれてしまっていること

も懸念される。 

また、いわき市内の全ての支援学級や通

級指導教室に通う児童生徒数について、

H25 年度と H28 年度を比較すると、増加
傾向がみられた。しかしながら、支援員の

人数に変化はない。発達障害の特性を呈す

る児童生徒への特別な教育的配慮や、

PTSDも含めた避難児童への対応も含める
と、今後も人材（支援者）の不足は深刻な

課題と言える。 
 

 
E．研究発表 
１．論文発表 なし 
２．学会発表 
・川島慶子,内山登紀夫,鈴木さとみ.第 56
回児童青年精神医学会総会.2015 
 
F．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 なし 
２．実用新案登録 なし 
３．その他 なし 
 
引用・参考文献 
１）内山登紀夫 ライヴ講義 発達障害の診

断と支援，岩崎学術出版社

２）平成 28年度福島県勢要覧 
３）福島県ホームページ「ふくしま統計情報 
BOX」；福島県現住人口調査年報 平成 27年版 
４）いわき市の人口（平成 27年４月１日現在） 
５）厚生労働科学研究費補助金障害対策総

合研究事業発達障害児とその家族に対する

地域特性に応じた継続的な支援の実施と評

価 平成 27年度 総括・分担報告
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表Ⅲ－３－１ 小学1年生　n=2330（男=1151,女=1179）

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－１－１ 小学４年生　n=2595（男=1325,女=1270）

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－４－１ 小学6年生　n=2703（男=1360,女=1343）

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－２－１ 中学3年生　n=2980（男=1478,女=1502）

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

計 男 女

総数診断名 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女

医療機関受診あり

診断名 総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

診断名 総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女

診断名 総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女

計 男 女計 男 女 計 男 女

発達に何らかの遅れや偏りのある児童生徒数（いわき市） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表Ⅲ－３－２ 小学1年生　n=2330（男=1151,女=1179）
反抗挑戦性
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－１－２ 小学４年生　n=2595（男=1325,女=1270）
反抗挑戦性
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－４－２ 小学6年生　n=2703（男=1360,女=1343）
反抗挑戦性
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－２－２ 中学3年生　n=2980（男=1478,女=1502）
反抗挑戦性
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

診断名

診断名

診断名

診断名

反抗挑戦性障害の特徴のある児童生徒数（いわき市） 
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表Ⅲ－３－１ 小学1年生　n=2330（男=1151,女=1179）

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－１－１ 小学４年生　n=2595（男=1325,女=1270）

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－４－１ 小学6年生　n=2703（男=1360,女=1343）

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－２－１ 中学3年生　n=2980（男=1478,女=1502）

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

計 男 女

総数診断名 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女

医療機関受診あり

診断名 総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

診断名 総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女

診断名 総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女

計 男 女計 男 女 計 男 女

発達に何らかの遅れや偏りのある児童生徒数（いわき市） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表Ⅲ－３－２ 小学1年生　n=2330（男=1151,女=1179）
反抗挑戦性
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－１－２ 小学４年生　n=2595（男=1325,女=1270）
反抗挑戦性
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－４－２ 小学6年生　n=2703（男=1360,女=1343）
反抗挑戦性
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－２－２ 中学3年生　n=2980（男=1478,女=1502）
反抗挑戦性
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

診断名

診断名

診断名

診断名

反抗挑戦性障害の特徴のある児童生徒数（いわき市） 
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表Ⅲ－３－３ 小学1年生　n=2330（男=1151,女=1179）
素行
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－１－３ 小学４年生　n=2595（男=1325,女=1270）
素行
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－４－３ 小学6年生　n=2703（男=1360,女=1343）
素行
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－２－３ 中学3年生　n=2980（男=1478,女=1502）
素行
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

診断名

診断名

診断名

診断名

素行障害の特徴のある児童生徒数（いわき市） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表Ⅲ－３－４ 小学1年生　n=2330（男=1151,女=1179）
c.不登校

計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－１－４ 小学４年生　n=2595（男=1325,女=1270）
c.不登校

計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－４－４ 小学6年生　n=2703（男=1360,女=1343）
c.不登校

計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－２－４ 中学3年生　n=2980（男=1478,女=1502）
c.不登校

計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞 ­ ­ ­ ­ ­ ­

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

診断名

診断名

診断名

診断名

発達障害の不登校の児童生徒数 
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表Ⅲ－３－３ 小学1年生　n=2330（男=1151,女=1179）
素行
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－１－３ 小学４年生　n=2595（男=1325,女=1270）
素行
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－４－３ 小学6年生　n=2703（男=1360,女=1343）
素行
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－２－３ 中学3年生　n=2980（男=1478,女=1502）
素行
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

診断名

診断名

診断名

診断名

素行障害の特徴のある児童生徒数（いわき市） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表Ⅲ－３－４ 小学1年生　n=2330（男=1151,女=1179）
c.不登校

計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－１－４ 小学４年生　n=2595（男=1325,女=1270）
c.不登校

計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－４－４ 小学6年生　n=2703（男=1360,女=1343）
c.不登校

計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－２－４ 中学3年生　n=2980（男=1478,女=1502）
c.不登校

計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞 ­ ­ ­ ­ ­ ­

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

診断名

診断名

診断名

診断名

発達障害の不登校の児童生徒数 
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平成 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と支援内容に

関する研究

分担研究報告書

小規模市における発達障害児の支援システムに関する研究

研究分担者 篠山 大明 （信州大学医学部精神医学教室）

内山 登紀夫 （大正大学 心理社会学部）

研究協力者 山下 洋（九州大学病院 子どものこころの診療部）

関 正樹 （大湫病院、土岐市立総合病院 精神科）

金重 紅美子 （山梨県立こころの発達総合支援センター）

今出 大輔（おかやま発達障害者支援センター）

 
研究要旨 

地域特性に応じた発達障害児の支援システムの構築が求められている。本研究では人口

20 万人未満の市を対象に調査を実施し，小規模市の発達障害児の支援システムのあり方に

ついての検討を行う。研究期間は 2 年間であり，初年度である平成 28 年度の研究成果を

本報告書にて報告する。調査は，糸島市，多治見市，瑞浪市，山梨市，南相馬市，美作市，

真庭市を対象とし，各市を担当する研究協力者によって実施された。平成 28 年度は，各

市で行政機関と教育機関にアンケートを依頼した。行政機関へのアンケートでは，発達障

害の支援システムについての調査を行い，教育機関へのアンケートでは，学校で把握して

いる発達障害またはその疑いがある子どもについての調査を行った。調査結果より，発達

障害児支援は学校の生徒の 1 割前後に必要であることが示唆された。小規模市の一部は発

達障害の支援に特化し中核機能を担う組織を設置することで支援体制を整えていた。一方

で中核機能を担う組織が設けられていない市でも，多職種連携による体制の構築により，

継続的・総合的なつなぎの支援が実施されていた。調整，連携のシステム化，とくに，就

学時の引き継ぎや，学齢期以降の支援体制の整備は，小規模市の発達障害児支援における

今後の課題である。 
 

Ａ．研究目的

発達障害児の支援においては，人口動態，

経済状況，地理的条件等の地域特性に応じ

た支援システムを構築することが求められ

ている。平成 25 年度〜27 年度厚生労働科

学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）

「発達障害児とその家族に対する地域特性

に応じた継続的な支援の実施と評価」では，
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平成 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と支援内容に

関する研究

分担研究報告書

小規模市における発達障害児の支援システムに関する研究

研究分担者 篠山 大明 （信州大学医学部精神医学教室）

内山 登紀夫 （大正大学 心理社会学部）

研究協力者 山下 洋（九州大学病院 子どものこころの診療部）

関 正樹 （大湫病院、土岐市立総合病院 精神科）

金重 紅美子 （山梨県立こころの発達総合支援センター）

今出 大輔（おかやま発達障害者支援センター）

 
研究要旨 

地域特性に応じた発達障害児の支援システムの構築が求められている。本研究では人口

20 万人未満の市を対象に調査を実施し，小規模市の発達障害児の支援システムのあり方に

ついての検討を行う。研究期間は 2 年間であり，初年度である平成 28 年度の研究成果を

本報告書にて報告する。調査は，糸島市，多治見市，瑞浪市，山梨市，南相馬市，美作市，

真庭市を対象とし，各市を担当する研究協力者によって実施された。平成 28 年度は，各

市で行政機関と教育機関にアンケートを依頼した。行政機関へのアンケートでは，発達障

害の支援システムについての調査を行い，教育機関へのアンケートでは，学校で把握して

いる発達障害またはその疑いがある子どもについての調査を行った。調査結果より，発達

障害児支援は学校の生徒の 1 割前後に必要であることが示唆された。小規模市の一部は発

達障害の支援に特化し中核機能を担う組織を設置することで支援体制を整えていた。一方

で中核機能を担う組織が設けられていない市でも，多職種連携による体制の構築により，

継続的・総合的なつなぎの支援が実施されていた。調整，連携のシステム化，とくに，就

学時の引き継ぎや，学齢期以降の支援体制の整備は，小規模市の発達障害児支援における

今後の課題である。 
 

Ａ．研究目的

発達障害児の支援においては，人口動態，

経済状況，地理的条件等の地域特性に応じ

た支援システムを構築することが求められ

ている。平成 25 年度〜27 年度厚生労働科

学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）

「発達障害児とその家族に対する地域特性

に応じた継続的な支援の実施と評価」では，
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人口 20 万人未満の小規模市における支援

システムのあり方について，以下のような

提言が行われた。 
· 発達障害の支援に特化した「発達支援

室」のような中核機能を担う組織を各

市に設置することによって，調整，連

携，つなぎの支援が行われることが望

まれる。 
· 専門性の高いサービスの確保および人

財育成のためには，小規模市への支援

体制を県が作っていくことが求められ

る。県の発達障害施策の中で，小規模

市の支援者を対象とした人材育成の場

と機会を保障する仕組みが必要である。 
· つなぎの支援に関しては，健診の場や

相談・調整の場に心理職を含めた適切

な支援者を配置すると同時に，組織的

な連携体制も整備していくことが望ま

れる。 
この背景を踏まえ，本年度は各機関の連

携に焦点をおいた調査を実施した。行政機

関へのアンケートとヒアリングを行うこと

により，行政からみた地域特性と発達障害

の支援システムについて調査し，小規模市

における発達障害児の支援状況を分析する

ことが本研究の第一の目的である。 
本研究の第二の目的は，教育機関が把握

している発達障害またはその疑いがある子

どもに関する調査である。平成 25 年度〜27
年度「発達障害児とその家族に対する地域

特性に応じた継続的な支援の実施と評価」

で実施した調査と同一の母集団を対象とし

た調査を行い，支援システムの対象児数の

推定を行った。 
 

Ｂ．研究方法

調査対象は，人口 20 万人未満の小規模市

である福岡県糸島市，岐阜県多治見市，岐

阜県瑞浪市，山梨県山梨市，福島県南相馬

市，岡山県美作市，岡山県真庭市とした。 
 

１．地域特性に関する調査 
各市の行政担当者にアンケートを依頼し，

以下の項目について調査を行った。 
· 地理的特徴・人口・人口動態 
· 就業人口 
· 職業大分類別就業者数 
· 地理的特性の概要 

 
２．行政機関へのアンケート調査 

発達障害の支援システムに関するアンケ

ートへの回答を各市の行政担当者に依頼し

た。アンケートには，療育手帳の種類や基

準，支援システムの概要，障害児支援の体

制，発達障害者支援法の改正等に関連する

質問を含め，得られた回答をもとに，発達

障害児支援の実態と課題について分析した。 
 
３．教育機関へのアンケート調査 

平成 25 年度〜27 年度「発達障害児とそ

の家族に対する地域特性に応じた継続的な

支援の実施と評価」の調査と同一コホート

である平成28年度の小学4年生および中学

3 年生を主な調査対象とし，発達障害また

はその疑いがあることが把握されている子

どもに関するアンケートを各市の学校に依

頼した。得られた回答をもとに，支援シス

テムの対象となる児童数を推定した。 
 
（倫理面への配慮）

「１．地域特性に関する調査」および「２．

4 
 

行政機関へのアンケート調査」は行政シス

テムや地域の制度に関する調査であり，人

を対象とした医学研究ではない。「３．教育

機関へのアンケート調査」は疫学研究であ

り，研究対象者への侵襲的介入はない。研

究結果を公表する際には，原則として特定

可能な個人情報を排した上で数値化された

データのみを統計学的手法によって処理し

た。各地域で集めた個票は連結可能な状態

で匿名化し，研究代表者は匿名化されたデ

ータを集約して統計解析した。 
 
Ｃ．研究結果 
１．地域特性に関する調査 

糸島市，瑞浪市，山梨市，南相馬市，美

作市，真庭市から回答を得た。平成 28 年度

4 月 1 日時点におけるそれぞれの市の人口

は糸島市 99,687 人，瑞浪市 38,785 人，山

梨市 36,089 人，南相馬市 63,653 人（ただ

し平成 26年 10月 1 日時点），美作市 28,780
人，真庭市 48,544 人（ただし平成 26 年 4
月 1 日時点）であった。年少人口割合（0
－14 歳）は，糸島市のみ 13.54％であった

が，他はいずれも 11％台または 12％台前半

であった。調査したすべての市で人口の自

然減が自然増を上回ったが，糸島市と瑞浪

市では社会増が社会減を上回った。 
 
２．行政機関へのアンケート調査 

糸島市，瑞浪市，山梨市，南相馬市，美

作市，真庭市から回答を得た。いずれの市

も，支援システムの概要のモデル図を作成

しており，発見から支援までの流れや連携

が図示されていた。 
一部の市では専門性が高く発達障害の支

援に特化した組織が設置されることによっ

て，つなぎの支援，巡回支援がスムーズに

行えていた。瑞浪市では市の委託を受けて

社会福祉協議会が運営する瑞浪市子ども発

達支援センターが発達相談，巡回相談，児

童発達支援，放課後等デイサービスを行っ

ている。南相馬市は市の健康福祉部男女共

同こども課発達支援室の保健師，言語聴覚

士，保育士が，発達支援体制の構築，心理

評価，医療相談，親向けプログラム，巡回

相談などを実施している。美作市は発達支

援センターが市の保険部門の係として独立

しており，保健師，看護師，心理職，教員，

保育士が相談，心理評価，医療相談，巡回

相談等の支援を担っている。 
一方で，中核機能を担う組織が設置され

ていない市では，各領域の支援者が連携し

て支援を行う体制が構築されていた。糸島

市では，地域の福祉機関，教育機関，医療

機関が連携して気づきから支援へとつなぎ，

市直営の子育て支援センターで母子通園事

業や個別療育が行われている。山梨市は，

発達障害に特化した相談窓口は設置してい

ないが，市の健康増進課のすこやか発達相

談で心理発達相談員，言語聴覚士，保健師

がつなぎ支援を行い，専門的な相談，診療

等が必要な場合は主に甲府市の山梨県立こ

ころの発達総合支援センターに紹介してい

る。真庭市では市の担当保健師が市内 4 ヵ

所の発達支援教室と市内 1 ヵ所ずつの療育

訓練事業，児童発達支援事業の管理調整を

行っている。 
今回調査した小規模市の多くは，県との

連携により，人材育成の場と機会が与えら

れていた。精神保健福祉センター等の県立

の専門機関と学習会や事例検討会を開催し

ている市が多かった。一方で，糸島市は特
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人口 20 万人未満の小規模市における支援

システムのあり方について，以下のような

提言が行われた。 
· 発達障害の支援に特化した「発達支援

室」のような中核機能を担う組織を各

市に設置することによって，調整，連

携，つなぎの支援が行われることが望

まれる。 
· 専門性の高いサービスの確保および人

財育成のためには，小規模市への支援

体制を県が作っていくことが求められ

る。県の発達障害施策の中で，小規模

市の支援者を対象とした人材育成の場

と機会を保障する仕組みが必要である。 
· つなぎの支援に関しては，健診の場や

相談・調整の場に心理職を含めた適切

な支援者を配置すると同時に，組織的

な連携体制も整備していくことが望ま

れる。 
この背景を踏まえ，本年度は各機関の連

携に焦点をおいた調査を実施した。行政機

関へのアンケートとヒアリングを行うこと

により，行政からみた地域特性と発達障害

の支援システムについて調査し，小規模市

における発達障害児の支援状況を分析する

ことが本研究の第一の目的である。 
本研究の第二の目的は，教育機関が把握

している発達障害またはその疑いがある子

どもに関する調査である。平成 25 年度〜27
年度「発達障害児とその家族に対する地域

特性に応じた継続的な支援の実施と評価」

で実施した調査と同一の母集団を対象とし

た調査を行い，支援システムの対象児数の

推定を行った。 
 

Ｂ．研究方法

調査対象は，人口 20 万人未満の小規模市

である福岡県糸島市，岐阜県多治見市，岐

阜県瑞浪市，山梨県山梨市，福島県南相馬

市，岡山県美作市，岡山県真庭市とした。 
 

１．地域特性に関する調査 
各市の行政担当者にアンケートを依頼し，

以下の項目について調査を行った。 
· 地理的特徴・人口・人口動態 
· 就業人口 
· 職業大分類別就業者数 
· 地理的特性の概要 

 
２．行政機関へのアンケート調査 

発達障害の支援システムに関するアンケ

ートへの回答を各市の行政担当者に依頼し

た。アンケートには，療育手帳の種類や基

準，支援システムの概要，障害児支援の体

制，発達障害者支援法の改正等に関連する

質問を含め，得られた回答をもとに，発達

障害児支援の実態と課題について分析した。 
 
３．教育機関へのアンケート調査 

平成 25 年度〜27 年度「発達障害児とそ

の家族に対する地域特性に応じた継続的な

支援の実施と評価」の調査と同一コホート

である平成28年度の小学4年生および中学

3 年生を主な調査対象とし，発達障害また

はその疑いがあることが把握されている子

どもに関するアンケートを各市の学校に依

頼した。得られた回答をもとに，支援シス

テムの対象となる児童数を推定した。 
 
（倫理面への配慮）

「１．地域特性に関する調査」および「２．

4 
 

行政機関へのアンケート調査」は行政シス

テムや地域の制度に関する調査であり，人

を対象とした医学研究ではない。「３．教育

機関へのアンケート調査」は疫学研究であ

り，研究対象者への侵襲的介入はない。研

究結果を公表する際には，原則として特定

可能な個人情報を排した上で数値化された

データのみを統計学的手法によって処理し

た。各地域で集めた個票は連結可能な状態

で匿名化し，研究代表者は匿名化されたデ

ータを集約して統計解析した。 
 
Ｃ．研究結果 
１．地域特性に関する調査 

糸島市，瑞浪市，山梨市，南相馬市，美

作市，真庭市から回答を得た。平成 28 年度

4 月 1 日時点におけるそれぞれの市の人口

は糸島市 99,687 人，瑞浪市 38,785 人，山

梨市 36,089 人，南相馬市 63,653 人（ただ

し平成 26年 10月 1 日時点），美作市 28,780
人，真庭市 48,544 人（ただし平成 26 年 4
月 1 日時点）であった。年少人口割合（0
－14 歳）は，糸島市のみ 13.54％であった

が，他はいずれも 11％台または 12％台前半

であった。調査したすべての市で人口の自

然減が自然増を上回ったが，糸島市と瑞浪

市では社会増が社会減を上回った。 
 
２．行政機関へのアンケート調査 

糸島市，瑞浪市，山梨市，南相馬市，美

作市，真庭市から回答を得た。いずれの市

も，支援システムの概要のモデル図を作成

しており，発見から支援までの流れや連携

が図示されていた。 
一部の市では専門性が高く発達障害の支

援に特化した組織が設置されることによっ

て，つなぎの支援，巡回支援がスムーズに

行えていた。瑞浪市では市の委託を受けて

社会福祉協議会が運営する瑞浪市子ども発

達支援センターが発達相談，巡回相談，児

童発達支援，放課後等デイサービスを行っ

ている。南相馬市は市の健康福祉部男女共

同こども課発達支援室の保健師，言語聴覚

士，保育士が，発達支援体制の構築，心理

評価，医療相談，親向けプログラム，巡回

相談などを実施している。美作市は発達支

援センターが市の保険部門の係として独立

しており，保健師，看護師，心理職，教員，

保育士が相談，心理評価，医療相談，巡回

相談等の支援を担っている。 
一方で，中核機能を担う組織が設置され

ていない市では，各領域の支援者が連携し

て支援を行う体制が構築されていた。糸島

市では，地域の福祉機関，教育機関，医療

機関が連携して気づきから支援へとつなぎ，

市直営の子育て支援センターで母子通園事

業や個別療育が行われている。山梨市は，

発達障害に特化した相談窓口は設置してい

ないが，市の健康増進課のすこやか発達相

談で心理発達相談員，言語聴覚士，保健師

がつなぎ支援を行い，専門的な相談，診療

等が必要な場合は主に甲府市の山梨県立こ

ころの発達総合支援センターに紹介してい

る。真庭市では市の担当保健師が市内 4 ヵ

所の発達支援教室と市内 1 ヵ所ずつの療育

訓練事業，児童発達支援事業の管理調整を

行っている。 
今回調査した小規模市の多くは，県との

連携により，人材育成の場と機会が与えら

れていた。精神保健福祉センター等の県立

の専門機関と学習会や事例検討会を開催し

ている市が多かった。一方で，糸島市は特
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別支援学校，発達教育センター，児童精神

科外来を有する専門病院，児童相談所がな

く，地理的にも県からの支援を受けること

が難しい地域であったが，九州大学の協力

を得て共催で講演会や発達障害に関する知

識の普及啓発を実施している。 
 

３．教育機関へのアンケート調査 
瑞浪市および南相馬市の教育機関から回

答を得た。調査対象となった H28 年度の小

学 4 年生および中学 3 年生の人数は，瑞浪

市ではそれぞれ 310 名，343 名であり，南

相馬市ではそれぞれ 339 名，435 名であっ

た。 
学校アンケート調査にて，平成 28 年度小

学 4 年生で発達に何らかの遅れや偏りがあ

ると考えられた児童は，瑞浪市では 6.2％，

南相馬市では 15.9％であった。その内，医

療機関受診を学校が把握している児童は瑞

浪市では 1.95％，南相馬市では 4.7％であ

った。疑われる診断の内訳の一部は，瑞浪

市では広汎性発達障害 3.3％，多動性障害

1.9％であり，南相馬市では広汎性発達障害

3.9％，多動性障害 5.3％であった。 
学校アンケート調査にて，平成 28 年度中

学 3 年生で発達に何らかの遅れや偏りがあ

ると考えられた児童は，瑞浪市では 5.5％，

南相馬市では 7.6％であった。その内，医療

機関受診を学校が把握している児童は瑞浪

市では 3.2％，南相馬市では 5.3％であった。

疑われる診断の内訳の一部は，瑞浪市では

広汎性発達障害 3.2％，多動性障害 1.2％で

あり，南相馬市では広汎性発達障害 3.2％，

多動性障害 1.1％であった。 
 
 

Ｄ．考察

本研究では，地域特性に関する調査と発

達障害の支援システムに関する行政機関へ

のアンケート調査で，小規模市における発

達障害児支援システムの実態について調査

した。また，平成 25 年度〜27 年度「発達

障害児とその家族に対する地域特性に応じ

た継続的な支援の実施と評価」の調査を継

続する形で，学校で発達障害またはその疑

いがあることが把握されている子どもの実

数調査を行った。 
行政機関へのアンケート調査では，市に

よって公的センターの規模や支援体制に違

いはあるものの，各市がそれぞれのシステ

ムを活用し，相談，調整，療育へのつなぎ

を行っていることが明らかになった。今回

アンケート調査を実施した市はいずれも，

保健，福祉，教育，医療の連携を取りなが

ら効果的な支援体制を築いていた。 
今回調査した中で診療機能を有する療育

施設を持つ小規模市はなかったものの，一

部の市では発達障害の支援に関する企画，

調整，連携などに特化し，発達障害支援の

中核機能を担う組織が設置されていた。そ

れらの市では，巡回支援，訪問支援等や，

気づきから専門的な相談や専門医療へのつ

なぎがスムーズに行われていた。一方で，

そのような中核機能を担う組織がない市で

は，保健師，心理士等が相談，調整，療育

へのつなぎに重要な役割を担っていた。各

市で，研修会や事例検討会などによる人材

育成の取り組みがみられた。多くは市単独

のものではなく，県の組織との連携による

ものであった。 
小規模市の発達障害児支援における強み

は，多職種の顔の見える連携によってつな

6 
 

ぎの支援が行われていることである。調査

対象となった市では，関係者で情報や課題

を共有できており，また，自治体内で発達

障害の連携を目的とした会議が設置されて

いるところも多かった。 
発達障害支援の中核機能を担う組織を有

する市は小規模市の一部に過ぎないため，

多くの小規模市において，支援をスムーズ

に行うための調整，連携のシステム化が課

題となっている。とくに，就学時の引き継

ぎや，学齢期以降の支援体制が十分に整っ

ていないと考えている行政担当者が多かっ

た。具体的なシステム化によって，担当者

が交代しても適切な引継ぎが行われるよう

な組織を作ることが今後の課題として残る。 
また，つなぎ，引継ぎが実際に行われて

いてもその内容が周知されていない市が多

かった。それぞれの市が支援システムの概

要のモデル図を作成しているが，就学後の

支援体制の説明はあるものの就学時の引継

ぎの説明はないものが多い。つなぎ，引継

ぎをシステム化した上でその体制を積極的

に周知することも今後の課題である。 
支援ニーズに関する調査では，平成 25 年

度〜27 年度「発達障害児とその家族に対す

る地域特性に応じた継続的な支援の実施と

評価」の調査を継続し，小学 1 年生及び小

学 6 年生からの学校における疑い例も含め

た 4 年間の経時的な把握の推移を調べてい

る。本年度の調査でも今までと同様，国際

的な研究で発表されている値よりも高い有

病率が示された。本研究では，医療受診を

できていない疑い例も含めて有病率を計算

しているため，確定診断例のみを対象とし

た研究とくらべて発達障害児支援のニーズ

をより実際的に表している可能性がある。 

Ｅ．結論

平成25年度〜27年度の調査結果と同様，

発達障害児支援が学校の生徒の 1 割前後に

必要であることが示唆された。本年度中の

回答を得られなかった市が多かったが，支

援ニーズの実態を明らかにするために，来

年度も引き続き調査を行いデータを蓄積す

る予定である。 
小規模市が診療機能を有する療育施設を

有することは困難であるが，一部の市は発

達障害の支援に特化し中核機能を担う組織

を設置することで支援体制を整えている。

一方で中核機能を担う組織が設けられてい

ない市でも，多職種連携による体制の構築

により，継続的・総合的なつなぎの支援が

実施されていることが明らかとなった。調

整，連携のシステム化，とくに，就学時の

引き継ぎや，学齢期以降の支援体制の整備

は，小規模市の発達障害児支援における今

後の課題である。

Ｆ．参考文献
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科外来を有する専門病院，児童相談所がな

く，地理的にも県からの支援を受けること

が難しい地域であったが，九州大学の協力

を得て共催で講演会や発達障害に関する知

識の普及啓発を実施している。 
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瑞浪市および南相馬市の教育機関から回

答を得た。調査対象となった H28 年度の小

学 4 年生および中学 3 年生の人数は，瑞浪

市ではそれぞれ 310 名，343 名であり，南

相馬市ではそれぞれ 339 名，435 名であっ

た。 
学校アンケート調査にて，平成 28 年度小

学 4 年生で発達に何らかの遅れや偏りがあ

ると考えられた児童は，瑞浪市では 6.2％，

南相馬市では 15.9％であった。その内，医

療機関受診を学校が把握している児童は瑞

浪市では 1.95％，南相馬市では 4.7％であ

った。疑われる診断の内訳の一部は，瑞浪

市では広汎性発達障害 3.3％，多動性障害

1.9％であり，南相馬市では広汎性発達障害

3.9％，多動性障害 5.3％であった。 
学校アンケート調査にて，平成 28 年度中

学 3 年生で発達に何らかの遅れや偏りがあ

ると考えられた児童は，瑞浪市では 5.5％，

南相馬市では 7.6％であった。その内，医療

機関受診を学校が把握している児童は瑞浪

市では 3.2％，南相馬市では 5.3％であった。

疑われる診断の内訳の一部は，瑞浪市では

広汎性発達障害 3.2％，多動性障害 1.2％で

あり，南相馬市では広汎性発達障害 3.2％，

多動性障害 1.1％であった。 
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本研究では，地域特性に関する調査と発

達障害の支援システムに関する行政機関へ

のアンケート調査で，小規模市における発

達障害児支援システムの実態について調査

した。また，平成 25 年度〜27 年度「発達

障害児とその家族に対する地域特性に応じ

た継続的な支援の実施と評価」の調査を継

続する形で，学校で発達障害またはその疑

いがあることが把握されている子どもの実

数調査を行った。 
行政機関へのアンケート調査では，市に

よって公的センターの規模や支援体制に違

いはあるものの，各市がそれぞれのシステ

ムを活用し，相談，調整，療育へのつなぎ

を行っていることが明らかになった。今回

アンケート調査を実施した市はいずれも，

保健，福祉，教育，医療の連携を取りなが

ら効果的な支援体制を築いていた。 
今回調査した中で診療機能を有する療育

施設を持つ小規模市はなかったものの，一

部の市では発達障害の支援に関する企画，

調整，連携などに特化し，発達障害支援の

中核機能を担う組織が設置されていた。そ

れらの市では，巡回支援，訪問支援等や，

気づきから専門的な相談や専門医療へのつ

なぎがスムーズに行われていた。一方で，

そのような中核機能を担う組織がない市で

は，保健師，心理士等が相談，調整，療育

へのつなぎに重要な役割を担っていた。各

市で，研修会や事例検討会などによる人材

育成の取り組みがみられた。多くは市単独

のものではなく，県の組織との連携による

ものであった。 
小規模市の発達障害児支援における強み

は，多職種の顔の見える連携によってつな
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ぎの支援が行われていることである。調査

対象となった市では，関係者で情報や課題

を共有できており，また，自治体内で発達

障害の連携を目的とした会議が設置されて

いるところも多かった。 
発達障害支援の中核機能を担う組織を有

する市は小規模市の一部に過ぎないため，

多くの小規模市において，支援をスムーズ

に行うための調整，連携のシステム化が課

題となっている。とくに，就学時の引き継

ぎや，学齢期以降の支援体制が十分に整っ

ていないと考えている行政担当者が多かっ

た。具体的なシステム化によって，担当者

が交代しても適切な引継ぎが行われるよう

な組織を作ることが今後の課題として残る。 
また，つなぎ，引継ぎが実際に行われて

いてもその内容が周知されていない市が多

かった。それぞれの市が支援システムの概

要のモデル図を作成しているが，就学後の

支援体制の説明はあるものの就学時の引継

ぎの説明はないものが多い。つなぎ，引継

ぎをシステム化した上でその体制を積極的

に周知することも今後の課題である。 
支援ニーズに関する調査では，平成 25 年

度〜27 年度「発達障害児とその家族に対す

る地域特性に応じた継続的な支援の実施と

評価」の調査を継続し，小学 1 年生及び小

学 6 年生からの学校における疑い例も含め

た 4 年間の経時的な把握の推移を調べてい

る。本年度の調査でも今までと同様，国際

的な研究で発表されている値よりも高い有

病率が示された。本研究では，医療受診を

できていない疑い例も含めて有病率を計算

しているため，確定診断例のみを対象とし

た研究とくらべて発達障害児支援のニーズ

をより実際的に表している可能性がある。 

Ｅ．結論

平成25年度〜27年度の調査結果と同様，

発達障害児支援が学校の生徒の 1 割前後に

必要であることが示唆された。本年度中の

回答を得られなかった市が多かったが，支

援ニーズの実態を明らかにするために，来

年度も引き続き調査を行いデータを蓄積す

る予定である。 
小規模市が診療機能を有する療育施設を

有することは困難であるが，一部の市は発

達障害の支援に特化し中核機能を担う組織

を設置することで支援体制を整えている。

一方で中核機能を担う組織が設けられてい

ない市でも，多職種連携による体制の構築

により，継続的・総合的なつなぎの支援が

実施されていることが明らかとなった。調

整，連携のシステム化，とくに，就学時の

引き継ぎや，学齢期以降の支援体制の整備

は，小規模市の発達障害児支援における今

後の課題である。
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平成 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と支援内容に

関する研究 

平成 年度分担研究報告書

糸島市の地域特性と発達障害児の支援体制に関する研究

研究分担者 篠山大明（信州大学医学部附属病院 精神科・子どものこころ診療部）

研究協力者 山下 洋（九州大学病院 子どものこころの診療部）

香月大輔（九州大学病院 子どものこころの診療部）

研究目的

本研究班は平成 年度から 年にわたり

全国の異なる規模の自治体における発達障

害児の支援システムについて調査を行い得

られた知見から提言を示した。平成 年度

より「発達障害児者等の地域特性に応じた

支援ニーズとサービス利用の実態の把握と

支援内容に関する研究」として保護者支援

など新たな視点を加えて支援システムのあ

り方の調査を行うこととなった。そこで今

年度は小規模市における支援ニーズとサー

ビス利用の実情を明らかにすることを目的

に、糸島市の人口統計学的指標および支援

システムに関するアンケート調査を実施す

ることした。

研究方法

地域特性や発達障害児の支援システムを

尋ねる本研究班共通のフォーマットによる

調査票を用いて、糸島市の行政機関を対象

とするアンケート調査を行った。地理的特

性についてはウェブページ上で公表されて

いる国勢調査（政府統計：

）や福岡県の人口統計データ

（ふくおかデータウェブ：

）などを参照し、人口動態、経済指

標、産業構造などについて調査を行った。

支援システムの実態については糸島市健康

づくり課を代表とし、発達障害児の支援に

研究要旨：糸島市における発達障害児の支援システムについて行政機関からの

情報提供を元に調査を行った。糸島市は児童発達支援センターを有さないためセ

ンターに機能が集約する形ではなく、福祉や教育、医療の関係機関が相互に協力

して発達障害児を支援する体制が構築されていた。一方で医療や学齢期の支援の

ように小規模自治体において社会資源の不足している分野では、市外の医療機関

や民間の放課後等デイサービスなど既存の体制の枠外で支援が広がっている現

状も明らかになった。既存の体制を超えて広がる支援のニーズやサービスをどの

ように把握し、今ある支援体制とどのように統合していくか、方策と対応が求め

られている。
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究事業：発達障害児とその家族に対す

る地域特性に応じた継続的な支援の実

施と評価－平成 27 年度総括・分担研究

報告書（H26－身体・知的－一般－008），
298-302，2016. 

3. 内山登紀夫，川島慶子，鈴木さとみ：

福島県浜通りにおける発達障害の気づ

きと支援に関する研究３（南相馬市）．

厚生労働科学研究費補助金障害者対策

総合研究事業：発達障害児とその家族

に対する地域特性に応じた継続的な支

援の実施と評価－平成 27 年度総括・分

担研究報告書（H26－身体・知的－一

般－008），335-350，2016. 

8 
 

平成 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と支援内容に

関する研究 

平成 年度分担研究報告書

糸島市の地域特性と発達障害児の支援体制に関する研究

研究分担者 篠山大明（信州大学医学部附属病院 精神科・子どものこころ診療部）

研究協力者 山下 洋（九州大学病院 子どものこころの診療部）

香月大輔（九州大学病院 子どものこころの診療部）

研究目的

本研究班は平成 年度から 年にわたり

全国の異なる規模の自治体における発達障

害児の支援システムについて調査を行い得

られた知見から提言を示した。平成 年度

より「発達障害児者等の地域特性に応じた

支援ニーズとサービス利用の実態の把握と

支援内容に関する研究」として保護者支援

など新たな視点を加えて支援システムのあ

り方の調査を行うこととなった。そこで今

年度は小規模市における支援ニーズとサー

ビス利用の実情を明らかにすることを目的

に、糸島市の人口統計学的指標および支援

システムに関するアンケート調査を実施す

ることした。

研究方法

地域特性や発達障害児の支援システムを

尋ねる本研究班共通のフォーマットによる

調査票を用いて、糸島市の行政機関を対象

とするアンケート調査を行った。地理的特

性についてはウェブページ上で公表されて

いる国勢調査（政府統計：

）や福岡県の人口統計データ

（ふくおかデータウェブ：

）などを参照し、人口動態、経済指

標、産業構造などについて調査を行った。

支援システムの実態については糸島市健康

づくり課を代表とし、発達障害児の支援に

研究要旨：糸島市における発達障害児の支援システムについて行政機関からの

情報提供を元に調査を行った。糸島市は児童発達支援センターを有さないためセ

ンターに機能が集約する形ではなく、福祉や教育、医療の関係機関が相互に協力

して発達障害児を支援する体制が構築されていた。一方で医療や学齢期の支援の

ように小規模自治体において社会資源の不足している分野では、市外の医療機関

や民間の放課後等デイサービスなど既存の体制の枠外で支援が広がっている現

状も明らかになった。既存の体制を超えて広がる支援のニーズやサービスをどの

ように把握し、今ある支援体制とどのように統合していくか、方策と対応が求め

られている。
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関わっている各部署の状況をとりまとめた

上でアンケートへの回答を依頼した。

（倫理面への配慮）

調査にあたっては個人を特定されるよう

な情報は扱わず、匿名性に配慮した。

研究結果

地理的特性

糸島市は福岡県の西端に位置し、その東

部は福岡市（西区・早良区）に、南西部は

佐賀県（佐賀市・唐津市）にそれぞれ接し

ている。他県と政令市に囲まれている地理

的特性から小規模市ながらも県域単位での

療育センターなどの支援システムにつなが

りにくいという特徴がある。平成 年に前

原市、志摩町、二丈町の 市町村が合併し

て誕生した。人口は 人（平成 年

月 日時点）であり、自然増加率と社会増

加率は共にマイナスが続いているため、人

口は減少基調にあるとともに、少子高齢化

も進行している。

自治体の規模から特別支援学校や児童相

談所などは有しておらず、県域の施設を利

用しているが、前述の地理的特性から県域

の機能が十分に利用しにくい状況がある。

児童発達支援センターは医療型、療育型と

もに擁していないため、療育センターに機

能が集約する形ではなく、地域の福祉機関、

教育機関、医療機関が連携を図る形で発達

障害児の支援システムを構築してきた経緯

がある。

発達障害児の支援システム

（障がい者支援システム体系図を参照）

①一次スクリーニング～相談・調整の場

歳半健診、 歳児健診が就学以前の発達

障害の主な発見の場とされている。 歳半

健診の場では共同注意尺度を用いた社会認

知発達の兆候を評価し、発達障害のリスク

を持つ子どもをスクリーニングしている。

歳児以降は保育園や幼稚園からの相談窓口

を設けるとともに、保育園・幼稚園を対象

とした巡回相談を実施し、それらも発見の

場となっている。

保護者の支援やより詳細な行動観察が必

要と判断された場合は、集団活動を行う機

会を案内している（「わんぱく広場」「ぐ

んぐん教室」）。

②二次スクリーニング

観察を継続しながら必要に応じて言語聴

覚士による相談（保健所が実施主体、「こ

とばの相談」）や臨床心理士による相談へ

とつなげている。心理相談で行動観察と発

達の評価を実施し、臨床心理士と保健師で

支援の方向性を決め、療育（集団・個別）

や言語訓練の導入、巡回相談を実施する。

療育の経過中、必要に応じて児童精神科

医師の診察（「子どものこころ発達相談」）

を受け、診断が確定されることになる。

③療育

療育は市直営の子育て支援センターの療

育部門（「きらきら」）で母子通園事業（「き

らきら教室」）や個別療育が行われている。

重度の知的障害や身体障害を対象とした療

育施設が不足している現状がある。

幼稚園や保育園への支援として、既に一

定のアセスメントや療育を受けている児と、

これからアセスメントや支援に向けて検討

が必要な児を対象とした巡回相談がそれぞ

れ行われている。

④就学移行支援

10 
 

就学に際して、関係機関が情報を共有し、

支援に向けて理解を深める機会が幾つか設

けられている。その つである就学移行支

援キャンプでは、教育、医療、就学等の多

職種の関係者と保護者が参加し、個別の移

行支援計画を作成している。作成した移行

支援計画は保護者が直接小学校へ手渡し、

小学校へ情報が引き継がれるようになって

いる。これらの引継ぎはキャンプに参加し

た事例に限られる。同じく前述の子どもの

こころ発達相談では幼稚園保育園年長児を

対象に発達評価や診断を行っており、その

結果は保護者の承諾を得て就学相談会に情

報提供されている。

⑤学齢期の支援

前述の就学時の移行支援とともに、小学

校から中学校への移行についても就学移行

支援キャンプにおいて心理士の助言及び教

育を含む多職種の関係者間での支援の引き

継ぎが行われている。

学齢期の通所支援として放課後等デイサ

ービスの提供が行われている。市内に開設

された カ所の民間事業所のみならず市外

の事業所を利用する例も増えている。学齢

期でのニーズが高まり利用が広がる一方で、

福祉機関や教育機関を中心に地域多職種の

相互協力により構築された従来の乳幼児期

からの支援システムとの連携はまだ十分で

はない。事業所との情報共有や支援体制の

統合などが新たな課題となっている。

⑥医療との連携

平成 年度班研究において実施した医

療機関を対象とする調査により、糸島市に

おける発達障害全体の有病率は、小学 年

生が 、中学 年生が であり、同

じ班研究の他の地域より低い有病率であっ

た。同時に実施した福岡市の医療機関に対

する調査結果から、糸島市の児童が市外の

医療機関に多く受診していることが示唆さ

れた（医療機関を受診した児の が糸島

市内の医療機関を利用、 が福岡市の医療

機関を利用）。隣接する佐賀県の医療機関

を受診している例もあり、そうした例では

福祉機関や教育機関との連携が困難になる

ことが報告された。

⑦保護者支援

就学移行支援キャンプでは、保護者も教

育や就学等の関係者と協力して、個別の移

行支援計画を作成している。また、情報提

供の場として、講演会や身近な相談の場を

積極的に設けている。今後はピアサポート

の機能を目指し保護者同士が協力できるよ

うな機会を設定していくことも検討されて

いる。

考察

発達障害児の支援に必要な施設や機能を

自治体単独では満たすことのできない小規

模自治体においては、福祉や教育、医療の

関係機関が互いに連携し、密に協力するこ

とで既存の社会資源をより有効に活用して

いるものと思われた。一方で社会資源の不

足しがちな医療面の支援においては市外の

医療機関との連携や、拡大傾向にある放課

後等デイサービス事業との連携などで課題

を抱えていることも明らかになった。学齢

期以降での支援を中心に民間の事業所との

連携を模索している過程にあり、小規模自

治体の強みである顔の見える関係を学齢期

以降も維持する仕組み作りとともに、支援

内容と支援者のスキルの一定の質を担保で
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関わっている各部署の状況をとりまとめた

上でアンケートへの回答を依頼した。

（倫理面への配慮）

調査にあたっては個人を特定されるよう

な情報は扱わず、匿名性に配慮した。

研究結果

地理的特性

糸島市は福岡県の西端に位置し、その東

部は福岡市（西区・早良区）に、南西部は

佐賀県（佐賀市・唐津市）にそれぞれ接し

ている。他県と政令市に囲まれている地理

的特性から小規模市ながらも県域単位での

療育センターなどの支援システムにつなが

りにくいという特徴がある。平成 年に前

原市、志摩町、二丈町の 市町村が合併し

て誕生した。人口は 人（平成 年

月 日時点）であり、自然増加率と社会増

加率は共にマイナスが続いているため、人

口は減少基調にあるとともに、少子高齢化

も進行している。

自治体の規模から特別支援学校や児童相

談所などは有しておらず、県域の施設を利

用しているが、前述の地理的特性から県域

の機能が十分に利用しにくい状況がある。

児童発達支援センターは医療型、療育型と

もに擁していないため、療育センターに機

能が集約する形ではなく、地域の福祉機関、

教育機関、医療機関が連携を図る形で発達

障害児の支援システムを構築してきた経緯

がある。

発達障害児の支援システム

（障がい者支援システム体系図を参照）

①一次スクリーニング～相談・調整の場

歳半健診、 歳児健診が就学以前の発達

障害の主な発見の場とされている。 歳半

健診の場では共同注意尺度を用いた社会認

知発達の兆候を評価し、発達障害のリスク

を持つ子どもをスクリーニングしている。

歳児以降は保育園や幼稚園からの相談窓口

を設けるとともに、保育園・幼稚園を対象

とした巡回相談を実施し、それらも発見の

場となっている。

保護者の支援やより詳細な行動観察が必

要と判断された場合は、集団活動を行う機

会を案内している（「わんぱく広場」「ぐ

んぐん教室」）。

②二次スクリーニング

観察を継続しながら必要に応じて言語聴

覚士による相談（保健所が実施主体、「こ

とばの相談」）や臨床心理士による相談へ

とつなげている。心理相談で行動観察と発

達の評価を実施し、臨床心理士と保健師で

支援の方向性を決め、療育（集団・個別）

や言語訓練の導入、巡回相談を実施する。

療育の経過中、必要に応じて児童精神科

医師の診察（「子どものこころ発達相談」）

を受け、診断が確定されることになる。

③療育

療育は市直営の子育て支援センターの療

育部門（「きらきら」）で母子通園事業（「き

らきら教室」）や個別療育が行われている。

重度の知的障害や身体障害を対象とした療

育施設が不足している現状がある。

幼稚園や保育園への支援として、既に一

定のアセスメントや療育を受けている児と、

これからアセスメントや支援に向けて検討

が必要な児を対象とした巡回相談がそれぞ

れ行われている。

④就学移行支援

10 
 

就学に際して、関係機関が情報を共有し、

支援に向けて理解を深める機会が幾つか設

けられている。その つである就学移行支

援キャンプでは、教育、医療、就学等の多

職種の関係者と保護者が参加し、個別の移

行支援計画を作成している。作成した移行

支援計画は保護者が直接小学校へ手渡し、

小学校へ情報が引き継がれるようになって

いる。これらの引継ぎはキャンプに参加し

た事例に限られる。同じく前述の子どもの

こころ発達相談では幼稚園保育園年長児を

対象に発達評価や診断を行っており、その

結果は保護者の承諾を得て就学相談会に情

報提供されている。

⑤学齢期の支援

前述の就学時の移行支援とともに、小学

校から中学校への移行についても就学移行

支援キャンプにおいて心理士の助言及び教

育を含む多職種の関係者間での支援の引き

継ぎが行われている。

学齢期の通所支援として放課後等デイサ

ービスの提供が行われている。市内に開設

された カ所の民間事業所のみならず市外

の事業所を利用する例も増えている。学齢

期でのニーズが高まり利用が広がる一方で、

福祉機関や教育機関を中心に地域多職種の

相互協力により構築された従来の乳幼児期

からの支援システムとの連携はまだ十分で

はない。事業所との情報共有や支援体制の

統合などが新たな課題となっている。

⑥医療との連携

平成 年度班研究において実施した医

療機関を対象とする調査により、糸島市に

おける発達障害全体の有病率は、小学 年

生が 、中学 年生が であり、同

じ班研究の他の地域より低い有病率であっ

た。同時に実施した福岡市の医療機関に対

する調査結果から、糸島市の児童が市外の

医療機関に多く受診していることが示唆さ

れた（医療機関を受診した児の が糸島

市内の医療機関を利用、 が福岡市の医療

機関を利用）。隣接する佐賀県の医療機関

を受診している例もあり、そうした例では

福祉機関や教育機関との連携が困難になる

ことが報告された。

⑦保護者支援

就学移行支援キャンプでは、保護者も教

育や就学等の関係者と協力して、個別の移

行支援計画を作成している。また、情報提

供の場として、講演会や身近な相談の場を

積極的に設けている。今後はピアサポート

の機能を目指し保護者同士が協力できるよ

うな機会を設定していくことも検討されて

いる。

考察

発達障害児の支援に必要な施設や機能を

自治体単独では満たすことのできない小規

模自治体においては、福祉や教育、医療の

関係機関が互いに連携し、密に協力するこ

とで既存の社会資源をより有効に活用して

いるものと思われた。一方で社会資源の不

足しがちな医療面の支援においては市外の

医療機関との連携や、拡大傾向にある放課

後等デイサービス事業との連携などで課題

を抱えていることも明らかになった。学齢

期以降での支援を中心に民間の事業所との

連携を模索している過程にあり、小規模自

治体の強みである顔の見える関係を学齢期

以降も維持する仕組み作りとともに、支援

内容と支援者のスキルの一定の質を担保で
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きるようなモニタリングや研修などの制度

の整備が必要だと考えられる。

結論

糸島市では、小規模な自治体が有する社

会資源を有効活用し、関係機関が相互に協

力する形で発達障害児を支援する体制が構

築されていた。支援のニーズの高まりに呼

応して既存の支援体制の枠外で支援が広が

ってきている現状に対して、それらをどの

ように把握し、今ある支援体制とどのよう

に統合していくか、方策と対応が求められ

ている。

研究発表

論文発表 なし

学会発表 なし

知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む）

特許取得 なし

実用新案登録 なし

その他 なし

参考文献

山下洋：糸島市における発達障害児とそ

の家族に対する地域特性に応じた継続

的支援の実態と評価のあり方に関する

研究。厚生労働科学研究費補助金 障害

者対策総合事業 発達障害児とその家族

に対する地域特性に応じた継続的な支

援の実施と評価 平成 年度分担研究

報告書

山下洋：糸島市における発達障害児とそ

の家族に対する地域特性に応じた継続

的支援の実態と評価のあり方に関する

研究。厚生労働科学研究費補助金 障害

者対策総合事業 発達障害児とその家族

に対する地域特性に応じた継続的な支

援の実施と評価 平成 年度総括・分担

研究報告書
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平成 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と支援内容に

関する研究

分担研究報告書

岐阜県瑞浪市の地域特性と

発達障害児の支援体制の特徴に関する研究

研究協力者   関 正樹 （大湫病院、土岐市立総合病院 精神科） 
              箭内 友子 （大湫病院） 

元吉 史昭 （土岐市立総合病院 小児科） 
中野 正大 （土岐市立総合病院 小児科） 

 
研究要旨：岐阜県瑞浪市における発達要害の子どもの支援システムの特徴を抽出す

るために、発達障害の支援項目や支援システムに関するアンケート調査を行った。

また、支援ニーズの把握のために教育機関へのアンケート調査を行うとともに、

発達障害診療を行なっている医療機関における診療録調査を行なった。境界知能

の児童や外国人児童についても調査を行なった。瑞浪市においてはミニマムなサ

イズながら支援システムが一通り整備されていた。一方で、熱意ある担当者がそ

れぞれの機関での中心を担っており、担当者が交代するなどした場合の支援や連

携の継続性が今度の課題であった。 
 教育機関、医療機関における支援ニーズの調査からは、この数年の間に早期発

見、早期受診が進みつつあることが示唆された。境界知能の調査からは、学習支

援を行いたいが人員の配置が不足しており、適切な支援が難しい現状が示唆され

た。外国人児童に関する調査からは、支援ニーズも多岐にわたり、支援ニーズを

把握しつつも、どう支援していいか分からないと言った現状が示唆され、多職種

の連携を行なっていくような支援システムの整備が求められた。 
 

Ａ．研究目的

発達障害の早期発見と早期支援の

開始の重要性が強く叫ばれるように

なり、各地域において具体的な取り組

みが推進されつつあるが、その進捗に

は地域格差も大きい。また、大都市と

小規模都市では、おのずとできること

も異なってくる。従って、特性の異な

る自治体における発達障害の支援ニ

ーズを把握し、発達障害の支援システ

ムの現状について調査を行い、地域の

特性に応じた発達障害の子どもや家

族の支援システムのモデルを提示す

ることには大きな意義がある。そのよ

うな背景から、今回は小規模市である

岐阜県瑞浪市における発達要害の子

どもや家族の支援ニーズを把握し、そ
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きるようなモニタリングや研修などの制度

の整備が必要だと考えられる。

結論

糸島市では、小規模な自治体が有する社

会資源を有効活用し、関係機関が相互に協

力する形で発達障害児を支援する体制が構

築されていた。支援のニーズの高まりに呼

応して既存の支援体制の枠外で支援が広が

ってきている現状に対して、それらをどの

ように把握し、今ある支援体制とどのよう

に統合していくか、方策と対応が求められ

ている。

研究発表

論文発表 なし

学会発表 なし

知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む）

特許取得 なし

実用新案登録 なし

その他 なし

参考文献

山下洋：糸島市における発達障害児とそ

の家族に対する地域特性に応じた継続

的支援の実態と評価のあり方に関する

研究。厚生労働科学研究費補助金 障害

者対策総合事業 発達障害児とその家族

に対する地域特性に応じた継続的な支

援の実施と評価 平成 年度分担研究

報告書

山下洋：糸島市における発達障害児とそ

の家族に対する地域特性に応じた継続

的支援の実態と評価のあり方に関する

研究。厚生労働科学研究費補助金 障害

者対策総合事業 発達障害児とその家族

に対する地域特性に応じた継続的な支

援の実施と評価 平成 年度総括・分担

研究報告書
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平成 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と支援内容に

関する研究

分担研究報告書

岐阜県瑞浪市の地域特性と

発達障害児の支援体制の特徴に関する研究

研究協力者   関 正樹 （大湫病院、土岐市立総合病院 精神科） 
              箭内 友子 （大湫病院） 

元吉 史昭 （土岐市立総合病院 小児科） 
中野 正大 （土岐市立総合病院 小児科） 

 
研究要旨：岐阜県瑞浪市における発達要害の子どもの支援システムの特徴を抽出す

るために、発達障害の支援項目や支援システムに関するアンケート調査を行った。

また、支援ニーズの把握のために教育機関へのアンケート調査を行うとともに、

発達障害診療を行なっている医療機関における診療録調査を行なった。境界知能

の児童や外国人児童についても調査を行なった。瑞浪市においてはミニマムなサ

イズながら支援システムが一通り整備されていた。一方で、熱意ある担当者がそ

れぞれの機関での中心を担っており、担当者が交代するなどした場合の支援や連

携の継続性が今度の課題であった。 
 教育機関、医療機関における支援ニーズの調査からは、この数年の間に早期発

見、早期受診が進みつつあることが示唆された。境界知能の調査からは、学習支

援を行いたいが人員の配置が不足しており、適切な支援が難しい現状が示唆され

た。外国人児童に関する調査からは、支援ニーズも多岐にわたり、支援ニーズを

把握しつつも、どう支援していいか分からないと言った現状が示唆され、多職種

の連携を行なっていくような支援システムの整備が求められた。 
 

Ａ．研究目的

発達障害の早期発見と早期支援の

開始の重要性が強く叫ばれるように

なり、各地域において具体的な取り組

みが推進されつつあるが、その進捗に

は地域格差も大きい。また、大都市と

小規模都市では、おのずとできること

も異なってくる。従って、特性の異な

る自治体における発達障害の支援ニ

ーズを把握し、発達障害の支援システ

ムの現状について調査を行い、地域の

特性に応じた発達障害の子どもや家

族の支援システムのモデルを提示す

ることには大きな意義がある。そのよ

うな背景から、今回は小規模市である

岐阜県瑞浪市における発達要害の子

どもや家族の支援ニーズを把握し、そ
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の支援システムの特徴を抽出することが本

調査の目的である。

Ｂ．研究方法

地域特性に関する調査

一般的項目（人口，人口動態，産業構造，

自治体の経済状態，住民の社会経済階層等）

について、瑞浪市の関係各課にアンケート

調査を行った。 

発達障害の支援ニーズに関する調査

発達障害支援に関する項目として、支援

システムの概要や専門施設の有無、発見の

場、医療の関わり方、幼児期の継続的な支

援、学齢期の支援に加えて、発達障害支援

の相談窓口としての公的センターの有無、

連携会議の有無や都道府県との連携などに

ついてアンケート調査を行った。 

また、教育機関（各学校）が発達障害に

ついて把握している、もしくは疑いを持っ

ている子どもたちがどの程度認められ、そ

のうちのどの程度の生徒が不登校や反抗、

非行などの困難を抱えているか調査するた

めに、瑞浪市内小中学校と瑞浪市在住の生

徒が通う特別支援学校の小学校１年生、４

年生、６年生、中学校３年生を対象とした

アンケート調査を行った。また境界知能や

外国人児童の支援についてもアンケート調

査を行なった（回収率は１００％）。 

さらに、当地域の発達障害診療を行って

いる医療機関である、大湫病院、土岐市立

総合病院において、該当学年における発達

障害の有病率及びそのうちの不登校や反抗、

非行などの併存率を調査するため，診療録

等より診断名,診断を受けた年齢，IQ，重複

障害や不登校、反抗挑戦性障害や素行障害

の有無について調査を行った。 

 

（倫理面への配慮）

教育委員会、行政機関におけるアンケー

ト調査においては、個人を特定し得ること

のないように数的情報のみを取り扱った。  

医療機関における診療録調査においては、

一般診療行為から得られる臨床情報のみを

診療録等を介して収集，利用することが目

的であり，倫理的な問題は生じない。診療

録からの転記の際，また外部の機関との情

報の受け渡しの際には個人情報が漏れない

ように厳重に注意を行った。 
また、インフォームド・コンセントは取

らないが，研究の意義・目的・方法，問合

せ先等を記載したポスターを外来に掲示し，

情報の公開を行った。また、本研究を行う

にあたって、各医療機関における倫理委員

会の承認を得た。 

Ｃ．研究結果

地域特性に関する調査

瑞浪市は人口 3.8 万人程の小規模都市で

ある。市域の 70%を森林が占めており、市

中央部の平坦な地に市街地が形成され、北

部、南部は山林である。市内中心部には JR

中央本線が東西に走り、瑞浪駅、釜戸駅の

２駅が市内にある。瑞浪駅と名古屋駅との

間は鉄道で約１時間である。 

広域的な道路網として中央自動車道が東

西に走り、市内にインターチェンジもある

ため、比較的交通アクセスはよいものの、

周辺地域と市内中心部との交通アクセスは、

公共交通機関は少なく、マイカーを持つ家

庭が多い。 

古くから陶磁器の産地として栄えていた

が、現在は独自の「みずなみ焼き」ブラン
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ドの創出に向けた取り組みが行われている。

一方で単一産業から複合型産業構造への転

換と若者の雇用創出、産業発展を目指した

工業団地「瑞浪クリエーションパーク」の

基盤整備が完了している。また、畜産を含

む農業が盛んな地域でもある。 

発達障害の支援システムに関する調査

(1)母子保健  

瑞浪市には常勤保健師が７名、非常勤が

４名配置され、母子保健事業を展開してい

る。保健師一人当たりの０−４歳人口は２０

９名であり、乳幼児健診は４ヶ月児、１歳

８ヶ月児、３歳児を対象に実施されている、

それぞれの受診率は 98.5%、96.0%、

97.6%である。３歳児健診で要観察となっ

た児童については、加配保育士の配置人数

の検討のためもあり、各幼児園や社会福祉

課子育て支援室に情報提供がなされる。 

(2) 幼稚園、保育園における早期発見 

瑞浪市には私立保育園２園、公立幼児園

（幼保一体化）が８園、私立幼稚園が１園

あり、公立幼児園では障害児の受け入れを

行なっている。現在診断書もしくは療育手

帳所持の子どもを４園 12 名受け入れてい

る。幼児園、保育園等で保育士や家族が子

どもの発達を心配されている場合、「瑞浪市

こども発達支援センター」への発達相談を

勧められる。瑞浪市社会福祉課が行う臨床

心理士の巡回相談訪問や「瑞浪市子ども発

達支援センター」におけるスタッフの巡回

相談も早期発見に寄与しているものと考え

られる。 

(3) 学齢期における早期発見 

特別支援教育コーディネーターを中心と

した特別支援教育委員会（校内教育支援委

員会）が市内全小中学校に設置されており、

個別に支援の必要な児童生徒の把握、支援

方法の検討などが行われている。前述の臨

床心理士による巡回訪問相談は学校でも行

われており、発達障害のある児童の把握に

寄与しているものと考えられる。 

(4)発見から「瑞浪市発達支援センター」

における継続的な支援に至るまで 

瑞浪市においては１歳半健診、３歳児健

診が主要な早期発見の場の一つとなってお

り、フォローされている児童の割合は、１

歳半健診で 39.2%、３歳児健診で 27.4%で

ある。３歳児健診で把握された児童は、「瑞

浪市子ども発達支援センター」での発達相

談を経て、療育が開始される。「瑞浪市子ど

も発達支援センター」に通所する就園児の

多くは、幼児園や保育園との並行通園を行

っている。そのため、３歳児健診で要観察

となった児童については健康づくり課と幼

児園との間で連携し、情報共有がなされて

いる。 

(5)幼児園や保育園における継続的な支援 

瑞浪市では、公立幼児園において障害の

ある児童を受け入れており、加配保育士な

どによる対応もなされている。市内の各園

では個別支援計画作成検討会の場を年に２

回設けており、園の特別支援教育コーディ

ネーターを中心に関係者と連携しながら、

児に対する支援方法を検討している。また、

先述の臨床心理士による巡回相談や発達支

援センター相談員による巡回相談、東濃圏

域発達支援センターの相談員による訪問な

ど外部専門家による支援も幼児園、保育園

における継続的な支援に寄与している。 

(6) 学校への引き継ぎ 

就学時には成長引き継ぎ書という成長発

達の記録、支援方法などを記載した書類を
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の支援システムの特徴を抽出することが本

調査の目的である。

Ｂ．研究方法

地域特性に関する調査

一般的項目（人口，人口動態，産業構造，

自治体の経済状態，住民の社会経済階層等）

について、瑞浪市の関係各課にアンケート

調査を行った。 

発達障害の支援ニーズに関する調査

発達障害支援に関する項目として、支援

システムの概要や専門施設の有無、発見の

場、医療の関わり方、幼児期の継続的な支

援、学齢期の支援に加えて、発達障害支援

の相談窓口としての公的センターの有無、

連携会議の有無や都道府県との連携などに

ついてアンケート調査を行った。 

また、教育機関（各学校）が発達障害に

ついて把握している、もしくは疑いを持っ

ている子どもたちがどの程度認められ、そ

のうちのどの程度の生徒が不登校や反抗、

非行などの困難を抱えているか調査するた

めに、瑞浪市内小中学校と瑞浪市在住の生

徒が通う特別支援学校の小学校１年生、４

年生、６年生、中学校３年生を対象とした

アンケート調査を行った。また境界知能や

外国人児童の支援についてもアンケート調

査を行なった（回収率は１００％）。 

さらに、当地域の発達障害診療を行って

いる医療機関である、大湫病院、土岐市立

総合病院において、該当学年における発達

障害の有病率及びそのうちの不登校や反抗、

非行などの併存率を調査するため，診療録

等より診断名,診断を受けた年齢，IQ，重複

障害や不登校、反抗挑戦性障害や素行障害

の有無について調査を行った。 

 

（倫理面への配慮）

教育委員会、行政機関におけるアンケー

ト調査においては、個人を特定し得ること

のないように数的情報のみを取り扱った。  

医療機関における診療録調査においては、

一般診療行為から得られる臨床情報のみを

診療録等を介して収集，利用することが目

的であり，倫理的な問題は生じない。診療

録からの転記の際，また外部の機関との情

報の受け渡しの際には個人情報が漏れない

ように厳重に注意を行った。 
また、インフォームド・コンセントは取

らないが，研究の意義・目的・方法，問合

せ先等を記載したポスターを外来に掲示し，

情報の公開を行った。また、本研究を行う

にあたって、各医療機関における倫理委員

会の承認を得た。 

Ｃ．研究結果

地域特性に関する調査

瑞浪市は人口 3.8 万人程の小規模都市で

ある。市域の 70%を森林が占めており、市

中央部の平坦な地に市街地が形成され、北

部、南部は山林である。市内中心部には JR

中央本線が東西に走り、瑞浪駅、釜戸駅の

２駅が市内にある。瑞浪駅と名古屋駅との

間は鉄道で約１時間である。 

広域的な道路網として中央自動車道が東

西に走り、市内にインターチェンジもある

ため、比較的交通アクセスはよいものの、

周辺地域と市内中心部との交通アクセスは、

公共交通機関は少なく、マイカーを持つ家

庭が多い。 

古くから陶磁器の産地として栄えていた

が、現在は独自の「みずなみ焼き」ブラン
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ドの創出に向けた取り組みが行われている。

一方で単一産業から複合型産業構造への転

換と若者の雇用創出、産業発展を目指した

工業団地「瑞浪クリエーションパーク」の

基盤整備が完了している。また、畜産を含

む農業が盛んな地域でもある。 

発達障害の支援システムに関する調査

(1)母子保健  

瑞浪市には常勤保健師が７名、非常勤が

４名配置され、母子保健事業を展開してい

る。保健師一人当たりの０−４歳人口は２０

９名であり、乳幼児健診は４ヶ月児、１歳

８ヶ月児、３歳児を対象に実施されている、

それぞれの受診率は 98.5%、96.0%、

97.6%である。３歳児健診で要観察となっ

た児童については、加配保育士の配置人数

の検討のためもあり、各幼児園や社会福祉

課子育て支援室に情報提供がなされる。 

(2) 幼稚園、保育園における早期発見 

瑞浪市には私立保育園２園、公立幼児園

（幼保一体化）が８園、私立幼稚園が１園

あり、公立幼児園では障害児の受け入れを

行なっている。現在診断書もしくは療育手

帳所持の子どもを４園 12 名受け入れてい

る。幼児園、保育園等で保育士や家族が子

どもの発達を心配されている場合、「瑞浪市

こども発達支援センター」への発達相談を

勧められる。瑞浪市社会福祉課が行う臨床

心理士の巡回相談訪問や「瑞浪市子ども発

達支援センター」におけるスタッフの巡回

相談も早期発見に寄与しているものと考え

られる。 

(3) 学齢期における早期発見 

特別支援教育コーディネーターを中心と

した特別支援教育委員会（校内教育支援委

員会）が市内全小中学校に設置されており、

個別に支援の必要な児童生徒の把握、支援

方法の検討などが行われている。前述の臨

床心理士による巡回訪問相談は学校でも行

われており、発達障害のある児童の把握に

寄与しているものと考えられる。 

(4)発見から「瑞浪市発達支援センター」

における継続的な支援に至るまで 

瑞浪市においては１歳半健診、３歳児健

診が主要な早期発見の場の一つとなってお

り、フォローされている児童の割合は、１

歳半健診で 39.2%、３歳児健診で 27.4%で

ある。３歳児健診で把握された児童は、「瑞

浪市子ども発達支援センター」での発達相

談を経て、療育が開始される。「瑞浪市子ど

も発達支援センター」に通所する就園児の

多くは、幼児園や保育園との並行通園を行

っている。そのため、３歳児健診で要観察

となった児童については健康づくり課と幼

児園との間で連携し、情報共有がなされて

いる。 

(5)幼児園や保育園における継続的な支援 

瑞浪市では、公立幼児園において障害の

ある児童を受け入れており、加配保育士な

どによる対応もなされている。市内の各園

では個別支援計画作成検討会の場を年に２

回設けており、園の特別支援教育コーディ

ネーターを中心に関係者と連携しながら、

児に対する支援方法を検討している。また、

先述の臨床心理士による巡回相談や発達支

援センター相談員による巡回相談、東濃圏

域発達支援センターの相談員による訪問な

ど外部専門家による支援も幼児園、保育園

における継続的な支援に寄与している。 

(6) 学校への引き継ぎ 

就学時には成長引き継ぎ書という成長発

達の記録、支援方法などを記載した書類を

- 175 -
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３月の引き継ぎ会にて引き継ぎを行なって

いる。また、随時の交流を通じて、園や学

校での子どもの情報の共有をできるように

している。 

(7) 瑞浪市の学齢期における発達障害支

援体制 

瑞浪市内には、特別支援学校の設置はな

く隣接する土岐市の東濃特別支援学校に通

学している。瑞浪市内の小学校においては、

特別支援学級（知的）が７校中６校に、特

別支援学級（情緒）が７校中 4 校に設置さ

れるとともに、言語通級指導教室が１校に

１教室、発達（LD,ADHD）通級が２校２

教室（１教室は分室）設置されており、言

語通級に 11 名、発達通級に 12 名の生徒が

通級している。学校の中での配慮として、

学習支援員や非常勤講師の配置がなされる

こともある。市内すべての小中学校に特別

支援教育委員会が設置されており、前述の

支援ニーズの把握と同時に支援方法の検討

も行なっている。また、臨床心理士による

巡回相談なども発達障害のある児童の継続

的な支援に寄与している。 

(8) 療育関係者連絡会の設置 

瑞浪市においては療育関係者連絡会が設

置されており、児童福祉関係者、障害福祉

関係者、教育関係者、児童精神科医（筆者）

や精神保健福祉士が参加し、月に一回程度

開催されている。 

(9) 医療機関の関わり 

公的な療育や幼児園での継続的な支援は

これまで書いてきたように、医療機関によ

る診断の前に開始されていることが多い。

岐阜県においては、県内各圏域に発達障害

を診療する外来を委託、設置している。瑞

浪市のある東濃圏域においては大湫病院、

多治見市民病院 小児科の２つの医療機関

の外来が委託されている。瑞浪市内には東

濃圏域の発達障害外来の一つである大湫病

院があり、就学前など家族の不安が高まり

やすい時期やご家族からの希望に応じて紹

介されることが多い。また、受診待機など

の問題から土岐市立総合病院の小児科や多

治見市民病院の小児科などを受診するケー

スも多い。しかし、診療を行う医療機関が

不足しているのは否めない。 

また、言語聴覚士や作業療法士などのセ

ラピストによる個別のリハビリテーション

を求めて、土岐市立総合病院や多治見市民

病院を受診するケースもしばしばある。 

(10) 現在の到達点と今後の課題 

瑞浪市においては、発達障害のある子ど

もに関わるそれぞれの機関が継続的に支援

内容を見直しつつ、研修を重ねていること

から、ある程度支援システムはできつつあ

り、連携についても療育関係者連絡会議の

設置を始め、その取り組みがなされている。

現在は熱意ある担当者を中心にシステムが

作られているが、今後はこのような支援シ

ステムの継続性が課題になるものと考えら

れる熱意ある担当者に依存するシステムを、

今後は担当者が代わっても引き継ぐことが

できるシステムにしていくことが課題であ

ると考えられる。 
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3.発達障害の支援ニーズに関する調査 

 (1) 小学校１年生児童の調査 

＜表 1＞ 

学校アンケート調査と医療機関調査の比較 

 

 

＜表 2＞学校アンケート調査 内訳 

 

平成 28 年 4 月１日現在、瑞浪市に居住す

る小学校１年生児童は 273 名であった。学

校アンケート調査では、発達障害が疑われ

る児童は 11.2%であり、医療機関受診を学

校が把握している児童は 2.56%であった。

学校アンケート調査における診断内訳は広

汎性発達障害が 2.93%、多動性障害が

4.39%であった。 

＜表３＞医療機関調査 内訳 

 

広汎性発達障害が疑われる児童の 25%、

多動性障害の疑われる児童の16.6%は反抗

挑戦性障害が疑われた。素行障害が疑われ

る児童は見られなかった。 

小学校１年生の4.76%が医療機関受診を

しており、何らかの発達障害の診断がつい

ていた。診断内訳は広汎性発達障害1.83%、

多動性障害が 0.73%であった。精神遅滞を

有する児童１名に不登校を認めたが、反抗

挑戦性障害や素行障害の併存は認められな

かった。 

発達障害の病名がつかない境界知能の児

童を 1 名認め、その支援ニーズは学習支援

であった。 

 

  

 

瑞浪市
小学１年
＝

教育

（）内は教
育機関に
おける診
断把握率

医療機関

発達障害全体 11.7(2.56) 4.76

広汎性発達障害 2.93(1.46) 1.83

多動性障害 4.39(0.36) 0.73
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害 1.09(0.36) 0.73
学習障害 0.73（0） 0
精神遅滞 1.46（0） 0.36
その他 0.36(0.36) 0.73
境界知能 0.73（0） 0.36

瑞浪市
小学１年

＝

不登校
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

受診
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

広汎性発達障害
N＝8

0 2
（25）

0 4
（50）

0 0

多動性障害
N＝12

0 2
（16.6）

0 0 0 0

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
N＝3

0 0 0 1
（33.3）

0 0

学習障害
N＝2

0 0 0 0 0 0

精神遅滞
N＝4

0 0 0 0 0 0

その他
N＝1

0 0 0 1
(100%)

0 0

境界知能
N＝2

0 0 0 0 0 0

瑞浪市
小学１年

＝

不登校
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

広汎性発達障害
N＝5

0 0 0

多動性障害
N＝2

0 0 0

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
N＝2

0 0 0

学習障害
N＝0

0 0 0

精神遅滞
N＝1

1
(100)

0 0

その他
N＝2

0 0 0

境界知能
N＝1

0 0 0
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３月の引き継ぎ会にて引き継ぎを行なって

いる。また、随時の交流を通じて、園や学

校での子どもの情報の共有をできるように

している。 

(7) 瑞浪市の学齢期における発達障害支

援体制 

瑞浪市内には、特別支援学校の設置はな

く隣接する土岐市の東濃特別支援学校に通

学している。瑞浪市内の小学校においては、

特別支援学級（知的）が７校中６校に、特

別支援学級（情緒）が７校中 4 校に設置さ

れるとともに、言語通級指導教室が１校に

１教室、発達（LD,ADHD）通級が２校２

教室（１教室は分室）設置されており、言

語通級に 11 名、発達通級に 12 名の生徒が

通級している。学校の中での配慮として、

学習支援員や非常勤講師の配置がなされる

こともある。市内すべての小中学校に特別

支援教育委員会が設置されており、前述の

支援ニーズの把握と同時に支援方法の検討

も行なっている。また、臨床心理士による

巡回相談なども発達障害のある児童の継続

的な支援に寄与している。 

(8) 療育関係者連絡会の設置 

瑞浪市においては療育関係者連絡会が設

置されており、児童福祉関係者、障害福祉

関係者、教育関係者、児童精神科医（筆者）

や精神保健福祉士が参加し、月に一回程度

開催されている。 

(9) 医療機関の関わり 

公的な療育や幼児園での継続的な支援は

これまで書いてきたように、医療機関によ

る診断の前に開始されていることが多い。

岐阜県においては、県内各圏域に発達障害

を診療する外来を委託、設置している。瑞

浪市のある東濃圏域においては大湫病院、

多治見市民病院 小児科の２つの医療機関

の外来が委託されている。瑞浪市内には東

濃圏域の発達障害外来の一つである大湫病

院があり、就学前など家族の不安が高まり

やすい時期やご家族からの希望に応じて紹

介されることが多い。また、受診待機など

の問題から土岐市立総合病院の小児科や多

治見市民病院の小児科などを受診するケー

スも多い。しかし、診療を行う医療機関が

不足しているのは否めない。 

また、言語聴覚士や作業療法士などのセ

ラピストによる個別のリハビリテーション

を求めて、土岐市立総合病院や多治見市民

病院を受診するケースもしばしばある。 

(10) 現在の到達点と今後の課題 

瑞浪市においては、発達障害のある子ど

もに関わるそれぞれの機関が継続的に支援

内容を見直しつつ、研修を重ねていること

から、ある程度支援システムはできつつあ

り、連携についても療育関係者連絡会議の

設置を始め、その取り組みがなされている。

現在は熱意ある担当者を中心にシステムが

作られているが、今後はこのような支援シ

ステムの継続性が課題になるものと考えら

れる熱意ある担当者に依存するシステムを、

今後は担当者が代わっても引き継ぐことが

できるシステムにしていくことが課題であ

ると考えられる。 
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3.発達障害の支援ニーズに関する調査 

 (1) 小学校１年生児童の調査 

＜表 1＞ 

学校アンケート調査と医療機関調査の比較 

 

 

＜表 2＞学校アンケート調査 内訳 

 

平成 28 年 4 月１日現在、瑞浪市に居住す

る小学校１年生児童は 273 名であった。学

校アンケート調査では、発達障害が疑われ

る児童は 11.2%であり、医療機関受診を学

校が把握している児童は 2.56%であった。

学校アンケート調査における診断内訳は広

汎性発達障害が 2.93%、多動性障害が

4.39%であった。 

＜表３＞医療機関調査 内訳 

 

広汎性発達障害が疑われる児童の 25%、

多動性障害の疑われる児童の16.6%は反抗

挑戦性障害が疑われた。素行障害が疑われ

る児童は見られなかった。 

小学校１年生の4.76%が医療機関受診を

しており、何らかの発達障害の診断がつい

ていた。診断内訳は広汎性発達障害1.83%、

多動性障害が 0.73%であった。精神遅滞を

有する児童１名に不登校を認めたが、反抗

挑戦性障害や素行障害の併存は認められな

かった。 

発達障害の病名がつかない境界知能の児

童を 1 名認め、その支援ニーズは学習支援

であった。 

 

  

 

瑞浪市
小学１年
＝

教育

（）内は教
育機関に
おける診
断把握率

医療機関

発達障害全体 11.7(2.56) 4.76

広汎性発達障害 2.93(1.46) 1.83

多動性障害 4.39(0.36) 0.73
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害 1.09(0.36) 0.73
学習障害 0.73（0） 0
精神遅滞 1.46（0） 0.36
その他 0.36(0.36) 0.73
境界知能 0.73（0） 0.36

瑞浪市
小学１年

＝

不登校
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

受診
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

広汎性発達障害
N＝8

0 2
（25）

0 4
（50）

0 0

多動性障害
N＝12

0 2
（16.6）

0 0 0 0

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
N＝3

0 0 0 1
（33.3）

0 0

学習障害
N＝2

0 0 0 0 0 0

精神遅滞
N＝4

0 0 0 0 0 0

その他
N＝1

0 0 0 1
(100%)

0 0

境界知能
N＝2

0 0 0 0 0 0

瑞浪市
小学１年

＝

不登校
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

広汎性発達障害
N＝5

0 0 0

多動性障害
N＝2

0 0 0

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
N＝2

0 0 0

学習障害
N＝0

0 0 0

精神遅滞
N＝1

1
(100)

0 0

その他
N＝2

0 0 0

境界知能
N＝1

0 0 0
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(2) 小学４年生児童の調査 

＜表 4＞ 

学校アンケート調査と医療機関調査の比較 

 
＜表 5＞学校アンケート調査 内訳 

 

平成 28 年 4 月１日現在、瑞浪市に居住す

る小学校４年生児童は 310 名であった。学

校アンケート調査では、発達障害が疑われ

る児童は 6.18%であり、医療機関受診を学

校が把握している児童は 1.95%であった。

学校アンケート調査における診断内訳は広

汎性発達障害が 3.29%、多動性障害が

1.93%であった。広汎性発達障害が疑われ

る児童の 33.3%、多動性障害の疑われる児

童の 16.6%は反抗挑戦性障害が疑われた。

素行障害が疑われる児童は見られなかった。 

不登校の児童も認められなかった。 

＜表 6＞ 医療機関調査 内訳 

 

小学校４年生児童の3.87%が医療機関受

診をしており、何らかの発達障害の診断が

ついていた。診断内訳は広汎性発達障害

1.29%、多動性障害が 0.32%であった。そ

の他の発達障害の児童１名に不登校が認め

れたが、反抗挑戦性障害や素行障害の併存

は認められなかった。 

発達障害の病名がつかない境界知能の児

童を 1 名認め、その支援ニーズは緘黙傾向

に対するコミュニケーション支援であった。 

 

 

 

 

 

 

瑞浪市
小学 年
＝

教育

（）内は教育
機関におけ
る診断把握
率

医療機関

発達障害全体 6.18(1.95) 3.87

広汎性発達障害 3.29(2.25) 1.29

多動性障害 1.93(0.32) 0.32
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害 0 0.64
学習障害 0.32(0) 0
精神遅滞 0.96(0.32) 0.64
その他 0.96(0.32) 0.96
境界知能 0.32(0) 0

瑞浪市
小学 年

＝

不登校
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

受診
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

広汎性発達障害
N＝9

0 3
（33.3）

0 7
（77.7）

0 0

多動性障害
N＝6

0 1
（16.6）

0 1
（16.6）

0 0

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
N＝0

0 0 0 0 0 0

学習障害
N＝1

0 0 0 0 0 0

精神遅滞
N＝3

0 0 0 1
（33.3）

0 0

その他
N＝3

0 0 0 1
(33.3)

0 0

境界知能
N＝1

0 0 0 0 0 0

瑞浪市
小学 年

＝

不登校
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

広汎性発達障害
N＝4

0 0 0

多動性障害
N＝1

0 0 0

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
N＝2

0 0 0

学習障害
N＝0

0 0 0

精神遅滞
N＝2

0 0 0

その他
N＝3

1
（100）

0 0

境界知能
N＝0

0 0 0
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(3) 小学６年生児童の調査 

＜表 7＞ 

学校アンケート調査と医療機関調査の比較 

 
＜表 8＞ 

学校アンケート調査の内訳 

 
 

平成 28 年 4 月１日現在、瑞浪市に居住

する小学校 6 年生児童は 322 名であった。

学校アンケート調査では、発達障害が疑わ

れる児童は 5.9%であり、医療機関受診を学

校が把握している児童は 3.41%であった。

学校アンケート調査における診断内訳は広

汎性発達障害が 3.29%、多動性障害が

2.17%であった。広汎性発達障害が疑われ

る児童の 14.2%、多動性障害の疑われる児

童の 16.6%は反抗挑戦性障害が疑われた。

素行障害が疑われる児童は見られなかった。 

広汎性発達障害の疑われる児童の14.2%に

不登校が認められた。 

＜表 9＞医療機関調査 内訳 

 

小学校６年生の 2.5%が医療機関受診を

しており、何らかの発達障害の診断がつい

ていた。診断内訳は広汎性発達障害0.93%、

多動性障害が 0.62%であった。その他の発

達障害の児童１名に不登校が見られたが、

反抗挑戦性障害や素行障害の併発は認めら

れなかった。 

発達障害の病名がつかない境界知能の児

童を 1 名認め、その支援ニーズは学習支援

であった。 

 

 

 

瑞浪市
小学 年
＝

教育

（）内は教育
機関におけ
る診断把握
率

医療機関

発達障害全体 5.9（3.41） 2.5

広汎性発達障害 2.17(1.24) 0.93

多動性障害 1.86(1.55) 0.62
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害 0 0

学習障害 0 0
精神遅滞 0 0.31
その他 1.86(0.62) 0.31
境界知能 0 0.31

瑞浪市
小学 年

＝

不登校
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

受診
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

広汎性発達障害
N＝7

1
(14.2)

1
（14.2）

0 4
（57.1）

0 0

多動性障害
N＝6

0 1
（16.6）

0 5
(83.3)

0 0

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
N＝0

0 0 0 0 0 0

学習障害
N＝0

0 0 0 0 0 0

精神遅滞
N＝0

0 0 0 0 0 0

その他
N＝6

1
(16.6)

0 0 2
(33.3)

0 0

境界知能
N＝0

0 0 0 0 0 0

瑞浪市
小学 年

＝

不登校
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

広汎性発達障害
N＝3

0 0 0

多動性障害
N＝2

0 0 0

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
N＝0

0 0 0

学習障害
N＝0

0 0 0

精神遅滞
N＝1

0 0 0

その他
N＝1

1
(100)

0 0

境界知能
N＝0

0 0 0
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(2) 小学４年生児童の調査 

＜表 4＞ 

学校アンケート調査と医療機関調査の比較 

 
＜表 5＞学校アンケート調査 内訳 

 

平成 28 年 4 月１日現在、瑞浪市に居住す

る小学校４年生児童は 310 名であった。学

校アンケート調査では、発達障害が疑われ

る児童は 6.18%であり、医療機関受診を学

校が把握している児童は 1.95%であった。

学校アンケート調査における診断内訳は広

汎性発達障害が 3.29%、多動性障害が

1.93%であった。広汎性発達障害が疑われ

る児童の 33.3%、多動性障害の疑われる児

童の 16.6%は反抗挑戦性障害が疑われた。

素行障害が疑われる児童は見られなかった。 

不登校の児童も認められなかった。 

＜表 6＞ 医療機関調査 内訳 

 

小学校４年生児童の3.87%が医療機関受

診をしており、何らかの発達障害の診断が

ついていた。診断内訳は広汎性発達障害

1.29%、多動性障害が 0.32%であった。そ

の他の発達障害の児童１名に不登校が認め

れたが、反抗挑戦性障害や素行障害の併存

は認められなかった。 

発達障害の病名がつかない境界知能の児

童を 1 名認め、その支援ニーズは緘黙傾向

に対するコミュニケーション支援であった。 

 

 

 

 

 

 

瑞浪市
小学 年
＝

教育

（）内は教育
機関におけ
る診断把握
率

医療機関

発達障害全体 6.18(1.95) 3.87

広汎性発達障害 3.29(2.25) 1.29

多動性障害 1.93(0.32) 0.32
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害 0 0.64
学習障害 0.32(0) 0
精神遅滞 0.96(0.32) 0.64
その他 0.96(0.32) 0.96
境界知能 0.32(0) 0

瑞浪市
小学 年

＝

不登校
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

受診
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

広汎性発達障害
N＝9

0 3
（33.3）

0 7
（77.7）

0 0

多動性障害
N＝6

0 1
（16.6）

0 1
（16.6）

0 0

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
N＝0

0 0 0 0 0 0

学習障害
N＝1

0 0 0 0 0 0

精神遅滞
N＝3

0 0 0 1
（33.3）

0 0

その他
N＝3

0 0 0 1
(33.3)

0 0

境界知能
N＝1

0 0 0 0 0 0

瑞浪市
小学 年

＝

不登校
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

広汎性発達障害
N＝4

0 0 0

多動性障害
N＝1

0 0 0

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
N＝2

0 0 0

学習障害
N＝0

0 0 0

精神遅滞
N＝2

0 0 0

その他
N＝3

1
（100）

0 0

境界知能
N＝0

0 0 0
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(3) 小学６年生児童の調査 

＜表 7＞ 

学校アンケート調査と医療機関調査の比較 

 
＜表 8＞ 

学校アンケート調査の内訳 

 
 

平成 28 年 4 月１日現在、瑞浪市に居住

する小学校 6 年生児童は 322 名であった。

学校アンケート調査では、発達障害が疑わ

れる児童は 5.9%であり、医療機関受診を学

校が把握している児童は 3.41%であった。

学校アンケート調査における診断内訳は広

汎性発達障害が 3.29%、多動性障害が

2.17%であった。広汎性発達障害が疑われ

る児童の 14.2%、多動性障害の疑われる児

童の 16.6%は反抗挑戦性障害が疑われた。

素行障害が疑われる児童は見られなかった。 

広汎性発達障害の疑われる児童の14.2%に

不登校が認められた。 

＜表 9＞医療機関調査 内訳 

 

小学校６年生の 2.5%が医療機関受診を

しており、何らかの発達障害の診断がつい

ていた。診断内訳は広汎性発達障害0.93%、

多動性障害が 0.62%であった。その他の発

達障害の児童１名に不登校が見られたが、

反抗挑戦性障害や素行障害の併発は認めら

れなかった。 

発達障害の病名がつかない境界知能の児

童を 1 名認め、その支援ニーズは学習支援

であった。 

 

 

 

瑞浪市
小学 年
＝

教育

（）内は教育
機関におけ
る診断把握
率

医療機関

発達障害全体 5.9（3.41） 2.5

広汎性発達障害 2.17(1.24) 0.93

多動性障害 1.86(1.55) 0.62
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害 0 0

学習障害 0 0
精神遅滞 0 0.31
その他 1.86(0.62) 0.31
境界知能 0 0.31

瑞浪市
小学 年

＝

不登校
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

受診
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

広汎性発達障害
N＝7

1
(14.2)

1
（14.2）

0 4
（57.1）

0 0

多動性障害
N＝6

0 1
（16.6）

0 5
(83.3)

0 0

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
N＝0

0 0 0 0 0 0

学習障害
N＝0

0 0 0 0 0 0

精神遅滞
N＝0

0 0 0 0 0 0

その他
N＝6

1
(16.6)

0 0 2
(33.3)

0 0

境界知能
N＝0

0 0 0 0 0 0

瑞浪市
小学 年

＝

不登校
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

広汎性発達障害
N＝3

0 0 0

多動性障害
N＝2

0 0 0

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
N＝0

0 0 0

学習障害
N＝0

0 0 0

精神遅滞
N＝1

0 0 0

その他
N＝1

1
(100)

0 0

境界知能
N＝0

0 0 0
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(4) 中学３年生の調査 

＜表 10＞ 

学校アンケート調査と医療機関調査の比較 

 
＜表 11＞ 

学校アンケート調査の内訳 

 
平成 28 年 4 月１日現在、瑞浪市に居住

する中学 3 年生は 343 名であった。学校ア

ンケート調査では、発達障害が疑われる児

童は 5.53%であり、医療機関受診を学校が

把握している生徒は 3.2%であった。学校ア

ンケート調査における診断内訳は広汎性発

達障害が 3.2%、多動性障害が 1.16%であ

った。広汎性発達障害が疑われる児童の

63.9%、多動性障害の疑われる児童の 50%

は反抗挑戦性障害が疑われた。素行障害が

疑われる児童は見られなかった。 

広汎性発達障害の疑われる児童の9.09%に

不登校が認められた。 

＜表 12＞医療機関調査の内訳 

 
中学校３年生の6.12%が医療機関受診を

しており、何らかの発達障害の診断がつい

ていた。診断内訳は広汎性発達障害1.45%、

多動性障害が 1.45%であった。医療機関で

診断がついている児童で反抗挑戦性障害の

児童や素行障害の児童は認めなかった。発

達障害全体の３０％に不登校歴が認められ

た。また、多動性障害の 40%に反抗挑戦性

障害を認めた。（医療機関における不登校の

調査については、過去の不登校歴も含めて

カウントしてあるため、現在は登校してい

る群を含んでいる） 

発達障害の病名がつかない境界知能の児

童を 3 名認め、その支援ニーズは学習支援

瑞浪市
中学 年
＝

教育

（）内は教育
機関におけ
る診断把握
率

医療機関

発達障害全体 5.53(3.2) 6.12

広汎性発達障害 3.20(2.33) 1.45

多動性障害 1.16(0.58) 1.45
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害 0.29(0.29) 0
学習障害 0 0
精神遅滞 0 0.58
その他 0 2.33
境界知能 0.87（0） 0.29

瑞浪市
中学 年

＝

不登校
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

受診
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

広汎性発達障害
N＝11

1
(9.09)

7
（63.9）

0 8
（72.7）

4
（36.3）

0

多動性障害
N＝4

0 2
（50）

0 2
(50)

1
（25）

0

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
N＝1

0 0 0 1
（100）

0 0

学習障害
N＝0

0 0 0 0 0 0

精神遅滞
N＝0

0 0 0 0 0 0

その他
N＝0

0 0 0 0 0 0

境界知能
N＝3

0 0 0 0 0 0

瑞浪市
中学 年

＝

不登校
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

広汎性発達障害
N＝5

0 0 0

多動性障害
N＝5

2
（40）

2
（40）

0

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
N＝0

0 0 0

学習障害
N＝0

0 0 0

精神遅滞
N＝2

0 0 0

その他
N＝8

4
(50)

2
（25）

1
（12.5）

境界知能
N＝1

0 0 0
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や怒りのコントロールであった。 

(5) 境界知能・外国人児童への支援ニーズに

関する調査 

境界知能の児童に関する調査の自由記述部

分を以下に抜粋する。 

（小１、4、6） 
 個別に指導したり、少人数で指導した

りできる支援体制を充実できるとよい

が、現状のスタッフの人数では限界が

ある。 
（中３） 
 学校としては、特別支援学級で学んだ

方が効果的に学力を身に付けられると

考えても、本人や保護者の合意が得ら

れない場合がある。 
 通常学級で学ぶ際、支援員等の人員が

十分ではない。 
 通常学級の授業についていくことが難

しい。その子に応じた課題に取り組ま

で、支援をしたいが、授業中、教師 1
人では対応しきれない。別教室におけ

る取り出し指導は効果恵的であると思

うが、1 人みんなと別の場所で学習す

ることや、別の学習を行うことについ

ては、本人・保護者の意志や本人への

配慮はもちろん、周りの生徒への理解

と指導が必要である。また、取り出し

指導をする職員も必要である。 
 

境界知能の子どもにおいては、小学校１年

時点や中学３年時点での支援ニーズが多く

見られた。上記を考え合わせると、学校内

での支援ニーズとしては、学習支援が必要

だが、学校内での支援員や個別指導などの

人員の配置が足りない現状や周りへの理解

啓発を促していくとの困難さが示唆される。

医療機関調査においても、支援ニーズとし

ては学習の支援が多く見られ、そのうちの

一部は総合病院の言語聴覚士が関与し、個

別の学習支援を行なっていた。 

外国人児童の支援ニーズに関する自由記

述は家庭環境の問題、文化差の問題、日本

語の困難から両親へのアドバイスや支援が

入りにくい点など多岐に渡るため、以下に

抜粋する。 

（小１） 
 家庭の環境が様々で、母国語も日本語

もあいまいな状況の中、どのように判

断、支援していけばよいのかというこ

とが難しい。 
（小４） 
 父親が日本人、母親が中国人、子ども

は 5 歳から日本にきているが、中国語

はほとんど忘れてしまっている。4 年

生であるが同級生の日本の子に比べて

日本語の理解力や語彙数は少ない。家

庭では、母親の帰りが遅く、子どもと

コミュニケーションがとれていない状

況である。学校では、本人が気に入ら

ないこととやりたくないことがあると

やらなければならないことをかたくな

に拒否するため、指導上大変困ってい

る。WISC 検査を行い、結果を保護者

に伝え、家庭と学校の指導に生かして

いけるよう懇談を行った。 
 保護者が日本語を理解できない時のコ

ミュニケーション 
 言語の問題か発達の問題かを区別でき

ない 
 専門的に指導ができる人材の確保が難

しいことや、一般的な教員はそうした

子どもへの指導スキルを身に着けてき
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(4) 中学３年生の調査 

＜表 10＞ 

学校アンケート調査と医療機関調査の比較 

 
＜表 11＞ 

学校アンケート調査の内訳 

 
平成 28 年 4 月１日現在、瑞浪市に居住

する中学 3 年生は 343 名であった。学校ア

ンケート調査では、発達障害が疑われる児

童は 5.53%であり、医療機関受診を学校が

把握している生徒は 3.2%であった。学校ア

ンケート調査における診断内訳は広汎性発

達障害が 3.2%、多動性障害が 1.16%であ

った。広汎性発達障害が疑われる児童の

63.9%、多動性障害の疑われる児童の 50%

は反抗挑戦性障害が疑われた。素行障害が

疑われる児童は見られなかった。 

広汎性発達障害の疑われる児童の9.09%に

不登校が認められた。 

＜表 12＞医療機関調査の内訳 

 
中学校３年生の6.12%が医療機関受診を

しており、何らかの発達障害の診断がつい

ていた。診断内訳は広汎性発達障害1.45%、

多動性障害が 1.45%であった。医療機関で

診断がついている児童で反抗挑戦性障害の

児童や素行障害の児童は認めなかった。発

達障害全体の３０％に不登校歴が認められ

た。また、多動性障害の 40%に反抗挑戦性

障害を認めた。（医療機関における不登校の

調査については、過去の不登校歴も含めて

カウントしてあるため、現在は登校してい

る群を含んでいる） 

発達障害の病名がつかない境界知能の児

童を 3 名認め、その支援ニーズは学習支援

瑞浪市
中学 年
＝

教育

（）内は教育
機関におけ
る診断把握
率

医療機関

発達障害全体 5.53(3.2) 6.12

広汎性発達障害 3.20(2.33) 1.45

多動性障害 1.16(0.58) 1.45
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害 0.29(0.29) 0
学習障害 0 0
精神遅滞 0 0.58
その他 0 2.33
境界知能 0.87（0） 0.29

瑞浪市
中学 年

＝

不登校
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

受診
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

広汎性発達障害
N＝11

1
(9.09)

7
（63.9）

0 8
（72.7）

4
（36.3）

0

多動性障害
N＝4

0 2
（50）

0 2
(50)

1
（25）

0

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
N＝1

0 0 0 1
（100）

0 0

学習障害
N＝0

0 0 0 0 0 0

精神遅滞
N＝0

0 0 0 0 0 0

その他
N＝0

0 0 0 0 0 0

境界知能
N＝3

0 0 0 0 0 0

瑞浪市
中学 年

＝

不登校
人（％）

反抗
人（％）

非行
人（％）

広汎性発達障害
N＝5

0 0 0

多動性障害
N＝5

2
（40）

2
（40）

0

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害
N＝0

0 0 0

学習障害
N＝0

0 0 0

精神遅滞
N＝2

0 0 0

その他
N＝8

4
(50)

2
（25）

1
（12.5）

境界知能
N＝1

0 0 0
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や怒りのコントロールであった。 

(5) 境界知能・外国人児童への支援ニーズに

関する調査 

境界知能の児童に関する調査の自由記述部

分を以下に抜粋する。 

（小１、4、6） 
 個別に指導したり、少人数で指導した

りできる支援体制を充実できるとよい

が、現状のスタッフの人数では限界が

ある。 
（中３） 
 学校としては、特別支援学級で学んだ

方が効果的に学力を身に付けられると

考えても、本人や保護者の合意が得ら

れない場合がある。 
 通常学級で学ぶ際、支援員等の人員が

十分ではない。 
 通常学級の授業についていくことが難

しい。その子に応じた課題に取り組ま

で、支援をしたいが、授業中、教師 1
人では対応しきれない。別教室におけ

る取り出し指導は効果恵的であると思

うが、1 人みんなと別の場所で学習す

ることや、別の学習を行うことについ

ては、本人・保護者の意志や本人への

配慮はもちろん、周りの生徒への理解

と指導が必要である。また、取り出し

指導をする職員も必要である。 
 

境界知能の子どもにおいては、小学校１年

時点や中学３年時点での支援ニーズが多く

見られた。上記を考え合わせると、学校内

での支援ニーズとしては、学習支援が必要

だが、学校内での支援員や個別指導などの

人員の配置が足りない現状や周りへの理解

啓発を促していくとの困難さが示唆される。

医療機関調査においても、支援ニーズとし

ては学習の支援が多く見られ、そのうちの

一部は総合病院の言語聴覚士が関与し、個

別の学習支援を行なっていた。 

外国人児童の支援ニーズに関する自由記

述は家庭環境の問題、文化差の問題、日本

語の困難から両親へのアドバイスや支援が

入りにくい点など多岐に渡るため、以下に

抜粋する。 

（小１） 
 家庭の環境が様々で、母国語も日本語

もあいまいな状況の中、どのように判

断、支援していけばよいのかというこ

とが難しい。 
（小４） 
 父親が日本人、母親が中国人、子ども

は 5 歳から日本にきているが、中国語

はほとんど忘れてしまっている。4 年

生であるが同級生の日本の子に比べて

日本語の理解力や語彙数は少ない。家

庭では、母親の帰りが遅く、子どもと

コミュニケーションがとれていない状

況である。学校では、本人が気に入ら

ないこととやりたくないことがあると

やらなければならないことをかたくな

に拒否するため、指導上大変困ってい

る。WISC 検査を行い、結果を保護者

に伝え、家庭と学校の指導に生かして

いけるよう懇談を行った。 
 保護者が日本語を理解できない時のコ

ミュニケーション 
 言語の問題か発達の問題かを区別でき

ない 
 専門的に指導ができる人材の確保が難

しいことや、一般的な教員はそうした

子どもへの指導スキルを身に着けてき
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ていないため、指導が難しい。 
Ｄ．考察 

 1.地域特性と発達障害の支援システムに

関する調査から 

瑞浪市のような人口５万人未満の地方都

市の多くは大都市に見られるような大規模

な専門の療育センターを持つことは難しい。

しかし、発達障害の早期発見・早期支援が

推進される現代において、その支援システ

ムを自治体規模に応じて過不足なく構築す

る必要性から、瑞浪市においても、その実

情に応じた発達障害の支援システムが整備

されつつある。このような実情は、全国的

にどこの自治体でも同じであることが推測

され、瑞浪市の調査を行い、その結果を分

析することは全国の同規模の自治体の実情

をある程度反映し、意義があるものと考え

られる。 

瑞浪市においては、母子保健分野のヒュ

ーマンリソースは大都市に比べて比較的潤

沢であり、健診で気がつかれた子どもの情

報を幼児園での支援に繋げるようなシステ

ムが整備されていた。公立の幼児園では障

害のある児童を受け入れており、加配保育

士による対応がなされるとともに、幼児園

での継続的な支援の質を高めるために、市

内の各園では個別支援計画作成検討会の場

を設けており、園の特別支援教育コーディ

ネーターを中心に関係者と連携しながら、

児に対する支援方法を検討していた。また、

心理士による巡回相談や発達支援センター

相談員による巡回相談を活用しながら継続

的な支援にあたっていた。 

瑞浪市の中心的な療育施設は「瑞浪市子

ども発達支援センター」が担っていた。「瑞

浪市子ども発達支援センター」は医療機関

機能を持たないため、瑞浪市では療育は診

断以前に開始されることとなっており、保

護者の受け入れ状況を見つつ医療機関受診

が勧められていた。 

さて、岐阜県は、岐阜市、大垣市、各務

原市、多治見市を除いた残りの 38 市町村

は人口１０万人未満であり、多くの市町村

は発達障害診療を行うような医療機関を自

前で整備することが難しい。そこで、岐阜

県では圏域ごとにいくつかの医療機関に発

達障害外来を委託しており、診療を行なっ

ている。一方、全国的な傾向と同様、受診

までの期間が数ヶ月以上あるなど、受診待

機の問題は瑞浪市のような小規模市でも見

られていた。 

発達障害に関係する連携を行う会議とし

て、療育関係者連絡会が設置されており、

圏域の医療機関の児童精神科医もこの会議

に参加するなどの連携が図られていた。 

就学への連携としては、成長引き継ぎ書

を用いた引き継ぎの会議を行うなどの連携

が図られていた。学齢期の支援としても市

内の多くの学校に特別支援学級が整備され

るとともに、２校には通級指導教室が整備

されていた。学校内では特別支援コーディ

ネーターを中心とする特別支援教育委員会

が設置されており、ここで発達障害の疑わ

れる児童の把握、支援方法の検討が行われ

ていた。 

以上から瑞浪市では発達支援センター、

療育関係者連絡会が設置されており、保育

園における継続的な支援にも発達支援セン

ターや心理職などの専門職が関与するシス

テムや発見した児の情報を幼児園そして、

学校へと繋ぐシステムも整備されていた。

発達障害の診療医療機関は県の委託を受け
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た圏域の医療機関がその中心を担っており、

支援システムとしてはミニマムなサイズな

がら一通りの支援システムが揃った形であ

ると言える。また、各幼児園で特別支援コ

ーディネーターを中心とした検討が行われ

るなど熱意ある支援が行われている市であ

ると言える。 

その一方で、他の小規模市同様、瑞浪市

は人材の供給と育成を継続的に行うことは

難しい地域であると言え、この分野に関し

ては、圏域もしくは県と連携をとっていく

必要があるであろう。 

2.発達障害の支援ニーズに関する調査から 

瑞浪市の小学校１年児童の調査からは、

小学校１年の時点で、学校において発達障

害が疑われる児童は、11.7%であり、小学

校１年の時点で医療機関を受診し、何らか

の発達障害の診断がついているものが

4.76%であった。過去３年間の調査では、

小１の時点で医療機関受診をしている割合

が、2.93%(平成 25 年度調査)、2.66%（平

成 26 年度調査）、2.66%（平成 27 年度調

査）であり、本年度の小学１年児童は発達

障害に関して早期受診が進んでいる傾向が

示唆される。 

小学校４年生の調査では、学校において

何らかの発達障害が疑われる児童は6.18%、

小学校４年生で医療機関受診をしており、

発達障害の診断がついている者は3.87%で

あった。この集団は過去３年間の調査で追

跡してきた集団であり、本年度は診療録調

査を行うことができた医療機関が減ってい

るため、単純な比較はできないが、小学校

１年時 1.62%（平成 25 年度）、小学校２年

時 2.94%（平成 26 年度）、小学校３年時

2.92%(平成27年度)と徐々に発達障害で受

診する割合が増加している傾向が示唆され、

何らかの学校での不適応などから、小学校

以降も受診が増加していることが推測され

た。 

小学校６年児童の調査からは、小学校６

年の時点で、学校において何らかの発達障

害が疑われる児童は、5.9%であり、小学校

6 年の時点で医療機関を受診し、何らかの

発達障害の診断がついているものが 2.5%

であった。過去３年間の調査では、小 6 の

時点で医療機関受診をしている割合が、

4.66%(平成 25 年度調査)、4.47%（平成

26 年度調査）、3.71%（平成 27 年度調査）

であり、本年度は 2.5%と減少している。し

かし、教育機関調査では小学校６年時点に

おける何らかの発達障害が疑われる割合は

5.47%(平成 25 年度調査)、6.98%（平成

26 年度調査）、8.35%（平成 27 年度調査）、

5.9%（本年度）であり、大きな減少傾向は

認められないことから、この減少傾向の背

景には診療録調査を行うことができた医療

機関が少なくなったことやサンプルサイズ

が小さいことも関与しているものと思われ

る。 

中学校３年生の調査では、学校において

何らかの発達障害が疑われる児童は5.53%、

中学校３年生で医療機関受診をしており、

発達障害の診断がついている者は6.12%で

あった。この集団は過去３年間の調査で追

跡してきた集団である。医療機関調査にお

ける発達障害の有病率の推移を見ると

4.66%（平成 25 年度）、4.68%（平成 26

年度）、4.4%(平成 27 年度) であり、中学

３年になってからの受診もいくらかあるこ

とが示唆される。 

全体として概観すると、教育機関の支援
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ていないため、指導が難しい。 
Ｄ．考察 

 1.地域特性と発達障害の支援システムに

関する調査から 

瑞浪市のような人口５万人未満の地方都

市の多くは大都市に見られるような大規模

な専門の療育センターを持つことは難しい。

しかし、発達障害の早期発見・早期支援が

推進される現代において、その支援システ

ムを自治体規模に応じて過不足なく構築す

る必要性から、瑞浪市においても、その実

情に応じた発達障害の支援システムが整備

されつつある。このような実情は、全国的

にどこの自治体でも同じであることが推測

され、瑞浪市の調査を行い、その結果を分

析することは全国の同規模の自治体の実情

をある程度反映し、意義があるものと考え

られる。 

瑞浪市においては、母子保健分野のヒュ

ーマンリソースは大都市に比べて比較的潤

沢であり、健診で気がつかれた子どもの情

報を幼児園での支援に繋げるようなシステ

ムが整備されていた。公立の幼児園では障

害のある児童を受け入れており、加配保育

士による対応がなされるとともに、幼児園

での継続的な支援の質を高めるために、市

内の各園では個別支援計画作成検討会の場

を設けており、園の特別支援教育コーディ

ネーターを中心に関係者と連携しながら、

児に対する支援方法を検討していた。また、

心理士による巡回相談や発達支援センター

相談員による巡回相談を活用しながら継続

的な支援にあたっていた。 

瑞浪市の中心的な療育施設は「瑞浪市子
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浪市子ども発達支援センター」は医療機関
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た圏域の医療機関がその中心を担っており、
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ニーズは低学年ほど高く、高学年になる程

低くなると言える。これには広汎性発達障

害や多動性障害の子どもが、学校という集

団教育の場に入ってすぐの頃は、学校側も

その支援の方策などに戸惑いを持っている

が、高学年になるにつれて個々のスキルの

発達や支援や配慮が上手くいくようになっ

た結果、支援ニーズが少なくなっているこ

となどが推測され、今後さらなる調査を要

するものと考えられる。 

不登校や併存障害の調査からは、不登校、

反抗挑戦性障害ともに年齢が上がるにつれ

て増加する傾向が示唆されるとともに、反

抗挑戦性障害は広汎性発達障害や多動性障

害の子どもに多く見られる傾向が示唆され

た。不登校に関しては、発達障害全体で見

れば、30%に不登校歴が見られた。学校の

中に居場所を見つけにくい一群が存在する

ことが示唆された。素行障害の子どもはそ

れほど見られなかったが、これには瑞浪市

が山間部の小規模市であるという地域特性

が関与している可能性がある。 

境界知能の子どもの支援ニーズは学校で

の学習の困難であることが多く見られた。

現場の教員は、適切な配慮を行おうと努力

をしており、個別支援や支援員の配置など

を行いたいが、人員の不足からそれを行う

ことが難しい現状が示唆された。また、そ

のような支援や配慮を行う際の周囲の児童

や生徒への理解を求めていくことも現場の

課題として見て取れた。 

外国人児童の支援ニーズは家庭の問題へ

の介入が必要であったり、学習の支援が必

要であったり、そもそも発達の問題なのか

言語や文化の問題なのかがわからなかった

りと多岐にわたっていた。 

上記のようにニーズが多岐に渡る以上、

現場の担任の教師のみで支援や配慮を行な

っていくことは困難であることが推測され

るため、今後は他職種も関わりながら支援

継続できるシステムの整備が求められる。 

 

Ｅ．結論 

岐阜県瑞浪市における地域特性と、その

発達障害支援体制に関するアンケート調査

を行うとともに、医療機関における診療録

調査を行った。 

瑞浪市は平成 25 年度の調査においては、

早期発見、早期支援に関する地域への啓発

に課題があり、療育につながる事や医療機

関受診に大きなハードルがあるものと考え

られていたが、この数年の間にある程度早

期発見や早期受診が進みつつあることが示

唆された。 

支援システムとしてはミニマムなサイズ

ながら一通りの支援システムが揃った形で

あると思われるが、現在熱意ある担当者に

よって運営されている支援の継続性が今後

の課題であると考えられた。 

学齢期の支援システムも整備されてきて

いるが、境界知能や外国人児童への支援に

ついては支援ニーズを把握しつつも、どう

支援していいか分からない、もしくはそれ

だけの人員配置がないことが示唆された。

特に外国人児童への支援に関してはその支

援ニーズは多岐に渡るため、ソーシャルワ

ーカーや心理職など多職種が連携しながら

支援にあたることができるシステムの整備

が求められる。 

 

Ｆ．研究発表 

 1. 論文発表 なし 
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 2. 学会発表 なし 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

 1. 特許取得 なし 

 2. 実用新案登録 なし 

 3. その他 なし 

 

Ｈ．参考文献 
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2) 関 正樹 :岐阜県瑞浪市の地域特性

と 

発達障害児の支援体制の特徴に関する研
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平成 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野））

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と支援内容に

関する研究

分担研究報告書

山梨市における発達障害の幼児および学童に対する支援体制に関する報告書

研究協力者：金重紅美子 （山梨県立こころの発達総合支援センター 主任医長）

片山知哉 （山梨県立こころの発達総合支援センター 所長）

上田美穂 （山梨県立こころの発達総合支援センター）

中嶋 彩 （子育ち・発達の里 こころとそだちの相談室ぽーれ）

柳原めぐみ （山梨市市役所）

手塚桜 （山梨市市役所）

宮本佳代子 （山梨市市役所）

岡 輝彦 （山梨県教育長新しい学校づくり推進室）

雨宮一昭 （山梨市教育委員会学校教育課 課長）

山縣然太朗 （山梨大学 教授）

研究要旨： 発達障害児者へのサービスは制度上保証されており、各地でそのシステム整備が行われ

ているが、その実態は十分把握されておらず、地域特性によってサービスの質、量ともに異なる可能

性がある。本調査では山梨県山梨市における発達障害のこどもの支援体制について調査し、その実

態を把握した。山梨市は少子高齢化が進む人口約 人の地方都市で、発達障害のこどもたちの

支援に特化した専門機関を市単独では設置できていない。一方で人口あたりの保健師の数が多く、

母子保健を担う保健師が中心となって、教育や福祉分野と連携し、発達障害の早期発見、早期支援

および特別支援教育体制を整備してきた。課題は、専門機関につなぐ際の待機期間中の支援体制や

中学校卒業以降の支援体制が不十分なことであると考えられた。また、今後ニーズが増加すると考え

られる日本語の使用が困難な発達障害児への支援に対応するためにも、発達障害の支援に関する

企画、調整、連携などに特化した「発達支援室」のような組織を設置することが望ましいと思われた。

．研究目的

発達障害児者への支援サービスは制度上保障

されており、各地でそのシステム整備が行われてい

るが、その実態の把握は十分なされておらず、人口

規模、地理的条件、財政などの地域特性によって

サービスの質、量ともに異なる可能性がある。また

支援ニーズの把握も不十分であり、未診断でも発

達障害の特性や軽度の遅れがあって支援を要する
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ケースが、潜在的にかなり存在する可能性がある。

発達障害の女性特有の課題に関しても実態把握

はなされていない。

本研究では、発達障害の支援ニーズとサービス

について地域特性ごとに、児童期から成人期まで、

診断例だけでなく発達障害や軽度の遅れが疑われ

る未診断例も含め、医療、福祉、教育、就労支援な

ど多領域にわたって全国調査を行って実態を把握

する。小規模市である山梨県山梨市において、研

究初年度である今年度は、その地域特性について

調査を行い発達障害支援体制の特徴とその課題

を抽出した。

．研究方法

山梨市の地理的特徴、人口、人口動態、就業人

口、職業大分類別就業者数に関するデータは山梨

市から出されている「統計やまなしし」 から引用し

たほか、市役所職員である研究協力者が担当部署

に問い合わせて調査した。また、発達障害児の発

見と早期支援体制について、本研究班で定められ

た調査票を用いて調査を行った。

（倫理面への配慮）

調査にあたっては、氏名、生年月日、住所を含

む個人を特定できるような情報は扱わなかった。

．研究結果

１．山梨市の概要

山梨市は甲府盆地の東部に位置し、２０１６年４月

１日現在、人口 人、面積 の市で

ある。南部の平坦地には 中央本線山梨市駅、東

山梨駅の 駅を中心に市街地が形成されている。

市街地周辺から丘陵地帯にかけては、桃、ぶどうな

どの果樹園が広がり、市街地の北側は笛吹川上流

に向かって標高が高くなるにつれ、山林の占める

割合が高くなり、市全体の 割を森林が占める。南

部の平坦地と北部の山岳地域では約 の標

高差があり、地域によって人口密度や年齢構成割

合が大きく異なっている。

年 月に山梨市、牧丘町、三富村の 町市

が合併して新しい山梨市となった。 年の高齢

化率は ％（県 ％、国 ％）、出生率は

（県 、国 ）と少子高齢化が進んでいる。

２．母子保健

年 月現在、市全体で 名の保健師が在

籍しており、本庁の他、 カ所にある支所にも保健

師が配置されている。保健師活動は地区担当業務

分担併用型で健康増進課に配属されている保健

師 名と各支所の保健師 名の合計 名で母子

保健事業を展開している。

妊娠中に 回、新生児期に 回の助産師による

家庭訪問を実施し、生後 ヵ月で地区担当保健師

による家庭訪問を行い、早期から母子と保健師との

関係を築いている。乳幼児健診は、 ヵ月児、 ヵ月

児、 歳 ヵ月児、 歳児、 歳 ヵ月児、 歳児を

対象に保健センターにて実施し、 ヵ月児、 ヵ月

児健診は医療機関委託で実施している。このため

地区担当保健師が母親と関わる機会が多く、複数

の子どもがいる家庭の場合は対象児童の同胞の健

診場面などでも保健師に会う機会があるなど、担当

保健師と母親との接点が多いことが特徴である。

３．発達障害の支援体制

（１）発見・把握の場

幼児期

乳幼児健診では、保健師が母子の状況を把握し

ながら発達障害の疑いのあるこどもの把握に努め

ている。平成 年度より山梨県立こころの発達総

合支援センターの協力を受けて問診票の改良を行

い、保健師の経験にかかわらず一定の基準で発達

障害の疑いのあるこどもを把握できるようになった。

幼稚園・保育園に入園後にこどもの発達に何らか

の問題があると気付かれた場合には、担当保育士

から市保健師に連絡があり、保健師がこどもの状態

を把握するとともに、家族は保健センターで相談を

受けるよう勧められる。必要に応じて障害児（者）地
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母子保健を担う保健師が中心となって、教育や福祉分野と連携し、発達障害の早期発見、早期支援

および特別支援教育体制を整備してきた。課題は、専門機関につなぐ際の待機期間中の支援体制や

中学校卒業以降の支援体制が不十分なことであると考えられた。また、今後ニーズが増加すると考え

られる日本語の使用が困難な発達障害児への支援に対応するためにも、発達障害の支援に関する

企画、調整、連携などに特化した「発達支援室」のような組織を設置することが望ましいと思われた。

．研究目的

発達障害児者への支援サービスは制度上保障

されており、各地でそのシステム整備が行われてい

るが、その実態の把握は十分なされておらず、人口

規模、地理的条件、財政などの地域特性によって

サービスの質、量ともに異なる可能性がある。また

支援ニーズの把握も不十分であり、未診断でも発

達障害の特性や軽度の遅れがあって支援を要する
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ケースが、潜在的にかなり存在する可能性がある。

発達障害の女性特有の課題に関しても実態把握

はなされていない。

本研究では、発達障害の支援ニーズとサービス

について地域特性ごとに、児童期から成人期まで、

診断例だけでなく発達障害や軽度の遅れが疑われ

る未診断例も含め、医療、福祉、教育、就労支援な

ど多領域にわたって全国調査を行って実態を把握

する。小規模市である山梨県山梨市において、研

究初年度である今年度は、その地域特性について

調査を行い発達障害支援体制の特徴とその課題

を抽出した。

．研究方法

山梨市の地理的特徴、人口、人口動態、就業人

口、職業大分類別就業者数に関するデータは山梨

市から出されている「統計やまなしし」 から引用し

たほか、市役所職員である研究協力者が担当部署

に問い合わせて調査した。また、発達障害児の発

見と早期支援体制について、本研究班で定められ

た調査票を用いて調査を行った。

（倫理面への配慮）

調査にあたっては、氏名、生年月日、住所を含

む個人を特定できるような情報は扱わなかった。

．研究結果

１．山梨市の概要

山梨市は甲府盆地の東部に位置し、２０１６年４月

１日現在、人口 人、面積 の市で

ある。南部の平坦地には 中央本線山梨市駅、東

山梨駅の 駅を中心に市街地が形成されている。

市街地周辺から丘陵地帯にかけては、桃、ぶどうな

どの果樹園が広がり、市街地の北側は笛吹川上流

に向かって標高が高くなるにつれ、山林の占める

割合が高くなり、市全体の 割を森林が占める。南

部の平坦地と北部の山岳地域では約 の標

高差があり、地域によって人口密度や年齢構成割

合が大きく異なっている。

年 月に山梨市、牧丘町、三富村の 町市

が合併して新しい山梨市となった。 年の高齢

化率は ％（県 ％、国 ％）、出生率は

（県 、国 ）と少子高齢化が進んでいる。

２．母子保健

年 月現在、市全体で 名の保健師が在

籍しており、本庁の他、 カ所にある支所にも保健

師が配置されている。保健師活動は地区担当業務

分担併用型で健康増進課に配属されている保健

師 名と各支所の保健師 名の合計 名で母子

保健事業を展開している。

妊娠中に 回、新生児期に 回の助産師による

家庭訪問を実施し、生後 ヵ月で地区担当保健師

による家庭訪問を行い、早期から母子と保健師との

関係を築いている。乳幼児健診は、 ヵ月児、 ヵ月

児、 歳 ヵ月児、 歳児、 歳 ヵ月児、 歳児を

対象に保健センターにて実施し、 ヵ月児、 ヵ月

児健診は医療機関委託で実施している。このため

地区担当保健師が母親と関わる機会が多く、複数

の子どもがいる家庭の場合は対象児童の同胞の健

診場面などでも保健師に会う機会があるなど、担当

保健師と母親との接点が多いことが特徴である。

３．発達障害の支援体制

（１）発見・把握の場

幼児期

乳幼児健診では、保健師が母子の状況を把握し

ながら発達障害の疑いのあるこどもの把握に努め

ている。平成 年度より山梨県立こころの発達総

合支援センターの協力を受けて問診票の改良を行

い、保健師の経験にかかわらず一定の基準で発達

障害の疑いのあるこどもを把握できるようになった。

幼稚園・保育園に入園後にこどもの発達に何らか

の問題があると気付かれた場合には、担当保育士

から市保健師に連絡があり、保健師がこどもの状態

を把握するとともに、家族は保健センターで相談を

受けるよう勧められる。必要に応じて障害児（者）地
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域療育等支援事業による施設支援一般指導事業

により、地域療育コーディネーター、保健師、心理

士らが園訪問を実施し、今後の支援方針について

保育士へ助言を行う。保育士が問題を感じていて

も、保護者が承諾しないなどで介入に至らないケー

スもある。

すべての年長児を対象として健康増進課と学校

教育課が合同で「就学時訪問」を行っており、これ

も発達障害の早期発見に寄与している。

小学校

小学校で初めて発達障害の疑いに気付かれた

場合には、学校長や特別支援教育コーディネータ

ーの要請により、市教委に所属している心理発達

相談員または特別支援学校によるセンター的機能

を利用した学校訪問や本人・家族との面接、スクー

ルカウンセラーによる巡回および面接等が行われ、

こどもの状態が把握される。また、学童保育からこど

もへの対応について福祉課や市教委に相談があっ

て把握されるケースもある。

また、幼児期に保健師が把握していたが保護者

の意向などで特別な支援を受けずにいたケースが、

就学後、改めて担当保健師に相談して市の発達相

談につながることがある。

（２）発見から継続的な支援までの流れ

歳 ヵ月以降のすべての乳幼児健診に心理士

が参加しており、発達障害が疑われるこどもは心理

相談を経て、継続相談である「すこやか発達相談」

（心理士、言語聴覚士による相談）に導入される。

相談の中で、こどもの障害に対する家族の気づき

の程度を見計らいながら、医療機関や福祉機関に

紹介する。幼稚園・保育園から紹介されたこどもに

ついても、まず保健師が相談を受け、必要に応じて

園訪問（保健師、地域療育等支援事業、特別支援

学校センター的機能など）を実施しながら、継続が

必要であれば「すこやか発達相談」に紹介される。

専門機関との相談を開始してからも継続して担当

保健師がかかわり、こどもの状態に合わせてきめ細

やかに対応していく。

学齢期においては、まず学校長や担任、特別支

援教育コーディネーターが、学校生活の様子をふ

まえて家族との相談を実施する。市教委に所属し

ている心理発達相談員や特別支援学校によるセン

ター的機能を利用した学校訪問、本人・家族との面

接、またはスクールカウンセラーによる授業観察や

面接などを利用して本人の状態を把握し、必要に

応じて医療・福祉等の専門機関を紹介する。また校

内支援として、特別支援学校によるセンター的機能

を利用した学校訪問やスクールカウンセラー、通級

指導教室、特別支援学級、支援員の利用等を検討

していく。特別支援学級の利用や支援員による対

応などの支援体制の検討にあたって市教育がこど

もの状態像を把握する必要があるため、支援体制

の確立まで継続して市教委が関わることが多い。

（３）医療のかかわり方

知的障害が疑われるケースや言語発達の遅れが

目立つケースは隣接する笛吹市にある石和共立病

院を紹介され、言語聴覚士や作業療法士などのセ

ラピストによる個別のリハビリテーションを受けること

が多い。もともと身体機能等の疾患があるケースは

山梨大学附属病院や地元の総合病院である山梨

厚生病院などを紹介されることもある。家族がこども

の特性を理解する上で特別な配慮が必要だと考え

られる場合には、児童精神科医がいる県立こころの

発達総合支援センターを紹介され、そこを経由して

石和共立病院のリハビリテーションに繋がることもあ

る。

家族がこどもの特性を正しく理解し、適切な対応

ができるように支援することを医療受診の主たる目

的とする場合には、県立こころの発達総合支援セ

ンターに紹介される。ただし、こころの発達総合支

援センターは、直接支援よりは地域の保健師と連

携して支援体制を構築するための支援を中心に行

っているため、頻度の高い直接支援が必要なケー

スについては他機関が紹介されることが多い。
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学齢期以上のケースで、学校生活に支障となるよ

うな多動や危険な行動上の問題がある場合など、

薬物療法を含む医療的な関与が速やかに必要だ

と考えられる時には、地元の総合病院である山梨

厚生病院の小児科に紹介されることが多い。また、

こころの発達総合支援センターで服薬調整を行っ

た後に地元の病院に紹介されて薬物療法を継続し

ているケースもある。

いずれの年齢帯でも療育手帳（特別児童扶養手

当の診断書を含む）の取得を目的とする場合は、

児童相談所の医学判定を利用することが多い。

（４）幼児期の継続的な支援

山梨市には認定こども園が ヵ所（私立）、保育所

が ヵ所（公立 、私立 ）、幼稚園が ヵ所（公立

、私立 ）無認可保育所が ヵ所、ある。保育所、

幼稚園ともに公立の園に発達障害の診断を受けて

いるこどもまたは小児リハビリを利用しているこども

が在籍していることが多い。児童発達支援センター

との並行通園をしている児は、公立保育所に保育

士を増員して受け入れている。市内の公立保育所

での障害等による加配保育士の配置について明確

な基準はなく、現状では市で認めた者に対して加

配を行っている。平成 年度は、 人の加配保育

士がおり、本来の基準でいくと保育士 人のところ

に 人を配置している。さらに公立幼稚園で支援

員 名の加配がなされている。保育所、幼稚園では

地域療育コーディネーターの事業として心理職の

派遣を受けることができる。また専門機関につなが

っているケースでは、担当保健師を介して専門機

関からの助言を受けることがある。児童発達支援セ

ンター等と並行通園しているこどもについて、児童

発達支援センターの保育所等訪問支援事業で助

言を受けたり、小児リハビリに通っているこどもにつ

いてセラピストと連絡ノートのやり取りをしたり、セラ

ピストによる園訪問で助言を受けたりすることもあ

る。

福祉サービスを利用する際には相談支援専門員

等による計画相談支援が必要である。現在、山梨

市のこどもが利用している福祉サービスは、児童発

達支援センターおよび児童発達支援事業所が１ヵ

所ずつ、放課後等デイサービス１１ヵ所、保育所等

訪問支援事業所１ヵ所である。放課後等デイサービ

スは、制度導入当初、市内の事業所は１ヵ所だけだ

ったが、平成 年に中高生も対象とした事業所が

ヵ所でき、平成 年にも ヵ所増えた。近隣市に

も多くの放課後等デイサービスが開設され、児童や

保護者の目的によって事業所が選択できるようにな

っている。

医療としては県内 カ所にある共立病院や県立あ

けぼの医療福祉センター、健康科学大学リハビリテ

ーションクリニック等で小児リハビリテーションを行っ

ている。また児童精神科医がいる県立こころの発達

総合支援センターで診療を受けたり、幼児のグル

ープに参加したりするこどももいる。それぞれの機

関と必要に応じて連携をとっている。

ことばの発達について特に支援が必要と考えら

れるこどもでは、発達障害・情緒障害および言語障

害を対象とした通級指導教室「ことばの教室」を利

用することができる。「言葉の教室」は市内で ヵ所、

日下部小に設置されており、基本的には小学生以

降を対象としているが、年長幼児も必要に応じて受

け入れている。主に構音障害、吃音、緘黙などが

対象となる。

（５）学校への引き継ぎ

幼児期に継続相談である「すこやか相談」を利用

している家族には、就学に向けて健康増進課の情

報を学校教育課と共有すること、園訪問でこどもの

生活の様子を観察してくることを説明し、承諾をもら

う。また、就学相談は学校教育課が中心となって行

うことを伝え、担当する職員を紹介する。ただし健

康増進課と学校教育課は同じ建物内にあり、実際

にはどちらの相談申し込み窓口からでも対応が出

来る体制をとっている。双方の課で連携しながら、

就学時健診の結果も踏まえて学校生活に向けて準
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域療育等支援事業による施設支援一般指導事業

により、地域療育コーディネーター、保健師、心理

士らが園訪問を実施し、今後の支援方針について

保育士へ助言を行う。保育士が問題を感じていて

も、保護者が承諾しないなどで介入に至らないケー

スもある。

すべての年長児を対象として健康増進課と学校

教育課が合同で「就学時訪問」を行っており、これ

も発達障害の早期発見に寄与している。

小学校

小学校で初めて発達障害の疑いに気付かれた

場合には、学校長や特別支援教育コーディネータ

ーの要請により、市教委に所属している心理発達

相談員または特別支援学校によるセンター的機能

を利用した学校訪問や本人・家族との面接、スクー

ルカウンセラーによる巡回および面接等が行われ、

こどもの状態が把握される。また、学童保育からこど

もへの対応について福祉課や市教委に相談があっ

て把握されるケースもある。

また、幼児期に保健師が把握していたが保護者

の意向などで特別な支援を受けずにいたケースが、

就学後、改めて担当保健師に相談して市の発達相

談につながることがある。

（２）発見から継続的な支援までの流れ

歳 ヵ月以降のすべての乳幼児健診に心理士

が参加しており、発達障害が疑われるこどもは心理

相談を経て、継続相談である「すこやか発達相談」

（心理士、言語聴覚士による相談）に導入される。

相談の中で、こどもの障害に対する家族の気づき

の程度を見計らいながら、医療機関や福祉機関に

紹介する。幼稚園・保育園から紹介されたこどもに

ついても、まず保健師が相談を受け、必要に応じて

園訪問（保健師、地域療育等支援事業、特別支援

学校センター的機能など）を実施しながら、継続が

必要であれば「すこやか発達相談」に紹介される。

専門機関との相談を開始してからも継続して担当

保健師がかかわり、こどもの状態に合わせてきめ細

やかに対応していく。

学齢期においては、まず学校長や担任、特別支

援教育コーディネーターが、学校生活の様子をふ

まえて家族との相談を実施する。市教委に所属し

ている心理発達相談員や特別支援学校によるセン

ター的機能を利用した学校訪問、本人・家族との面

接、またはスクールカウンセラーによる授業観察や

面接などを利用して本人の状態を把握し、必要に

応じて医療・福祉等の専門機関を紹介する。また校

内支援として、特別支援学校によるセンター的機能

を利用した学校訪問やスクールカウンセラー、通級

指導教室、特別支援学級、支援員の利用等を検討

していく。特別支援学級の利用や支援員による対

応などの支援体制の検討にあたって市教育がこど

もの状態像を把握する必要があるため、支援体制

の確立まで継続して市教委が関わることが多い。

（３）医療のかかわり方

知的障害が疑われるケースや言語発達の遅れが

目立つケースは隣接する笛吹市にある石和共立病

院を紹介され、言語聴覚士や作業療法士などのセ

ラピストによる個別のリハビリテーションを受けること

が多い。もともと身体機能等の疾患があるケースは

山梨大学附属病院や地元の総合病院である山梨

厚生病院などを紹介されることもある。家族がこども

の特性を理解する上で特別な配慮が必要だと考え

られる場合には、児童精神科医がいる県立こころの

発達総合支援センターを紹介され、そこを経由して

石和共立病院のリハビリテーションに繋がることもあ

る。

家族がこどもの特性を正しく理解し、適切な対応

ができるように支援することを医療受診の主たる目

的とする場合には、県立こころの発達総合支援セ

ンターに紹介される。ただし、こころの発達総合支

援センターは、直接支援よりは地域の保健師と連

携して支援体制を構築するための支援を中心に行

っているため、頻度の高い直接支援が必要なケー

スについては他機関が紹介されることが多い。
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学齢期以上のケースで、学校生活に支障となるよ

うな多動や危険な行動上の問題がある場合など、

薬物療法を含む医療的な関与が速やかに必要だ

と考えられる時には、地元の総合病院である山梨

厚生病院の小児科に紹介されることが多い。また、

こころの発達総合支援センターで服薬調整を行っ

た後に地元の病院に紹介されて薬物療法を継続し

ているケースもある。

いずれの年齢帯でも療育手帳（特別児童扶養手

当の診断書を含む）の取得を目的とする場合は、

児童相談所の医学判定を利用することが多い。

（４）幼児期の継続的な支援

山梨市には認定こども園が ヵ所（私立）、保育所

が ヵ所（公立 、私立 ）、幼稚園が ヵ所（公立

、私立 ）無認可保育所が ヵ所、ある。保育所、

幼稚園ともに公立の園に発達障害の診断を受けて

いるこどもまたは小児リハビリを利用しているこども

が在籍していることが多い。児童発達支援センター

との並行通園をしている児は、公立保育所に保育

士を増員して受け入れている。市内の公立保育所

での障害等による加配保育士の配置について明確

な基準はなく、現状では市で認めた者に対して加

配を行っている。平成 年度は、 人の加配保育

士がおり、本来の基準でいくと保育士 人のところ

に 人を配置している。さらに公立幼稚園で支援

員 名の加配がなされている。保育所、幼稚園では

地域療育コーディネーターの事業として心理職の

派遣を受けることができる。また専門機関につなが

っているケースでは、担当保健師を介して専門機

関からの助言を受けることがある。児童発達支援セ

ンター等と並行通園しているこどもについて、児童

発達支援センターの保育所等訪問支援事業で助

言を受けたり、小児リハビリに通っているこどもにつ

いてセラピストと連絡ノートのやり取りをしたり、セラ

ピストによる園訪問で助言を受けたりすることもあ

る。

福祉サービスを利用する際には相談支援専門員

等による計画相談支援が必要である。現在、山梨

市のこどもが利用している福祉サービスは、児童発

達支援センターおよび児童発達支援事業所が１ヵ

所ずつ、放課後等デイサービス１１ヵ所、保育所等

訪問支援事業所１ヵ所である。放課後等デイサービ

スは、制度導入当初、市内の事業所は１ヵ所だけだ

ったが、平成 年に中高生も対象とした事業所が

ヵ所でき、平成 年にも ヵ所増えた。近隣市に

も多くの放課後等デイサービスが開設され、児童や

保護者の目的によって事業所が選択できるようにな

っている。

医療としては県内 カ所にある共立病院や県立あ

けぼの医療福祉センター、健康科学大学リハビリテ

ーションクリニック等で小児リハビリテーションを行っ

ている。また児童精神科医がいる県立こころの発達

総合支援センターで診療を受けたり、幼児のグル

ープに参加したりするこどももいる。それぞれの機

関と必要に応じて連携をとっている。

ことばの発達について特に支援が必要と考えら

れるこどもでは、発達障害・情緒障害および言語障

害を対象とした通級指導教室「ことばの教室」を利

用することができる。「言葉の教室」は市内で ヵ所、

日下部小に設置されており、基本的には小学生以

降を対象としているが、年長幼児も必要に応じて受

け入れている。主に構音障害、吃音、緘黙などが

対象となる。

（５）学校への引き継ぎ

幼児期に継続相談である「すこやか相談」を利用

している家族には、就学に向けて健康増進課の情

報を学校教育課と共有すること、園訪問でこどもの

生活の様子を観察してくることを説明し、承諾をもら

う。また、就学相談は学校教育課が中心となって行

うことを伝え、担当する職員を紹介する。ただし健

康増進課と学校教育課は同じ建物内にあり、実際

にはどちらの相談申し込み窓口からでも対応が出

来る体制をとっている。双方の課で連携しながら、

就学時健診の結果も踏まえて学校生活に向けて準
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備すべき課題を検討する。また、就学後の支援をこ

れまでどおり主として健康増進課で保健師が行うか、

学校教育課で行うかについて、ケースごとに個別に

検討する。

就学に向けて、年長時に健康増進課と学校教育

課と合同で就学時園訪問を実施し、それぞれのこ

どもの状態を把握して、就学後の支援方針につい

て確認する。何らかの理由で保健師による支援が

中断されていたり、かかわりが乏しくなっていたりす

るケースについても現状を把握して支援方針を再

検討する。

就学時健診では、各学校にて集団で知能検査

（市販の集団スクリーニング検査）を実施するととも

に、担当教員が「行動チェックシート」（平成１９，

年度 発達障害早期総合支援モデル事業にて作

成）を記入する。就学児健診の結果は学校教育課

に集められ、発達障害が疑われる児童は学校教育

課にて再検査を実施する。保護者同席のもとで簡

単な検査を実施し、 分程度の家族との面接を行

った上で、特別支援学級、特別支援学校への就学

の検討が必要な場合は県の教育センターを紹介し、

あわせて就学先の学校見学を実施する。

支援が必要と思われるこどもは、就学先が決定し

た時点で、学校教育課職員とともに学校に行き、状

況を説明する。この時、家族にサポートブック（平成

年度 発達障害早期総合支援モデル事業に

て作成）を書いてきてもらう場合もある。さらに、新し

い場面で緊張しやすい特徴があるこどもが学校教

育課の仲介で学校見学を行ったり、学校側がこども

の様子を確認するために直接保育園に見に行った

りすることがある。

（６）学齢期の支援

山梨市には、小学校が 校（すべて市立）と中学

校が 校（すべて市立）、県立ろう学校がある。すべ

ての小学校が 人学級を実施している。知的障害

特別支援学級は小学校 校中 校、中学校 校中

校に設置され、情緒障害特別支援学級は小学校

校中 校と中学校 校すべてに設置されている。

通級指導教室は、発達障害・情緒障害・言語障害

の併設された学級が小学校 校に設置されてい

る。

就学後は、学校から要請があれば市教委から心

理士、市担当職員が訪問し、対象となったこどもの

今までの経緯を踏まえてコンサルテーションを行う。

何らかの支援が必要となった場合は、学校を通じて

家族へ連絡して個別相談を実施し、他の機関への

つなぎや学校支援体制の検討を行う。

専門機関との連携は、保護者の了解を得てケー

スごと個別に情報共有を行っている。

（７）専門家の育成

山梨市では年に４回、こころの発達総合支援セン

タースタッフ（医師、心理士、保健師）、山梨市すこ

やか相談スタッフ（心理士、言語聴覚士）、峡東保

健福祉事務所職員（保健師、精神保健福祉士）が

市役所に集まり、山梨市保健師とともにケースカン

ファレンスおよび健診内容についての検討会を実

施している。また平成 年度は、学校現場より支援

員が勉強する機会を得たいという声があがり、支援

員および特別支援学級教員のための研修会を実

施した。

（８）その他の支援ニーズについて

山梨市の発達障害支援において、特に性別につ

いて配慮を必要とすることはなかった。また、これま

でに日本語の能力が十分でないこどもの発達障害

に関する相談ケースはなかった。

療育手帳を取得していない軽度精神遅滞や境

界知能のこどもの場合、幼児期は発達相談等の心

理面接と保健師の相談が継続される。就学後は学

校での支援が中心となり、学校教育課に配置され

ている心理士による学校訪問等で対応についての

助言を受けることができる。 年に県立高等特

別支援学校が開校したことで、これらのこどもたち

の進路の選択肢が広がっている。
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（９）普及啓発

月 日の世界自閉症啓発デ―および 月 日

～ 日の発達障害啓発習合わせて、 月の広報に

世界自閉症啓発デ―の趣旨を掲載している。

４．発達障害者支援法の改正に関連する項目

山梨市では発達障害に特化した相談窓口は設置

されていない。社会福祉協議会に委託している「山

梨市「障害者総合相談センター」または「福祉課障

害福祉担当」が他の障害者相談とあわせて相談を

受けている。より専門的な相談が必要とされる場合

には、県立こころの発達総合支援センターを紹介し

ている。また、発達障害に関係する連携を目的とし

た会議も市単独では設置していないが、峡東保健

福祉事務所圏域（山梨市・笛吹市・甲州市）で主催

する峡東地域発達障害者支援検討会議に参加し

ている。

保護者、家族への情報提供、助言等の支援を行

うためのプログラムとして、発達障害に特化したもの

はないが、幼児期の母を対象としたペアレントトレ

ーニング事業「にこにこママクラス」を年 コース開

催している。また、発達障害のこどもの親の精神的

フォローとして、必要に応じて保健師の相談や心理

士による「こころの健康相談」を行っている。発達障

害に特化したプログラムとしては、県立こころの発

達総合支援センターのプログラムを利用しているケ

ースもある。

発達障害児の差別解消、いじめ・虐待防止等の

ために、学童クラブの指導員、保育士等こどもにか

かわる関係者に対して発達障害に関する研修会を

行っている。また地域療育等支援事業による施設

支援一般指導事業により、地域療育等支援コーデ

ィネーターと学童クラブや園訪問等を行っている。

５．現在の到達点と今後の課題

山梨市では、発達障害のあるこどもについて、保

健、福祉、教育が連携して情報や課題を共有し、

定期的にカンファレンスを行うなど、継続的な支援

を行う体制が出来ている。また乳幼児期から成人期

まで各ライフステージに対応できる一貫した支援体

制を整備するために、庁内の関係課が集まって定

期的に発達障害者支援庁内検討会議を開催して

いる。平成 年に県立こころの発達総合支援セン

ターが開所して以降は、専門的な医療との連携も

すすみ、幼児期の段階で診断を受けて支援を受け

るケースが増えてきた。一方で発達障害の早期発

見がすすむにつれて全県で専門機関の利用希望

者が増加し、専門機関につないでから利用開始ま

での待機期間が長くなっている。この待機期間の

間の支援が求められるようになっており、今後の課

題と考えられる。また、中学校卒業後の支援体制が

不十分であること、今後ニーズが増加すると思われ

る日本語の使用に困難がある発達障害児の支援

体制の整備も課題であると考えられた。

Ｄ．考察

山梨市の人口は前回調査 を行った平成 年度

と比較しても 人から 人に減少してお

り、平成 年度の出生率は 、高齢化率は

％と、人口減少および少子高齢化が進んでい

る。また市の財政力も低い。このような小規模の地

方都市では大都市のように発達障害のこどもたち

の支援に特化した専門機関を市単独で設置するこ

とが難しく、専門性の高いサービスが受けにくいと

いう課題がある。山梨市では県立の専門機関であ

り、児童精神科医がいる「こころの発達総合支援セ

ンター」と連携することで専門性を担保している。

一方で、小規模市の利点は、大都市に比べると

保健師の数が多く、ほとんどの乳幼児健診を市保

健センターで行い、地区担当保健師が密に関わる

ことができる点である。対象児のみでなく母子を含

めた家庭全体のことを把握できるため、必要に応じ

て福祉担当者と連携しながらフォローすることもある。

発見後の支援についても保健師が中心となって心

理士による相談への導入や専門機関への紹介を
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備すべき課題を検討する。また、就学後の支援をこ

れまでどおり主として健康増進課で保健師が行うか、

学校教育課で行うかについて、ケースごとに個別に

検討する。

就学に向けて、年長時に健康増進課と学校教育

課と合同で就学時園訪問を実施し、それぞれのこ

どもの状態を把握して、就学後の支援方針につい

て確認する。何らかの理由で保健師による支援が

中断されていたり、かかわりが乏しくなっていたりす

るケースについても現状を把握して支援方針を再

検討する。

就学時健診では、各学校にて集団で知能検査

（市販の集団スクリーニング検査）を実施するととも

に、担当教員が「行動チェックシート」（平成１９，

年度 発達障害早期総合支援モデル事業にて作

成）を記入する。就学児健診の結果は学校教育課

に集められ、発達障害が疑われる児童は学校教育

課にて再検査を実施する。保護者同席のもとで簡

単な検査を実施し、 分程度の家族との面接を行

った上で、特別支援学級、特別支援学校への就学

の検討が必要な場合は県の教育センターを紹介し、

あわせて就学先の学校見学を実施する。

支援が必要と思われるこどもは、就学先が決定し

た時点で、学校教育課職員とともに学校に行き、状

況を説明する。この時、家族にサポートブック（平成

年度 発達障害早期総合支援モデル事業に

て作成）を書いてきてもらう場合もある。さらに、新し

い場面で緊張しやすい特徴があるこどもが学校教

育課の仲介で学校見学を行ったり、学校側がこども

の様子を確認するために直接保育園に見に行った

りすることがある。

（６）学齢期の支援

山梨市には、小学校が 校（すべて市立）と中学

校が 校（すべて市立）、県立ろう学校がある。すべ

ての小学校が 人学級を実施している。知的障害

特別支援学級は小学校 校中 校、中学校 校中

校に設置され、情緒障害特別支援学級は小学校

校中 校と中学校 校すべてに設置されている。

通級指導教室は、発達障害・情緒障害・言語障害

の併設された学級が小学校 校に設置されてい

る。

就学後は、学校から要請があれば市教委から心

理士、市担当職員が訪問し、対象となったこどもの

今までの経緯を踏まえてコンサルテーションを行う。

何らかの支援が必要となった場合は、学校を通じて

家族へ連絡して個別相談を実施し、他の機関への

つなぎや学校支援体制の検討を行う。

専門機関との連携は、保護者の了解を得てケー

スごと個別に情報共有を行っている。

（７）専門家の育成

山梨市では年に４回、こころの発達総合支援セン

タースタッフ（医師、心理士、保健師）、山梨市すこ

やか相談スタッフ（心理士、言語聴覚士）、峡東保

健福祉事務所職員（保健師、精神保健福祉士）が

市役所に集まり、山梨市保健師とともにケースカン

ファレンスおよび健診内容についての検討会を実

施している。また平成 年度は、学校現場より支援

員が勉強する機会を得たいという声があがり、支援

員および特別支援学級教員のための研修会を実

施した。

（８）その他の支援ニーズについて

山梨市の発達障害支援において、特に性別につ

いて配慮を必要とすることはなかった。また、これま

でに日本語の能力が十分でないこどもの発達障害

に関する相談ケースはなかった。

療育手帳を取得していない軽度精神遅滞や境

界知能のこどもの場合、幼児期は発達相談等の心

理面接と保健師の相談が継続される。就学後は学

校での支援が中心となり、学校教育課に配置され

ている心理士による学校訪問等で対応についての

助言を受けることができる。 年に県立高等特

別支援学校が開校したことで、これらのこどもたち

の進路の選択肢が広がっている。
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（９）普及啓発

月 日の世界自閉症啓発デ―および 月 日

～ 日の発達障害啓発習合わせて、 月の広報に

世界自閉症啓発デ―の趣旨を掲載している。

４．発達障害者支援法の改正に関連する項目

山梨市では発達障害に特化した相談窓口は設置

されていない。社会福祉協議会に委託している「山

梨市「障害者総合相談センター」または「福祉課障

害福祉担当」が他の障害者相談とあわせて相談を

受けている。より専門的な相談が必要とされる場合

には、県立こころの発達総合支援センターを紹介し

ている。また、発達障害に関係する連携を目的とし

た会議も市単独では設置していないが、峡東保健

福祉事務所圏域（山梨市・笛吹市・甲州市）で主催

する峡東地域発達障害者支援検討会議に参加し

ている。

保護者、家族への情報提供、助言等の支援を行

うためのプログラムとして、発達障害に特化したもの

はないが、幼児期の母を対象としたペアレントトレ

ーニング事業「にこにこママクラス」を年 コース開

催している。また、発達障害のこどもの親の精神的

フォローとして、必要に応じて保健師の相談や心理

士による「こころの健康相談」を行っている。発達障

害に特化したプログラムとしては、県立こころの発

達総合支援センターのプログラムを利用しているケ

ースもある。

発達障害児の差別解消、いじめ・虐待防止等の

ために、学童クラブの指導員、保育士等こどもにか

かわる関係者に対して発達障害に関する研修会を

行っている。また地域療育等支援事業による施設

支援一般指導事業により、地域療育等支援コーデ

ィネーターと学童クラブや園訪問等を行っている。

５．現在の到達点と今後の課題

山梨市では、発達障害のあるこどもについて、保

健、福祉、教育が連携して情報や課題を共有し、

定期的にカンファレンスを行うなど、継続的な支援

を行う体制が出来ている。また乳幼児期から成人期

まで各ライフステージに対応できる一貫した支援体

制を整備するために、庁内の関係課が集まって定

期的に発達障害者支援庁内検討会議を開催して

いる。平成 年に県立こころの発達総合支援セン

ターが開所して以降は、専門的な医療との連携も

すすみ、幼児期の段階で診断を受けて支援を受け

るケースが増えてきた。一方で発達障害の早期発

見がすすむにつれて全県で専門機関の利用希望

者が増加し、専門機関につないでから利用開始ま

での待機期間が長くなっている。この待機期間の

間の支援が求められるようになっており、今後の課

題と考えられる。また、中学校卒業後の支援体制が

不十分であること、今後ニーズが増加すると思われ

る日本語の使用に困難がある発達障害児の支援

体制の整備も課題であると考えられた。

Ｄ．考察

山梨市の人口は前回調査 を行った平成 年度

と比較しても 人から 人に減少してお

り、平成 年度の出生率は 、高齢化率は

％と、人口減少および少子高齢化が進んでい

る。また市の財政力も低い。このような小規模の地

方都市では大都市のように発達障害のこどもたち

の支援に特化した専門機関を市単独で設置するこ

とが難しく、専門性の高いサービスが受けにくいと

いう課題がある。山梨市では県立の専門機関であ

り、児童精神科医がいる「こころの発達総合支援セ

ンター」と連携することで専門性を担保している。

一方で、小規模市の利点は、大都市に比べると

保健師の数が多く、ほとんどの乳幼児健診を市保

健センターで行い、地区担当保健師が密に関わる

ことができる点である。対象児のみでなく母子を含

めた家庭全体のことを把握できるため、必要に応じ

て福祉担当者と連携しながらフォローすることもある。

発見後の支援についても保健師が中心となって心

理士による相談への導入や専門機関への紹介を
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行っている。幼稚園・保育所などの生活の場とリハ

ビリテーションを行う医療機関や療育機関、また就

学に際しての学校教育課との連携についても保健

師が中心となって行っている。小規模市であるがゆ

え、福祉や教育の担当者と保健師が顔の見える関

係であり、連携が取りやすくなっている。成人期ま

での各ライフステージで一貫した支援体制を整備

するための試みも始まっている。

課題は、こころの発達総合支援センターをはじめ

とした専門機関の利用希望者が多く、待機期間が

長くなっていることから、市としてその間に行うべき

支援が必要とされていることと、中学校卒業後の支

援体制が体系化されておらず整備が必要なこと、

日本語の使用に困難がある発達障害児の支援体

制が整備されていないことである。

．結論

山梨市のような小規模な都市では、母子保健や

教育委員会の密接な連携によって一定水準の発

達障害への支援を早期から行うことが可能であると

思われる。ただし、専門性の高いサービスと人材育

成については専門機関との連携が不可欠である。

今回課題となった専門機関につなぐための待機

期間中の支援や中学校卒業後の支援体制の整備、

今後必要となると考えられる日本語の使用に困難

がある発達障害児の支援体制の整備のためには、

平成 年度の報告書 で言及されている発達障害

の支援に関する企画、調整、連携などに特化した

「発達支援室」のような組織を市内に設置していくこ

とが望ましいと考えられる。

．研究発表

なし

．知的財産権の出願・登録状況
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分担研究者 内山 登紀夫 （大正大学 心理社会学部 教授） 
研究協力者 川島 慶子 （福島大学 子どものメンタルヘルス支援事業推進室 研究員） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究要旨：本研究班の目的に基づき、福島県南相馬市（人口約 6万人）を“小規模市”
の対象として、研究 1：地域特性と発達障害の発見と支援システムに関する調査、研
究 2：発達に遅れや偏りのある児童の実態について調査を実施した。 
研究１本研究班共通の調査票を用い、市担当者に発達障害の発見と支援システムに

関する項目（H25 年度調査時からの変更箇所、追加項目）について調査票への記入
依頼とインタビュー調査を実施した。その結果、これまでの乳幼児健診と巡回相談会

を活用した発達障害の発見と支援のシステムを継続するとともに、新たな連携システ

ムとして H28 年度より就学支援シートの導入がみられた。自立支援協議会を中心に
作成、活用と普及については市の発達支援室が担当し、就学に向けた支援のつなぎの

強化を行う。シートの内容は、評価的な内容ではなく、子どもの発達特性や関わり方

のポイントを保護者と幼稚園・保育所等が記入することが特徴的であった。今後の課

題としては、シートの活用は保護者を主体とするため、理解が得られにくい場合の対

応等が挙げられた。 
研究 2 同市内の児童が通う小・中学校と特別支援学校に小学 1・4・6、中学 3 年

生を対象として「発達に遅れや偏りのある児童に関するアンケート」を実施した。質

問紙の内容は、診断名（疑い含む）、医療機関の受診の有無、反抗挑戦性障害、素行

の問題等に関する項目と、特別な教育的配慮（支援）、震災後のストレスケア等であ

る。その結果、小学校 1年生（n=341）の発達障害特性のある児童総数は 66名（19.4%）
であった。H25年度の小学校 1年生の追跡調査では、小学校 1年生で 18.5%、小学
校 2・3年生時点で約 10%であったのに対し、今年度の小学校 4年時点で 15.9%と増
加した。震災後の避難からの帰還による人口変動の影響も考えられる。特別な教育的

配慮については、主な支援として学級担任による配慮のみの割合が全学年ともに最も

高いことが明らかとなった。また、小学 1年生については、前年度と比較して言語の
通級指導教室と知的障害特別支援学級在籍児童の割合に増加傾向がみられた。今後も

追跡的に調査を行い、実態の把握と支援の在り方について検討する必要がある。 
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行っている。幼稚園・保育所などの生活の場とリハ

ビリテーションを行う医療機関や療育機関、また就

学に際しての学校教育課との連携についても保健

師が中心となって行っている。小規模市であるがゆ

え、福祉や教育の担当者と保健師が顔の見える関

係であり、連携が取りやすくなっている。成人期ま

での各ライフステージで一貫した支援体制を整備

するための試みも始まっている。

課題は、こころの発達総合支援センターをはじめ

とした専門機関の利用希望者が多く、待機期間が

長くなっていることから、市としてその間に行うべき

支援が必要とされていることと、中学校卒業後の支

援体制が体系化されておらず整備が必要なこと、

日本語の使用に困難がある発達障害児の支援体

制が整備されていないことである。

．結論

山梨市のような小規模な都市では、母子保健や

教育委員会の密接な連携によって一定水準の発
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研究要旨：本研究班の目的に基づき、福島県南相馬市（人口約 6万人）を“小規模市”
の対象として、研究 1：地域特性と発達障害の発見と支援システムに関する調査、研
究 2：発達に遅れや偏りのある児童の実態について調査を実施した。 
研究１本研究班共通の調査票を用い、市担当者に発達障害の発見と支援システムに

関する項目（H25 年度調査時からの変更箇所、追加項目）について調査票への記入
依頼とインタビュー調査を実施した。その結果、これまでの乳幼児健診と巡回相談会

を活用した発達障害の発見と支援のシステムを継続するとともに、新たな連携システ

ムとして H28 年度より就学支援シートの導入がみられた。自立支援協議会を中心に
作成、活用と普及については市の発達支援室が担当し、就学に向けた支援のつなぎの

強化を行う。シートの内容は、評価的な内容ではなく、子どもの発達特性や関わり方

のポイントを保護者と幼稚園・保育所等が記入することが特徴的であった。今後の課

題としては、シートの活用は保護者を主体とするため、理解が得られにくい場合の対

応等が挙げられた。 
研究 2 同市内の児童が通う小・中学校と特別支援学校に小学 1・4・6、中学 3 年

生を対象として「発達に遅れや偏りのある児童に関するアンケート」を実施した。質

問紙の内容は、診断名（疑い含む）、医療機関の受診の有無、反抗挑戦性障害、素行

の問題等に関する項目と、特別な教育的配慮（支援）、震災後のストレスケア等であ

る。その結果、小学校 1年生（n=341）の発達障害特性のある児童総数は 66名（19.4%）
であった。H25年度の小学校 1年生の追跡調査では、小学校 1年生で 18.5%、小学
校 2・3年生時点で約 10%であったのに対し、今年度の小学校 4年時点で 15.9%と増
加した。震災後の避難からの帰還による人口変動の影響も考えられる。特別な教育的

配慮については、主な支援として学級担任による配慮のみの割合が全学年ともに最も

高いことが明らかとなった。また、小学 1年生については、前年度と比較して言語の
通級指導教室と知的障害特別支援学級在籍児童の割合に増加傾向がみられた。今後も

追跡的に調査を行い、実態の把握と支援の在り方について検討する必要がある。 
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A．研究目的 
本研究班の目的である“地域特性”ごと

の発達障害の支援ニーズと提供されている

サービスの実態把握の一資料とするため、

南相馬市を対象として発達障害児の発見と

支援の現状に関する調査を行った。 
福島県の浜通り地域（太平洋側）にある

南相馬市は、H22年度より行政に発達支援
室（発達障害児・者の支援にあたる部署）

が設置された。本研究では、H25年度調査
時に実施した調査結果を踏まえ、3 年が経
過した現在、事業内容の変化や現在の課題

等について確認することを研究１の目的と

した。研究２では、H25年度から追跡調査
の対象となっているH18・H14年度生まれ
の子ども、定点調査の対象となっている毎

年の小学 1・6 年生について、学校におけ
る発達障害の支援ニーズと特別な教育的配

慮（支援内容）を調査することを目的とす

る。南相馬市は、H23年 3月 11日の東日
本大震災後の第一原子力発電所事故による

影響を受け、現在に至るまで継時的に避難

の混乱から人口変動が大きい地域である。

その点からも子どもの支援ニーズを毎年把

握することは重要であると考える。 
 

B．研究方法 
研究 1 
実施時期：H28年 12月 
対象者（行政担当者）：福島県南相馬市男女

共同子ども課発達支援室 1名、健康増進課
母子保健係 1名。 
方法：調査票（H28年度版；本研究班作成）
への記入とインタビュー調査を行った。 
（統計資料は、H27・28年度市町村勢調査
結果、統計集「まち Dス 2013」参考） 

研究 2：発達に遅れや偏りのある児童の実
態について調査 
実施期間：H28 年 12 月にアンケートを配
布し、Ｈ29年 1月までに回収した。 
対象（学校）：南相馬市内の小学校 15 校、
中学校 6校、近隣市の特別支援学校 1校。 
対象（児童生徒）：南相馬市に居住している

小学 1・4・6年生、中学 3年生。 
調査項目：①『発達に何らかの遅れや偏り

のある児童』の総数とその内訳（「自閉スペ

クトラム症（以下、ASD）」、「注意欠如多
動性障害（以下、ADHD）」、「構音障害・
発達性言語障害（以下、言語）」、「学習障害

（以下、LD）」、「精神遅滞」、「その他精神
科的な問題（吃音、緘黙、チック等）」、「境

界知能」）について、②『特別な教育的配慮

（「特別支援学級」や「通級指導教室の利用」

「支援員による支援」等）』、③『震災後の

ストレスケアに関する項目（「専門的な心の

ケアが必要な児童」「スクールカウンセラー

の利用」「医療機関受診」）』等により構成さ

れている。 
さらに、①の診断名に関する質問につい

ては、「医療機関の受診の有無」、重複して

「反抗挑戦性障害」「素行障害」の特徴があ

るか、「不登校」についても確認する。また、

「日本語に通じない子ども（外国人等」に

ついても質問を設定したが、有効回答は得

られなかった。 
 
（倫理面への配慮） 
アンケートについては匿名化の上、数的デ

ータとして処理し、個人が特定できないよ

う配慮した。 
 
C．研究結果 

研究 1 
１．地域特性に関する調査 
１）地理的特徴と人口動態 
南相馬市は、福島県の沿岸部に位置し、

福島第一原子力発電所（以下、“原発”）か

ら 10～40㎞圏内にある。東日本大震災（以
下“震災”）では、津波被害に加え原発事故

の影響も受けた。原発からの距離によって

避難指示の内容が市内でも 3種類に分かれ、
市内での避難、または近隣町村の避難者の

受け入れを行うなど、複雑な状況がある。

現在も仮設住宅・復興住宅に暮らす近隣町

村の住民が存在すると共に、自主避難で他

県、近隣市で居住する市民もおり、実際の

居住先の特定が難しいケースもある。 
 
図Ⅰ-１  
 
 
 
 
 
 
 
 
（南相馬市 HP『南相馬市人口動態推移』より作成）  

 
図Ⅰ-２ 
 
 
 
 
 
 
 
（南相馬市 HP『小高区・鹿島区・原町区の年齢別人口』より作成） 

 
現在の人口は 56,694人（平成 29年 1月

1 日現在；南相馬市 HP より）となり、過
去 10年間の人口動態は、図Ⅰ-１の通りで
ある。H23年から原発事故の影響で大きな
人口変動があり、その後、転入者が増加傾

向にあるが、転出者も同じく増加している。 
 

２）発達障害児の発見から支援 
（１）母子保健 
①出生と乳幼児健康診査： 

H22 年度の出生数は 580 人、H27 年度
は 393 人であった。乳幼児健康診査は、4
か月、10か月、1歳半、3歳半の児を対象
に実施している。そのうち 1歳半、3歳半
乳幼児健康診査が主な発達障害の発見の場

となっている。H28年 4月~11月時点での
1 歳 6 ヶ月児健康診査における受診率は
100%、1回の受診者数平均は 18人、事後
フォロー率は 49.5%、その内訳は言語
41.7％、発育 1.4％、身体疾患等 1.9％、
発達障がい疑い 4.2％であった（いずれも
対受診者割合）。 

3歳6ヶ月児健康診査では、受診率88.1%、
1回の受診者数平均は 13人、事後フォロー
率は 37.2％、その内訳は、言語 14.1％、 
発育 3.2％、身体疾患等 7.7％、発達障がい
疑い 8.9％である（いずれも対受診者の割
合）。 

3歳 6か月では受診率が下がるが、避難
中のために他市で受診しているケースがい

ることも推測される。また、1歳 6ヶ月で
は言語面の問題について経過観察となる児

童が 41%と高い割合を示すが 3歳 6ヶ月児
では減少し、他の項目に分散する。発達障

害に関しては、4.2%から 8.9%に増加して

震災 
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いる。 
H28年度就学時健診では、297人が受診

（受診率 96.7%）し、その内 3.4%が不通過
（知的）となっている。 
②乳幼児健康診査票： 
福島県のこどもの発達『気づきと支援』

推進事業のガイドラインが平成 24 年に配
布され、福島県の各地域で健康診査票の改

定が進められたが、それ以前より発達障害

児の発見に関する項目を追加するなどの経

過がある。 
③スタッフ：1 歳半、3 歳半健診では、健
康福祉部健康づくり課母子保健係と男女共

同こども課発達支援室と合わせて常勤保健

師概ね 6名、作業療法士 1 名(常勤)、臨床
心理士（非常勤）から成る。 
 
健診を巡回相談会（市主催）につなげる

工夫として、健診時に問診票情報を園と共

有することに関して、保護者から同意を得

る（問診票に選択項目あり）ため、情報の

共有が円滑である。 
 
（２）発達障害支援の相談窓口  
「健康福祉部男女共同こども課“発達支

援室”」は、保健師 1名、言語聴覚士 1名、
保育士 1名から成り、対象を発達障害のあ
る幼児、学童、成人としている。事業内容

は、発達支援体制の構築、相談、心理評価

医療相談、支援者向け研修会、ペアレント・

プログラム、市内全園への巡回相談会等を

行う。 
発見から継続的な支援への主な流れとし

て、市内全園への巡回相談会が機能してお

り、一般に「巡回相談会→母子保健係→個

別相談会→療育」の流れがある。しかし、

保護者や園とそれまでに対象児童について

連携を図ってきた担当者（担当課）がいる

場合には、そちらからのアプローチを優先

するなど、各ケースで対応の工夫を行う。 
母子保健と発達支援室で年 2回のケース

カンファを行い、いずれの課から保護者へ

アプローチするか等を検討する。 
巡回相談会後は、相談支援事業所の相談

支援専門員へ相談を促し、多くのケースは

療育機関へつなぐ。その際、アドバイザー

事業（県事業）として各圏域に 1 名程度、
相談支援専門員が委託されており、相談、

療育機関へのつなぎ、個別支援計画の作成、

学校や園を訪問して助言を行うなどの業務

を担っている。 
 
＜巡回相談事業＞ 
発達支援室では、現在開園中の幼稚園・

保育所等 15園（原町区、鹿島区）に対し、
巡回相談会事業を実施し、発達障害のある

児の発見ともに対応方法に関する助言、そ

の後の継続的支援につなぐためのケースカ

ンファ等を行っている（各園２回＋α／年）。

年度実施状況は、 園× 回＝ 回、

園× 回× 回＝ 回 計 回実施し、

人について支援の検討が行われた。

＜就学支援シート＞

H28年度からは個別の教育支援計画「就
学支援シート」（ 用紙 1 枚）を用いて引
継ぎを行っている。本シートは、自立支援

協議会において作成された。使い方は、発

達支援室主催の研修会、学校での研究授業

で活用方法の検討などを行う。実際には、

園の先生が対象児童の保護者に声かけを行

い、一緒に作成し、学校への提出資料（要

録）と併せて提出する。作成にあたっては

保護者の理解が必要となるため、園側から

は負担の声があげられている。

そこで、発達支援室では、小学校の先生

（使用者）と園の先生（作成者）が顔合わ

せや情報交換が出来るよう研修会を設定し

ている。シートの有効性を直接感じられる

機会として、作成者側の意欲を上げること

にもつながる。また、年一回の就学時の引

継ぎに関するアンケートを幼稚園・保育園

及び小学校、特別支援学校に実施している。

３）療育機関について 
児童発達支援事業は 2か所、放課後等デ
イサービスは 3か所、学習支援（震災支援）
1 か所が設置されている。震災後の支援と
してＮＰＯ法人トイボックスによる学習支

援を行う施設は、利用者が中学生を中心と

した療育の必要な児童生徒が多く、放課後

等デイサービスとして申請を検討中である

が、人材不足から、設置基準に満たない等

の課題がある。 
 
４）保育所・幼稚園 
震災前には市内に保育所・幼稚園は 26

園あったが、震災後に原発事故の影響によ

り休園となる園があいつぎ閉園したり休業

したため、現在開園しているのは次の 15
園となる。 
・公立幼稚園 5園／私立幼稚園 3園 
・公立保育園 4園／私立保育園 2園 
・私立こども園 1園 
私立保育園の 2園が障がい児の受け入れ
をしないとしているが、実際は入園後に障

害がわかる場合もあり、どの園にも在籍し

ている。発達支援室が、すべての園に巡回

相談しており、必要に応じて医療機関や療

育機関等へつないでいる。 
園によっては、独自に専門職を雇上げ等

している（臨床心理士、発達心理士、作業

療法士）。 
 
５）学校 
（１）校内支援体制について 
平成 25年度は、小学校は 16校あったが、

平成 26 年度より 1 校が閉校となり、現在
は 15 校となっている。内、現在も仮設校
舎を使用している学校は 4校である。小学
校における支援の必要な児童数と、特別支

援学級の設置については次の通りである。 
・知的障害特別支援学級： 
小学校 15校中 11校に設置 51名在籍 
中学校 6校中 6校に設置 21名在籍 

・情緒障害・自閉症特別支援学級： 
小学校 15校中 7校に設置 22名在籍 
中学校 6校中 4校に設置 8名在籍 

・肢体不自由：小学校 1校に設置 1名在籍  
・通級指導教室： 
（小学生） 
言語通級指導教室    1校 53名 
ADHD通級指導教室 1校  4名 

 
６）医療機関の現状 
発達障害に関する医療機関は、病院 2か

所（児童精神科医 1名）週 2~3日診療、ク
リニック２か所（小児科医各 1名）月 2日
診療がある。また、福島大学子どものメン

タルヘルス支援事業（児童精神科医 1 名）
として月 2日訪問相談事業がある。震災前
は、発達障害児のための医療サービスの不

足があり、片道 2時間程度かけて市外や県
外の医師の診察を受けることも多かったが、
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いる。 
H28年度就学時健診では、297人が受診
（受診率 96.7%）し、その内 3.4%が不通過
（知的）となっている。 
②乳幼児健康診査票： 
福島県のこどもの発達『気づきと支援』

推進事業のガイドラインが平成 24 年に配
布され、福島県の各地域で健康診査票の改

定が進められたが、それ以前より発達障害

児の発見に関する項目を追加するなどの経

過がある。 
③スタッフ：1 歳半、3 歳半健診では、健
康福祉部健康づくり課母子保健係と男女共

同こども課発達支援室と合わせて常勤保健

師概ね 6名、作業療法士 1 名(常勤)、臨床
心理士（非常勤）から成る。 
 
健診を巡回相談会（市主催）につなげる

工夫として、健診時に問診票情報を園と共

有することに関して、保護者から同意を得

る（問診票に選択項目あり）ため、情報の

共有が円滑である。 
 
（２）発達障害支援の相談窓口  
「健康福祉部男女共同こども課“発達支

援室”」は、保健師 1名、言語聴覚士 1名、
保育士 1名から成り、対象を発達障害のあ
る幼児、学童、成人としている。事業内容

は、発達支援体制の構築、相談、心理評価

医療相談、支援者向け研修会、ペアレント・

プログラム、市内全園への巡回相談会等を

行う。 
発見から継続的な支援への主な流れとし

て、市内全園への巡回相談会が機能してお

り、一般に「巡回相談会→母子保健係→個

別相談会→療育」の流れがある。しかし、

保護者や園とそれまでに対象児童について

連携を図ってきた担当者（担当課）がいる

場合には、そちらからのアプローチを優先

するなど、各ケースで対応の工夫を行う。 
母子保健と発達支援室で年 2回のケース

カンファを行い、いずれの課から保護者へ

アプローチするか等を検討する。 
巡回相談会後は、相談支援事業所の相談

支援専門員へ相談を促し、多くのケースは

療育機関へつなぐ。その際、アドバイザー

事業（県事業）として各圏域に 1 名程度、
相談支援専門員が委託されており、相談、

療育機関へのつなぎ、個別支援計画の作成、

学校や園を訪問して助言を行うなどの業務

を担っている。 
 
＜巡回相談事業＞ 
発達支援室では、現在開園中の幼稚園・

保育所等 15園（原町区、鹿島区）に対し、
巡回相談会事業を実施し、発達障害のある

児の発見ともに対応方法に関する助言、そ

の後の継続的支援につなぐためのケースカ

ンファ等を行っている（各園２回＋α／年）。

年度実施状況は、 園× 回＝ 回、

園× 回× 回＝ 回 計 回実施し、

人について支援の検討が行われた。

＜就学支援シート＞

H28年度からは個別の教育支援計画「就
学支援シート」（ 用紙 1 枚）を用いて引
継ぎを行っている。本シートは、自立支援

協議会において作成された。使い方は、発

達支援室主催の研修会、学校での研究授業

で活用方法の検討などを行う。実際には、

園の先生が対象児童の保護者に声かけを行

い、一緒に作成し、学校への提出資料（要

録）と併せて提出する。作成にあたっては

保護者の理解が必要となるため、園側から

は負担の声があげられている。

そこで、発達支援室では、小学校の先生

（使用者）と園の先生（作成者）が顔合わ

せや情報交換が出来るよう研修会を設定し

ている。シートの有効性を直接感じられる

機会として、作成者側の意欲を上げること

にもつながる。また、年一回の就学時の引

継ぎに関するアンケートを幼稚園・保育園

及び小学校、特別支援学校に実施している。

３）療育機関について 
児童発達支援事業は 2か所、放課後等デ
イサービスは 3か所、学習支援（震災支援）
1 か所が設置されている。震災後の支援と
してＮＰＯ法人トイボックスによる学習支

援を行う施設は、利用者が中学生を中心と

した療育の必要な児童生徒が多く、放課後

等デイサービスとして申請を検討中である

が、人材不足から、設置基準に満たない等

の課題がある。 
 
４）保育所・幼稚園 
震災前には市内に保育所・幼稚園は 26

園あったが、震災後に原発事故の影響によ

り休園となる園があいつぎ閉園したり休業

したため、現在開園しているのは次の 15
園となる。 
・公立幼稚園 5園／私立幼稚園 3園 
・公立保育園 4園／私立保育園 2園 
・私立こども園 1園 
私立保育園の 2園が障がい児の受け入れ
をしないとしているが、実際は入園後に障

害がわかる場合もあり、どの園にも在籍し

ている。発達支援室が、すべての園に巡回

相談しており、必要に応じて医療機関や療

育機関等へつないでいる。 
園によっては、独自に専門職を雇上げ等

している（臨床心理士、発達心理士、作業

療法士）。 
 
５）学校 
（１）校内支援体制について 
平成 25年度は、小学校は 16校あったが、

平成 26 年度より 1 校が閉校となり、現在
は 15 校となっている。内、現在も仮設校
舎を使用している学校は 4校である。小学
校における支援の必要な児童数と、特別支

援学級の設置については次の通りである。 
・知的障害特別支援学級： 
小学校 15校中 11校に設置 51名在籍 
中学校 6校中 6校に設置 21名在籍 

・情緒障害・自閉症特別支援学級： 
小学校 15校中 7校に設置 22名在籍 
中学校 6校中 4校に設置 8名在籍 

・肢体不自由：小学校 1校に設置 1名在籍  
・通級指導教室： 
（小学生） 
言語通級指導教室    1校 53名 
ADHD通級指導教室 1校  4名 

 
６）医療機関の現状 
発達障害に関する医療機関は、病院 2か

所（児童精神科医 1名）週 2~3日診療、ク
リニック２か所（小児科医各 1名）月 2日
診療がある。また、福島大学子どものメン

タルヘルス支援事業（児童精神科医 1 名）
として月 2日訪問相談事業がある。震災前
は、発達障害児のための医療サービスの不

足があり、片道 2時間程度かけて市外や県
外の医師の診察を受けることも多かったが、
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子どもの発達に関する医療は震災後に充実

しつつある。 
 
７）県との連携 
県の圏域の保健福祉事務所の担当保健師

は人員 2 名、担当地域も広域であること、
配属された担当者の経験やフットワークな

どもあり、安定的、継続的な連携に発展し

にくさがあるが、自立支援協議会、情報交

換会、支援者研修会への参加、必要に応じ

てケース会議等における関わりがある。 
 
８）その他の支援 
・ペアレント・プログラム 
発達支援室が主催し、1 クール定員 10

名までとして実施。毎回の参加者は数名程

度と少ないこともあったが、それが話しや

すさにつながったのか参加者同士で育児サ

ークルを立ち上げた回もあった。その際に

は、場所の提供や心のケアセンターの心理

士が SV として入るようにサポートを行っ
ている。 
・女性の発達障害への支援 
発達支援室では、子どもの相談をきっか

けに、両親が診断に至るケースや、診断ま

ではいかないが、子どもが受診している医

師から指摘（保護者も発達障害ではないか）

を受けることもあるなどの状況がある。 
・日本語に通じない子ども（外国人など日

本語の能力が十分でない子ども）への支援 
母子保健事業の乳幼児健診では、子ども

の行動や言葉の遅れなどが気になっても、

母親（外国人）とコミュニケーションが上

手く取れない、関係性が築きにくいことか

ら継続した支援や関わりがしにくいケース

がある。文化的背景の違いもあり、指導も

難しい（食事なども含め）。また、言葉の遅

れに関する評価がしにくい（母親が外国人

といった養育環境も含めた検討の必要性）。

こうしたケースは、増加しないが一定数存

在する。他地域から市内に移動してきた場

合については、さらに把握しにくい（周産

期や乳児期がわからないため、学校や園で

問題としてあがっても発達的評価が難しい）

状況がある。 
・療育手帳や診断を受けていない境界知能

の子どもへの支援 
発達支援室は、手帳や診断に関わらず、

困り感のある子どもは相談の対象としてい

る。必要があれば、療育機関も利用できる

ようにしている。また、特別児童扶養手当

で経済的な部分から支援につなげることも

ある。 
 
９）到達点と課題 
〇到達点

・乳幼児期の早期発見、早期支援について

は、これまで関係機関との連携を重視し

ながら、支援体制を構築してきた。

・特に今年度は、療育機関と幼稚園・保育

園とのケース会議を行い、子どもの状況

と支援内容について情報共有を行った。

・昨年度からは、市内の医療機関で児童精

神科医による診療が行われるようになり、

医療の面でも充実してきている。

〇今後の課題

・就学時の引継ぎは、現在も検討を重ねて

おり、今後も継続的に協議が必要である。

発達支援システムとして、担当者が変わ

っても活用できるものになるよう検討。

・学齢期の支援は、家庭児童相談室との連

携により徐々に支援ケースが出てきてい

る。学齢期以降～成人の支援体制は課題

である。

発達支援室設立（H22年度）から 7年目
となり継続ケースについては年齢も上がっ

てきている。また、最近は学校から発達支

援室への相談が増えており、発達的観点で

の子どもの見立て（検査・相談・助言）の

ニーズが高まっていることがわかる。市内

全校にスクールカウンセラーが配置されて

いるものの、そうしたニーズは満たされて

いないことが推測される。

 
 
研究２ ：発達に遅れや偏りのある児童の 
実態について調査 
アンケートについて、H25年度は小学校

15校中 15校（回収率 100%）、中学校 6校
中 6校（回収率 100%）、特別支援学校 1校
中 1校（回収率 100%）から回答を得た。 
アンケート結果から得られた児童・生徒

数は、次の通りである。 
H28年度 
小学 1年生 341名（男 161名、女 175名） 
小学 4年生 339名（男 176名、女 163名） 
小学 6年生 394名（男 190名、女 204名） 
中学 3年生 435名（男 230名、女 205名 ） 
 
１）追跡調査結果 
（１）H25年度小学 1年生の追跡調査（H18
年 4月 2日～H19年 4月 1日生） 
（表Ⅲ-1-1、表Ⅲ-1-2、表Ⅲ-1-3、表Ⅲ-1-4、
表Ⅳ、表Ⅴ参照） 
a. 発達に何らかの遅れや偏りがある児童
数 

H28年度小学校 4年生（n=339）時点で
の「発達に何らかの遅れや偏りがある児童

総数」は 54名（15.9%）であった。その内
「医療機関の受診あり」は 16 名（4.7%）、
「医療機関受診なし（疑い含む）」は 38名
（11.2%）であった。 
b. 診断の内訳 
「医療機関受診あり」における ASDは 6
名（1.8%）、ADHD5 名（1.5%）、言語 0
名（0%）、LD1名（0.3%）、精神遅滞 4名
（1.2%）、吃音・場面緘黙・チック等と境
界知能は各 0名であった。 
「医療機関受診なし（疑い）」は、ASD は
7名（2.1%）、ADHD13名（3.8%）、言語 3
名（0.9%）、LD4 名（1.2%）、精神遅滞 6
名（1.8%）、吃音・場面緘黙・チック等 4 名
（1.2 %）、境界知能 1名（0.3%）であった。 
次に、反抗挑戦性障害の特徴がある児童

は、ASDでは 4名（1.2%）、ADHDでは 5
名（1.5%）、その他の障害では 0 名であっ
た。素行障害（疑い含む）のある児童はい

ずれの診断名においても 0名であった。不
登校では、精神遅滞で 1名のみであった。 
c．特別な教育的配慮 
知的障害特別支援学級に在籍する児童は

9 名（2.7%）、自閉症・情緒障害特別支援
学級は 3名（0.9%）であった。通常学級に
在籍し、情緒障害通級指導教室に通う児童

数は 2 名（0.6%）、難聴・言語障害通級指
導教室に通う児童数は 5 名（1.5%）、その
他の通級指導教室は 0 名であった。また、
学級担任のみによる配慮のみの児童は 25
名（7.5%）であり、その他の支援（学習支
援員・介助員等）が 1名（0.3%）であった。 
d. 震災後のストレスケア（表Ⅴ参照） 
小学 4年生の内、震災後のストレスから

専門的な心のケアが必要と感じる児童数は

6名（1.8%）であった。その内、スクール
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子どもの発達に関する医療は震災後に充実

しつつある。 
 
７）県との連携 
県の圏域の保健福祉事務所の担当保健師

は人員 2 名、担当地域も広域であること、
配属された担当者の経験やフットワークな

どもあり、安定的、継続的な連携に発展し

にくさがあるが、自立支援協議会、情報交

換会、支援者研修会への参加、必要に応じ

てケース会議等における関わりがある。 
 
８）その他の支援 
・ペアレント・プログラム 
発達支援室が主催し、1 クール定員 10

名までとして実施。毎回の参加者は数名程

度と少ないこともあったが、それが話しや

すさにつながったのか参加者同士で育児サ

ークルを立ち上げた回もあった。その際に

は、場所の提供や心のケアセンターの心理

士が SV として入るようにサポートを行っ
ている。 
・女性の発達障害への支援 
発達支援室では、子どもの相談をきっか

けに、両親が診断に至るケースや、診断ま

ではいかないが、子どもが受診している医

師から指摘（保護者も発達障害ではないか）

を受けることもあるなどの状況がある。 
・日本語に通じない子ども（外国人など日

本語の能力が十分でない子ども）への支援 
母子保健事業の乳幼児健診では、子ども

の行動や言葉の遅れなどが気になっても、

母親（外国人）とコミュニケーションが上

手く取れない、関係性が築きにくいことか

ら継続した支援や関わりがしにくいケース

がある。文化的背景の違いもあり、指導も

難しい（食事なども含め）。また、言葉の遅

れに関する評価がしにくい（母親が外国人

といった養育環境も含めた検討の必要性）。

こうしたケースは、増加しないが一定数存

在する。他地域から市内に移動してきた場

合については、さらに把握しにくい（周産

期や乳児期がわからないため、学校や園で

問題としてあがっても発達的評価が難しい）

状況がある。 
・療育手帳や診断を受けていない境界知能

の子どもへの支援 
発達支援室は、手帳や診断に関わらず、

困り感のある子どもは相談の対象としてい

る。必要があれば、療育機関も利用できる

ようにしている。また、特別児童扶養手当

で経済的な部分から支援につなげることも

ある。 
 
９）到達点と課題 
〇到達点

・乳幼児期の早期発見、早期支援について

は、これまで関係機関との連携を重視し

ながら、支援体制を構築してきた。

・特に今年度は、療育機関と幼稚園・保育

園とのケース会議を行い、子どもの状況

と支援内容について情報共有を行った。

・昨年度からは、市内の医療機関で児童精

神科医による診療が行われるようになり、

医療の面でも充実してきている。

〇今後の課題

・就学時の引継ぎは、現在も検討を重ねて

おり、今後も継続的に協議が必要である。

発達支援システムとして、担当者が変わ

っても活用できるものになるよう検討。

・学齢期の支援は、家庭児童相談室との連

携により徐々に支援ケースが出てきてい

る。学齢期以降～成人の支援体制は課題

である。

発達支援室設立（H22年度）から 7年目
となり継続ケースについては年齢も上がっ

てきている。また、最近は学校から発達支

援室への相談が増えており、発達的観点で

の子どもの見立て（検査・相談・助言）の

ニーズが高まっていることがわかる。市内

全校にスクールカウンセラーが配置されて

いるものの、そうしたニーズは満たされて

いないことが推測される。

 
 
研究２ ：発達に遅れや偏りのある児童の 
実態について調査 
アンケートについて、H25年度は小学校

15校中 15校（回収率 100%）、中学校 6校
中 6校（回収率 100%）、特別支援学校 1校
中 1校（回収率 100%）から回答を得た。 
アンケート結果から得られた児童・生徒

数は、次の通りである。 
H28年度 
小学 1年生 341名（男 161名、女 175名） 
小学 4年生 339名（男 176名、女 163名） 
小学 6年生 394名（男 190名、女 204名） 
中学 3年生 435名（男 230名、女 205名 ） 
 
１）追跡調査結果 
（１）H25年度小学 1年生の追跡調査（H18
年 4月 2日～H19年 4月 1日生） 
（表Ⅲ-1-1、表Ⅲ-1-2、表Ⅲ-1-3、表Ⅲ-1-4、
表Ⅳ、表Ⅴ参照） 
a. 発達に何らかの遅れや偏りがある児童
数 

H28年度小学校 4年生（n=339）時点で
の「発達に何らかの遅れや偏りがある児童

総数」は 54名（15.9%）であった。その内
「医療機関の受診あり」は 16 名（4.7%）、
「医療機関受診なし（疑い含む）」は 38名
（11.2%）であった。 
b. 診断の内訳 
「医療機関受診あり」における ASDは 6
名（1.8%）、ADHD5 名（1.5%）、言語 0
名（0%）、LD1名（0.3%）、精神遅滞 4名
（1.2%）、吃音・場面緘黙・チック等と境
界知能は各 0名であった。 
「医療機関受診なし（疑い）」は、ASD は
7名（2.1%）、ADHD13名（3.8%）、言語 3
名（0.9%）、LD4 名（1.2%）、精神遅滞 6
名（1.8%）、吃音・場面緘黙・チック等 4 名
（1.2 %）、境界知能 1名（0.3%）であった。 
次に、反抗挑戦性障害の特徴がある児童

は、ASDでは 4名（1.2%）、ADHDでは 5
名（1.5%）、その他の障害では 0 名であっ
た。素行障害（疑い含む）のある児童はい

ずれの診断名においても 0名であった。不
登校では、精神遅滞で 1名のみであった。 
c．特別な教育的配慮 
知的障害特別支援学級に在籍する児童は

9 名（2.7%）、自閉症・情緒障害特別支援
学級は 3名（0.9%）であった。通常学級に
在籍し、情緒障害通級指導教室に通う児童

数は 2 名（0.6%）、難聴・言語障害通級指
導教室に通う児童数は 5 名（1.5%）、その
他の通級指導教室は 0 名であった。また、
学級担任のみによる配慮のみの児童は 25
名（7.5%）であり、その他の支援（学習支
援員・介助員等）が 1名（0.3%）であった。 
d. 震災後のストレスケア（表Ⅴ参照） 
小学 4年生の内、震災後のストレスから

専門的な心のケアが必要と感じる児童数は

6名（1.8%）であった。その内、スクール
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カウンセラーの面接を受けたことがある児

童は 3名(0.9%)、医療機関につながったと
把握している児童は 1名（0.3%）となって
いる。また、震災後、すべての児童がスク

ールカウンセラーの面接を受けたという学

校もあったが、この数字には含まれない。 
 
（２）H25年度小学 6年生の追跡調査 
（H13年 4月 2日～H14年 4月 1日生） 
（表Ⅲ-2-1、表Ⅲ-2-2、表Ⅲ-2-3、表Ⅲ-2-4、
表Ⅳ、表Ⅴ参照） 
a.発達に何らかの遅れや偏りがある生徒数 

H28年度中学 3年生（n=435）の「発達
に何らかの遅れや偏りがある生徒総数」は

33名（7.6%）であった。その内、「医療機
関の受診あり」は 23 名（5.3%）、「医療機
関の受診なし（疑い）」は 10名（2.3%）で
あった。 
b. 診断の内訳 
「医療機関受診あり」における ASD は

11名（2.5%）、ADHD 4名（0.9%）、言語
と LD は 0名、精神遅滞 5名（1.1%）、吃
音・場面緘黙・チック等 1 名（0.2%）、境
界知能 2名（0.5%）であった。 
「医療機関受診なし（疑い）」は、ASD は
3名（0.7%）、ADHD 1名（0.2%）、言語 0 
名、LD 2名（0.5%）、精神遅滞1 名（0.2%）、
吃音・場面緘黙・チック等 1 名（0.2 %）、
境界知能 2名（0.5%）であった。 
次に、反抗挑戦性障害の特徴がある児童

は、ASDでは 3名（0.7%）、その他の障害
では 0 名であった。素行障害（疑い含む）
のある児童はいずれの診断名においても 0
名であった。不登校では、ASDで 1名のみ
であった。 
c．特別な教育的配慮 

知的障害特別支援学級に在籍する生徒は

7 名（1.6 %）、自閉症・情緒障害特別支援
学級は 0 名であった。通常学級に在籍し、
情緒障害通級指導教室に通う生徒数は 0名
学級担任のみによる配慮のみの生徒は 17
名（3.9%）であり、その他の支援（学習支
援員・介助員等）が 2名（0.5%）であった。 
d. 震災後のストレスケア 
中学 3年生の内、震災後のストレスから

専門的な心のケアが必要と感じる生徒数は

1 名であった。その内、スクールカウンセ
ラーの面接を受けたことがある児童は 1名、
医療機関につながったと把握している児童

は 0名となっている。 
 
２）各年度の小学 1・６年生の定点調査 
（１）小学 1年生の結果 
（表Ⅲ-3-1、表Ⅲ-3-2、表Ⅲ-3-3、表Ⅲ-3-4、
表Ⅳ、表Ⅴ参照） 
a.発達に何らかの遅れや偏りのある児童数 

H28年度小学 1年生（n=341）における
「発達に遅れや偏りのある児童の総数」は

66 名（19.4%）であった。その内、「医療
機関の受診あり」は 17 名（5.0%）、「医療
機関の受診なし（疑い）」は 49名（14.4%）
であった。 
b. 診断の内訳  
「医療機関受診あり」における ASDは 11
名（3.2%）、ADHD 1 名（0.3%）、言語 0
名、LD 1名（0.3%）、精神遅滞 4名（1.2%）、
吃音・場面緘黙・チック等、境界知能は 0
名であった。「医療機関受診なし（疑い）」

のASDは3名（0.9%）、ADHD 16名4.7%、
言語 15 名（4.4%）、LD 6 名（1.8%）、精
神遅滞 9 名（2.6%）、吃音・場面緘黙・チ
ック等、境界知能は 0名であった。医療機

関を受診していないが、多動・衝動性や言

語面の問題を有している児童の割合が高い

ことがわかる。 
次に、反抗挑戦性障害の特徴がある児童

は、ASDでは 2名（0.6%）、ADHDでは 5
名（1.5%）、その他の障害では 0 名であっ
た。素行障害（疑い含む）のある児童は ASD
で 1 名（0.3%）、であり、その他の診断名
では 0名であった。不登校は、吃音・場面
緘黙・チック等で 3名（0.9%）を示した。 
c．特別な教育的配慮 
知的障害特別支援学級に在籍する児童は

11名（3.3 %）、自閉症・情緒障害特別支援
学級は 2名（0.6%）であった。通常学級に
在籍し、情緒障害通級指導教室に通う生徒

数は 0名、難聴・言語障害通級指導教室に
通う児童は 20名（5.9%）、学級担任のみに
よる配慮のみの児童は 24 名（7.1%）であ
り、その他の支援（学習支援員・介助員等）

が 10名（3.0%）であった。 
d. 震災後のストレスケア 
小学 1年生の内、震災後のストレスから

専門的な心のケアが必要と感じる児童数は

0 名であった。震災当時はまだ乳幼児であ
ったことから、震災後のストレスと判断す

ることは難しいと考えられる。 
 
（２）小学 6年生の結果 
a.発達に何らかの遅れや偏りのある児童数 
（表Ⅲ-4-1、表Ⅲ-4-2、表Ⅲ-4-3、表Ⅲ-4-4、 
表Ⅳ、表Ⅴ参照） 

H28年度の小学 6年生における「発達に
遅れや偏りのある児童の総数」は、40 名
（10.2%）であった。その内「医療機関の
受診あり」は 17 名（4.3%）、「医療機関の
受診なし（疑い）」は 23名（5.8%）であっ

た。 
b.診断の内訳 
「医療機関受診あり」において、ASDは

14 名（3.6%）、ADHD は 0 名、言語は 1
名（0.3%）、LD 0名、精神遅滞 2名（0.5%）、
吃音・場面緘黙・チック等、境界知能は 0
名であった。「医療機関受診なし（疑い）」

では、ASD 2名（0.5%）、ADHD 5名（1.3%）, 
言語 3 名（0.8%）、LD6 名（1.5%）、精神
遅滞 3 名（0.8%）、吃音・場面緘黙・チッ
ク等 1 名（0.3%）、境界知能 3 名（0.8%）
であった。 
次に、反抗挑戦性障害の特徴がある児童

では、ASD では 1 名（0.3%）、ADHD で
は 2名（0.5%）、その他の障害では 0名で
あった。素行障害（疑い含む）のある児童

は ASDで 0名であった。不登校は、ASD
が 1 名（0.3%）、精神遅滞で 1 名（0.3%）
であった。 
c. 特別な教育的配慮 
知的障害特別支援学級に在籍する児童は

4 名（1.0%）、自閉症・情緒障害特別支援
学級は 4名（1.0%）であった。通常学級に
在籍し、情緒障害通級指導教室に通う生徒

数は 0名、難聴・言語障害通級指導教室に
通う児童は 7 名（1.8%）、学級担任のみに
よる配慮のみの児童は 21 名（5.4%）であ
り、その他の支援（学習支援員・介助員等）

が 1名（0.3%）であった。 
d. 震災後のストレスケア 
小学 6年生すべての児童において、震災

後のストレスから専門的な心のケアが必要

と感じる児童数は 8名であり、8名ともス
クールカウンセラーの面接を受けたことが

あった。医療受診は 0名である。 
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カウンセラーの面接を受けたことがある児

童は 3名(0.9%)、医療機関につながったと
把握している児童は 1名（0.3%）となって
いる。また、震災後、すべての児童がスク

ールカウンセラーの面接を受けたという学

校もあったが、この数字には含まれない。 
 
（２）H25年度小学 6年生の追跡調査 
（H13年 4月 2日～H14年 4月 1日生） 
（表Ⅲ-2-1、表Ⅲ-2-2、表Ⅲ-2-3、表Ⅲ-2-4、
表Ⅳ、表Ⅴ参照） 
a.発達に何らかの遅れや偏りがある生徒数 

H28年度中学 3年生（n=435）の「発達
に何らかの遅れや偏りがある生徒総数」は

33名（7.6%）であった。その内、「医療機
関の受診あり」は 23 名（5.3%）、「医療機
関の受診なし（疑い）」は 10名（2.3%）で
あった。 
b. 診断の内訳 
「医療機関受診あり」における ASD は

11名（2.5%）、ADHD 4名（0.9%）、言語
と LD は 0名、精神遅滞 5名（1.1%）、吃
音・場面緘黙・チック等 1 名（0.2%）、境
界知能 2名（0.5%）であった。 
「医療機関受診なし（疑い）」は、ASD は
3名（0.7%）、ADHD 1名（0.2%）、言語 0 
名、LD 2名（0.5%）、精神遅滞1 名（0.2%）、
吃音・場面緘黙・チック等 1 名（0.2 %）、
境界知能 2名（0.5%）であった。 
次に、反抗挑戦性障害の特徴がある児童

は、ASDでは 3名（0.7%）、その他の障害
では 0 名であった。素行障害（疑い含む）
のある児童はいずれの診断名においても 0
名であった。不登校では、ASDで 1名のみ
であった。 
c．特別な教育的配慮 

知的障害特別支援学級に在籍する生徒は

7 名（1.6 %）、自閉症・情緒障害特別支援
学級は 0 名であった。通常学級に在籍し、
情緒障害通級指導教室に通う生徒数は 0名
学級担任のみによる配慮のみの生徒は 17
名（3.9%）であり、その他の支援（学習支
援員・介助員等）が 2名（0.5%）であった。 
d. 震災後のストレスケア 
中学 3年生の内、震災後のストレスから

専門的な心のケアが必要と感じる生徒数は

1 名であった。その内、スクールカウンセ
ラーの面接を受けたことがある児童は 1名、
医療機関につながったと把握している児童

は 0名となっている。 
 
２）各年度の小学 1・６年生の定点調査 
（１）小学 1年生の結果 
（表Ⅲ-3-1、表Ⅲ-3-2、表Ⅲ-3-3、表Ⅲ-3-4、
表Ⅳ、表Ⅴ参照） 
a.発達に何らかの遅れや偏りのある児童数 

H28年度小学 1年生（n=341）における
「発達に遅れや偏りのある児童の総数」は

66 名（19.4%）であった。その内、「医療
機関の受診あり」は 17 名（5.0%）、「医療
機関の受診なし（疑い）」は 49名（14.4%）
であった。 
b. 診断の内訳  
「医療機関受診あり」における ASDは 11
名（3.2%）、ADHD 1 名（0.3%）、言語 0
名、LD 1名（0.3%）、精神遅滞 4名（1.2%）、
吃音・場面緘黙・チック等、境界知能は 0
名であった。「医療機関受診なし（疑い）」

のASDは3名（0.9%）、ADHD 16名4.7%、
言語 15 名（4.4%）、LD 6 名（1.8%）、精
神遅滞 9 名（2.6%）、吃音・場面緘黙・チ
ック等、境界知能は 0名であった。医療機

関を受診していないが、多動・衝動性や言

語面の問題を有している児童の割合が高い

ことがわかる。 
次に、反抗挑戦性障害の特徴がある児童

は、ASDでは 2名（0.6%）、ADHDでは 5
名（1.5%）、その他の障害では 0 名であっ
た。素行障害（疑い含む）のある児童は ASD
で 1 名（0.3%）、であり、その他の診断名
では 0名であった。不登校は、吃音・場面
緘黙・チック等で 3名（0.9%）を示した。 
c．特別な教育的配慮 
知的障害特別支援学級に在籍する児童は

11名（3.3 %）、自閉症・情緒障害特別支援
学級は 2名（0.6%）であった。通常学級に
在籍し、情緒障害通級指導教室に通う生徒

数は 0名、難聴・言語障害通級指導教室に
通う児童は 20名（5.9%）、学級担任のみに
よる配慮のみの児童は 24 名（7.1%）であ
り、その他の支援（学習支援員・介助員等）

が 10名（3.0%）であった。 
d. 震災後のストレスケア 
小学 1年生の内、震災後のストレスから

専門的な心のケアが必要と感じる児童数は

0 名であった。震災当時はまだ乳幼児であ
ったことから、震災後のストレスと判断す

ることは難しいと考えられる。 
 
（２）小学 6年生の結果 
a.発達に何らかの遅れや偏りのある児童数 
（表Ⅲ-4-1、表Ⅲ-4-2、表Ⅲ-4-3、表Ⅲ-4-4、 
表Ⅳ、表Ⅴ参照） 

H28年度の小学 6年生における「発達に
遅れや偏りのある児童の総数」は、40 名
（10.2%）であった。その内「医療機関の
受診あり」は 17 名（4.3%）、「医療機関の
受診なし（疑い）」は 23名（5.8%）であっ

た。 
b.診断の内訳 
「医療機関受診あり」において、ASDは

14 名（3.6%）、ADHD は 0 名、言語は 1
名（0.3%）、LD 0名、精神遅滞 2名（0.5%）、
吃音・場面緘黙・チック等、境界知能は 0
名であった。「医療機関受診なし（疑い）」

では、ASD 2名（0.5%）、ADHD 5名（1.3%）, 
言語 3 名（0.8%）、LD6 名（1.5%）、精神
遅滞 3 名（0.8%）、吃音・場面緘黙・チッ
ク等 1 名（0.3%）、境界知能 3 名（0.8%）
であった。 
次に、反抗挑戦性障害の特徴がある児童

では、ASD では 1 名（0.3%）、ADHD で
は 2名（0.5%）、その他の障害では 0名で
あった。素行障害（疑い含む）のある児童

は ASDで 0名であった。不登校は、ASD
が 1 名（0.3%）、精神遅滞で 1 名（0.3%）
であった。 
c. 特別な教育的配慮 
知的障害特別支援学級に在籍する児童は

4 名（1.0%）、自閉症・情緒障害特別支援
学級は 4名（1.0%）であった。通常学級に
在籍し、情緒障害通級指導教室に通う生徒

数は 0名、難聴・言語障害通級指導教室に
通う児童は 7 名（1.8%）、学級担任のみに
よる配慮のみの児童は 21 名（5.4%）であ
り、その他の支援（学習支援員・介助員等）

が 1名（0.3%）であった。 
d. 震災後のストレスケア 
小学 6年生すべての児童において、震災

後のストレスから専門的な心のケアが必要

と感じる児童数は 8名であり、8名ともス
クールカウンセラーの面接を受けたことが

あった。医療受診は 0名である。 
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D. 考察 
本研究の１と２において、南相馬市の地

域特性と発達障害の発見と支援システムと

と同市の発達障害の子どもの実態について

調査を行った。その結果、H28年度の 1歳
半健診での発達障害疑いは 4.2％であり、
今年度調査を行った全て学年の発達障害

（医療受診あり）の児童の割合が 4～5％の
結果であった。 
発達障害特性があるが医療機関を受診し

ていない（疑い含む）子どもの数の変動が

大きく、追跡調査や定点調査における数字

の変動に影響していることが考えられる。 
これらの医療機関受診なし（疑い含む）

群については、発見の感度、震災後の環境

の変化等の影響から十分に検討する必要が

あり、今後の発見や支援システムにおける

課題であると考える。また、研究２の結果

では、震災後のメンタルヘルスに関する専

門的な支援の必要な児童はごく少数であり、

さらにスクールカウンセラーによるケアの

みの児童がほとんどであった。PTSD症状
と発達障害特性に関する鑑別は難しく、発

達障害の疑い群に含まれている可能性もあ

る。 
また、支援については、特別の教育的配

慮において、知的障害支援学級、言語通級

の児童数の増加傾向がみられると共に、学

級担任による配慮のみの児童の割合は最も

高く、担任への負担がある。そうした中、

就学支援シートの活用は有効に働くことが

期待されるが、作成者となる保護者への理

解促進が課題となっている。 
こうした問題への解決として研修システ

ムの工夫も挙げられているが、地域特性と

して祖父母との同居世帯が多い等、祖父母

も含めた家族（一般市民向け）の発達障害

の理解、普及・啓発活動も重要である。 
震災後、発達障害や子どもの医療が充実

した経過がある。しかしながら、市外から

の派遣等、医師が常駐でないといった問題、

震災当時はまだ乳幼児であった子どもは、

発達障害特性と震災後の環境等の影響につ

いて、今後はさらに鑑別が難しくなるなど

の問題が残されている。また、発見や診断

された後の療育機関では、保育士や指導員

の人材確保が課題となっている。 
今後も、実態把握と共に対応や支援につ

いて検討する必要がある。 
 

F．研究発表 
１．論文発表 なし 
２．学会発表 なし 
 
G．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 なし 
２．実用新案登録 なし 
３．その他 なし 
 
引用・参考文献 
1） 内山登紀夫．発達障害医学の進歩 27．
震災と子どものメンタルヘルス．2015 

2） 平成 28年版福島県勢要覧 
3） 統計集「まち Dス 2013」 
4）厚生労働科学研究費補助金障害対策総
合研究事業発達障害児とその家族に対する

地域特性に応じた継続的な支援の実施と評

価 平成 27年度 総括・分担報告

表Ⅲ－３－１ 小学1年生　n=341（男=161,女=175）

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

学習障害

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－１－１ 小学４年生　n=339（男=176,女=163）

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－４－１ 小学６年生　n=394（男=190,女=204）

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－２－１ 中学3年生　n=435   （男=230,女=205）

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

医療機関受診なし

診断名
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

診断名
総数 医療機関受診あり

医療機関受診なし

総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
診断名

診断名
総数 医療機関受診あり

発達に何らかの遅れや偏りのある児童生徒数（南相馬市） 
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D. 考察 
本研究の１と２において、南相馬市の地

域特性と発達障害の発見と支援システムと

と同市の発達障害の子どもの実態について

調査を行った。その結果、H28年度の 1歳
半健診での発達障害疑いは 4.2％であり、
今年度調査を行った全て学年の発達障害

（医療受診あり）の児童の割合が 4～5％の
結果であった。 
発達障害特性があるが医療機関を受診し

ていない（疑い含む）子どもの数の変動が

大きく、追跡調査や定点調査における数字

の変動に影響していることが考えられる。 
これらの医療機関受診なし（疑い含む）

群については、発見の感度、震災後の環境

の変化等の影響から十分に検討する必要が

あり、今後の発見や支援システムにおける

課題であると考える。また、研究２の結果

では、震災後のメンタルヘルスに関する専

門的な支援の必要な児童はごく少数であり、

さらにスクールカウンセラーによるケアの

みの児童がほとんどであった。PTSD症状
と発達障害特性に関する鑑別は難しく、発

達障害の疑い群に含まれている可能性もあ

る。 
また、支援については、特別の教育的配

慮において、知的障害支援学級、言語通級

の児童数の増加傾向がみられると共に、学

級担任による配慮のみの児童の割合は最も

高く、担任への負担がある。そうした中、

就学支援シートの活用は有効に働くことが

期待されるが、作成者となる保護者への理

解促進が課題となっている。 
こうした問題への解決として研修システ

ムの工夫も挙げられているが、地域特性と

して祖父母との同居世帯が多い等、祖父母

も含めた家族（一般市民向け）の発達障害

の理解、普及・啓発活動も重要である。 
震災後、発達障害や子どもの医療が充実

した経過がある。しかしながら、市外から

の派遣等、医師が常駐でないといった問題、

震災当時はまだ乳幼児であった子どもは、

発達障害特性と震災後の環境等の影響につ

いて、今後はさらに鑑別が難しくなるなど

の問題が残されている。また、発見や診断

された後の療育機関では、保育士や指導員

の人材確保が課題となっている。 
今後も、実態把握と共に対応や支援につ

いて検討する必要がある。 
 

F．研究発表 
１．論文発表 なし 
２．学会発表 なし 
 
G．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 なし 
２．実用新案登録 なし 
３．その他 なし 
 
引用・参考文献 
1） 内山登紀夫．発達障害医学の進歩 27．
震災と子どものメンタルヘルス．2015 

2） 平成 28年版福島県勢要覧 
3） 統計集「まち Dス 2013」 
4）厚生労働科学研究費補助金障害対策総
合研究事業発達障害児とその家族に対する

地域特性に応じた継続的な支援の実施と評

価 平成 27年度 総括・分担報告

表Ⅲ－３－１ 小学1年生　n=341（男=161,女=175）

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

学習障害

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－１－１ 小学４年生　n=339（男=176,女=163）

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－４－１ 小学６年生　n=394（男=190,女=204）

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－２－１ 中学3年生　n=435   （男=230,女=205）

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

医療機関受診なし

診断名
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

診断名
総数 医療機関受診あり

医療機関受診なし

総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし
診断名

診断名
総数 医療機関受診あり

発達に何らかの遅れや偏りのある児童生徒数（南相馬市） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 203 -



表Ⅲ－３－２ 小学1年生　n=341（男=161,女=175）
反抗挑戦性
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

学習障害

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－１－２ 小学４年生　n=339（男=176,女=163）
反抗挑戦性
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－４－２ 小学６年生　n=394（男=190,女=204）
反抗挑戦性
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－２－２ 中学3年生　n=435   （男=230,女=205）
反抗挑戦性
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

診断名

診断名

診断名

診断名

反抗挑戦性障害の特徴のある児童生徒数（いわき市） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表Ⅲ－３－３ 小学1年生　n=341（男=161,女=175）
素行
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

学習障害

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－１－３ 小学４年生　n=339（男=176,女=163）
素行
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－４－３ 小学６年生　n=394（男=190,女=204）
素行
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－２－３ 中学3年生　n=435   （男=230,女=205）
素行
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

診断名

診断名

診断名

診断名

素行障害の特徴のある児童生徒数（南相馬市） 
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表Ⅲ－３－２ 小学1年生　n=341（男=161,女=175）
反抗挑戦性
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

学習障害

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－１－２ 小学４年生　n=339（男=176,女=163）
反抗挑戦性
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－４－２ 小学６年生　n=394（男=190,女=204）
反抗挑戦性
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－２－２ 中学3年生　n=435   （男=230,女=205）
反抗挑戦性
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

診断名

診断名

診断名

診断名

反抗挑戦性障害の特徴のある児童生徒数（いわき市） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表Ⅲ－３－３ 小学1年生　n=341（男=161,女=175）
素行
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

学習障害

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－１－３ 小学４年生　n=339（男=176,女=163）
素行
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－４－３ 小学６年生　n=394（男=190,女=204）
素行
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－２－３ 中学3年生　n=435   （男=230,女=205）
素行
総数 医療機関受診あり 医療機関受診なし

計 男 女 計 男 女 計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

診断名

診断名

診断名

診断名

素行障害の特徴のある児童生徒数（南相馬市） 
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表Ⅲ－３－４ 小学1年生　n=341（男=161,女=175）
c.不登校

計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

学習障害

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－１－４ 小学４年生　n=339（男=176,女=163）
c.不登校

計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－４－４ 小学６年生　n=394（男=190,女=204）
c.不登校

計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－２－４ 中学3年生　n=435   人数   % 
c.不登校

計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

診断名

診断名

診断名

診断名

発達障害の不登校の児童生徒数 
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表Ⅲ－３－４ 小学1年生　n=341（男=161,女=175）
c.不登校

計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

学習障害

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－１－４ 小学４年生　n=339（男=176,女=163）
c.不登校

計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－４－４ 小学６年生　n=394（男=190,女=204）
c.不登校

計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

表Ⅲ－２－４ 中学3年生　n=435   人数   % 
c.不登校

計 男 女

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

言語

精神遅滞

吃音・場面緘黙・チック等

境界知能

計

診断名

診断名

診断名

診断名

発達障害の不登校の児童生徒数 
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平成 28 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 
発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と支援内容に関する

研究 
 
 

分担研究報告書 
 
 

岡山県における小規模市の発達支援システムの検討 
 
 
研究協力者 ： 今出大輔（おかやま発達障害者支援センター 臨床心理士） 

畦田広子（真庭市健康推進課 臨床心理士） 
髙坂明美（真庭市健康推進課 保健師） 
吉元映子（美作市健康づくり推進課発達支援センター 保健師） 
山本みゆき（美作市健康づくり推進課発達支援センター 臨床心理士） 
中島洋子（まな星クリニック 児童精神科医） 

 
 
研究要旨 
岡山県内の自治体は、政令指定都市（人口約 70 万人）、中核市（人口約 48 万人）、以上の小規

模市（13 市）、人口 3 万人未満の小規模町村（12 町村）であり、それぞれの地域特性に応じた発

達支援システム作りが求められている。そこで、本研究では、平成 28 年に報告された「発達障害

児とその家族に対する地域特性に応じた継続的な支援のあり方に関する提言（2016）」にそって、

岡山県内の小規模市 2 市の発達支援システムの現状と課題を明らかにする。 
初年度は、小規模市 2 市に協力得て発達支援システムに関する行政調査およびヒアリング調査

をおこなった。その結果、1)自治体の特性は、2 市ともに保健師活動が重要な役割を占めており、

母子保健活動を中心とした子育て支援体制の中で発達支援システムを構築していくことが必要で

あった。2)ハードウェアは、発達支援ニーズのアセスメントと専門療育等の支援は自治体機能と、

圏域や民間事業所との協力体制があり、それぞれの特徴的な取り組みが抽出された。一方で、2
市ともに自治体内外の児童精神科医療と体系的な連携体制の構築が課題であった。3)ソフトウェ

アは、2 市ともにつなぎ支援（共時的インターフェイス）は、専門職種個人に依存しておらず、

発達支援センターや療育教室など組織化された動きになっていた。また、自治体内の発達支援シ

ステムの運用を点検する組織は最近になって設置されており、今後は、事例の集積による PDCA
サイクルの点検が課題である。特に、自治体内の発達支援システムの中で、社会福祉法人が運営

する児童発達支援事業の役割を明確にすることや、自治体内の専門職種同士が互いの専門性を点

検するための研修機会を設けていくことが課題である。 
 
 

43 
 

A.研究目的 
発達障害者支援法（2005）が施行されて

以降、自治体内では、障害認定後の支援の

充実に加えて、診断前の特性把握と気づき

支援や、家族支援の必要性が周知されつつ

ある。また、発達障害者支援施策検討委員

会（2008）によって、市町村単位で、個々

の特性に応じて支援を提供するライフステ

ージを通した仕組みづくりの必要性が報告

された。しかし、国内の各自治体の実態は

人口規模や動態、経済状況、年間出生数な

ど多様であり、単一のモデルを呈示される

のみでは、各自治体の発達支援システム作

りは促進されないと考えられる。 
岡山県内の自治体は、政令指定都市（岡

山市：人口約 70 万人）、中核市（倉敷市：

人口約 48 万人）、人口 3 万人以上の小規模

市（13 市）、人口 3 万人未満の小規模町村

（12 町村）であり、それぞれの地域特性に

応じた発達支援システム作りが求められて

いる。 
そこで、本研究では、岡山県内の小規模

市 2 市を対象に実態把握をおこない、平成

28 年に報告された「発達障害児とその家族

に対する地域特性に応じた継続的な支援の

あり方に関する提言（2016）」（以下、提言）

にそって、自治体における発達支援システ

ムの現状と課題を明らかにする。 
 
 
B.研究方法 

本研究班共通の「市区町村における発達

障害児に対する支援状況調査票」に基づい

てヒアリング調査をおこなった。2016 年 11
月 15 日に研究分担者および研究協力者か

らの依頼文書、調査票を送付し、事前に回

答された調査票を基にヒアリングをおこな

った。ヒアリング日程、実施機関および対

象者は、以下の通りである。 
 
a：人口 20 万人未満の小規模市：2016 年

12 月 5 日（月） 保健センター 
保健部門発達支援センターに所属す

る常勤保健師・常勤臨床心理士 
b：人口 20 万人未満の小規模市：2016 年

12 月 7 日（水） 市役所内会議室 
保健部門に所属する常勤保健師・常

勤臨床心理士 
 
（倫理面への配慮） 

本研究班の共通の調査票を用いた行政デ

ータに関する調査であるため、個人を特定

し得る情報は扱っていない。 
 
 
C.研究結果および考察 

提言で示された 1)自治体の特徴、2)ハー

ドウェア、3)ソフトウェア、4)人材育成と

いった項目に沿って、結果をまとめた。 
1）自治体の特性 

自治体の発達支援システムの構築に影響

する面積、人口、人口密度、出生児数等の

項目を抜粋し（表 1）、母子保健を中心とし

た保健師の活動を据えた子育て支援の状況

（表 2）の基礎データの特徴を示した。
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平成 28 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 
発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と支援内容に関する

研究 
 
 

分担研究報告書 
 
 

岡山県における小規模市の発達支援システムの検討 
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岡山県内の自治体は、政令指定都市（人口約 70 万人）、中核市（人口約 48 万人）、以上の小規

模市（13 市）、人口 3 万人未満の小規模町村（12 町村）であり、それぞれの地域特性に応じた発
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ージを通した仕組みづくりの必要性が報告

された。しかし、国内の各自治体の実態は

人口規模や動態、経済状況、年間出生数な

ど多様であり、単一のモデルを呈示される

のみでは、各自治体の発達支援システム作
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提言で示された 1)自治体の特徴、2)ハー

ドウェア、3)ソフトウェア、4)人材育成と

いった項目に沿って、結果をまとめた。 
1）自治体の特性 

自治体の発達支援システムの構築に影響

する面積、人口、人口密度、出生児数等の

項目を抜粋し（表 1）、母子保健を中心とし

た保健師の活動を据えた子育て支援の状況
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表 1 地域特性の調査結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 2 母子保健に関する特徴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自治体 ab は、保健師 1 人あたりの 0 歳～

4 歳人口は、本田他（2014）、関他（2015）
が調査した自治体に比べて少なく、乳幼児

健診での要フォロー率も高い。要フォロー

とは、子どもの発達特性の把握のみではな

く、保護者の子育て不安も含めており、地

区担当保健師の担う役割は大きい。また、

abともに乳幼児健診の未受診者への追跡調

査は全数におこなっている。これらの結果

より、ab は、母子保健活動を中心とした子

育て支援の体制の中で発達支援システムを

構築していくことが必要であるといえる。 
2）ハードウェア 

提言では、福祉職、保健師、心理職が配

置される中核機能を担う組織を設置するこ

とが示されている。専門性の高いサービス

項目

面積（ｋｍ²）

人口（人）

人口密度（人 ｋｍ²）

出生児数

普通出生率

老年人口（％）

財政力指数

項目

保健師（内、非常勤） 人（ 人） 人（ 人）

保健師 人あたりの

歳～ 歳人口
人 人

栄養士（内、非常勤） 人（ 人） 人（ 人）

臨床心理士（内、非常勤） 人（ 人） 人（ 人）

その他の職種（内、非常勤）
人（ 人）

事務職

人（ 人）

保育士

歳半健診の受診率

歳半健診の要フォロー率

歳健診の受診率

歳健診の要フォロー率
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確保および人材育成のカリキュラム確保は

県あるいは圏域ごとの支援体制を組むこと

が求められている。本田（2015）の発達障

害の子どもと家族への地域支援の基本モデ

ルに沿って、調査対象 ab の自治体が単独で

整備している機能とその他の機能（県や圏

域単位で整備している機能）を整理した（表

2）。なお、共時的・継時的インターフェイ

スは、後述（ソフトウェアの項）する。 

 
表 3 自治体の機能とその他の機能の整理（ハードウェア） 

 （年間出生 人） （年間出生 人）

 自治体 その他 自治体 その他

把握 
(レベル 1) 

乳幼児健診 なし 
乳幼児健診 
（M-CHAT 導入） 

なし 

把握 
(レベル 2) 

ST 相談 
心理相談 

なし 
ST 相談 
心理相談 

地域巡回（6/y） 
（児童相談所） 

把握 
(レベル 3) 

なし 
自治体外の民間精

神科病院 
なし 

自治体内の民間精

神科病院 

就学前 
(レベル 1) 

一般園 
（全て公立） 

なし 
一般園 
（公立 27 私立 1） 

なし 

就学前 
(レベル 2) 

発達支援教室*1 
（1 か所） 
通級指導教室*2 

自治体内の民間児

童発達支援 
ペアレントトレー

ニング*3 

療育教室*1 
（1 か所） 

自治体内の民間児

童発達支援 

就学前 
(レベル 3) 

なし 
自治体外の民間精

神科病院 
なし 

自治体内の民間精

神科病院 

就学後 
(レベル 1) 

学校（全て公立） なし 学校（全て公立） なし 

就学後 
(レベル 2) 

通級指導教室（1） 
知的学級 7/9 
自情学級 6/9 

自治体外の特別支

援学校 

通級指導教室（2） 
知的学級 7/24 
自情学級 9/24 

自治体外の特別支

援学校 

就学後 
(レベル 3) 

なし 
自治体外の民間精

神科病院 
なし 

自治体内の民間精

神科病院 

*1 a：ST・心理、保育士(非常勤)、保健師が中心に発達支援教室を運営 
b：保育士が中心に療育教室を運営し、民間専門機関から ST・心理が、 

定期的（2/M）にスーパーバイズをおこなっている。 
 
*2 年長児が対象。在籍する園に通級担当教員が訪問して、個別療育（1/2w） 
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*3 ペアレントトレーニングを広域自治体が協働（地域自立支援協議会専門部会）で実施

しており、保健師、心理職、相談支援専門員の多職種によって運営している。その中

で、自治体所属の常勤心理がファシリテート等を担っている。また、県発達障害者支

援センターからは、ペアレントメンターの定期派遣とコンサルテーション機能として

心理職を派遣している。 
 

自治体 ab は、いずれも乳幼児健診後の評価

（レベル 2）は、自治体所属の ST（非常勤）、

心理（非常勤）が担っていた。また、発達

支援教室・療育教室での支援（レベル 2）
は、a は自治体所属の ST（非常勤）、心理

（非常勤）が担い、b は保育士が教室運営

をおこない、民間専門機関が ST・心理を定

期的に派遣していた。しかし、児童精神科

医療（レベル 3）は、民間病院であり、連

携が課題である。a の連携先である自治体

外の精神科病院は、常勤児童精神科医によ

る診療があるが、多数の自治体を医療圏域

としている。限られた診療枠の中で、自治

体ごとの連携体制の構築が課題である。b
の連携先である自治体内の精神科病院には、

県内の拠点医療機関から 1/2w の頻度で児

童精神科医が派遣された診療枠がある。初

診前後の情報共有などの連携が始まってお

り、現在事例の集積によって点検をおこな

っていくことが課題である。 
また、いずれも自治体内に民間社会福祉

法人が運営する児童発達支援事業所が設置

されているが、課題も多い。a の課題は、

近隣の自治体から利用を受入れており、自

治体内の発達支援システムに沿って運営す

ることが困難である。b の課題は、重症心

身障害児を対象にした医療型児童発達支援

事業（4 日/w）と福祉型児童発達支援事業

（1 日/w）であることと、自治体の中心部

から片道 40 分の距離にあることで、利用は

限定的にならざるを得ない状況である。い

ずれも、自治体内の発達支援システムの中

での児童発達支援事業が担う役割を民間社

会福祉法人と検討することが課題である。 
 
 
3）ソフトウェア 

提言では、多職種連携による巡回相談や

児童発達支援事業所職員による訪問支援の

モデルが示されている。本田（2015）の発

達障害の子どもと家族への地域支援の基本

モデルに沿って、調査対象 ab のつなぎ支援

（共時的・継時的インターフェイス）を整

理した（表 4）。なお、自治体が単独で整備

している機能とその他の機能（県や圏域単

位で整備している機能）の整理もおこなっ

た。なお、つなぎ支援は、保健師や心理職

などの専門職（個人）に依存している場合

は、「なし」と記載した。 
また、自治体内の発達支援システムを

PDCA サイクルによって点検する組織的な

連携体制や、自治体内の発達障害者支援の

窓口の設置、人材育成の体制についても整

理した（表 5）。 
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表 4 自治体内の機能とその他の機能の整理（ソフトウェア） 

 （年間出生 人） （年間出生 人）

自治体 その他 自治体 その他

把握 
共時(1～2) 

発達支援センター なし 
発達支援教室 
（4 か所） 

なし 

把握 
共時(2～3) 

発達支援センター 県 HC 総合相談 なし 
療育検診*1 
県 HC 総合相談*2 

就学前 
共時(1～2) 

発達支援センター 
（園巡回） 

県サポート校 
（4 歳児巡回）*3 

市委託コーディネー

ター（園巡回） 
自治体内の保育所

等訪問事業 

就学前 
共時(2～3) 

発達支援センター 県 HC 総合相談 なし 
療育検診*1 
県 HC 総合相談 

就学後 
共時(1～2) 

発達支援センター 
（学校巡回） 

県サポート校 
市委託コーディネー

ター（学校巡回） 
なし 

就学後 
共時(2～3) 

発達支援センター なし なし なし 

継時 
(レベル 1) 

就園前後 
発達支援センター 
就学前後 

モデル地区*4 

就園前後 
なし 

就学前後 
県モデル事業 

就園前後 
なし 

就学前後 
モデル市*4 

就園前後 
なし 
就学前後 

県モデル事業 

継時 
(レベル 2) 

就園前後 
発達支援センター 
就学前後 

学区会議 

なし 

就園前後 
なし 

就学前後 
特別支援教育支

援委員会 

なし 

*1 民間専門機関と自治体が契約し、児童精神科医、ST、心理、PHN を派遣する。 
療育教室を利用している児と家族を対象に定期的に評価をおこなう（5/y）。 

*2 圏域ごとに県保健所と民間専門機関が契約し、児童精神科医・小児神経科医、ST、 
心理が、子どもと家族の評価、自治体内の担当保健師へのスーパーバイズを実施する。 
県保健所の圏域内に複数の自治体がある場合（a）と近隣の 2 つの自治体（b）の場合 
がある。 

*3 県教育庁のモデル事業。各圏域の特別支援学校の特別支援教育コーディネーターが 
4 歳児を対象に園への巡回支援をおこなう（自治体 a は幼稚園のみ対象） 

*4 県福祉部局、県教育庁、県発達障害者支援センターによるモデル事業。 
通常学級に進学する発達障害児の情報共有を促進するための仕組みづくり。 
a はモデル地区（2 園 2 校）、b は自治体内全園と全校で実施している。 
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*3 ペアレントトレーニングを広域自治体が協働（地域自立支援協議会専門部会）で実施

しており、保健師、心理職、相談支援専門員の多職種によって運営している。その中

で、自治体所属の常勤心理がファシリテート等を担っている。また、県発達障害者支

援センターからは、ペアレントメンターの定期派遣とコンサルテーション機能として

心理職を派遣している。 
 

自治体 ab は、いずれも乳幼児健診後の評価

（レベル 2）は、自治体所属の ST（非常勤）、

心理（非常勤）が担っていた。また、発達

支援教室・療育教室での支援（レベル 2）
は、a は自治体所属の ST（非常勤）、心理

（非常勤）が担い、b は保育士が教室運営

をおこない、民間専門機関が ST・心理を定

期的に派遣していた。しかし、児童精神科

医療（レベル 3）は、民間病院であり、連

携が課題である。a の連携先である自治体

外の精神科病院は、常勤児童精神科医によ

る診療があるが、多数の自治体を医療圏域

としている。限られた診療枠の中で、自治

体ごとの連携体制の構築が課題である。b
の連携先である自治体内の精神科病院には、

県内の拠点医療機関から 1/2w の頻度で児

童精神科医が派遣された診療枠がある。初

診前後の情報共有などの連携が始まってお

り、現在事例の集積によって点検をおこな

っていくことが課題である。 
また、いずれも自治体内に民間社会福祉

法人が運営する児童発達支援事業所が設置

されているが、課題も多い。a の課題は、

近隣の自治体から利用を受入れており、自

治体内の発達支援システムに沿って運営す

ることが困難である。b の課題は、重症心

身障害児を対象にした医療型児童発達支援

事業（4 日/w）と福祉型児童発達支援事業

（1 日/w）であることと、自治体の中心部

から片道 40 分の距離にあることで、利用は

限定的にならざるを得ない状況である。い

ずれも、自治体内の発達支援システムの中

での児童発達支援事業が担う役割を民間社

会福祉法人と検討することが課題である。 
 
 
3）ソフトウェア 

提言では、多職種連携による巡回相談や

児童発達支援事業所職員による訪問支援の

モデルが示されている。本田（2015）の発

達障害の子どもと家族への地域支援の基本

モデルに沿って、調査対象 ab のつなぎ支援

（共時的・継時的インターフェイス）を整

理した（表 4）。なお、自治体が単独で整備

している機能とその他の機能（県や圏域単

位で整備している機能）の整理もおこなっ

た。なお、つなぎ支援は、保健師や心理職

などの専門職（個人）に依存している場合

は、「なし」と記載した。 
また、自治体内の発達支援システムを

PDCA サイクルによって点検する組織的な

連携体制や、自治体内の発達障害者支援の

窓口の設置、人材育成の体制についても整

理した（表 5）。 
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表 4 自治体内の機能とその他の機能の整理（ソフトウェア） 

 （年間出生 人） （年間出生 人）

自治体 その他 自治体 その他

把握 
共時(1～2) 

発達支援センター なし 
発達支援教室 
（4 か所） 

なし 

把握 
共時(2～3) 

発達支援センター 県 HC 総合相談 なし 
療育検診*1 
県 HC 総合相談*2 

就学前 
共時(1～2) 

発達支援センター 
（園巡回） 

県サポート校 
（4 歳児巡回）*3 

市委託コーディネー

ター（園巡回） 
自治体内の保育所

等訪問事業 

就学前 
共時(2～3) 

発達支援センター 県 HC 総合相談 なし 
療育検診*1 
県 HC 総合相談 

就学後 
共時(1～2) 

発達支援センター 
（学校巡回） 

県サポート校 
市委託コーディネー

ター（学校巡回） 
なし 

就学後 
共時(2～3) 

発達支援センター なし なし なし 

継時 
(レベル 1) 

就園前後 
発達支援センター 
就学前後 

モデル地区*4 

就園前後 
なし 

就学前後 
県モデル事業 

就園前後 
なし 

就学前後 
モデル市*4 

就園前後 
なし 
就学前後 

県モデル事業 

継時 
(レベル 2) 

就園前後 
発達支援センター 
就学前後 

学区会議 

なし 

就園前後 
なし 

就学前後 
特別支援教育支

援委員会 

なし 

*1 民間専門機関と自治体が契約し、児童精神科医、ST、心理、PHN を派遣する。 
療育教室を利用している児と家族を対象に定期的に評価をおこなう（5/y）。 

*2 圏域ごとに県保健所と民間専門機関が契約し、児童精神科医・小児神経科医、ST、 
心理が、子どもと家族の評価、自治体内の担当保健師へのスーパーバイズを実施する。 
県保健所の圏域内に複数の自治体がある場合（a）と近隣の 2 つの自治体（b）の場合 
がある。 

*3 県教育庁のモデル事業。各圏域の特別支援学校の特別支援教育コーディネーターが 
4 歳児を対象に園への巡回支援をおこなう（自治体 a は幼稚園のみ対象） 

*4 県福祉部局、県教育庁、県発達障害者支援センターによるモデル事業。 
通常学級に進学する発達障害児の情報共有を促進するための仕組みづくり。 
a はモデル地区（2 園 2 校）、b は自治体内全園と全校で実施している。 
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自治体 ab は、いずれも共時的インターフ

ェイスは組織的な動きになっている。a は

発達支援センターが自治体内の保健部門の

係として独立しており、職員体制は、保健

師（常勤）、看護師（非常勤）、心理職（常

勤・非常勤）、元小学校教諭（非常勤）、保

育士（非常勤）である。乳幼児健診、二次

相談、発達支援教室、園巡回の機能を集約

しており、インターフェイスの役割を果た

している。このため、レベル 2 からレベル

1 への見立てや支援内容をフィードバック

することはスムーズに実施できる。しかし、

a の圏域の県 HC 総合検診は、複数の自治

体を対象にしているため、レベル 3 からレ

ベル 2 を自治体 a にフィードバックする機

会が限定されている。自治体内の機能強化

（レベル 2 を担う専門職の人材育成）を体

系的に実施することが今後の課題である。 
また、bは市町村体制整備事業（県1/2 市

町村 1/2 3 年補助）をきっかけに設置され

た市発達障害者支援コーディネーターを自

治体内の民間社会福祉法人に委託している。

職員体制は社会福祉士（常勤）、相談支援専

門員（常勤）、教員（非常勤）である。自治

体内のレベル 1 からレベル 2 へのつなぎ支

援は発達支援教室（自治体内に 4 か所あり、

保育士（常勤）と心理（常勤）が運営して

いる）体系化されており、児童精神科医療

へのつなぎは、療育検診と県 HC 総合相談

が担っている。レベル 2 とレベル 3 のつな

ぎ支援も、県 HC 総合相談（近隣の 2 つの

自治体のみを対象）と療育検診が担ってお

り、フィードバックもスムーズに実施でき、

自治体内の機能強化をおこなっている。 
 

つぎに、ab の継時的インターフェイスの

内、就学前後のつなぎ支援は、県モデル事

業であるトータルライフ支援プロジェクト

のモデル自治体として、県のサポートを受

けている。この取り組みは、就学前までに

診断、もしくはレベル 2 以上の支援を受け

ている児を把握し、進学先の小学校との情

報共有を体系化している。誰の、どんな情

報を、どのように引き継ぐのか、引き継い

だ後のモニタリングを定例化する取り組み

であり、特に、通常学級に進学する児を対

象にしている。一方で、就学後の児童精神

科医療へのつなぎ支援と就園前後のつなぎ

支援は、地区担当保健師や学校内の特別支

援教育コーディネーターが個別事例に応じ

て担っていた。

 
 

表 5 自治体内の機能の整理 
 （年間出生 人） （年間出生 人）

組織的連携体制 
発達支援センター 
モデル学区（発達支援ミーティング） 
トータルライフ支援プロジェクト WG 

療育教室 
子育て世代包括支援センター 
トータルライフ支援プロジェクト WG 

発達支援の窓口 発達支援センター（直営） 市コーディネーター（委託） 

研修体制 近隣の自治体での研修 療育教室と園との計画的な人事異動 

49 
 

＊トータルライフ支援プロジェクト WG は、県事業（単県費）をきっかけに設置された 
自治体内の保健、子育て、教育、福祉等の行政担当者が集い、自治体内の発達支援ニ

ーズを共有し、発達支援システムの点検をおこなう組織である。 
 
自治体 ab の発達支援システム全体を把

握、点検する機能はそれぞれ設置されてい

るが、いずれも数年（a：2016 年 4 月、b：
機能強化は 2015 年 4 月）しか経過してい

ないため、事例の集積も少ない現状である。

自治体内の発達支援システムを点検するた

めには、各年代の出生集団（年間出生が 300
人程度）を追跡し、いずれの時期に把握さ

れ、支援につながっているのかをモニタリ

ングしていくことが必要である。また、ab
それぞれに設置されている窓口に寄せられ

る相談は、自治体内の発達支援システムの

谷間や隙間であることを自覚して、個別事

例への対応のみに留まらず、発達支援シス

テム全体の課題としてトータルライフ支援

プロジェクト WG にフィードバックしてい

くことが必要である。 
また、レベル 2 の支援として、ab いずれ

も自治体内に児童発達支援事業が民間社会

福祉法人によって運営されており、自治体

内の専門職との相互研鑽の機会を定期的に

もつことも今後の課題である。自治体内の

発達支援システムのなかで、それぞれがど

のような役割を担っているのかを定期的に

点検し、互いの専門性を確認する研修機会

を充実させていくことが必要である。 
 
D.研究発表 
1.論文発表 なし 
2.学会発表 なし 
 
G.知的財産権の出願・登録状況 

1.特許取得 なし 
2.実用新案登録 なし 
3.その他 なし 
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自治体 ab は、いずれも共時的インターフ

ェイスは組織的な動きになっている。a は

発達支援センターが自治体内の保健部門の

係として独立しており、職員体制は、保健

師（常勤）、看護師（非常勤）、心理職（常

勤・非常勤）、元小学校教諭（非常勤）、保

育士（非常勤）である。乳幼児健診、二次

相談、発達支援教室、園巡回の機能を集約

しており、インターフェイスの役割を果た

している。このため、レベル 2 からレベル

1 への見立てや支援内容をフィードバック

することはスムーズに実施できる。しかし、

a の圏域の県 HC 総合検診は、複数の自治

体を対象にしているため、レベル 3 からレ

ベル 2 を自治体 a にフィードバックする機

会が限定されている。自治体内の機能強化

（レベル 2 を担う専門職の人材育成）を体

系的に実施することが今後の課題である。 
また、bは市町村体制整備事業（県1/2 市

町村 1/2 3 年補助）をきっかけに設置され

た市発達障害者支援コーディネーターを自

治体内の民間社会福祉法人に委託している。

職員体制は社会福祉士（常勤）、相談支援専

門員（常勤）、教員（非常勤）である。自治

体内のレベル 1 からレベル 2 へのつなぎ支

援は発達支援教室（自治体内に 4 か所あり、

保育士（常勤）と心理（常勤）が運営して

いる）体系化されており、児童精神科医療

へのつなぎは、療育検診と県 HC 総合相談

が担っている。レベル 2 とレベル 3 のつな

ぎ支援も、県 HC 総合相談（近隣の 2 つの

自治体のみを対象）と療育検診が担ってお

り、フィードバックもスムーズに実施でき、

自治体内の機能強化をおこなっている。 
 

つぎに、ab の継時的インターフェイスの
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表 5 自治体内の機能の整理 
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組織的連携体制 
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モデル学区（発達支援ミーティング） 
トータルライフ支援プロジェクト WG 

療育教室 
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トータルライフ支援プロジェクト WG 

発達支援の窓口 発達支援センター（直営） 市コーディネーター（委託） 

研修体制 近隣の自治体での研修 療育教室と園との計画的な人事異動 
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研究要旨：人口３万人未満の小規模町村（ 町 村、うち 町は離島）を対象に、発

達障害児の発達支援システムに関する訪問面接調査を行い、現状と課題について検討

した。発達支援システムを構成する基幹機能のうち、発見、子育て支援、統合保育、

学校教育の各機能については、自ら整備している自治体が多かった。専門療育機能と

専門職の確保は地理的条件や自治体の方針により様々であった。診断機能の整備は極

めて困難なことが、再確認された。連携を組織的に行っている自治体は少なく、今後

の課題と考えられた。研修と人材育成については、いずれも外部の専門施設や県の地

域支援事業等を活用し行っていたが、体系性と計画性が今後の課題である。

障害児に対する福祉計画の策定が 年度に始まる第５期障害福祉計画から義

務化される。基礎自治体において、発達障害を含めた、障害のある子どもへの発

達支援システムの構築が急がれる状況にある。また、 年の発達障害者支援法

の改正において、外国人児童、女性、知的障害の可能性のある人への支援等新た

な取り組み課題も提起された。今後は、これら諸課題について、発達障害者地域

支援協議会等を舞台に取り組まれることになろう。

我が国が、小規模自治体において今後取り組むべき課題を明らかにすることを

目的に、全国 町村において訪問面接調査を行ったので報告する。

Ａ．研究目的

小規模町村における発達支援システムの現

状の把握（改正発達障害者支援法で新たに含ま

れた内容含む）と今後取り組むべき課題につい

て明らかにすること。

年 月 日現在で我が国には の

基礎自治体（市区町村）があるが、このうち、
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半数以上を占めている。市町村別では、市が

（ ）であるのに対し、町村が （ ）

と大多数を占める。なお、この町村の割合は全

基礎自治体の であり、基礎自治体に半数

- 216 -



50 
 

医学会総会発表抄録 
 
今出大輔・村下志保子・小島恵・冨士原智

子・本田輝行・福田玲子（2014）真庭地域

における発達支援の現状と課題~荘内各部

署の取り組みから~旭川荘研究年報 46 巻 1
号 115-118 
 
関正樹・伊藤友子（2015）小規模市におけ

る発達障害支援システムの比較 平成 27
年度厚生労働科学研究費補助金（障害者対

策総合研究事業）発達障害児とその家族に

対する地域特性に応じた継続的な支援の実

施と評価（主任研究者 本田秀夫） 
 
山下洋・関正樹・内山登紀夫（2016）：提言

（小規模市）.平成 25 年度～平成 27 年度厚

生労働科学研究費補助金（障害者対策総合

研究事業）発達障害児とその家族に対する

地域特性に応じた継続的な支援の実施と評

価（主任研究者 本田秀夫）

平成２８年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）

発達障害児者等の地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態の把握と

支援内容に関する研究

分担研究報告書

地域特性に応じた支援ニーズとサービス利用の実態に関する研究

～小規模町村における実態と課題～

研究分担者 髙橋 脩（豊田市福祉事業団 理事長、児童精神科医） 
研究協力者 今出大輔（おかやま発達障害者支援センター、臨床心理士） 

神谷真巳（豊田市こども発達センター 地域療育室、臨床心理士） 
嘉陽真由美（沖縄県発達障がい者支援センター、社会福祉士） 

  富樫恭平（沖縄県発達障がい者支援センター、臨床心理士） 
与那城郁子（沖縄県発達障がい者支援センター、臨床心理士） 

 
 

研究要旨：人口３万人未満の小規模町村（ 町 村、うち 町は離島）を対象に、発

達障害児の発達支援システムに関する訪問面接調査を行い、現状と課題について検討

した。発達支援システムを構成する基幹機能のうち、発見、子育て支援、統合保育、

学校教育の各機能については、自ら整備している自治体が多かった。専門療育機能と

専門職の確保は地理的条件や自治体の方針により様々であった。診断機能の整備は極

めて困難なことが、再確認された。連携を組織的に行っている自治体は少なく、今後

の課題と考えられた。研修と人材育成については、いずれも外部の専門施設や県の地

域支援事業等を活用し行っていたが、体系性と計画性が今後の課題である。

障害児に対する福祉計画の策定が 年度に始まる第５期障害福祉計画から義

務化される。基礎自治体において、発達障害を含めた、障害のある子どもへの発

達支援システムの構築が急がれる状況にある。また、 年の発達障害者支援法

の改正において、外国人児童、女性、知的障害の可能性のある人への支援等新た

な取り組み課題も提起された。今後は、これら諸課題について、発達障害者地域

支援協議会等を舞台に取り組まれることになろう。

我が国が、小規模自治体において今後取り組むべき課題を明らかにすることを

目的に、全国 町村において訪問面接調査を行ったので報告する。

Ａ．研究目的

小規模町村における発達支援システムの現

状の把握（改正発達障害者支援法で新たに含ま

れた内容含む）と今後取り組むべき課題につい

て明らかにすること。

年 月 日現在で我が国には の

基礎自治体（市区町村）があるが、このうち、

人口 万未満の小規模自治体が （ ）と

半数以上を占めている。市町村別では、市が

（ ）であるのに対し、町村が （ ）

と大多数を占める。なお、この町村の割合は全

基礎自治体の であり、基礎自治体に半数

- 217 -



52 
 

は人口 万人未満の町村が占めていることに

なる（各基礎自治体の人口は、 年 月

日現在の国勢調査人口に基づいている）。

今後の基礎自治体における発達障害児を含

めた発達支援体制の整備を考えるにあたって

は、自治体規模の即した支援体制の整備が求め

られる。その意味では、半数を占める、人口規

模も小さく社会資源及び自治体の財政力も乏

しい、小規模町村に適した実効性のある体制整

備は重要な施策課題である。

今後の取り組みに向けて、課題を明らかにす

ることを目的に、以下の調査を行った。

Ｂ．研究方法

調査の対象基準を満たす人口 万未満の小

規模町村４自治体について、本研究班共通の

「市区町村における発達障害児に関する支援

状況調査票」を基に、各自治体の関係職員及び

関係機関等に対して現地に出向き面接調査を

行った。いずれの調査についても、調査前に研

究分担者からの依頼文書、調査票を送付し、事

前に回答された調査票を基に面接調査を行っ

た。 
調査対象は、愛知県の 町（ 町）、沖縄県

の 町（ 町、離島）、岡山県の山間部の 町

（ 町）、 村（ 村）であった。

（倫理面への配慮）

本研究の実施にあたっては豊田市福祉事業

団研究倫理審査委員会の承認（承認番号第

号）を得た。

Ｃ．研究結果

初めに、各自治体の個別調査報告を行い、次

いで、それに基づき小規模自治体の現状と直面

する課題についてまとめる。

Ⅰ．愛知県小規模町調査

本調査は、 年 月 日に研究協力者で

ある神谷真巳が、現地を訪問しそれぞれ町の福

祉課同保育士、保健介護課保健師、学校教育課

指導主事を対象に面接調査を行ったものであ

る。

１．町の概要

愛知県知多半島の南端部に位置する 町は、

数キロメートル沖合にある有人 島等を含め

面積 ㎞ 、人口 ～ 人の町であ

る。半島の中央に小高い山があり町を東西に分

けている。主要都市からは専用自動車道知多半

島道路や電車で約 時間弱であり、主な産業は

近海漁業と観光業である。半島の東側や つの

島には漁港があり、新鮮な魚を県内各地に運ぶ

だけでなく、夏は海水浴、冬は温泉と四季を通

じて多くの観光客が訪れる町である。

つの島は、半島まで高速船で 分程度で

あり、島から半島へ通勤、通学している人たち

も多く往来は盛んである。出生数は年間 名

前後であり、普通出生率は ‰、年少人口割合

は と極めて低い（ 年 月末時点）。

これに対し、老齢人口割合は （ 年

国勢調査による）であり、少子高齢化の進んだ

自治体である。町の財政力指数は である。

２．発達支援の現状

町における発達支援の現状について、 つ

の基幹機能を中心に順次整理する。なお、直接

支援機能とは、対象となる子どもの発達支援と

家族の子育て支援に直接関わる必須機能であ

り、発見、発見後の発達及び子育て支援、専門

療育、統合保育、学校教育、医療、相談からな

る。また、間接支援機能とは、多くの関係機関

等からなるシステムを運営・発展させるための

必須機能であり、連携、研修・人材育成等から

なる。

１）直接支援機能

（１）発見とその後の支援

か月児健診、 歳 か月児健診、 歳児健

診の受診率はそれぞれ、 、 、 と

高い。 つの悉皆健診以外に、新たに生まれた

子どもについては、誕生月の か月後に家庭を

訪問する「赤ちゃん訪問」を、第 子について

は 歳児の「バースディ訪問」を、それぞれ全

ての対象児に対し行っている。

か月健診で定頸、追視など発達の状態が気

になるケースについては、毎月実施している保

健師による「すくすく相談」で主に 歳 か月

児健診までフォローしている。「すくすく相談」

の多くは運動発達の遅れや育児相談が主であ

り、発達障害児は 歳 か月児健診でスクリー

ニングされるという。

（２）発見後の発達及び子育て支援

歳 か月児健診で発達が気になったケース

は、健診事後支援教室「ひよこの会」（ 歳児）、

「うさぎの会」（ 歳児 を紹介される。これら

事後教室には、発達的にリスクのある子どもが、

それぞれ現在 名ずつ通っており、出生児の約

割が対象となっている。事後教室のスタッフ

は健診担当保健師、福祉課の指導保育士、子育
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て支援センターの保育士に加え、家庭相談員や

臨床心理士も随時参加しており、毎回 名～

名が担当している。

この教室には年間を通して随時参加が可能

である。母子での参加を基本とし、月に 回程

度開催される。午前中の 時間は自由遊び、親

子遊び、絵本の読み聞かせやおやつを食べて過

ごし、保育を基盤とした集団療育を行っている。

町が運営しているが、傷害保険料（ 円）と

参加費（ か月 円）は自己負担である。

進路については、 歳になると、ほとんどの

子どもたちが町内の保育所へ入所する。一方、

教室での活動の様子から、より専門的な療育が

必要と判断されたケースは、町立の児童発達支

援事業所「どんぐり園」（家族通園）へと移行

していく。また、教室に参加しているケースに

ついては、早くは 歳代から保護者とともに個

別のサポートファイルを作成し、就学まで引き

継いでいる。

（３）専門療育

専門療育を担当するのは、町立の児童発達支

援施設「どんぐり園」である。

市単独事業の施設であり、福祉課の指導保育

士等が療育の必要があると認めれば利用可能

である。障害児通所受給者証の取得及び医師の

診断書の提出がなくても利用できることもあ

り、保護者の心理的敷居は低い。従って、通園

児のほとんどが未診断で入園してくることに

なる。

通園形態は母子を中心とした家族通園であ

り、子どもの特性理解と保護者の育児支援、基

本的生活習慣の習得や集団生活の適応力を育

てるなど、発達支援を主な目的としている。対

象年齢は 歳から就学前、利用定員は 名で

あり、出生児の約 ～ ％の子どもを支援でき

る態勢が整っている。

常勤職員は園長 名、保育士 名であるが、

非常勤の臨床心理士による個別相談、作業療法

士・言語聴覚士による個別療法も可能である。

療育時間は午前 時から午後 時 分、週に

日間利用可能である。各月の初めに随時入退

所が可能であり、視察した当日には 人の児童

が利用していた。

なお、指定障害児通所支援事業所である放課

後等デイサービス事業所が町内に か所（いず

れも民間）ある。

（４）統合保育

町内には か所の公立保育園（ 島各 園含

む）と私立幼稚園が１園あり、全園で障害児を

受け入れている。

入園後に発達が気になるケースが見つかっ

た場合には、園長が所管課（福祉課）の指導保

育士に相談し、対応する仕組みとなっている。

この指導保育士は健診事後支援教室の担当ス

タッフも兼ねており、就学まで支援が必要と思

われる子どもについては全ケースを把握して

いる。

保育園には、必要に応じて指導保育士が巡回

をするほか、年に数回、保健センター所属の保

育士や臨床心理士、圏域の障害児等療育支援事

業を担当する施設の専門職員などが訪問し、子

どもの状態の観察と保育士への支援を行って

いる。また 歳児については、学校教育課の職

員も訪問に参加し就学に向けて円滑な移行が

できるよう支援している。

（５）学校教育

町内には、小学校 校（ 島各１校含む）、

中学校 校（ 島各 校含む）があり、いずれ

も町立である。

特別支援学級は、小学校では、知的障害

校、自閉症・情緒障害 校、肢体不自由等

校に設置されており、通級指導担当教員は

名である。拠点校の教員が自校の児童に加え、

他校（ 校）へも訪問し支援にあたっている。

その他、発達が気になる子どもへの支援として

通常学級に生活学習支援員（資格要件なし、

クラス 名に限定）が配属される場合もある。

発達に支援が必要な子どもについては、各担

任から校内委員会で報告がなされ、特別支援教

育コーディネーターが把握するとともに、校内

で情報を共有し支援する仕組みが整えられて

いる。

小中学校への外部からの専門家による支援

については、町が特別支援教育アドバイザーと

して委嘱した福祉サービス事業所職員が保護

者や教職員への助言、生活学習支援員を対象と

した研修を行っている。

知的障害児を対象とした特別支援学校は町

内にはなく、対象児童は近隣市にある県立の

知的障害特別支援学校に通学している。その

他、肢体不自由、病弱、難聴を対象とした支

援学校も町外にあるが現在利用している児童

はいない。

（６）医療

町内及び近隣自治体の医療機関は か所あ

る。最近、古くから町内にある民間精神科病院
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は人口 万人未満の町村が占めていることに

なる（各基礎自治体の人口は、 年 月

日現在の国勢調査人口に基づいている）。

今後の基礎自治体における発達障害児を含

めた発達支援体制の整備を考えるにあたって

は、自治体規模の即した支援体制の整備が求め

られる。その意味では、半数を占める、人口規

模も小さく社会資源及び自治体の財政力も乏

しい、小規模町村に適した実効性のある体制整

備は重要な施策課題である。

今後の取り組みに向けて、課題を明らかにす

ることを目的に、以下の調査を行った。

Ｂ．研究方法

調査の対象基準を満たす人口 万未満の小

規模町村４自治体について、本研究班共通の

「市区町村における発達障害児に関する支援

状況調査票」を基に、各自治体の関係職員及び

関係機関等に対して現地に出向き面接調査を

行った。いずれの調査についても、調査前に研

究分担者からの依頼文書、調査票を送付し、事

前に回答された調査票を基に面接調査を行っ

た。 
調査対象は、愛知県の 町（ 町）、沖縄県

の 町（ 町、離島）、岡山県の山間部の 町

（ 町）、 村（ 村）であった。

（倫理面への配慮）

本研究の実施にあたっては豊田市福祉事業

団研究倫理審査委員会の承認（承認番号第

号）を得た。

Ｃ．研究結果

初めに、各自治体の個別調査報告を行い、次

いで、それに基づき小規模自治体の現状と直面

する課題についてまとめる。

Ⅰ．愛知県小規模町調査

本調査は、 年 月 日に研究協力者で

ある神谷真巳が、現地を訪問しそれぞれ町の福

祉課同保育士、保健介護課保健師、学校教育課

指導主事を対象に面接調査を行ったものであ

る。

１．町の概要

愛知県知多半島の南端部に位置する 町は、

数キロメートル沖合にある有人 島等を含め

面積 ㎞ 、人口 ～ 人の町であ

る。半島の中央に小高い山があり町を東西に分

けている。主要都市からは専用自動車道知多半

島道路や電車で約 時間弱であり、主な産業は

近海漁業と観光業である。半島の東側や つの

島には漁港があり、新鮮な魚を県内各地に運ぶ

だけでなく、夏は海水浴、冬は温泉と四季を通

じて多くの観光客が訪れる町である。

つの島は、半島まで高速船で 分程度で

あり、島から半島へ通勤、通学している人たち

も多く往来は盛んである。出生数は年間 名

前後であり、普通出生率は ‰、年少人口割合

は と極めて低い（ 年 月末時点）。

これに対し、老齢人口割合は （ 年

国勢調査による）であり、少子高齢化の進んだ

自治体である。町の財政力指数は である。

２．発達支援の現状

町における発達支援の現状について、 つ

の基幹機能を中心に順次整理する。なお、直接

支援機能とは、対象となる子どもの発達支援と

家族の子育て支援に直接関わる必須機能であ

り、発見、発見後の発達及び子育て支援、専門

療育、統合保育、学校教育、医療、相談からな

る。また、間接支援機能とは、多くの関係機関

等からなるシステムを運営・発展させるための

必須機能であり、連携、研修・人材育成等から

なる。

１）直接支援機能

（１）発見とその後の支援

か月児健診、 歳 か月児健診、 歳児健

診の受診率はそれぞれ、 、 、 と

高い。 つの悉皆健診以外に、新たに生まれた

子どもについては、誕生月の か月後に家庭を

訪問する「赤ちゃん訪問」を、第 子について

は 歳児の「バースディ訪問」を、それぞれ全

ての対象児に対し行っている。

か月健診で定頸、追視など発達の状態が気

になるケースについては、毎月実施している保

健師による「すくすく相談」で主に 歳 か月

児健診までフォローしている。「すくすく相談」

の多くは運動発達の遅れや育児相談が主であ

り、発達障害児は 歳 か月児健診でスクリー

ニングされるという。

（２）発見後の発達及び子育て支援

歳 か月児健診で発達が気になったケース

は、健診事後支援教室「ひよこの会」（ 歳児）、

「うさぎの会」（ 歳児 を紹介される。これら

事後教室には、発達的にリスクのある子どもが、

それぞれ現在 名ずつ通っており、出生児の約

割が対象となっている。事後教室のスタッフ

は健診担当保健師、福祉課の指導保育士、子育
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て支援センターの保育士に加え、家庭相談員や

臨床心理士も随時参加しており、毎回 名～

名が担当している。

この教室には年間を通して随時参加が可能

である。母子での参加を基本とし、月に 回程

度開催される。午前中の 時間は自由遊び、親

子遊び、絵本の読み聞かせやおやつを食べて過

ごし、保育を基盤とした集団療育を行っている。

町が運営しているが、傷害保険料（ 円）と

参加費（ か月 円）は自己負担である。

進路については、 歳になると、ほとんどの

子どもたちが町内の保育所へ入所する。一方、

教室での活動の様子から、より専門的な療育が

必要と判断されたケースは、町立の児童発達支

援事業所「どんぐり園」（家族通園）へと移行

していく。また、教室に参加しているケースに

ついては、早くは 歳代から保護者とともに個

別のサポートファイルを作成し、就学まで引き

継いでいる。

（３）専門療育

専門療育を担当するのは、町立の児童発達支

援施設「どんぐり園」である。

市単独事業の施設であり、福祉課の指導保育

士等が療育の必要があると認めれば利用可能

である。障害児通所受給者証の取得及び医師の

診断書の提出がなくても利用できることもあ

り、保護者の心理的敷居は低い。従って、通園

児のほとんどが未診断で入園してくることに

なる。

通園形態は母子を中心とした家族通園であ

り、子どもの特性理解と保護者の育児支援、基

本的生活習慣の習得や集団生活の適応力を育

てるなど、発達支援を主な目的としている。対

象年齢は 歳から就学前、利用定員は 名で

あり、出生児の約 ～ ％の子どもを支援でき

る態勢が整っている。

常勤職員は園長 名、保育士 名であるが、

非常勤の臨床心理士による個別相談、作業療法

士・言語聴覚士による個別療法も可能である。

療育時間は午前 時から午後 時 分、週に

日間利用可能である。各月の初めに随時入退

所が可能であり、視察した当日には 人の児童

が利用していた。

なお、指定障害児通所支援事業所である放課

後等デイサービス事業所が町内に か所（いず

れも民間）ある。

（４）統合保育

町内には か所の公立保育園（ 島各 園含

む）と私立幼稚園が１園あり、全園で障害児を

受け入れている。

入園後に発達が気になるケースが見つかっ

た場合には、園長が所管課（福祉課）の指導保

育士に相談し、対応する仕組みとなっている。

この指導保育士は健診事後支援教室の担当ス

タッフも兼ねており、就学まで支援が必要と思

われる子どもについては全ケースを把握して

いる。

保育園には、必要に応じて指導保育士が巡回

をするほか、年に数回、保健センター所属の保

育士や臨床心理士、圏域の障害児等療育支援事

業を担当する施設の専門職員などが訪問し、子

どもの状態の観察と保育士への支援を行って

いる。また 歳児については、学校教育課の職

員も訪問に参加し就学に向けて円滑な移行が

できるよう支援している。

（５）学校教育

町内には、小学校 校（ 島各１校含む）、

中学校 校（ 島各 校含む）があり、いずれ

も町立である。

特別支援学級は、小学校では、知的障害

校、自閉症・情緒障害 校、肢体不自由等

校に設置されており、通級指導担当教員は

名である。拠点校の教員が自校の児童に加え、

他校（ 校）へも訪問し支援にあたっている。

その他、発達が気になる子どもへの支援として

通常学級に生活学習支援員（資格要件なし、

クラス 名に限定）が配属される場合もある。

発達に支援が必要な子どもについては、各担

任から校内委員会で報告がなされ、特別支援教

育コーディネーターが把握するとともに、校内

で情報を共有し支援する仕組みが整えられて

いる。

小中学校への外部からの専門家による支援

については、町が特別支援教育アドバイザーと

して委嘱した福祉サービス事業所職員が保護

者や教職員への助言、生活学習支援員を対象と

した研修を行っている。

知的障害児を対象とした特別支援学校は町

内にはなく、対象児童は近隣市にある県立の

知的障害特別支援学校に通学している。その

他、肢体不自由、病弱、難聴を対象とした支

援学校も町外にあるが現在利用している児童

はいない。

（６）医療

町内及び近隣自治体の医療機関は か所あ

る。最近、古くから町内にある民間精神科病院
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にこども発達外来が開設され児童精神科医（非

常勤）が勤務するようになった。

しかし、この発達外来に児童発達支援施設や

小学校から受診に至る子どもいるが、いずれも

少ない。また、幼児期前期で、自閉スペクトラ

ム症（以下、自閉症）の特性が顕在化する、健

診事後支援教室の利用時期に受診するケース

はない。

（７）相談など

保護者等の相談は、保健センターや福祉課、

町を担当する県の児童・障害者相談センター

が行っている。学校や児童生徒の保護者の相談

は町の学校教育課が担当している。また、学校

と保健師の連携も良く、家族支援も含めて協力

して支援を行っている。

（８） 島における支援について

半島から数㎞の海上に位置する有人 島の

面積はいずれも 弱、人口は 人前後

である。両島では、古くから近海漁業を営む人

が多く、人の流入も少ない島である。島内は親

戚縁者が多く、漁船の進水式の日には就学児の

半数が学校を休むこともあるという。

発達障害についての認識が各世代で異なる

ようだ。たとえば、落ち着きのない子どもに対

し、両親は心配するが、祖父母はおおらかに捉

えて問題にしない。そのため、支援に結びつき

にくいこともある。また、島の人々のおおらか

な気質に加え、保育所と小学校が隣接、小学校

と中学校が同地敷地内にあることもあり、乳幼

児期から子どもたち同士が親密である。そのた

め、少々の問題行動に対しては、発達的な問題

として顕在化することが少ないとのことであ

った。

２）間接支援機能

（１）連携

障害の発見から学校教育に至る様々な支援

の中心的役割を担っているのは、福祉課の指導

保育士と臨床心理士である。出生児が少なく対

象児の把握が容易なことも関係していようが、

関係者がよく連携し、発見から学校教育に至る

まで各ケースをよく把握しフォローもなされ

ている。しかしながら、発達支援に関わる各組

織を結びつける連携組織はない。

（２）研修・人材育成

保育所等への専門的支援機能（いわゆる、地

域支援）についても、前述したスタッフに加え

障害児等療育支援事業を実施している施設の

地域支援機能を活用し、定期的な巡回訪問等を

通じて、支援と専門性の向上を図っている。

３）その他

外国人の子どもいるが、両親のいずれかが日

本人であるため、コミュニケーションを含め、

大きな問題はない。また、非行についても、現

在のところ大きな問題はない。性別に配慮した

取り組みは、特別行っていない。

３．まとめと課題

発達障害児の早期支援に必要な発見、発見後

の発達及び子育て、療育、診断、保育・教育の

各支援機能がすべて整えられており、小規模自

治体の良きモデルとなりうる自治体である。

小規模な町の利点を活かして、福祉課の指導

保育士を中心に保健師・保育士・学校教諭など

が連携し、発達支援が必要な子どもたちを乳幼

児期から把握するとともに、各ケースにサポー

トファイルを作成して就学まで引き継ぐ体制

も整えられている。ただし、この仕組みは始ま

ったばかりであり、今後に向けていくつかの課

題が挙げられる。

第 の課題は、発達障害の専門医療、ことに

診断機能である。町内に発達外来のある民間精

神科病院があるものの、開設されたばかりで十

分には機能していない。受診率は児童発達支援

施設に通園した子どもの約 、受診時期就学

前後から学童期と遅い。この理由としては下記

のような要因が関与しているようだ。

①診断がされなくても療育的な支援が開始

されていること。②猟師町で楽観的であり、発

達についてあまり問題意識がなく、成長すれば

どうにかなるとの思いが保護者に強いこと。

③発達外来がある病院は地域に古くからある

単科の精神科病院であり町民にとって心理的

な敷居が高く、加えて児童精神科の認知度も低

いため、乳幼児の精神科受診に対する抵抗も強

いこと。

第 の課題は、組織的連携、支援機関の連携

に必要な組織体の設置である。保健センター、

福祉課、学校教育課はそれぞれ早期からの発達

支援と連携の必要性を認識しており、各ケース

については、個別の支援やサポートファイルの

作成などを通して連携している。

今後は、より幅広く、早期からの総合的で一

貫性と継続性のある支援を発展させるために、

発達支援に関わる各機関等が組織的連携を図

りシステムを管理・発展させていくことが望ま

れる。
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Ⅱ．沖縄県小規模町調査

本面接調査は、 年 月 日～ 日に

かけて、髙橋脩（研究分担者）が 名の研究協

力者（与那城郁子、嘉陽真由美、富樫恭平）と

ともに現地を訪問し行ったものである。 
調査対象は、町役場福祉課、教育委員会教育

課、町立小学校・幼稚園（特別支援学級を設置

している 校）、町立保育園（障害児保育を実

施している 園）であった。また、島で唯一の

公立医療機関の小児科医、特別支援学校高等部

分教室の退職教師（前年度まで勤務）へも聞き

取り調査等を行い多くの示唆を得た。

調査終了後に、前述した各機関関係者を含む

多数の支援者の参加を得て、調査報告会（内容

は、髙橋脩による発達障害の支援システムにつ

いての講演と調査報告、町の発達支援の在り方

についての意見交換、からなる）を行った。

なお、障害児等療育支援事業の統計について

は、担当施設の相談室の協力を得た。

１．町の概要

町は沖縄本島（以下、本島）から約

の海上に位置する孤立型離島である。面積は
、であり、交通の便としては本島との

間を結ぶ一日 ～ 往復の航空便と 往復のカ

ーフェリーがある。基幹産業は農業、次いで漁

業、観光である。近年は移住者も増加傾向にあ

る。

年 月 日現在の人口は 人、年

間出生児数は 人、普通出生率は ‰であ

る。年少人口割合は であるのに対し、老

年人口割合は と我が国の平均を下回っ

ている。

２．発達支援の現状

町における発達支援の現状について、愛知

県 町と同様に、 つの基幹機能を中心に順次

整理する。

１）直接支援機能

（１）発見と発見後の発達・子育て支援

町における発達に支援が必要な子どもの

発見は多段階的に行われている。最初の発見の

場は、 大乳幼児悉皆健診である。次いで、保

育所、幼稚園、就学時健診、そして小学校であ

る。

大乳幼児悉皆健診の受診率は、乳児健診（

～ か月児）が 、歳 か月児健診が 、

歳児健診が であり、全体的に低い。発

達的に支援が必要な子どものスクリーニング

は、担当の保健師（ 人）と臨床心理士（非常

勤：本島より来島、月に ～ 日勤務）が協力

し行っている。健診担当医は島内で唯一の公立

病院の小児科医であり、上記の 名と協力し健

診の充実に努力している。

発達的支援が必要と判断されると、「親子支

援事業」を紹介される。これは、 年度か

ら町が始めた発達等の支援が必要な子どもと

保護者への支援を行う事業で、保護者への個別

相談、療育（月 回の療育相談）、保育士等へ

の助言を柱とし、先の母子保健担当保健師と臨

床心理士が中心となって実施している。個別相

談（ ～ 分）では、発達検査を実施、保護

者に結果を説明するとともに助言等を行う。

保育所、幼稚園、医療機関等で発見された場

合には、各機関・施設等から母子担当保健師に

情報提供がなされ支援に結びつく場合と、保護

者が直接に保健師に相談を行い支援が開始さ

れる場合がある。

支援が必要な子どもの把握と保護者からの

相談に応じる態勢は出来てはいるが、医師によ

る診断にいたる事例は少ない。

町で実質的に最も高い発見機能を発揮し

ているのは、前述した公立病院に勤務する小児

科医が担当する就学時健診であり、多くの子ど

もたちが発見される。 年度の就学時健診

では、受診児のうち 人（ ）が発達障害と

知的障害を含め、発達的な問題があると指摘を

受けている。小児科医の勧めで、専門医を受診

し診断にいたる例もある（医療の項を参照）。

（２）専門療育

町には、児童発達支援事業所、放課後等デ

イサービス事業所、放課後児童クラブはない。

また、障害児に対応できる言語聴覚士、作業療

法士、理学療法士もいない。そのため、専門療

育と医学的ハビリテーションが必要な障害児

は、専門療育機関のある本島に航空機等を利用

して通院する。場合によっては、移住していく

こともある。

（３）統合保育

保育所は か所（町立 か所、私立 か所）、

幼稚園は 園（すべて町立）である。そのほか、

家庭的保育事業所が か所ある。保育所の入所

率は 歳未満児でも と高率である。

沖縄県の乳幼児保育及び幼児教育行政は他

の都道府県とは異なり、保育所には 歳から

歳の乳幼児が通い、幼児期最後の 年（ 歳児）

は、地域の小学校に併設されている幼稚園に通
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にこども発達外来が開設され児童精神科医（非

常勤）が勤務するようになった。

しかし、この発達外来に児童発達支援施設や

小学校から受診に至る子どもいるが、いずれも

少ない。また、幼児期前期で、自閉スペクトラ

ム症（以下、自閉症）の特性が顕在化する、健

診事後支援教室の利用時期に受診するケース

はない。

（７）相談など

保護者等の相談は、保健センターや福祉課、

町を担当する県の児童・障害者相談センター

が行っている。学校や児童生徒の保護者の相談

は町の学校教育課が担当している。また、学校

と保健師の連携も良く、家族支援も含めて協力

して支援を行っている。

（８） 島における支援について

半島から数㎞の海上に位置する有人 島の

面積はいずれも 弱、人口は 人前後

である。両島では、古くから近海漁業を営む人

が多く、人の流入も少ない島である。島内は親

戚縁者が多く、漁船の進水式の日には就学児の

半数が学校を休むこともあるという。

発達障害についての認識が各世代で異なる

ようだ。たとえば、落ち着きのない子どもに対

し、両親は心配するが、祖父母はおおらかに捉

えて問題にしない。そのため、支援に結びつき

にくいこともある。また、島の人々のおおらか

な気質に加え、保育所と小学校が隣接、小学校

と中学校が同地敷地内にあることもあり、乳幼

児期から子どもたち同士が親密である。そのた

め、少々の問題行動に対しては、発達的な問題

として顕在化することが少ないとのことであ

った。

２）間接支援機能

（１）連携

障害の発見から学校教育に至る様々な支援

の中心的役割を担っているのは、福祉課の指導

保育士と臨床心理士である。出生児が少なく対

象児の把握が容易なことも関係していようが、

関係者がよく連携し、発見から学校教育に至る

まで各ケースをよく把握しフォローもなされ

ている。しかしながら、発達支援に関わる各組

織を結びつける連携組織はない。

（２）研修・人材育成

保育所等への専門的支援機能（いわゆる、地

域支援）についても、前述したスタッフに加え

障害児等療育支援事業を実施している施設の

地域支援機能を活用し、定期的な巡回訪問等を

通じて、支援と専門性の向上を図っている。

３）その他

外国人の子どもいるが、両親のいずれかが日

本人であるため、コミュニケーションを含め、

大きな問題はない。また、非行についても、現

在のところ大きな問題はない。性別に配慮した

取り組みは、特別行っていない。

３．まとめと課題

発達障害児の早期支援に必要な発見、発見後

の発達及び子育て、療育、診断、保育・教育の

各支援機能がすべて整えられており、小規模自

治体の良きモデルとなりうる自治体である。

小規模な町の利点を活かして、福祉課の指導

保育士を中心に保健師・保育士・学校教諭など

が連携し、発達支援が必要な子どもたちを乳幼

児期から把握するとともに、各ケースにサポー

トファイルを作成して就学まで引き継ぐ体制

も整えられている。ただし、この仕組みは始ま

ったばかりであり、今後に向けていくつかの課

題が挙げられる。

第 の課題は、発達障害の専門医療、ことに

診断機能である。町内に発達外来のある民間精

神科病院があるものの、開設されたばかりで十

分には機能していない。受診率は児童発達支援

施設に通園した子どもの約 、受診時期就学

前後から学童期と遅い。この理由としては下記

のような要因が関与しているようだ。

①診断がされなくても療育的な支援が開始

されていること。②猟師町で楽観的であり、発

達についてあまり問題意識がなく、成長すれば

どうにかなるとの思いが保護者に強いこと。

③発達外来がある病院は地域に古くからある

単科の精神科病院であり町民にとって心理的

な敷居が高く、加えて児童精神科の認知度も低

いため、乳幼児の精神科受診に対する抵抗も強

いこと。

第 の課題は、組織的連携、支援機関の連携

に必要な組織体の設置である。保健センター、

福祉課、学校教育課はそれぞれ早期からの発達

支援と連携の必要性を認識しており、各ケース

については、個別の支援やサポートファイルの

作成などを通して連携している。

今後は、より幅広く、早期からの総合的で一

貫性と継続性のある支援を発展させるために、

発達支援に関わる各機関等が組織的連携を図

りシステムを管理・発展させていくことが望ま

れる。
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Ⅱ．沖縄県小規模町調査

本面接調査は、 年 月 日～ 日に

かけて、髙橋脩（研究分担者）が 名の研究協

力者（与那城郁子、嘉陽真由美、富樫恭平）と

ともに現地を訪問し行ったものである。 
調査対象は、町役場福祉課、教育委員会教育

課、町立小学校・幼稚園（特別支援学級を設置

している 校）、町立保育園（障害児保育を実

施している 園）であった。また、島で唯一の

公立医療機関の小児科医、特別支援学校高等部

分教室の退職教師（前年度まで勤務）へも聞き

取り調査等を行い多くの示唆を得た。

調査終了後に、前述した各機関関係者を含む

多数の支援者の参加を得て、調査報告会（内容

は、髙橋脩による発達障害の支援システムにつ

いての講演と調査報告、町の発達支援の在り方

についての意見交換、からなる）を行った。

なお、障害児等療育支援事業の統計について

は、担当施設の相談室の協力を得た。

１．町の概要

町は沖縄本島（以下、本島）から約

の海上に位置する孤立型離島である。面積は
、であり、交通の便としては本島との

間を結ぶ一日 ～ 往復の航空便と 往復のカ

ーフェリーがある。基幹産業は農業、次いで漁

業、観光である。近年は移住者も増加傾向にあ

る。

年 月 日現在の人口は 人、年

間出生児数は 人、普通出生率は ‰であ

る。年少人口割合は であるのに対し、老

年人口割合は と我が国の平均を下回っ

ている。

２．発達支援の現状

町における発達支援の現状について、愛知

県 町と同様に、 つの基幹機能を中心に順次

整理する。

１）直接支援機能

（１）発見と発見後の発達・子育て支援

町における発達に支援が必要な子どもの

発見は多段階的に行われている。最初の発見の

場は、 大乳幼児悉皆健診である。次いで、保

育所、幼稚園、就学時健診、そして小学校であ

る。

大乳幼児悉皆健診の受診率は、乳児健診（

～ か月児）が 、歳 か月児健診が 、

歳児健診が であり、全体的に低い。発

達的に支援が必要な子どものスクリーニング

は、担当の保健師（ 人）と臨床心理士（非常

勤：本島より来島、月に ～ 日勤務）が協力

し行っている。健診担当医は島内で唯一の公立

病院の小児科医であり、上記の 名と協力し健

診の充実に努力している。

発達的支援が必要と判断されると、「親子支

援事業」を紹介される。これは、 年度か

ら町が始めた発達等の支援が必要な子どもと

保護者への支援を行う事業で、保護者への個別

相談、療育（月 回の療育相談）、保育士等へ

の助言を柱とし、先の母子保健担当保健師と臨

床心理士が中心となって実施している。個別相

談（ ～ 分）では、発達検査を実施、保護

者に結果を説明するとともに助言等を行う。

保育所、幼稚園、医療機関等で発見された場

合には、各機関・施設等から母子担当保健師に

情報提供がなされ支援に結びつく場合と、保護

者が直接に保健師に相談を行い支援が開始さ

れる場合がある。

支援が必要な子どもの把握と保護者からの

相談に応じる態勢は出来てはいるが、医師によ

る診断にいたる事例は少ない。

町で実質的に最も高い発見機能を発揮し

ているのは、前述した公立病院に勤務する小児

科医が担当する就学時健診であり、多くの子ど

もたちが発見される。 年度の就学時健診

では、受診児のうち 人（ ）が発達障害と

知的障害を含め、発達的な問題があると指摘を

受けている。小児科医の勧めで、専門医を受診

し診断にいたる例もある（医療の項を参照）。

（２）専門療育

町には、児童発達支援事業所、放課後等デ

イサービス事業所、放課後児童クラブはない。

また、障害児に対応できる言語聴覚士、作業療

法士、理学療法士もいない。そのため、専門療

育と医学的ハビリテーションが必要な障害児

は、専門療育機関のある本島に航空機等を利用

して通院する。場合によっては、移住していく

こともある。

（３）統合保育

保育所は か所（町立 か所、私立 か所）、

幼稚園は 園（すべて町立）である。そのほか、

家庭的保育事業所が か所ある。保育所の入所

率は 歳未満児でも と高率である。

沖縄県の乳幼児保育及び幼児教育行政は他

の都道府県とは異なり、保育所には 歳から

歳の乳幼児が通い、幼児期最後の 年（ 歳児）

は、地域の小学校に併設されている幼稚園に通
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うことが多い。

保育所で加配保育士を配置して障害児保育

を実施しているのは、町立の 施設のみである。

他の 保育所には加配保育士は配置されてい

ないが、障害児（自閉症、知的障害など）がお

り、保育士も自分たちで独自に学習しながら保

育を行っているとのことであった。

障害児保育を実施している町立保育所を調

査団が訪問したときには、 名（それぞれ、ダ

ウン症候群、軽度知的障害、脳性麻痺）の幼児

が在籍していた。しかしながら、親子支援事業

の一環として行っている担当者 名による訪

問以外は外部の専門家による定期巡回等の職

員への支援はなく、試行錯誤しながら保育を行

っていた。また、障害が疑われる子どもがいて

も、保護者と問題を共有することは難しく、対

応に悩んでいた。保育所の所長会はなく、障害

児保育について問題を協議する機会もないよ

うであった。また、支援が必要な子どもについ

て、保育所から幼稚園への引き継ぎも組織的に

はなされていない。 
幼稚園では、発達的な支援が必要な児童には、

手厚く支援員（無資格の教育補助者）が配置さ

れている。しかしながら、ここでも専門家によ

る定期的な支援はない。 
幼稚園から小学校への引き継ぎなどの移行

支援については、 施設が同一敷地内にあり、

また小学校長が園長を兼務して関係から、円滑

に行われている。 
園で支援が必要と疑われる子が発見された

場合には、就学時健診に情報が提供され、健診

に活用されるようになっている。

（４）学校教育

島内に小学校は 校（いずれも町立）ある。

特別支援学級は、知的障害学級が 校、情緒障

害・自閉症学級が 校に設置されている。通級

指導は行われていない。

調査団が訪問した小学校（敷地内に幼稚園併

設）は児童数 名、通常の学級は各学年

学級の編成であった。特別支援学級は知的障害

と情緒障害・自閉症学級がそれぞれ 学級あり、

いずれも 名の児童が在籍していたが、確定診

断はなされている児童は少なかった。

特別支援学級には、それぞれ担任教員 名と

補助員（幼稚園と同様に無資格者、勤務時間は

午前 時 分から午後 時）が配置されてい

た。通常の学級との交流も活発であった。その

ほか、通常の学級にも、支援が必要な児童がい

れば補助員を配置していた。授業終了後に支援

員会議（教頭主催）を毎日実施、特別支援教育

校内委員会を年 回開催するなど、校長を中心

に取り組み体制はしっかりしていた。

問題は、専門性であった。同校での調査と町

教育委員会での調査を通じて明らかになった

のは、専門性の確保と蓄積ができない深刻な状

況であった。島内に知能検査を行える教員はい

ない。また、町教育委員会沖縄県の教員人事は

離島勤務が 年と限定されているため、多くの

教員が短期間で交代し、専門性の蓄積、指導者

の育成が極めて困難とのことであった。加えて、

専門性を高めるための外部専門家等による定

期的な研修はなく、各教員・学校の努力で特別

支援教育を行っている状況であった。

特別支援学校の小中学部は島内にはなく、本

島浦添市にある県立特別支援学校高等部の分

教室が県立高校に設置（対象は軽度知的障害に

限定）されているが、現在は対象となる生徒が

いないため休室中である。 
この分教室の教師は島内で貴重な特別支援

教育の専門家であり、町内の特別支援教育・障

害児福祉において重要なコーディネーター役

を果たしていた。しかし、休室に伴い分教室ス

タッフも本島勤務となったため、コーディネー

ター役が不在の状態となっている。

（５）医療

発達障害を含め障害児の医療専門家は公立

病院に勤務する小児科医が 名のみである。障

害児専門のリハビリテーション職種はいない。

幼児期の小児保健で重要な 大悉皆健診、保

育所・幼稚園の園医、就学時健診はすべて先の

小児科医が担当している。しかしながら、障害

児医療の専門家ではないため、診断を含めその

専門性には限界がある。継続的に診療を受けて

いるのは注意欠陥多動性障害で服薬中の児童

に限られている。

沖縄県障害児等療育支援事業の実施施設で

ある本島の療育施設専門スタッフ（医師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士、相

談員）が、年 回（春、夏、秋）来島し相談活

動を行っているが、その折に診断や助言を受け

る例もある。 年の対象児童は延 名であ

った。そのうち、発達障害は、疑い 名を含め

名、知的障害は 名、合わせて 名（ ）

であった。しかしながら、単発的相談であり、

当然ながら定期的な医学的ハビリテーション

が受けられるわけでもない。

２）間接支援機能

（１）連携

関係機関や個別事例の連携の要になってい

るのは、親子支援事業の中心的役割を担ってい

る母子保健担当保健師である。それを本島から

来島する非常勤の臨床心理士と島の公立病院

の小児科医がサポートし、 者が中心となって

発見から学校教育に至るまで連携を維持して

いた。いわば、個人の努力によって連携を行っ

ている状態であり、当然ながら限界がある。

町には自立支援協議会の設置要綱はある

が、協議会は設置されておらず、特別支援連携

協議会もない。また、保育所の所長会もないな

ど、小さな町ではあるが公的な連携・協議組織

が存在しない。それぞれの関係機関及び関係者

はとても意欲があり、連携や協議の必要性も認

識しているが、組織的連携には至っていない。

（２）研修・人材育成

発達障害を含め障害児支援に関わる、専門医、

リハビリテーション職種、教師などの専門家が

島内には存在しない。また、本島から遠いこと

もあり、外部からの専門家による巡回相談や研

修会の開催も容易ではない。そのため、各関係

者とも、支援への意欲は十分あるが、自分たち

の支援の質に不安を抱きつつ、試行錯誤で支援

を行っている状態であった。

３）その他

療育手帳の取得率は低いようだ。町が説明会

を開催しているが、参加者は少ない。地域社会

で肩身が狭くなる、障害のレッテルを貼られて

しまう、受けられる福祉サービスが島内にない

ので取得するメリットがないなどが主な理由

であった。なお、境界知能の子どもの実態は不

明であった。

女性、外国人児童への配慮については、特に

行われてはいなかった。

３．まとめと課題

関係者は乳幼児健診、保育所、幼稚園、小学

校など、それぞれの機関等で意欲的に取り組ん

でいた。基幹機能のうち、発見機能とその後の

発達支援・子育て支援機能、特別支援教育の体

制は整備されていた。

直接支援機能の課題は、専門療育（児童発達

支援事業所等）、医療（診断・医学的ハビリテ

ーション）であった。発達障害等のリスクが高

い子どもを発見しても、専門療育機関がなく、

障害に関する専門家もいないため、必要な発達

支援・子育て支援、診断等が受けられないまま、

時間が経過している状況がある。

専門的支援の充実を図るためにも、児童発達

支援事業所（放課後等デイサービス事業等との

一体型等）の設置が望まれる。中心となる療育

施設職員の専門性が蓄積されれば、地域の関係

機関への巡回支援も可能となり、発達支援シス

テムのセンターとしての役割も果たすことが

できるようになっていくことであろう。

専門医療機能については、公立病院の小児科

医の専門性の向上と障害児等療育支援事業実

施施設との計画的連携による態勢の強化を期

待したい。

間接支援機能の課題は、組織的連携と研修・

人材育成であった。現在の優れた個人的ネット

ワークがいつまで続くかわからない。支援の総

合性・一貫性・継続性・発展性を考えると公的

な連携組織を立ち上げる必要があろう。そのた

めにも、要となる自立支援協議会の設置（下部

組織としての子ども支援部会の設置）が望まれ

る。

専門家の確保が難しいのは離島共通の問題

である。幸いにも沖縄県では、離島が有効活用

できる発達障がい者支援センターによる訪問

支援、障害児等療育支援事業、特別支援学校に

よる地域支援事業、圏域アドバイザーの派遣事

業等、様々な専門機関・施設による事業を行っ

ている。

町は、研修や各種相談にこれら事業を活用

してはいるが、計画性と体系性に乏しいように

思われる。人材育成と専門性の向上を目的に、

発達支援に関わる機関・施設が一堂に会し、体

系性のある活用計画を立案し、事業として展開

していくことが望まれる。
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うことが多い。

保育所で加配保育士を配置して障害児保育

を実施しているのは、町立の 施設のみである。

他の 保育所には加配保育士は配置されてい

ないが、障害児（自閉症、知的障害など）がお

り、保育士も自分たちで独自に学習しながら保

育を行っているとのことであった。

障害児保育を実施している町立保育所を調

査団が訪問したときには、 名（それぞれ、ダ

ウン症候群、軽度知的障害、脳性麻痺）の幼児

が在籍していた。しかしながら、親子支援事業

の一環として行っている担当者 名による訪

問以外は外部の専門家による定期巡回等の職

員への支援はなく、試行錯誤しながら保育を行

っていた。また、障害が疑われる子どもがいて

も、保護者と問題を共有することは難しく、対

応に悩んでいた。保育所の所長会はなく、障害

児保育について問題を協議する機会もないよ

うであった。また、支援が必要な子どもについ

て、保育所から幼稚園への引き継ぎも組織的に

はなされていない。 
幼稚園では、発達的な支援が必要な児童には、

手厚く支援員（無資格の教育補助者）が配置さ

れている。しかしながら、ここでも専門家によ

る定期的な支援はない。 
幼稚園から小学校への引き継ぎなどの移行

支援については、 施設が同一敷地内にあり、

また小学校長が園長を兼務して関係から、円滑

に行われている。 
園で支援が必要と疑われる子が発見された

場合には、就学時健診に情報が提供され、健診

に活用されるようになっている。

（４）学校教育

島内に小学校は 校（いずれも町立）ある。

特別支援学級は、知的障害学級が 校、情緒障

害・自閉症学級が 校に設置されている。通級

指導は行われていない。

調査団が訪問した小学校（敷地内に幼稚園併

設）は児童数 名、通常の学級は各学年

学級の編成であった。特別支援学級は知的障害

と情緒障害・自閉症学級がそれぞれ 学級あり、

いずれも 名の児童が在籍していたが、確定診

断はなされている児童は少なかった。

特別支援学級には、それぞれ担任教員 名と

補助員（幼稚園と同様に無資格者、勤務時間は

午前 時 分から午後 時）が配置されてい

た。通常の学級との交流も活発であった。その

ほか、通常の学級にも、支援が必要な児童がい

れば補助員を配置していた。授業終了後に支援

員会議（教頭主催）を毎日実施、特別支援教育

校内委員会を年 回開催するなど、校長を中心

に取り組み体制はしっかりしていた。

問題は、専門性であった。同校での調査と町

教育委員会での調査を通じて明らかになった

のは、専門性の確保と蓄積ができない深刻な状

況であった。島内に知能検査を行える教員はい

ない。また、町教育委員会沖縄県の教員人事は

離島勤務が 年と限定されているため、多くの

教員が短期間で交代し、専門性の蓄積、指導者

の育成が極めて困難とのことであった。加えて、

専門性を高めるための外部専門家等による定

期的な研修はなく、各教員・学校の努力で特別

支援教育を行っている状況であった。

特別支援学校の小中学部は島内にはなく、本

島浦添市にある県立特別支援学校高等部の分

教室が県立高校に設置（対象は軽度知的障害に

限定）されているが、現在は対象となる生徒が

いないため休室中である。 
この分教室の教師は島内で貴重な特別支援

教育の専門家であり、町内の特別支援教育・障

害児福祉において重要なコーディネーター役

を果たしていた。しかし、休室に伴い分教室ス

タッフも本島勤務となったため、コーディネー

ター役が不在の状態となっている。

（５）医療

発達障害を含め障害児の医療専門家は公立

病院に勤務する小児科医が 名のみである。障

害児専門のリハビリテーション職種はいない。

幼児期の小児保健で重要な 大悉皆健診、保

育所・幼稚園の園医、就学時健診はすべて先の

小児科医が担当している。しかしながら、障害

児医療の専門家ではないため、診断を含めその

専門性には限界がある。継続的に診療を受けて

いるのは注意欠陥多動性障害で服薬中の児童

に限られている。

沖縄県障害児等療育支援事業の実施施設で

ある本島の療育施設専門スタッフ（医師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士、相

談員）が、年 回（春、夏、秋）来島し相談活

動を行っているが、その折に診断や助言を受け

る例もある。 年の対象児童は延 名であ

った。そのうち、発達障害は、疑い 名を含め

名、知的障害は 名、合わせて 名（ ）

であった。しかしながら、単発的相談であり、

当然ながら定期的な医学的ハビリテーション

が受けられるわけでもない。

２）間接支援機能

（１）連携

関係機関や個別事例の連携の要になってい

るのは、親子支援事業の中心的役割を担ってい

る母子保健担当保健師である。それを本島から

来島する非常勤の臨床心理士と島の公立病院

の小児科医がサポートし、 者が中心となって

発見から学校教育に至るまで連携を維持して

いた。いわば、個人の努力によって連携を行っ

ている状態であり、当然ながら限界がある。

町には自立支援協議会の設置要綱はある

が、協議会は設置されておらず、特別支援連携

協議会もない。また、保育所の所長会もないな

ど、小さな町ではあるが公的な連携・協議組織

が存在しない。それぞれの関係機関及び関係者

はとても意欲があり、連携や協議の必要性も認

識しているが、組織的連携には至っていない。

（２）研修・人材育成

発達障害を含め障害児支援に関わる、専門医、

リハビリテーション職種、教師などの専門家が

島内には存在しない。また、本島から遠いこと

もあり、外部からの専門家による巡回相談や研

修会の開催も容易ではない。そのため、各関係

者とも、支援への意欲は十分あるが、自分たち

の支援の質に不安を抱きつつ、試行錯誤で支援

を行っている状態であった。

３）その他

療育手帳の取得率は低いようだ。町が説明会

を開催しているが、参加者は少ない。地域社会

で肩身が狭くなる、障害のレッテルを貼られて

しまう、受けられる福祉サービスが島内にない

ので取得するメリットがないなどが主な理由

であった。なお、境界知能の子どもの実態は不

明であった。

女性、外国人児童への配慮については、特に

行われてはいなかった。

３．まとめと課題

関係者は乳幼児健診、保育所、幼稚園、小学

校など、それぞれの機関等で意欲的に取り組ん

でいた。基幹機能のうち、発見機能とその後の

発達支援・子育て支援機能、特別支援教育の体

制は整備されていた。

直接支援機能の課題は、専門療育（児童発達

支援事業所等）、医療（診断・医学的ハビリテ

ーション）であった。発達障害等のリスクが高

い子どもを発見しても、専門療育機関がなく、

障害に関する専門家もいないため、必要な発達

支援・子育て支援、診断等が受けられないまま、

時間が経過している状況がある。

専門的支援の充実を図るためにも、児童発達

支援事業所（放課後等デイサービス事業等との

一体型等）の設置が望まれる。中心となる療育

施設職員の専門性が蓄積されれば、地域の関係

機関への巡回支援も可能となり、発達支援シス

テムのセンターとしての役割も果たすことが

できるようになっていくことであろう。

専門医療機能については、公立病院の小児科

医の専門性の向上と障害児等療育支援事業実

施施設との計画的連携による態勢の強化を期

待したい。

間接支援機能の課題は、組織的連携と研修・

人材育成であった。現在の優れた個人的ネット

ワークがいつまで続くかわからない。支援の総

合性・一貫性・継続性・発展性を考えると公的

な連携組織を立ち上げる必要があろう。そのた

めにも、要となる自立支援協議会の設置（下部

組織としての子ども支援部会の設置）が望まれ

る。

専門家の確保が難しいのは離島共通の問題

である。幸いにも沖縄県では、離島が有効活用

できる発達障がい者支援センターによる訪問

支援、障害児等療育支援事業、特別支援学校に

よる地域支援事業、圏域アドバイザーの派遣事

業等、様々な専門機関・施設による事業を行っ

ている。

町は、研修や各種相談にこれら事業を活用

してはいるが、計画性と体系性に乏しいように

思われる。人材育成と専門性の向上を目的に、

発達支援に関わる機関・施設が一堂に会し、体

系性のある活用計画を立案し、事業として展開

していくことが望まれる。
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Ⅲ．岡山県小規模町村調査

本面接調査は、研究協力者である今出大輔

（おかやま発達障害者支援センターにおいて

町、 村の支援を担当、地域事情を熟知）が、

下記の日程で実施したものである。

町については、 年 月 日に役場内

の会議室で、保健福祉課に所属する常勤保健師

と非常勤臨床心理士を対象に実施した。 村に

ついては、同年 月 日に役場内の会議室で、

保健福祉課に所属する常勤保健師・行政担当者

を対象に実施した。以下、最初に両自治体の概

要を説明し、次いで、同じく両自治体の現状と

考察をまとめて行う。

１． 町、 村の概要

町は、岡山県の北部、中国山地の山麓部に

広がる総面積 ２と比較的大きな自治体で

ある。北は鳥取県に接しており気候は夏冬の格

差が大きい内陸型である。主産業は農業と林業

であるが、温泉等の観光資源も豊かな町である。

村は岡山県の北東端、中国山脈の南斜面に

開かれた総面積 の自治体である。緑

あふれる釣り鐘型の地形の中央を清流が流れ、

それに沿って細長い平野部が広がり農地と集

落がある。面積の を山林が占めている。林

業が主産業、スギの美林があり，山菜も多い。

天然林，温泉，スキー場などがあり，観光にも

力を注いでいる。ターンによる転入者も多い。

自治体の発達支援システムの構築に影響す

る基本情報（面積、人口、出生児数、年少人口

割合、財政力指数等）については下記の通りで

ある（表 ）。なお、各統計値は 年 月

日現在のものである。

表 自治体の基本統計

２．発達支援の現状と考察

両自治体の現状について、本研究班の構成員

を中心にまとめられた「発達障害児とその家族

に対する地域特性に応じた継続的な支援のあ

り方」に基づく提言 を基に現状を整理し考察

を行う。

１）直接支援機能

提言によれば、小規模町村が自前で整備する

必要がある基幹機能は以下の通りである。子ど

もの発達および保護者の子育て支援に関連し

た直接支援機能〔発見、子育て支援、診断（ハ

ビリテーション含む）、単独通園、統合保育、

教育、相談の７機能からなる〕については、発

見、統合保育、学校教育、専門療育の整備を提

案している。

このうち、中心的な役割を担う専門療育機能

（小規模の児童発達支援事業所等）については、

人口 万人以上は必置であり、可能なら 千人

以上は設置、それ未満は統合保育や圏域の社会

資源を活用でも可能、としている。

町、 村について、自治体が自前で整備し

ている機能と、近隣の市町村もしくは広域の行

政機関、民間事業所へ委託等している機能を整

理した。なお、一貫性のある支援には、基幹機

能を担当する機関・事業所等の連携と移行支援

が重要である。従って、本項では、基幹機能に

加え、移行支援の状況についてもまとめ記載し

た。ただし、つなぎ支援や連携が支援者個人に

依存するものは除いた（表２）。

項目 町 村

面積（ｋｍ²）

人口（人）

人口密度（人 ｋｍ²）

出生児数

普通出生率（‰）

年少人口割合（％）

老年人口（％）

財政力指数

表２ 自治体の自前機能と委託等の機能

注：児童発達支援 は児童発達支援センター、 は言語聴覚士の略称。

町、 村のいずれにおいても、乳幼児健診

後の 次スクリーニング（支援が必要か否かの

評価）は自治体が自前で実施し、 次的なスク

リーニング（いずれの障害かの評価）両自治体

ともに県保健所の総合検診で行っていた。加え

て、 町では自治体が雇用している非常勤の心

理職が評価を担っていた。また、診断へのつな

ぎ機能（いわゆる、共時的インターフェイス）

と診断と専門療育については、いずれも自治体

外の民間法人に委託していた。

町の課題は、町外の民間の社会福祉法人か

ら派遣されている非常勤の心理職が 次的評

価と連携・調整など様々な機能を担っているこ

とである。 町の年間出生児数は 人である

が、乳幼児健診では を発達的問題でフォロ

ーアップしている。非常勤心理士が一人で様々

な支援ニーズに個別対応していくことには限

界がある。自治体が自前で担う役割と自治体外

に協力を求める役割の整理が必要になると考

えられた。

一方で 村は、乳幼児健診、子育て支援、

次スクリーニング、診断へのつなぎ、巡回相談

など様々な機能を村外の民間児童発達支援セ

ンターに委託して、心理士、言語聴覚士の派遣

を受けていた。また、保護者への相談支援機能

に含まれるペアレントトレーニングについて

は、広域の自立支援協議会が主催し、ファシリ

テートを担う心理職は他の自治体に所属して

いるなど、専門機能を村外に求め実施していた。

特筆すべきは、 村が児童発達支援センター

から派遣される専門職に一方的に依存するの

ではなく、重要な基幹機能が円滑に遂行できる

よう専門職を目的に沿って上手にコーディネ

ートし、主体的に活用していることである。し

かしながら、村外の民間社会福祉法人が運営す

る児童発達支援センターに専門機能を委託し

項目
町 村

自治体 委託など 自治体 委託など

発見

（１次スクリ

ーニング）

乳幼児健診 なし 乳幼児健診

近隣自治体の児童

発達支援 の心理

職・ を招聘

子育て支援

発達応援教室

（ 月）

保健師・心理士

児童発達支援 の

保育士を招聘

広域自治体による

ペアレントトレー

ニングの実施

近隣自治体の児童

発達支援 の心理

職が個別相談

発見～診断

（２次スクリ

ーニング）

なし

県保健所総合検診

後の多職種カンフ

ァレンス

なし

県保健所総合検診

後の多職種カンフ

ァレンス

診断 なし 民間医療機関 なし 民間医療機関

専門療育

（単独通園）
なし

近隣自治体の

児童発達支援
なし

近隣自治体の

児童発達支援

統合保育 全園で実施 県費による加配 全園で実施 県費による加配

園巡回相談
心理職が全園に巡

回相談を実施

県特別支援学校の

巡回相談
なし

近隣自治体の

児童発達支援 の

心理が巡回相談

就学移行期
特別支援委員会

就学前後引継会

仕組みづくりに県

事業を活用
全例で情報共有 なし

特別支援教育 多数の支援学級 県費による加配 知的障害支援学級 県費による加配

学校巡回相談 心理職が全校に

巡回相談を実施

県特別支援学校の

巡回相談
なし

近隣自治体の

児童発達支援 の

心理が巡回相談
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Ⅲ．岡山県小規模町村調査

本面接調査は、研究協力者である今出大輔

（おかやま発達障害者支援センターにおいて

町、 村の支援を担当、地域事情を熟知）が、

下記の日程で実施したものである。

町については、 年 月 日に役場内

の会議室で、保健福祉課に所属する常勤保健師

と非常勤臨床心理士を対象に実施した。 村に

ついては、同年 月 日に役場内の会議室で、

保健福祉課に所属する常勤保健師・行政担当者

を対象に実施した。以下、最初に両自治体の概

要を説明し、次いで、同じく両自治体の現状と

考察をまとめて行う。

１． 町、 村の概要

町は、岡山県の北部、中国山地の山麓部に

広がる総面積 ２と比較的大きな自治体で

ある。北は鳥取県に接しており気候は夏冬の格

差が大きい内陸型である。主産業は農業と林業

であるが、温泉等の観光資源も豊かな町である。

村は岡山県の北東端、中国山脈の南斜面に

開かれた総面積 の自治体である。緑

あふれる釣り鐘型の地形の中央を清流が流れ、

それに沿って細長い平野部が広がり農地と集

落がある。面積の を山林が占めている。林

業が主産業、スギの美林があり，山菜も多い。

天然林，温泉，スキー場などがあり，観光にも

力を注いでいる。ターンによる転入者も多い。

自治体の発達支援システムの構築に影響す

る基本情報（面積、人口、出生児数、年少人口

割合、財政力指数等）については下記の通りで

ある（表 ）。なお、各統計値は 年 月

日現在のものである。

表 自治体の基本統計

２．発達支援の現状と考察

両自治体の現状について、本研究班の構成員

を中心にまとめられた「発達障害児とその家族

に対する地域特性に応じた継続的な支援のあ

り方」に基づく提言 を基に現状を整理し考察

を行う。

１）直接支援機能

提言によれば、小規模町村が自前で整備する

必要がある基幹機能は以下の通りである。子ど

もの発達および保護者の子育て支援に関連し

た直接支援機能〔発見、子育て支援、診断（ハ

ビリテーション含む）、単独通園、統合保育、

教育、相談の７機能からなる〕については、発

見、統合保育、学校教育、専門療育の整備を提

案している。

このうち、中心的な役割を担う専門療育機能

（小規模の児童発達支援事業所等）については、

人口 万人以上は必置であり、可能なら 千人

以上は設置、それ未満は統合保育や圏域の社会

資源を活用でも可能、としている。

町、 村について、自治体が自前で整備し

ている機能と、近隣の市町村もしくは広域の行

政機関、民間事業所へ委託等している機能を整

理した。なお、一貫性のある支援には、基幹機

能を担当する機関・事業所等の連携と移行支援

が重要である。従って、本項では、基幹機能に

加え、移行支援の状況についてもまとめ記載し

た。ただし、つなぎ支援や連携が支援者個人に

依存するものは除いた（表２）。

項目 町 村

面積（ｋｍ²）

人口（人）

人口密度（人 ｋｍ²）

出生児数

普通出生率（‰）

年少人口割合（％）

老年人口（％）

財政力指数

表２ 自治体の自前機能と委託等の機能

注：児童発達支援 は児童発達支援センター、 は言語聴覚士の略称。

町、 村のいずれにおいても、乳幼児健診

後の 次スクリーニング（支援が必要か否かの

評価）は自治体が自前で実施し、 次的なスク

リーニング（いずれの障害かの評価）両自治体

ともに県保健所の総合検診で行っていた。加え

て、 町では自治体が雇用している非常勤の心

理職が評価を担っていた。また、診断へのつな

ぎ機能（いわゆる、共時的インターフェイス）

と診断と専門療育については、いずれも自治体

外の民間法人に委託していた。

町の課題は、町外の民間の社会福祉法人か

ら派遣されている非常勤の心理職が 次的評

価と連携・調整など様々な機能を担っているこ

とである。 町の年間出生児数は 人である

が、乳幼児健診では を発達的問題でフォロ

ーアップしている。非常勤心理士が一人で様々

な支援ニーズに個別対応していくことには限

界がある。自治体が自前で担う役割と自治体外

に協力を求める役割の整理が必要になると考

えられた。

一方で 村は、乳幼児健診、子育て支援、

次スクリーニング、診断へのつなぎ、巡回相談

など様々な機能を村外の民間児童発達支援セ

ンターに委託して、心理士、言語聴覚士の派遣

を受けていた。また、保護者への相談支援機能

に含まれるペアレントトレーニングについて

は、広域の自立支援協議会が主催し、ファシリ

テートを担う心理職は他の自治体に所属して

いるなど、専門機能を村外に求め実施していた。

特筆すべきは、 村が児童発達支援センター

から派遣される専門職に一方的に依存するの

ではなく、重要な基幹機能が円滑に遂行できる

よう専門職を目的に沿って上手にコーディネ

ートし、主体的に活用していることである。し

かしながら、村外の民間社会福祉法人が運営す

る児童発達支援センターに専門機能を委託し

項目
町 村

自治体 委託など 自治体 委託など

発見

（１次スクリ

ーニング）

乳幼児健診 なし 乳幼児健診

近隣自治体の児童

発達支援 の心理

職・ を招聘

子育て支援

発達応援教室

（ 月）

保健師・心理士

児童発達支援 の

保育士を招聘

広域自治体による

ペアレントトレー

ニングの実施

近隣自治体の児童

発達支援 の心理

職が個別相談

発見～診断

（２次スクリ

ーニング）

なし

県保健所総合検診

後の多職種カンフ

ァレンス

なし

県保健所総合検診

後の多職種カンフ

ァレンス

診断 なし 民間医療機関 なし 民間医療機関

専門療育

（単独通園）
なし

近隣自治体の

児童発達支援
なし

近隣自治体の

児童発達支援

統合保育 全園で実施 県費による加配 全園で実施 県費による加配

園巡回相談
心理職が全園に巡

回相談を実施

県特別支援学校の

巡回相談
なし

近隣自治体の

児童発達支援 の

心理が巡回相談

就学移行期
特別支援委員会

就学前後引継会

仕組みづくりに県

事業を活用
全例で情報共有 なし

特別支援教育 多数の支援学級 県費による加配 知的障害支援学級 県費による加配

学校巡回相談 心理職が全校に

巡回相談を実施

県特別支援学校の

巡回相談
なし

近隣自治体の

児童発達支援 の

心理が巡回相談
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ている状況は、当然ながら法人の運営方針に大

きく左右されることになる。支援体制の安定性

と継続性の確保が課題である。

専門療育機能については、 町に重症心身障

害児を対象とした民間の多機能型障害児通所

支援事業所があるのみである。発達障害や知的

障害のある幼児と家族を対象とした専門療育

機能（児童発達支援事業所）は、両自治体とも

ない。利用している近隣の人口 万人都市の

児童発達支援センターおよび児童発達支援事

業所は、複数の自治体からの利用を受入れてお

り、スムーズに利用できる状況にはなく、通園

には親子の負担も大きい。

２）間接支援機能

主要な間接支援機能としては、連携のための

発達支援の窓口の設置と組織的連携体制、研

修・人材育成が挙げられる。いずれの機能につ

いても、提言では小規模自治体においでも必要

とされている。 町、 村の実態を以下に整理

した（表３）

表３ 自治体内の支援体制

町 村

組織的連携体制

発達支援担当者連絡会議

事務局：保健福祉課 行政職

保健福祉課（心理士 保健師）

学校教育課（指導主事）

県発達障害者支援センター

連絡会議なし

個別事例に応じて対応

発達支援の窓口
発達支援相談窓口

非常勤心理士

役場内の保健福祉課と教育委員会

年齢により 次窓口を分担

（ 歳まで・ 歳まで・ 歳以上）

研修体制

町：非常勤心理士による巡回相談によ

る園や学校での

県：保健所総合相談後の多職種カンフ

ァレンスによるスーパーバイズ

村：児童発達支援センター心理士の巡

回相談による園や学校での

県：保健所総合相談後の多職種カンフ

ァレンスによるスーパーバイズ

＊：岡山県市町村体制整備事業（県 市町村 年補助）をきっかけに設置。

（１）組織的連携

町には役所内の関連課職員と県発達障害

者支援センターのスタッフからなる行政内の

連携組織（発達支援担当者連絡会議）が設置さ

れているが、自立支援協議会及び特別支援教育

連携協議会はない。上記の連絡会議は、自治体

単位でシステムの点検をおこなうことが役割

であり、年間出生数の の子どもと家族への

発達支援を切れ目なく引き継ぐことができて

いるかを追跡することが求められている。しか

し、現在は、年度末における整理（対象児の把

握）に留まっている。

体系的な進捗管理の実施が今後の大きな課

題である。体系的な進捗管理によって、発達支

援の窓口で支援ニーズを的確に把握でき、シス

テムの現状把握とそれに基づく改善を行うこ

とができよう。また、現状の分析から得られた

新たな支援課題は関係者の研修にも活かすこ

とができる。支援体制の着実な発展のためにも、

サイクルによる進捗管理が望まれる。

上記の連携組織はいわば庁内組織である。社

会資源を結集・活用してライフステージに沿っ

た総合的な支援を展開するためにも、人口１万

人を超える 町では、自立支援協議化の設置が

望ましい。

村についても、 町と同様に自立支援協議

会と特別支援教育連携協議会はなく、その他の

連携組織も設置されていない。しかしながら、

年間出生児数は 人以下であり、少人数の有

能な行政担当者と非常勤心理士等による充実

した個別支援のネットワークによって、ライフ

ステージに沿った総合的で一貫性のある支援

がなされている。現在の優れた支援ネットワー

クを継続・発展させるためにも、後継担当職員

の育成を行い、円滑な世代交代を図ることが課

題といえる。

（２）研修・人材育成

町、 村のいずれにおいても、臨床心理士

や言語聴覚士等の専門職の養成は困難である。

外部の各種専門職を活用し、関係者の専門性や

視野の拡大を図るための研修が必要である。

今後は、従来に増して県内の精神科拠点病院

や医療福祉総合施設等の拠点機関が連携し、小

規模町村の現任者への研修（臨地研修）を実施

していく必要があろう。

３）その他

両自治体とも、発達に支援が必要な外国人の

子どもの経験はなく、女性特有の課題への配慮

についても特別に行ってはいない。境界知能の

子どもについては、診断がついていなくても柔

軟に支援を行っているとのことであった。

発達障害児のいじめ・虐待防止等への取り組

みとして、 町では乳幼児健診場面での早期発

見、学校への積極的な巡回を行っていると回答、

村では、家庭への戸別訪問相談、ケア会議、

学校への巡回相談を行っていると回答した。

参考資料

小規模町村の支援体制整備には、都道府県等

による自治体への専門的支援が必須と言える。

今後、発達障害者支援センターの役割を含め、

都道府県が基礎自治体の支援体制整備にどの

ような役割を担うのが効果的か、検討がなされ

る必要があろう。岡山県で取り組まれてきた県

と民間専門施設等による公民協労型の小規模

自治体支援の一端を参考までに紹介する。

岡山県では 年代より児童精神科医を中

心に、近隣に専門医療・療育機関がない小規模

市町村において総合検診を実施してきた。児童

精神科医を中心とした専門スタッフが地域に

出向き評価することで、①地域の潜在的な発達

障害児支援のニーズが浮き彫りになる。そのた

め、②行政は、早期発見後の支援ニーズに対応

すべく資源創出のため療育教室を事業化し、③

民間機関は、 ・心理等の専門スタッフを派遣

し、療育教室の運営に協力する（地域療育セン

ターの役割）。派遣される専門スタッフの役割

は、その地域の子どもと家族に療育サービスを

提供することに留まらず、④療育教室を運営す

る保健師・保育士等の支援者へのコンサルテー

ションの役割を果たすことになる。療育教室の

多くは専従スタッフ ～ 名で、他のスタッフ

は 年周期で地域の保育所・幼稚園から派遣さ

れてきており、地域の発達支援に携わる支援者

全体の理解や技術を現場で学ぶ研修機会にも

なっている。また、同時に、総合検診や療育教

室に民間機関が継続的に関与することで、⑤時

代と共に多様な発達支援や子育て支援のニー

ズを把握し、保健、教育、福祉（子育て・障害）

の行政と共有する（発達障害者支援センターの

役割）ことができる。その結果、市町村内の発

達支援の仕組みを固定化せず、多様なニーズに

応じて、柔軟に修正・変更するために行政・民

間協働で検討していくことが可能となった。

（出典 今出大輔，本田輝行，笹野京子，中島

洋子，他：行政と民間小規模市町村における発

達支援～行政・民間の協働型の取り組み．第

回日本児童青年精神医学会総会抄録集，

．）。

Ｄ．調査の全体考察と結論

人口１万以上の２町、１万人未満５千人以上

の１町、５千人未満の１村を対象に、発達支援

システムの整備状況と改正発達障害者支援法

施行に伴う新たな施策課題について、各自治体

を訪問し面接調査を行った。結果について、提
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ている状況は、当然ながら法人の運営方針に大
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修・人材育成が挙げられる。いずれの機能につ

いても、提言では小規模自治体においでも必要

とされている。 町、 村の実態を以下に整理

した（表３）
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年齢により 次窓口を分担
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連携協議会はない。上記の連絡会議は、自治体

単位でシステムの点検をおこなうことが役割

であり、年間出生数の の子どもと家族への

発達支援を切れ目なく引き継ぐことができて

いるかを追跡することが求められている。しか

し、現在は、年度末における整理（対象児の把

握）に留まっている。

体系的な進捗管理の実施が今後の大きな課

題である。体系的な進捗管理によって、発達支

援の窓口で支援ニーズを的確に把握でき、シス

テムの現状把握とそれに基づく改善を行うこ

とができよう。また、現状の分析から得られた

新たな支援課題は関係者の研修にも活かすこ

とができる。支援体制の着実な発展のためにも、

サイクルによる進捗管理が望まれる。

上記の連携組織はいわば庁内組織である。社

会資源を結集・活用してライフステージに沿っ

た総合的な支援を展開するためにも、人口１万

人を超える 町では、自立支援協議化の設置が

望ましい。

村についても、 町と同様に自立支援協議

会と特別支援教育連携協議会はなく、その他の
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能な行政担当者と非常勤心理士等による充実

した個別支援のネットワークによって、ライフ

ステージに沿った総合的で一貫性のある支援

がなされている。現在の優れた支援ネットワー

クを継続・発展させるためにも、後継担当職員

の育成を行い、円滑な世代交代を図ることが課

題といえる。
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町、 村のいずれにおいても、臨床心理士

や言語聴覚士等の専門職の養成は困難である。

外部の各種専門職を活用し、関係者の専門性や

視野の拡大を図るための研修が必要である。

今後は、従来に増して県内の精神科拠点病院

や医療福祉総合施設等の拠点機関が連携し、小

規模町村の現任者への研修（臨地研修）を実施

していく必要があろう。

３）その他

両自治体とも、発達に支援が必要な外国人の

子どもの経験はなく、女性特有の課題への配慮

についても特別に行ってはいない。境界知能の

子どもについては、診断がついていなくても柔

軟に支援を行っているとのことであった。

発達障害児のいじめ・虐待防止等への取り組

みとして、 町では乳幼児健診場面での早期発

見、学校への積極的な巡回を行っていると回答、

村では、家庭への戸別訪問相談、ケア会議、

学校への巡回相談を行っていると回答した。
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小規模町村の支援体制整備には、都道府県等

による自治体への専門的支援が必須と言える。
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出向き評価することで、①地域の潜在的な発達
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は 年周期で地域の保育所・幼稚園から派遣さ

れてきており、地域の発達支援に携わる支援者
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の行政と共有する（発達障害者支援センターの

役割）ことができる。その結果、市町村内の発

達支援の仕組みを固定化せず、多様なニーズに

応じて、柔軟に修正・変更するために行政・民

間協働で検討していくことが可能となった。

（出典 今出大輔，本田輝行，笹野京子，中島

洋子，他：行政と民間小規模市町村における発
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の１町、５千人未満の１村を対象に、発達支援

システムの整備状況と改正発達障害者支援法

施行に伴う新たな施策課題について、各自治体

を訪問し面接調査を行った。結果について、提
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言 を基に検討をおこない、暫定的に以下の結

論を得た。

１．小規模町村でも優れた支援体制整備は可能

２．人口 千人以上では、専門療育施設と自立

支援協議会など公的連携組織の有無が支援

体制の整備に大きく影響

３．広域自治体による小規模自治体支援の在り

方については、都道府県の実施している各種

地域支援事業（発達障害者支援センター等の

市町村発達障害者支援体制サポート事業、障

害児等療育支援事業、特別支援学校の地域支

援事業、障害者相談支援事業等）を効果的に

組み合わせ、体制整備と専門性の向上に結び

付けることが必要

４．外国人、非行等は小規模自治体では課題に

挙がってはいない。

次年度、さらに考察を深め、小規模町村が抱

えている諸問題・課題についてまとめる予定で

ある。
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未診断でも発達障害の特性や軽度の遅れのため支援が必要な事例が少なからず存在することが，

教育，福祉，就労支援などの現場で指摘されている。本研究は、そうした地域で生活する未把握・

未診断の青年期成人期の発達障害者の支援ニーズとサービスの実態、発達障害・軽度知的障害の

ある女性特有の課題について医療、福祉、教育、就労支援、若者支援など多領域にわたって明ら

かにすることを目的とする。具体的には 歳以上の自閉症スペクトラムの人を対象に、①診断が

歳以降まで遅れた事例、②女性例、③ 歳以上の高齢を対象に支援ニーズを明らかにし、今後

の支援体制の構築や支援方法の検討に資する情報を得ることを目指した。方法は当事者への丁寧

なインタビューと支援者へのインタビューを行い、ナラティブな情報を得ることで、これまで把

握されていない潜在的なニーズや課題を把握した。その結果、成人期以降に診断された事例の多

くが、発達期に専門家に相談していること、子どもの支援者は親の発達障害特性に気付いても支

援に繋げることを躊躇すること、支援制度の谷間にいる人の支援方法として自立生活アシスタン

ト事業やサポートマネージャー事業などの新しい方法のニーズが高いことなどが明らかになった。

- 228 -


